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標準的な健診・保健指導プログラム新旧対照表 

◎標準的な健診・保健指導プログラム（令和６年度版）（案） 

 

改正後 改正前 

目次 

標準的な健診・保健指導プログラム 

第１編 標準的な健診・保健指導プログラムの考え方 

第１章 生活習慣病対策のための標準的な健診・保健指導の方向性 

１－１ 特定健診・特定保健指導の導入の経緯と生活習慣病対策の今後の

方向性 

１－２ 特定健診・特定保健指導制度とは 

１－３ 標準的な健診・保健指導プログラムの位置づけ 

１－４ 健診・保健指導の基本的な考え方 

１－５ 健診・保健指導の外部委託 

第２章 健診・保健指導の進め方（流れ） 

２－１ 年次計画の作成 

２－２ 健診の実施と健診結果やそのほか必要な情報の提供（フィードバ

ック） 

２－３ 保健指導対象者の選定・階層化と保健指導 

２－４ 評価 

第３章 健診・保健指導事業に関わる者に求められる能力 

３－１ 事業のマネジメントを担う者に求められる能力 

３－２ 健診・保健指導実施者に求められる能力 

【別紙１－１】 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第１

６条第１項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者 

【別紙１－２】 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第１

目次 

標準的な健診・保健指導プログラム 

第１編 標準的な健診・保健指導プログラムの考え方 

第１章 生活習慣病対策のための標準的な健診・保健指導の方向性 

１－１ 特定健診・特定保健指導の導入の経緯と生活習慣病対策の今後の方

向性 

１－２ 特定健診・特定保健指導制度とは 

１－３ 標準的な健診・保健指導プログラムの位置づけ 

１－４ 健診・保健指導の基本的な考え方 

１－５ 健診・保健指導の外部委託 

第２章 健診・保健指導の進め方（流れ） 

２－１ 年次計画の作成 

２－２ 健診の実施と健診結果やそのほか必要な情報の提供（フィードバ

ック） 

２－３ 保健指導対象者の選定・階層化と保健指導 

２－４ 評価 

第３章 健診・保健指導事業に関わる者に求められる能力 

３－１ 事業のマネジメントを担う者に求められる能力 

３－２ 健診・保健指導実施者に求められる能力 

別紙１-１ 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第１６条

第１項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者 

別紙１-２ 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第１７条
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７条の規定に基づき厚生労働大臣が定める特定健康診査及び特定保健指

導の実施に係る施設、運営、記録の保存等に関する基準 

第２編 健診 

第１章 メタボリックシンドロームに着目する意義 

第２章 健診の内容 

２－１ 健診項目（検査項目及び質問項目） 

２－２ 健診結果やそのほか必要な情報の提供（フィードバック）につい

て 

第３章 保健指導対象者の選定と階層化 

第４章 健診における各機関の役割 

第５章 健診データ等の電子化 

５－１ 健診データ提出の電子的標準様式 

５－２ 健診項目の標準コードの設定 

５－３ 健診機関・保健指導機関コードの設定 

５－４ 健診結果の保存と活用について 

第６章 年齢層を考慮した健診・保健指導について 

６－１ 高齢者に対する健診・保健指導 

６－２ ４０歳未満の者に対する健診・保健指導 

【別紙１】 特定健診（高齢者医療確保法）の項目と労働安全衛生法・学

校保健安全法との比較 

【別紙２】 「詳細な健診」項目について 

【別紙３】 標準的な質問票・標準的な質問票解説と留意事項 

【別紙４ 健診の検査実施方法及び留意事項 

【別紙５】 健診検査項目の保健指導判定値及び受診勧奨判定値 

【別添資料】 健診結果とその他必要な情報の提供（フィードバック文例

の規定に基づき厚生労働大臣が定める特定健康診査及び特定保健指導の

実施に係る施設、運営、記録の保存等に関する基準 

第２編 健診 

第１章 メタボリックシンドロームに着目する意義 

第２章 健診の内容 

２－１ 健診項目（検査項目及び質問項目） 

２－２ 健診結果やそのほか必要な情報の提供（フィードバック）につい  

て 

第３章 保健指導対象者の選定と階層化 

第４章 健診における各機関の役割 

第５章 健診データ等の電子化 

５－１ 健診データ提出の電子的標準様式 

５－２ 健診項目の標準コードの設定 

５－３ 健診機関・保健指導機関コードの設定 

５－４ 健診結果の保存と活用について 

第６章 年齢層を考慮した健診・保健指導について 

６－１ 高齢者に対する健診・保健指導 

６－２ ４０歳未満の者に対する健診・保健指導 

別紙１ 特定健診と労働安全衛生法・学校保健安全法との比較 

 

別紙２ 「詳細な健診」項目について 

別紙３ 標準的な質問票 

別紙４ 健診の検査実施方法及び留意事項 

別紙５ 健診検査項目の保健指導判定値及び受診勧奨判定値 
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集） 

【別紙６】 健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針

(平成十六年厚生労働省告示第二百四十二号) 

【別紙７－１】 健診結果・質問票情報 

【別紙７－２】 保健指導情報 

【別紙７－３】 データ範囲のチェック 

 

第３編 保健指導 

第１章 保健指導の基本的考え方 

第２章 保健事業（保健指導）計画の作成 

２－１ 保健事業（保健指導）計画作成の進め方 

２－２ 保健事業（保健指導）計画作成に当たっての現状分析と分析結果

の整理 

２－３ 保健事業（保健指導）の目標設定 

２－４ 保健事業（保健指導）計画の作成 

第３章 保健指導の実施 

３－１ 基本的事項 

３－２ 保健指導のプロセスと必要な保健指導技術 

【様式１】 行動計画実施状況把握のためのチェックリストの具体的な例 

３－３ ICT を活用した保健指導とその留意事項 

３－４ 保健指導の未実施者及び中断者への支援 

３－５ 「無関心期」、「関心期」にある対象者への支援 

３－６ ２回目以降の対象者への支援 

３－７ 特定保健指導における情報提供・保健指導の実施内容 

【様式２】 特定保健指導支援計画及び実施報告書の例 

 

別紙６ 健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針 

 

別紙７－１ 健診結果・質問票情報 

別紙７－１ 保健指導情報 

別紙７－３ データ範囲のチェック 

【別添】 健診結果とそのほか必要な情報の提供（フィードバック文例集） 

第３編 保健指導 

第１章 保健指導の基本的考え方 

第２章 保健事業（保健指導）計画の作成 

２－１ 保健事業（保健指導）計画作成の進め方 

２－２ 保健事業（保健指導）計画作成にあたっての現状分析と分析結果

の整理 

２－３ 保健事業（保健指導）の目標設定 

２－４ 保健事業（保健指導）計画の作成 

第３章 保健指導の実施 

３－１ 基本的事項 

３－２ 保健指導における情報提供 

 

３－３ 情報提供・保健指導の実施内容 

３－４ 望ましい保健指導 

３－５ 保健指導のプロセスと必要な保健指導技術 

３－６ 保健指導の未実施者及び積極的支援の中断者への支援 

３－７ 「無関心期」、「関心期」にある対象者への支援 

３－８ ２回目以降の対象者への支援 
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３－８ 特定保健指導の対象とならない非肥満の脳・心血管疾患危険因子

保有者に対する生活習慣の改善指導 

３－９宿泊型新保健指導（スマート・ライフ・ステイ）プログラム 

第４章 保健指導の評価 

第５章 地域・職域における保健指導 

５－１ 地域保健と職域保健の保健指導の特徴 

５－２ 地域・職域連携による効果 

（削除） 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

（削除） 

第４編 体制・基盤整備、総合評価 

第１章 人材育成体制の整備 

第２章 最新の知見を反映した健診・保健指導内容の見直しのための体制整

備 

第３章 健診・保健指導の実施・評価のためのデータ分析とデータ管理 

３－１ 健診・保健指導の実施・評価のための指標・項目 

３－２ 保険者における健診・保健指導の実施・評価 

３－３ 健診・保健指導計画作成及び評価のためのデータ管理 

３－４ 個人情報の保護とデータの利用に関する方針 

【別紙１】 生活習慣病の発症予防・重症化予防対策の分析・評価指標～

メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防～ 

３－９ 特定保健指導の対象とならない非肥満の脳・心血管疾患危険因子

保有者に対する生活習慣の改善指導 

３－１０ 宿泊型新保健指導（スマート・ライフ・ステイ）プログラム 

第４章 保健指導の評価 

第５章 地域・職域における保健指導 

５－１ 地域保健と職域保健の保健指導の特徴 

５－２ 地域・職域連携による効果 

【別添１】保健指導のための禁煙支援簡易マニュアル 

【別添２】保健指導におけるアルコール使用障害スクリーニング（ＡＵＤ

ＩＴ）とその評価結果に基づく減酒支援（ブリーフインターベンション）

の手引き 

【別添３】特定保健指導の対象とならない非肥満の脳・心血管疾患危険因

子保有者に対する生活習慣の改善指導 

【別添４】宿泊型新保健指導（スマート・ライフ・ステイ）プログラム 

第４編 体制・基盤整備、総合評価 

第１章 人材育成体制の整備 

第２章 最新の知見を反映した健診・保健指導内容の見直しのための体制整

備 

第３章 健診・保健指導の実施・評価のためのデータ分析とデータ管理 

３－１ 健診・保健指導の実施・評価のための指標・項目 

３－２ 保険者における健診・保健指導の実施・評価 

３－３ 健診・保健指導計画作成及び評価のためのデータ管理 

３－４ 個人情報の保護とデータの利用に関する方針 

別紙１ 生活習慣病の発症予防・重症化予防対策の分析・評価指標 

 



5 
 

【別紙２】 個人情報の保護に関する法律 

（削除） 

添付資料 

メタボリックシンドロームの定義と診断基準 

各学会のガイドライン等 参照ＵＲＬ 

健診・保健指導の研修ガイドライン 

別紙２ 個人情報の保護に関する法律  

参考；様式集 

（添付資料） 

○ メタボリックシンドロームの定義と診断基準 

○ 各学会のガイドライン等 参照 URL 

○ 健診・保健指導の研修ガイドライン（平成 30年４月版） 

第１編 標準的な健診・保健指導プログラムの考え方 

第１章 生活習慣病対策のための標準的な健診・保健指導の方向性 

１－１ 特定健診・特定保健指導の導入の経緯と生活習慣病対策の今後の方向

性 

（１）国民健康づくり運動の流れ 

国は、昭和５３年からの「第一次国民健康づくり対策」、昭和６３年からの

「第二次国民健康づくり対策」を経て、平成１２年からは一次予防を重視し、

生活習慣の改善の目標値を示し、疾病の予防や治療にとどまらない積極的な

健康増進を図ることを目的とした「２１世紀における国民健康づくり運動（健

康日本２１）」を開始した。 

平成１４年には、健康日本２１を中核とする国民の健康づくりを更に積極

的に推進するため、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）が公布・施行さ

れた。同法に基づき実施される国民健康・栄養調査等を活用し、健康日本２１

の達成状況の確認等を行っている。 

また、健康診断や健康診査（以下「健診」という。）については、医療保険

各法に基づき保険者が行う一般健診や、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５

７号）に基づき事業者が行う健康診断等、老人保健法（昭和５７年法律第８０

号）に基づき市町村が行う健診等が実施されてきた。 

 

第１編 標準的な健診・保健指導プログラムの考え方 

第１章 生活習慣病対策のための標準的な健診・保健指導の方向性 

１－１ 特定健診・特定保健指導の導入の経緯と生活習慣病対策の今後の方

向性 

（１）国民健康づくり運動の流れ 

国は、昭和５３年からの「第一次国民健康づくり対策」、昭和６３年からの

「第二次国民健康づくり対策」を経て、平成１２年からは一次予防を重視し、

生活習慣の改善の目標値を示し、疾病の予防や治療にとどまらない積極的な

健康増進を図ることを目的とした「21 世紀における国民健康づくり運動（健

康日本 21）」を策定した。 

平成 14 年には、健康日本 21 を中核とする国民の健康づくり・疾病予防を

さらに積極的に推進するため、健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）が公布・

施行され、同法に基づき実施される国民健康・栄養調査等を活用し、健康日本

21 の達成状況の確認を行っている。 

また、健康診断や健康診査（以下「健診」という。）については、医療保険

各法に基づき保険者が行う一般健診や、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57

号）に基づき事業者が行う健康診断等、老人保健法（昭和 57 年法律第８０号）

に基づき市町村が行う健診等が実施されてきた。 
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（２）生活習慣病対策への提言 

「今後の生活習慣病対策の推進について（中間とりまとめ）」（平成１７年９

月１５日 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会）において、 

○生活習慣病予備群の確実な抽出と保健指導の徹底が不十分 

○科学的根拠に基づく健診・保健指導の徹底が必要 

○健診・保健指導の質の更なる向上が必要 

○国としての具体的な戦略やプログラムの提示が不十分 

○現状把握・施策評価のためのデータの整備が不十分 

等が生活習慣病対策を推進していく上での課題として挙げられた。このよう

な課題を解決するためには新たな視点で生活習慣病対策を充実・強化するこ

とが必要であるとの考え方が共有され、平成２０年４月より特定健康診査・特

定保健指導（以下「特定健診・特定保健指導」という。）が導入された。 

 

（３）健康日本２１（第二次）の展開と次期国民健康づくり運動 

健康日本２１の最終評価等を踏まえ、平成２５年４月から健康日本２１（第

二次）が開始された。健康日本２１（第二次）では、具体的な目標項目が設定

され、地方公共団体をはじめ、関係団体や企業等と連携しながら、取組を進め

てきた。５３項目の目標項目のうち、特定健診・特定保健指導に特に関連する

ものは、表１のとおりであり、特定健診・特定保健指導の実施率も含まれてい

る。これらのうち、メタボリックシンドロームの該当者及び予備群をはじめと

して、目標達成に至らなかった項目もあり、実効性のある取組のさらなる推進

が求められている。 

令和４年からは、健康日本２１（第二次）の最終評価等を踏まえつつ、令和

６年度より開始予定の次期国民健康づくり運動（健康日本２１（第三次）（仮））

について、策定に向けた議論が開始された。健康日本２１（第二次）と同様に、

（２）生活習慣病対策への提言 

「今後の生活習慣病対策の推進について（中間とりまとめ）」（平成１７年９

月１５日 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会）において、 

○生活習慣病予備群の確実な抽出と保健指導の徹底が不十分 

○科学的根拠に基づく健診・保健指導の徹底が必要 

○健診・保健指導の質の更なる向上が必要 

○国としての具体的な戦略やプログラムの提示が不十分 

○現状把握・施策評価のためのデータの整備が不十分 

等が生活習慣病対策を推進していく上での課題として挙げられた。このよう

な課題を解決するためには新たな視点で生活習慣病対策を充実・強化するこ

とが必要であるとの考え方が共有され、平成２０年４月より特定健康診査・特

定保健指導（以下「特定健診・特定保健指導」という。）が導入された。 

 

（３）健康日本２１から健康日本２１（第二次）への展開 

平成２３年１０月の健康日本２１最終評価では、メタボリックシンドロー

ムを認知している国民の割合や８０歳で２０歯以上の自分の歯を有する人の

増加等、目標に達した項目もあった。一方で、糖尿病有病者や予備群の増加、

２０～６０歳代男性における肥満者の増加、野菜摂取量の不足、日常生活にお

ける歩数の減少等、健康状態や生活習慣の改善が認められない、もしくは悪化

している項目があり、今後一層の生活習慣病対策の充実が必要との指摘がな

された。 

最終評価の結果を反映し、平成 25年４月から健康日本 21（第二次）を開始

することとなり、健康寿命の延伸や健康格差の縮小をはじめ、生活習慣、社会

環境の改善等に関し、計５３項目にわたる具体的な目標項目が設定された。こ

れをもとに、平成３４年度までの１０年の期間で、地方公共団体をはじめ、関
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健康寿命の延伸を目指し、５１項目の目標項目を設定する予定であるが、特定

健診・特定保健指導に関連する目標項目についても継続して設定される予定

である（表２）。 

このように、特定健診・特定保健指導の実施率の向上を図りつつ、分析に基

づく取組を実施していくことは、国民健康づくり運動においても重要であり、

健康寿命の延伸ひいては社会保障制度を持続可能なものとすることにつなが

るといえる。特に、図１に示すとおり、データの分析を行うことで、個人や各

地域・職域において、解決すべき課題や取組が明確となり、それぞれにメリッ

トが生じる。得られたメリットを活かし、医療機関への未受診者に対する受診

勧奨等を行うことで、健康状態の改善（高血圧の改善、脂質異常症の減少や糖

尿病の減少、更に脳血管疾患・心疾患の死亡率の減少、糖尿病の合併症の減少

等）に結びつけていくことも可能となる。地域・職域において、国民健康づく

りと特定健診・特定保健指導が相互に連携して、取組を進めていくことが重要

である。 

 

表１ 

 

表２ 

 

図１ 

 

１－２ 特定健診・特定保健指導制度とは 

（１）高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健診・特定保健指導 

「医療制度改革大綱」（平成１７年１２月１日政府・与党医療改革協議会）

において、平成２７年度には平成２０年度と比較して生活習慣病有病者や予

係団体や企業等と連携しながら、取組を進めている。 

図１に示す通り、特定健診・特定保健指導の実施率の向上を図りつつ、分析

に基づく取組を実施していくことは、健康日本２１（第二次）を着実に推進

し、ひいては社会保障制度を持続可能なものとするために重要である。特に、

データの分析を行うことで、個人や各地域・職域において、解決すべき課題や

取組が明確となり、それぞれにメリットが生じる。得られたメリットを活か

し、医療機関への未受診者に対する受診勧奨等を行うことで、健康格差の縮小

（高血圧の改善、糖尿病有病者の増加の抑制や脂質異常症の減少、さらに虚血

性心疾患・脳血管疾患の年齢調整死亡率の減少、糖尿病性腎症による新規透析

導入患者数の減少等）に結びつけていくことも可能となる。なお、特に関連す

る目標項目を表１に示す。 

 

 

 

 

図１ 

 

表１ 

 

 

 

１－２ 特定健診・特定保健指導制度とは 

（１）高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健診・特定保健指導 

「医療制度改革大綱」（平成 17年 12 月１日政府・与党医療改革協議会）に

おいて、平成 27 年度には平成 20 年度と比較して生活習慣病有病者や予備群
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備群を２５％減少させることが政策目標として掲げられ、中長期的な医療費

の伸びの適正化を図ることとされた。この考え方を踏まえ、生活習慣病予防の

徹底を図るため、平成２０年４月から、高齢者の医療の確保に関する法律（昭

和５７年法律第８０号。以下「高確法」という。）により、保険者に対して、

内臓脂肪の蓄積に起因した生活習慣病に関する健康診査（以下「特定健診」と

いう。）及び特定健診の結果により健康の保持に努める必要がある者に対する

保健指導（以下「特定保健指導」という。）の実施が義務づけられた。 

この政策目標を達成するために、保険者が効果的・効率的な健診・保健指導

を実施し、事業評価が可能となるよう標準的な健診・保健指導プログラムを作

成した。 

本プログラムは６年（第１期及び第２期は５年）ごとに見直し、実施状況や

課題を踏まえた改訂を加えてきた。平成２５年度の改定では特定保健指導に

係るポイント制の要件緩和等の運用見直し等、平成３０年度の改定では検査

項目に「血清クレアチニン検査」を追加等の運用見直しや特定保健指導のモデ

ル実施の導入等がなされた。今回は令和６年度からの第４期に向けて本プロ

グラムを改訂するものである。 

なお、健康日本２１（第二次）における生活習慣に起因する疾病としては主

としてがん、循環器疾患、糖尿病、慢性閉塞性肺疾患であるが、本プログラム

においては、食生活・身体活動・喫煙等に関する不適切な生活習慣が引き金と

なり、肥満、血糖高値、血圧高値、脂質異常、動脈硬化症に起因する虚血性心

疾患、脳血管疾患、糖尿病等とした。さらに、保健指導により発症や重症化を

予防でき、保健指導の成果を健診データ等の客観的指標を用いて評価できる

ものを主な対象としている。 

 

（２）健康増進法等に基づく健診・保健指導と特定健診・特定保健指導との関

を 25％減少させることが政策目標として掲げられ、中長期的な医療費の伸び

の適正化を図ることとされた。この考え方を踏まえ、生活習慣病予防の徹底を

図るため、平成 20年４月から、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57年

法律第 80号。以下「高確法」という。）により、保険者に対して、内臓脂肪の

蓄積に起因した生活習慣病に関する健康診査（以下「特定健診」という。）及

び特定健診の結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導

（以下「特定保健指導」という。）の実施が義務づけられた。 

この政策目標を達成するために、保険者が効果的・効率的な健診・保健指導

を実施し、事業評価が可能となるよう標準的な健診・保健指導プログラムを作

成した。 

 

 

 

 

 

 

なお、健康日本 21（第二次）における生活習慣に起因する疾病としては主

としてがん、循環器疾患、糖尿病、慢性閉塞性肺疾患であるが、本プログラム

においては、身体活動・食生活・喫煙等に関する不適切な生活習慣が引き金と

なり、肥満、血糖高値、血圧高値、動脈硬化症から起こる虚血性心疾患、脳血

管疾患、糖尿病等とした。さらに、保健指導により発症や重症化を予防でき、

保健指導の成果を健診データ等の客観的指標を用いて評価できるものを主な

対象としている。 

 

（２）健康増進法等に基づく健診・保健指導と特定健診・特定保健指導との関
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係 

成人の健康の維持向上・回復を目的とした保健指導（栄養指導を含む。以下

同じ。）は、医師法（昭和 22 年法律第 201 号）、保健師助産師看護師法（昭和

23 年法律第 203 号）、栄養士法（昭和 22 年法律第 245 号）、高確法、健康増進

法（平成 14 年法律第 103 号）、労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57 号）、健

康保険法（大正 11年法律第 70号）、学校保健安全法（昭和 33 年法律第 56号）

等にその法律上の根拠を有する。また、健康増進事業実施者は、健康教育、健

康相談そのほか国民の健康の増進のために必要な事業を積極的に推進するよ

う努めなければならないことが健康増進法第４条に定められている。これら

の規定により、保険者も、被保険者や被扶養者に対する健診・保健指導を含め

た保健事業にも積極的に取組むことが求められていると言える。 

特定健診・特定保健指導は、こうした保健事業のうち、高確法に基づき保険

者の義務を明確にしたものであるということに留意されたい。 

なお、健診・保健指導の実施に当たっては、高確法以外の関係各法に規定す

る健診や事業の活用を考慮すると共に、市町村、事業主、保険者においては、

健康課題の分析結果に基づき、利用可能な社会資源を活用した積極的な保健

事業の展開が望まれる。保険者においては、データヘルス計画と相互に連携す

ることが望ましい。 

健診・保健指導と特定健診・特定保健指導の関係について図２に示す。 

 

 

図２ 

（略） 

 

１－３ 標準的な健診・保健指導プログラムの位置づけ 

係 

成人の健康の維持向上・回復を目的とした保健指導（栄養指導を含む。以下

同じ。）は、医師法（昭和 22 年法律第 201 号）、保健師助産師看護師法（昭和

23 年法律第 203 号）、栄養士法（昭和 22 年法律第 245 号）、高確法、健康増進

法（平成 14 年法律第 103 号）、労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57 号）、健

康保険法（大正 11年法律第 70号）、学校保健安全法（昭和 33 年法律第 56号）

等にその法律上の根拠を有する。また、健康増進事業実施者は、健康教育、健

康相談そのほか国民の健康の増進のために必要な事業を積極的に推進するよ

う努めなければならないことが健康増進法第４条に定められている。これら

の規定により、保険者も、被保険者や被扶養者に対する健診・保健指導を含め

た保健事業にも積極的に取組むことが求められていると言える。 

特定健診・特定保健指導は、こうした保健事業のうち、高確法に基づき保険

者の義務を明確にしたものであるということに留意されたい。 

なお、健診・保健指導の実施に当たっては、高確法以外の関係各法に規定す

る健診や事業の活用を考慮すると共に、市町村、事業主、保険者においては、

健康課題の分析結果に基づき、利用可能な社会資源を活用した積極的な保健

事業の展開が望まれる。 

 

なお、健診・保健指導と特定健診・特定保健指導の関係について図２に示

す。 

 

図２ 

（略） 

 

１－３ 標準的な健診・保健指導プログラムの位置づけ 
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（略） 

 

１－４ 健診・保健指導の基本的な考え方 

（１）生活習慣病の予防に関する重点の変化 

かつて、市町村で実施されていた老人保健事業は、「健康教育」、「健康相談」

が主として一次予防、「健康診査」が主として二次予防、「機能訓練」、「訪問指

導」が主として三次予防としての役割を担い、それらの連携を促す「健康手

帳」の交付が行われ、予防活動の体系化の推進が行われていた。 

 

 

 

 

 

生活習慣病予備群に対する生活習慣への介入効果についての科学的根拠が

国際的に蓄積され、我が国においても国保ヘルスアップ事業をはじめとして

生活習慣病予備群に対する効果的な介入プログラムが開発されてきた。さら

に、日本内科学会等の内科系８学会合同でメタボリックシンドロームの診断

基準が示され、内臓脂肪の蓄積に着目した保健指導の重要性が明確化された。

こうした状況を踏まえ、現在の健診・保健指導は、内臓脂肪の蓄積に着目した

上で、生活習慣病の危険因子の数に応じて階層化された保健指導対象者に対

し、個々の生活習慣の改善に主眼を置いた保健指導を重視するものとなって

いる。 

なお、内臓脂肪の蓄積に着目した保健指導を行うのは、生活習慣病予防に効

果的・効率的であるとの知見があるためであるが、こうした保健指導の考え方

によって非肥満者に対する保健指導の重要性が低下するわけではないことに

（略） 

 

１－４ 健診・保健指導の基本的な考え方 

（１）生活習慣病の予防に関する重点の変化 

かつて、市町村で実施されていた老人保健事業は、「健康教育」、「健康相談」

が主として一次予防、「健康診査」が主として二次予防、「機能訓練」、「訪問指

導」が主として三次予防としての役割を担い、それらの連携を促す「健康手

帳」の交付が行われ、予防活動の体系化の推進の観点で意義があった。一方

で、健康診査の受診者に対し、結果に基づく的確な保健指導を行う等の一人一

人の状態に対するフォローアップのための仕組みが十分に確立されていなか

ったことや、事業の評価では、事業の実施回数や参加人数等の事業量が中心と

なり、事業の結果、どのような効果が得られたか等のアウトカム評価が十分に

行われていなかった。 

生活習慣病予備群に対する生活習慣への介入効果についての科学的根拠が

国際的に蓄積され、我が国においても国保ヘルスアップ事業をはじめとして

生活習慣病予備群に対する効果的な介入プログラムが開発されてきた。さら

に、日本内科学会等の内科系８学会合同でメタボリックシンドロームの診断

基準が示され、内臓脂肪の蓄積に着目した保健指導の重要性が明確化された。

こうした状況を踏まえ、現在の健診・保健指導は、内臓脂肪の蓄積に着目した

上で、生活習慣病の危険因子の数に応じて階層化された保健指導対象者に対

し、個々の生活習慣の改善に主眼を置いた保健指導を重視するものとなって

いる。 

なお、内臓脂肪の蓄積に着目した保健指導を行うのは、生活習慣病予防に効

果的・効率的であるとの知見があるためであるが、こうした保健指導の考え方

によって非肥満者に対する保健指導の重要性が低下するわけではないことに
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留意されたい。 

 

（２）健診・保健指導の目的 

現在の健診・保健指導は、主として内臓脂肪の蓄積に着目し、健診によって

保健指導対象者を抽出して対象者の持つリスクの数に応じた個別の保健指導

を行うことで、その要因となっている生活習慣を改善し、生活習慣病予防を行

うことを目的としている。 

健診・保健指導の実施に当たっては、対象者個人のリスクを分析し、対象者

に応じて効果的・効率的に実施する。 

また、生活習慣病の有病者や予備群の減少を目的として、健診データをはじ

め、レセプト bデータや介護保険データ、そのほか統計資料等に基づいて健康

課題を分析し、対象となる集団全体においてどのような生活習慣病対策に焦

点をあてるかということ、及びその中で優先すべき健康課題を明確化しなが

ら PDCA（計画（Plan）⇒実施（Do）⇒評価（Check）⇒改善（Action））サイク

ル（図３に示す）を意識した保健事業を展開していくことが必要である。レセ

プト情報・特定健診等情報データベース（NDB）には、レセプト情報及び特定

健診・特定保健指導情報が収集されており、分析等に利用可能である。 

第４期からは個人の受診者の行動変容につながり、成果が出たことを評価

する方針に沿い、特定保健指導の評価方法にアウトカム評価が導入された。こ

うした特定保健指導の実施率を向上させていくことで、成果を重視した保健

指導をより多くの者が享受できるようにしていくべきである。 

 

b レセプト：診療報酬請求明細書。病院や診療所が医療費の保険負担分の支

払いを保険者に請求するために発行する。レセプト分析をすることにより、生

活習慣病やその合併症である脳卒中や心筋梗塞、糖尿病性腎症ほか糖尿病合

留意されたい。 

 

（２）健診・保健指導の目的 

現在の健診・保健指導は、主として内臓脂肪の蓄積に着目し、健診によって

保健指導対象者を抽出して対象者の持つリスクの数に応じた個別の保健指導

を行うことで、その要因となっている生活習慣を改善し、生活習慣病予防を行

うことを目的としている。 

対象者個人のリスクを分析し、対象者に応じた効果的・効率的な保健事業を

行う必要がある。 

また、生活習慣病の有病者や予備群の減少を目的として、健診データをはじ

め、レセプト bデータや介護保険データ、そのほか統計資料等に基づいて健康

課題を分析し、対象となる集団全体においてどのような生活習慣病対策に焦

点をあてるかということ、及び優先すべき課題を明確化しながら PDCA（計画

（Plan）⇒実施（Do）⇒評価（Check）⇒改善（Action））サイクル（図３に示

す）を意識した保健事業を展開していくことが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

b レセプト：診療報酬請求明細書。病院や診療所が医療費の保険負担分の支払

いを保険者に請求するために発行する。レセプト分析をすることにより、生活

習慣病やその合併症である脳卒中や心筋梗塞、糖尿病性腎症ほか糖尿病合併
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併症等がいかに多いか、医療費がいかに多くかかっているか等を明らかにで

きる。それにより、医療費適正化のための疾病予防の重要性を認識し、的確な

保健指導に結びつけることができる。 

 

図３ 

（略） 

 

（３）健診 

生活習慣病は自覚症状がほとんどないまま進行するため、健診は対象者個

人が自らの健康状態を理解して生活習慣を振り返る絶好の機会と位置づける

ことができる。 

健診では、適切な条件で所定の検査を実施した上で、健診結果を速やかに対

象者に通知する。その際、対象者自身が生活習慣等の問題点を発見し、意識化

することで、生活習慣の改善や早期の医療機関への受診等の行動変容に効果

的につながることが重要である。そのためには、健診結果の経年変化やどのよ

うな疾患のリスクが高まるのかを分かりやすく表記し、生活習慣の具体的な

改善方法を解説する等、対象者本人に対して健診結果やそのほか必要な情報

の提供（フィードバック）を工夫して行うことが求められる。 

また、健診の結果、医療機関において専門的な治療を速やかに開始すべき者

が見いだされる場合がある。そうした場合では特に、対象者がその健診結果を

十分に理解できるよう支援し、確実な医療機関への受診勧奨を行うと共に、実

際に受診に至ったかどうかの確認を行うことも必要である。 

詳細は第２編第２章を参照されたい。 

 

（４）情報提供・保健指導 

症等がいかに多いか、医療費がいかに多くかかっているか等を明らかにでき

る。それにより、医療費適正化のための疾病予防の重要性を認識し、的確な保

健指導に結びつけることができる。 

 

図３ 

（略） 

 

（３）健診 

生活習慣病は自覚症状がほとんどないまま進行するため、健診は対象者個

人が自らの健康状態を理解して生活習慣を振り返る絶好の機会と位置づける

ことができる。 

健診では、適切な条件で所定の検査を実施した上で、健診結果を速やかに対

象者に通知する。その際、対象者自身が生活習慣等の問題点を発見し、意識化

することで、疾病予防や早期受診に効果的につながることが重要である。その

ためには、健診結果の経年変化やどのような疾患のリスクが高まるのかを分

かりやすく表記し、生活習慣の具体的な改善方法を解説する等、対象者本人に

対して健診結果やそのほか必要な情報の提供（フィードバック）を工夫して行

うことが求められる。 

また、健診の結果、医療機関において専門的な治療を速やかに開始すべき者

が見いだされる場合がある。そうした場合では特に、対象者がその健診結果を

十分に理解できるよう支援し、確実な医療機関への受診勧奨を行うと共に、実

際に受診に至ったかどうかの確認を行うことも必要である。 

詳細は第２編第２章を参照されたい。 

 

（４）情報提供・保健指導 
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① 対象者 

健診受診者全員に対して情報提供を行うほか、健診結果から生活習慣病の

リスクに応じて階層化し、必要な保健指導を行う。具体的には、腹囲等を第一

基準として、血圧・脂質・血糖・喫煙のリスクが重複している者を保健指導の

対象とし、特定保健指導として「動機付け支援」、「積極的支援」を行う。服薬

中の者については、保険者が保健指導を行うことは義務ではないが、きめ細か

な生活習慣改善支援の観点からや、医療機関と連携した上で保健指導を行う

ことが望ましい。 

また、保険者は、自らが管理する健診・保健指導やレセプトデータ等の利活

用により保健指導の実施状況や受診勧奨を行った者の治療継続状況を確認

し、受診勧奨されたにも関わらず受診していなかったり、治療を中断していた

りする者等を把握することができることから、これらのデータを重点的な保

健指導対象者の選定に役立てることが望ましい。 

なお、過年度の健診結果を参照し、継続して状態が悪い場合も重点的な保健

指導の対象となり得る。 

② 内容 

特定保健指導は、主にメタボリックシンドロームに着目し、対象者の個別性

を重視して、生活習慣の改善に重点を置いた指導を行うものである。具体的に

は、保健指導が必要な者に対しては、医師、保健師、管理栄養士等 cが積極的

に介入し、確実に行動変容を促す。その結果、対象者が、健診結果から身体状

況だけでなく、生活習慣改善の必要性を理解した上で、代謝等のメカニズムと

生活習慣（食生活や身体活動、喫煙習慣、飲酒習慣等）との関係性を理解し、

生活習慣の改善を自ら選択し、更にその結果が健診データの改善及び、セルフ

ケアに結びつくように支援することが重要である。 

③ 方法 

①対象者 

健診受診者全員に対して情報提供を行うほか、健診結果から生活習慣病の

リスクに応じて階層化し、必要な保健指導を行う。具体的には、腹囲等を第一

基準として、血圧•脂質•血糖•喫煙のリスクが重複している者を保健指導の対

象とし、保健指導として「動機付け支援」、「積極的支援」を行う。服薬中の者

については、保険者が保健指導を行うことは義務ではないが、きめ細かな生活

習慣改善支援や治療中断防止の観点から、かかりつけ医と連携した上で保健

指導を行うことが望ましい。 

また、保険者は、自らが管理する健診•保健指導データやレセプトデータ等

の利活用により保健指導の実施状況や受診勧奨を行った者の治療継続状況を

確認し、受診勧奨されたにも関わらず受診していなかったり、治療を中断して

いる者等を把握することができることから、重点的な保健指導対象者の選定

に役立てることが望ましい。 

 

 

②内容 

保健指導は、主にメタボリックシンドロームに着目し、対象者の個別性を重

視して、生活習慣の改善に重点を置いた指導を行うものである。具体的には、

保健指導が必要な者に対しては、医師、保健師、管理栄養士等 cが積極的に介

入し、確実に行動変容を促す。その結果、対象者が、健診結果から身体状況を

理解し、生活習慣改善の必要性を理解した上で、代謝等の身体のメカニズムと

生活習慣（食生活や身体活動、喫煙習慣、飲酒習慣等）との関係を理解し、生

活習慣の改善を自ら選択し、さらにその結果が健診データの改善に結びつく

ように支援することが重要である。 

③方法 
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情報提供は、個々の健診結果を理解し、生活習慣を振り返ることにつながる

ため専門職による対面や通知等により健診受診者全員に対して行う。さらに、

階層化の結果を踏まえ、特定保健指導として、「動機付け支援」又は「積極的

支援」のいずれかを行う。 

保健指導が終了した後も、対象者が健康的な生活習慣を維持し、更なる改善

に取組めるよう、社会資源の活用だけではなく、対象者に応じてアプリケーシ

ョンソフトウェア（スマートフォンや Web ベースのものも含む。以下「アプリ

ケーション等」という。）等の活用やポピュレーションアプローチによる支援

を行う。 

なお、情報提供に当たっては、ICT（Information and Communication 

Technology :以下「ICT」という。）の活用等も含めて多様な方法を用い、幅広

い年齢層の対象者に確実に情報が届くよう努める必要がある。 

 

c 令和１１年度末まで、一定の実務経験がある看護師についても特定保健指

導を行うことができる。「一定の実務経験」とは、平成２０年４月現在におい

て、１年以上、保険者が保健事業として実施する生活習慣病予防に関する相談

及び教育の業務又は事業主が労働者に対して実施する生活習慣病予防に関す

る相談及び教育の業務に従事した経験を指す。 

 

（５）健診・保健指導の評価 

ストラクチャー（構造）d評価に加え、プロセス（過程）e評価、アウトプッ

ト（事業実施量）f評価、アウトカム（結果）g評価を含めた総合的な評価を行

うことで、健康課題を明確化し、俯瞰的な取組を実施することができる。 

 

d ストラクチャー：構造。ここでは健診・保健指導を実施する際の構成因子を

情報提供は、健診受診者全員に対して行う。さらに、階層化の結果を踏まえ、

特定保健指導として、「動機付け支援」又は「積極的支援」のいずれかを行う。 

 

 

保健指導が終了した後も、対象者が健康的な生活習慣を維持し、更なる改善

に取組めるよう、社会資源の活用やポピュレーションアプローチによる支援

を行う。 

 

 

 

 

 

 

ｃ平成３５年度末まで、一定の実務経験がある看護師についても特定保健指

導を行うことができる。「一定の実務経験」とは、平成２０年４月現在におい

て、１年以上、保険者が保健事業として実施する生活習慣病予防に関する相談

及び教育の業務又は事業主が労働者に対して実施する生活習慣病予防に関す

る相談及び教育の業務に従事した経験を指す。 

 

（５）健診・保健指導の評価 

ストラクチャー（構造）d評価に加え、プロセス（過程）e評価、アウトプッ

ト（事業実施量）f評価、アウトカム（結果）g評価を含めた総合的な評価を行

うことで、健康課題を明確にした戦略的な取組を実施することができる。 

 

d ストラクチャー：構造。ここでは健診・保健指導を実施する際の構成因子を
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指す。物的資源（施設、設備、資金等）、人的資源（職員数、職員の資質等）、

組織的資源（スタッフ組織、相互検討の仕組み、償還制度等）等がある。 

e プロセス：過程。ここでは保健医療従事者の活動（情報収集、問題分析、目

標設定、事業の実施状況等）を指す。 

f アウトプット：事業実施量。ここでは実施された事業におけるサービスの

実施状況や業務量を指す。 

g アウトカム：結果。ここでは対象者の健康状態への効果、知識の普及、健康

行動、保健医療サービス満足度等を指す。 

 

（６）実施体制 

保険者は、特定健診・特定保健指導を含めた保健事業の質や量を確保する必

要があるが、各保険者の規模や置かれている状況は様々であり、適切な外部委

託の活用も含め、それぞれにあった実施体制を構築し、取組を進めることが必

要である。 

市町村は国保部門・衛生部門・介護保険部門間の連携強化を図ると共に、医

師会や委託事業者、地域の住民組織や団体等と協働した体制づくり等が考え

られる。 

職域では、産業医や保健師等の専門職を中心とした体制の構築や、健診機関

や適切な事業者への委託等が考えられる。 

特に職域においては、事業主の協力により労働安全衛生法に基づき事業者

が行う健康診断の結果データの受領や保健指導が実施しやすくなると共に、

対象者が生活改善に取り組みやすい職場の環境づくりが整備され、保健指導

の効果が上がることが期待される。したがって、健診や保健指導の推進に当た

って、保険者は積極的に事業者の協力を得ることが望まれる。 

 

指す。物的資源（施設、設備、資金等）、人的資源（職員数、職員の資質等）、

組織的資源（スタッフ組織、相互検討の仕組み、償還制度等）がある。 

e プロセス：過程。ここでは保健医療従事者の活動（情報収集、問題分析、目

標設定、事業の実施状況等）を指す。 

f アウトプット：事業実施量。ここでは実施された事業におけるサービスの実

施状況や業務量を指す。 

g アウトカム：結果。ここでは対象者の健康状態への効果、知識の普及、健康

行動、保健医療サービス満足度等を指す。 

 

（６）実施体制 

保険者は、特定健診•特定保健指導を含めた保健事業の質や量を確保する必

要があるが、各保険者の規模や置かれている状況は様々であり、適切な外部委

託の活用も含め、それぞれにあった実施体制を構築し、取組を進めることが必

要である。 

市町村は国保部門•衛生部門•介護保険部門間の連携強化を図ると共に、医

師会や委託事業者、地域の住民組織や団体等と協働した体制づくり等が考え

られる。 

職域では、産業医や保健師等の専門職を中心とした体制の構築や、健診機関

や適切な事業者への委託等が考えられる。 

特に職域においては、事業主の協力により労働安全衛生法に基づき事業者

が行う健康診断の結果データの受領や保健指導が実施しやすくなると共に、

保健指導の効果が上がることが期待される。したがって、健診や保健指導の推

進に当たって、保険者は積極的に事業者の協力を得ることが望まれる。 

なお、内臓脂肪の蓄積に着目した生活習慣病予防のための健診•保健指導の

基本的な考え方について図 4 にまとめた。 
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図４ 

（略） 

 

１－５ 健診・保健指導の外部委託 

① 外部委託の考え方 

保険者は、健診・保健指導の計画の企画・立案、事業の進行管理、評価まで

を主体的に行う。その一つの方法として、外部委託を活用し、利用者の利便性

やニーズに配慮した健診や保健指導を実施する（例えば、土曜日・日曜日・祝

日・夜間の実施）ことで、健診や保健指導の実施率向上を図ることが期待され

る。特に、保健指導においては ICT の活用等や実施方法の工夫を行うことに

より、実施率・効果を高めることが求められる。一方で、精度管理や評価が適

切に行われない等、健診や保健指導の質が考慮されないことも懸念されるた

め、適切な委託基準を仕様書に盛り込む等、委託先における健診や保健指導の

質を確保すると共に、保険者による定期的な評価を行うことが重要である。 

② 外部委託先の選定と評価 

健診や保健指導の実施を事業者へ委託する場合には、委託基準に基づき、健

診や保健指導の実施機関を選定していくことが必要となる。 

なお、健診・保健指導の事業の企画及び評価については、外部委託する場合

であっても、事業の実施主体である保険者が行う必要がある。以下③、④にも

あるとおり、外部委託する業務の範囲については留意すること。 

③ 具体的な基準 

特定健診・特定保健指導で外部委託をする際に求められる基準に関しては、

平成２５年厚生労働省告示第９２号（外部委託基準）及び第９３号（施設等に

関する基準）を参照すること。なお、特定健診以外の健診等について外部委託

 

図４ 

（略） 

 

１－５健診・保健指導の外部委託 

① 外部委託の考え方 

外部委託を活用し、利用者の利便性に配慮した健診や保健指導を実施する

（たとえば、土日•祝日に行う等が考えられる）等、対象者のニーズを踏まえ

た対応をすることで、健診や保健指導の実施率向上を図ることが期待される。

一方で、精度管理や評価が適切に行われない等、健診や保健指導の質が考慮さ

れないことも危惧されるため、適切な委託基準を仕様書に盛り込む等、委託先

における健診や保健指導の質を確保することが不可欠である。 

 

 

 

② 外部委託先の選定と評価 

健診や保健指導の実施を委託する場合には、委託基準を作成し、本プログラ

ムに定める内容の健診や保健指導を適切に実施できる事業者を選定する必要

がある。なお、健診•保健指導の事業の企画及び評価については、外部委託す

る場合であっても、事業の実施主体である保険者自らが行う必要があるため、

以下③、④にもある通り、外部委託する業務の範囲については留意すること。 

③ 具体的な基準 

特定健診•特定保健指導で外部委託をする際に求められる基準に関しては、

平成２５年厚生労働省告示第 92 号（外部委託基準）及び第 93号（施設等に関

する基準）を参照すること。なお、特定健診以外の健診等について外部委託す
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する場合も、この告示に準じることが望ましい。（別紙１－１、１－２参照） 

④ 外部委託する際の留意事項 

健診・保健指導を外部委託する場合、実施主体たる委託側（特定健診・特定

保健指導では保険者）は、健診・保健指導業務全体の目的を明確にし、事業計

画を立案、そして評価し、質の担保を行うことが重要である。 

また、保険者は事業所や健康診査対象者、保健指導対象者に対して健診・保

健指導の必要性を十分に説明することや、保険者と事業所のやりとりが円滑

に進むよう配慮することが求められる。また、保健師・管理栄養士等の専門職

の活用についても留意することが望ましい。 

以下に具体的な留意事項を示す。 

○委託する業務の目的の明確化 

業務を委託する前に、健診・保健指導業務全体の目的、理念を明確にし、実

施体制を考え、その中からどのような業務を委託するかを決めていく。その上

で、委託する業務について委託先の事業者に理念・目的を明確に伝えることが

重要である。 

○委託した業務の質の確保 

委託契約期間中には、健診・保健指導が適切に実施されているかについて確

認を行うことが重要である。 

健診の委託に際しては、委託された事業者は、健診の実施機関ごとに測定値

及びその判定等が異ならないよう、健診の精度管理を適切に行う必要がある。

なお、巡回型・移動型で健診を行う場合も、事業者の施設で行う基準と同じと

する必要がある。 

また、保健指導の委託に際しては、保健指導の質を確保するため、①事業者

の選定に際して保健指導の質を確認する、②保健指導業務の終了後に評価を

行うことが必要である。さらに、定期的（月ごとあるいは、委託期間の中間時）

る場合も、この告示に準じることが望ましい。（別紙 1－1、1－2参照） 

④ 外部委託する際の留意事項 

健診•保健指導を外部委託する場合、実施主体たる委託側（特定健診•特定保

健指導では保険者）は、健診•保健指導業務全体の目的を明確にし、事業計画

を立案、そして評価し、質の担保を行うことが重要である。 

 

 

 

 

以下に具体的な留意事項を示す。 

○委託する業務の目的の明確化 

業務を委託する前に、健診•保健指導業務全体の目的、理念を明確にし、実

施体制を考え、その中からどのような業務を委託するかを決めていく。その

際、委託する業務はどのような理念に基づき、その目的は何かを明確にし、そ

れを委託先の事業者に伝えることが重要である。 

○質の確保 

委託契約期間中には、健診•保健指導が適切に実施されているかについて確

認を行うことが重要である。 

健診の委託に際しては、委託された事業者は、健診の実施機関ごとに測定値

及びその判定等が異ならないよう、健診の精度管理を適切に行う必要がある。

なお、巡回型•移動型で健診を行う場合も、事業者の施設で行う基準と同じと

する必要がある。 

また、保健指導の委託に際しては、保健指導の質を確保するため、①事業者

の選定に際して保健指導の質を確認する、②保健指導業務の終了後に評価を

行うことが必要である。さらに、定期的（月ごとあるいは、委託期間の中間時）
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に評価し、必要に応じて委託事業者と共に利用率だけでなく対象者支援の好

事例の共有や困難事例の支援に関する改善策等を検討することが望ましい。 

①については、定期的な研修の実施や外部研修の利用を積極的に促すとい

った機会の提供がどの程度されているか等も含め、保健指導実施者の保健指

導技術の程度を保険者に所属する保健師等専門職の帯同などで確認する。②

については、対象者の生活習慣の改善度や保健指導の効果等から、それらが不

十分と考えられる場合には事業者に対して保健指導の質の改善を促し、その

後も改善の見込みがない場合には、契約を更新するかどうか検討する必要が

ある。実際に実施したかの確認を含め、保健指導を行った対象者のうち一部を

無作為に抽出して調査をする等も検討する。 

保険者と保健指導の委託先との間で適切に特定保健指導対象者の情報が共

有され、一連の特定保健指導（行動計画を適切に作成し、行動計画に基づく一

貫した特定保健指導を提供し、実績評価を行うこと）が滞りなく行われること

が必要である。 

保険者が、医療機関、開業保健師等を含む中小規模または個人事業主へ外部

委託をする場合も、基本的に同様の質の担保を行う。 

なお、健診・保健指導どちらについても、各都道府県に設置されている保険

者協議会等を活用して、事業者の資質に関する情報交換等を行い、保険者の目

を通した評価を行うことが重要である。 

○健診・保健指導機関との連携の必要性 

健診と保健指導機関の委託先が異なる状況もあるため、健診から保健指導

へスムーズな連携が行えるような配慮することが重要である。 

また、健診や保健指導を外部委託した場合であっても、その業務は生活習慣

病対策の一部であり、ポピュレーションアプローチを含めた対策全体といか

に連携させていくかが重要である。保険者には、常に生活習慣病対策全体を視

に評価し、必要に応じて委託事業者と共に改善策を検討することが望ましい。 

 

①については、保健指導実施者の保健指導技術の程度を保険者に所属する

専門職の目を通して確認する。②については、対象者の生活習慣の改善度や保

健指導の効果等から、事業者に対して保健指導の質の改善を促したり、改善の

見込みがない場合には、契約を更新するかどうか検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、健診•保健指導どちらについても、各都道府県に設置されている保険

者協議会等を活用して、事業者の資質に関する情報交換等を行い、保険者の目

を通した評価を行うことが重要である。 

○委託した業務と生活習慣病対策全体の連携 

健診や保健指導を外部委託した場合であっても、その業務は生活習慣病対

策の一部であり、ポピュレーションアプローチを含めた対策全体といかに連

携させていくかが重要である。保険者には、常に生活習慣病対策全体を視野に

入れて、事業の運営に当たることが求められる。 
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野に入れて、事業の運営に当たることが求められる。その際、保健指導の経過

で得られた課題やポピュレーションアプローチとして対処すべき事項につい

て、委託事業者からのフィードバックを得ることが望ましい。 

○保険者に所属する専門職の保健指導技術の向上 

保険者に所属する保健師、管理栄養士等の役割は、外部委託を含めた保健指

導プログラムの企画や実施機関間の調整、そして委託した事業者の保健指導

の質を評価することである。これらの業務を行うためには、自らの保健指導に

関する技術を向上させることが前提であり、外部委託した場合であっても、保

険者に所属する保健師、管理栄養士等が、保健指導業務に直接従事する、また

は従事できる体制を整備しておくことが必要である。 

○外部委託する場合の個人情報の取扱い 

保険者は、健診・保健指導で得られる医療・健康情報の取扱いの全部又は一

部を外部委託する場合においても、第４編第３章に規定しているとおり、「個

人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」及び「医療・介護関

係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス（平成２９年

４月１４日個人情報保護委員会 厚生労働省）」等を踏まえた対応を行うこと

が必要である。 

 

第２章 健診・保健指導の進め方（流れ） 

２－１ 年次計画の作成 

データヘルス計画に照らし合わせ、健診・保健指導計画作成のために、各種

データ hの分析を行い、集団の特性（地域や職域の特性）や健康課題を把握し、

具体的な目標を定めた年次計画を策定する。 

健診項目としては、集団の特性や健康課題に応じて項目を設定することと

なるが、特定健診については基本的な項目の実施が必須となっていることに

 

 

 

○保険者に所属する専門職の保健指導技術の向上 

保険者に所属する保健師、管理栄養士等の役割は、外部委託を含めた保健指

導プログラムの企画や実施機関間の調整、そして委託した事業者の保健指導

の質を評価することである。これらの業務を行うためには、自らの保健指導に

関する技術を向上させることが前提であり、外部委託した場合であっても、保

険者に所属する保健師、管理栄養士等が、保健指導業務に直接従事できる体制

を整備しておくことが必要である。 

○外部委託する場合の個人情報の取扱い 

保険者は、健診•保健指導で得られる医療•健康情報の取扱いの全部又は一

部を外部委託する場合においても、第４編第３章に規定している通り、「個人

情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 5７号）」及び「医療•介護関係事

業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス（平成２９年４月

１４日個人情報保護委員会厚生労働省）」等を踏まえた対応を行うことが必要

である。 

 

第２章健診・保健指導の進め方（流れ） 

２－１年次計画の作成 

データヘルス計画に照らし合わせ、健診・保健指導計画作成のために、各種

データ hの分析を行い、集団の特性（地域や職域の特性）や健康課題を把握し、

具体的な目標を定めた年次計画を策定する。 

健診項目としては、集団の特性や健康課題に応じて項目を設定することと

なるが、特定健診については基本的な項目の実施が必須となっていることに
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留意する。特定保健指導の対象とならない受診勧奨判定値を超えるレベルの

受診者に対する対応についても、計画に盛り込むことが望ましい。また、保健

指導についても、生活習慣病予防・重症化予防等の観点からどのような者を優

先して実施すべきか、集団の特性や健康課題に応じて設定する。特定健診・特

定保健指導においては、保険者は上記を踏まえて各期の特定健診等実施計画

を策定する必要がある。 

また、健診未受診者、保健指導の未利用者等に対する支援方法についても、

集団特性に合わせ、ナッジ i等を活用しながら創意工夫をし、受診率向上のた

めの具体策（実施方法、案内方法の工夫、評価など）を計画の中に盛り込むこ

とが重要である。 

受診率向上や保健指導の実施に関する計画の策定には、関係する事業者や

職能団体等への連携についても検討すること。また、全体の計画策定には公衆

衛生の専門家や保健師等の専門職の意見も参考にしつつ、具体策を検討する

ことが望ましい。 

 

h 各種データ：男女別・年代別の健診結果、有所見状況、メタボリックシンド

ローム該当者・予備群数及びリスクの重複状況、対象となる被保険者数・被扶

養者数及び過去の健診受診者数・未受診者数等の把握、医療費データ（レセプ

ト等）、要介護度データ等。 

i ナッジ（nudge：そっと後押しする）：行動科学の知見の活用により、人々が

自分自身にとってより良い選択を自発的に取れるように手助けする手法。

人々が選択し、意思を決定する際の環境をデザインし、それにより行動をデザ

インするものであり、選択の自由を残しつつ、費用対効果が高いことを特徴と

する。 

 

留意する。また、保健指導についても、どのような者を優先して実施すべき

か、集団の特性や健康課題に応じて設定する。特定健診・特定保健指導におい

ては、保険者は上記を踏まえて各期の特定健診等実施計画を策定する必要が

ある。 

 

 

また、健診未受診者等に対する支援方法についても、集団特性に合わせ、創

意工夫をし、受診率向上のための具体策を計画の中に盛り込むことが重要で

ある。 

 

 

 

 

 

 

h 各種データ：男女別・年代別の健診結果、有所見状況、メタボリックシンド

ローム該当者・予備群数及びリスクの重複状況、対象となる被保険者数・被扶

養者数及び過去の健診受診者数・未受診者数等の把握、医療費データ（レセプ

ト等）、要介護度データ等。 
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２－２ 健診の実施と健診結果やそのほか必要な情報の提供（フィードバッ

ク） 

健診対象者に対して、健診の受診を促す。情報を最小限として何をすればよ

いのかシンプルにした受診勧奨用紙など、ナッジ等を活用し工夫をする。その

際、望ましい条件下（空腹時採血等）で健診を受診するよう、事前の情報提供

を行う。また、社会のデジタル化を踏まえ、ICT を活用した情報提供の方法等

も検討する。 

健診の実施に際しては、プライバシーに配慮した検査環境を整えた上で、適

切な検査手技に基づき検査を実施する。随時採血の結果を用いる場合にも、適

切な条件になっているか、判定が適切に実施されているのかについて留意す

る必要がある。また、医師が詳細な検査を要すると判断した者については、受

診者本人に丁寧にその必要性を説明した上で、円滑に当該検査を受けられる

よう配慮する。 

各種検査値の測定に当たっては、検査の精度管理及び検体管理を適切に行

う。 

健診実施後は、全ての健診受診者に対し、速やかに健診結果やそのほか必要

な情報の提供（フィードバック）を行う。生活習慣病は自覚症状がほとんどな

いまま進行することから、検査結果が示唆する健康状態の解説を含めて、分か

りやすくフィードバックするために、結果の通知様式やその方法について工

夫することが求められる。その際、個人によっては体質や生活環境の影響もう

けていることから、生活習慣が悪いから病気になったという先入観・偏見を持

たないこと、配慮に欠けた言語表現を用いないなど、適切な対応が求められ

る。受診勧奨判定値を超える検査値を有する者に対しては、医療機関を受診す

る必要性を通知し、受診勧奨を行う。その際、社会のデジタル化を踏まえ、ICT

を活用した情報提供の方法等も検討する。また、特に、専門的な治療を開始す

２－２健診の実施と健診結果やそのほか必要な情報の提供（フィードバック） 

 

健診対象者に対して、健診の受診を促す。その際、望ましい条件下（空腹時

採血等）で健診を受診するよう、事前の情報提供を行う。 

 

 

 

健診の実施に際しては、プライバシーに配慮した検査環境を整えた上で、適

切な検査手技に基づき検査を実施する。また、医師が詳細な検査を要すると判

断した者については、受診者本人に丁寧にその必要性を説明した上で、円滑に

当該検査を受けられるよう配慮する。 

 

 

各種検査値の測定に当たっては、検査の精度管理及び検体管理を適切に行

う。 

健診実施後は、全ての健診受診者に対し、速やかに健診結果やそのほか必要

な情報の提供（フィードバック）を行う。生活習慣病は自覚症状がほとんどな

いまま進行することから、検査結果が示唆する健康状態の解説を含めて、分か

りやすくフィードバックするために、結果の通知様式やその方法について工

夫することが求められる。特に、専門的な治療を開始する必要がある者に対し

ては、その必要性を十分に理解できるよう支援した上で、確実に受診勧奨を行

う。詳細は第２編第２章を参照されたい。 
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る必要がある者に対しては、その必要性を十分に理解できるよう支援した上

で、確実に受診勧奨を行う。詳細は第２編第２章を参照されたい。 

 

２－３ 保健指導対象者の選定・階層化と保健指導 

生活習慣病の危険因子の数等、科学的根拠に基づいて保健指導対象者の階

層化を行い、個別に適切な保健指導を実施する。その際、特定保健指導（「動

機付け支援」及び「積極的支援」）の対象とならない者に対しても、個々のリ

スク等の状況に応じ、必要な情報提供や保健指導を行うことが重要である。特

に「すぐに医療機関を受診する必要がある者」に対し、確実に対応することが

必要である。 

 

２－４ 評価 

健診・保健指導の結果やレセプトデータ等を用いて予め設定した評価指標・

評価方法を基に、ストラクチャー評価、プロセス評価、アウトプット評価、ア

ウトカム評価を含めた総合的な評価を行い、次年度の健診・保健指導計画の見

直しにつなげることが必要である。詳細は○○を参照されたい。 

以上、生活習慣病予防のための標準的な健診・保健指導計画の流れ（イメー

ジ）を、図４にまとめた。 

 

図４ 

（略） 

 

第３章 健診・保健指導事業に関わる者に求められる能力 

効果的・効率的な健診・保健指導事業を実施するために、当該事業に関わる

者は、事業の企画・立案から事業の実施、評価に至るまでの一連のプロセスを

 

 

 

２－３ 保健指導対象者の選定・階層化と保健指導 

生活習慣病の危険因子の数に応じて保健指導対象者の階層化を行い、個別

に適切な保健指導を実施する。この際、特定保健指導（「動機付け支援」及び

「積極的支援」）の対象とならない者に対しても、個々のリスク等の状況に応

じ、必要な情報提供や保健指導を行うことが重要である。 

 

 

 

２－４ 評価 

健診・保健指導の結果やレセプトデータ等を用いて予め設定した評価指標・

評価方法を基に、ストラクチャー評価、プロセス評価、アウトプット評価、ア

ウトカム評価を含めた総合的な評価を行い、次年度の健診・保健指導計画の見

直しにつなげることが必要である。 

以上、生活習慣病予防のための標準的な健診・保健指導計画の流れ（イメー

ジ）を、図５にまとめた。 

 

図５ 

（略） 

 

第３章 健診・保健指導事業に関わる者に求められる能力 

効果的・効率的な健診・保健指導事業を実施するために、当該事業に関わる

者は、事業の企画・立案から事業の実施、評価に至るまでの一連のプロセスを



23 
 

行う能力が求められる。 

また、保健指導実施者は、対象者の身体の状態や生活状況、価値観等に配慮

しつつ、行動変容に確実につなげられるよう、以下の能力が求められる。 

 

３－１ 事業のマネジメントを担う者に求められる能力 

保険者に所属している健診・保健指導事業に関わる者は、事業の企画・立案

や評価を行い、効果的な事業を実施するために、以下の能力を習得することが

求められる。 

（１）データを分析し、優先課題を見極める能力 

健診・保健指導計画の企画・立案に当たっては、まず健診データ、医療費デ

ータ（レセプト等）、要介護度データ、地区活動等により知り得た情報等から、

対象集団の特性（地域や職域の特性）を抽出し、対象集団の優先的な健康課題

を設定できる能力 jが求められる。 

例えば、データヘルス計画における分析から、その対象集団に比較的多い疾

病の発症予防や重症化予防のために効果的・効率的な対策を考えることや、ど

のような疾病にどのくらい医療費を要しているか、より高額な医療費がかか

る原因疾患は何か、それは予防可能な疾患なのか、また、市町村においては、

国保データベースシステム（以下「ＫＤＢシステム」という。）を活用して分

析、対象者の抽出ができる能力が求められる。 

データの分析や仮説の検証、その結果に基づいた目標設定と設定した目標

の妥当性の検討等については、専門機関や専門家に照会することも考えられ

る。 

 

（２）健診・保健指導の企画・調整能力 

積極的支援の対象者が多い場合は、より一層効率的に健診・保健指導を実施

行う能力が求められる。 

また、保健指導実施者は、対象者の身体の状態や生活背景、価値観等に配慮

しつつ、行動変容に確実につながるよう、以下の能力が求められる。 

 

３－１ 事業のマネジメントを担う者に求められる能力 

保険者に所属している健診・保健指導事業に関わる者は、事業の企画・立案

や評価を行い、効果的な事業を実施するために、以下の能力を習得する必要が

ある。 

（１）データを分析し、優先課題を見極める能力 

健診・保健指導計画の企画・立案に当たっては、まず健診データ、医療費デ

ータ（レセプト等）、要介護度データ、地区活動等により知り得た情報等から、

対象集団の特性（地域や職域の特性）を抽出し、対象集団の優先的な健康課題

を設定できる能力 iが求められる。 

たとえば、データヘルス計画における分析から、その対象集団に比較的多い

疾病の発症予防や重症化予防のために効果的・効率的な対策を考えることや、

どのような疾病にどのくらい医療費を要しているか、より高額な医療費がか

かる原因疾患は何か、それは予防可能な疾患なのか、また、市町村において

は、国保データベース（ＫＤＢ）を活用して分析、対象者の抽出ができる能力

が必要となる。 

また、データの電子化に伴い、突合分析においては適切に電子データを処理

する技術が必要である。 

 

 

（２）健診・保健指導の企画・調整能力 

積極的支援の対象者が多い場合、効率的に健診・保健指導を実施し、生活習
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し、生活習慣病の有病者や予備群を減少させることが求められる。 

 

 

また、健診受診率や保健指導実施率向上のための効果的な方策の企画能力

も求められる。例えば、ナッジ等を活用して、受診勧奨や教室開催等の通知を

工夫することや、保健指導を対象者の興味・関心を引くテーマと結び付けて行

うこと等の工夫が考えられる。なお、ナッジを使う上では、対象者の意向や感

情の変化を考慮する必要があるため、適切な設計・使用が求められる。 

医療機関へ受診勧奨した者が確実に医療機関を受診したかどうかの確認を

行う体制を含め、効果的に健診・保健指導を行う体制を整備することが必要で

ある。そのためには、保健指導に関係する既存の社会資源を効率的に活用する

と共に、健診等業務を受託する事業者等を含めた保健指導の連携・協力体制を

構築する能力が求められる。 

 

また、個人に着目した保健指導を行うのみでなく、地域・職域にある様々な

保健活動や関連するサービスと有機的に連動させた保健指導体制を構築する

ことが求められる。そのため、地域・職域連携推進協議会や保険者協議会を活

用し、保険者・関係機関・行政・ＮＰＯ等との密接な連携を図り、協力体制を

つくることや、地域に必要な社会資源を開発する等、多くの関係者間の調整で

きる能力が求められる。 

 

（３）健診・保健指導の委託に関する能力 

健診・保健指導を事業者へ委託する場合は、委託基準に基づき健診・保健指

導の実施機関を選定していくこととなる。 

具体的には、保健指導を委託する際には、委託する業務の目的、目標や範囲

慣病の有病者や予備群を減少させるために、過去の健診結果等も十分に加味

し、発症・重症化するおそれの特に高い対象者を、優先的に抽出していく能力

も必要となる。 

また、健診受診率や保健指導実施率向上のための効果的な方策の企画能力

も求められる。 

 

 

 

対象集団の特性を踏まえた健診項目の選定や、医療機関へ受診勧奨した者

が確実に医療機関を受診したかどうかの確認を行う体制を含め、効果的に健

診・保健指導を行う体制を整備することが必要である。そのためには、保健指

導に関係する既存の社会資源を効率的に活用すると共に、健診等業務を受託

する事業者等を含めた保健指導の連携・協力体制を構築する能力が求められ

る。 

また、個人に着目した保健指導を行うのみでなく、地域・職域にある様々な

保健活動や関連するサービスと有機的に連動させた保健指導体制を構築する

ことが求められる。そのため、地域・職域連携推進協議会や保険者協議会を活

用し、保険者・関係機関・行政・ＮＰＯ等との密接な連携を図り、協力体制を

つくることや、地域に必要な社会資源を開発する等、多くの関係者間の調整で

きる能力が求められる。 

 

（３）健診・保健指導の委託に関する能力 

健診・保健指導を事業者へ委託する場合は、委託基準に基づき健診・保健

指導の実施機関を選定していくこととなる。 

具体的には、保健指導を委託する際には、委託する業務の目的、目標や範
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を明確にした上で、費用対効果が高く、健診当日に保健指導を実施できる等、

効果的な保健指導が期待できる事業者を選択し、健診・保健指導の継続的な質

の管理を行う能力が求められる。 

また、保健指導の質を確保するためには、外部委託する業務の範囲を明確化

した上で、適切な委託基準を仕様書に盛り込む等、適切な委託を行うための能

力も必要である。 

このため、事務担当者を含めた当該事業に関わる者は、委託先の保健指導方

法をしっかり把握し、適切に進行管理できるよう、一定の知識を身につけるこ

とが必要である。 

また、委託後、適切に業務が行われているか確認し、想定外の問題がないか

情報収集を行い、問題がある場合にはできるだけ早急に対応する能力も求め

られる。 

 

（４）事業の事後評価を行う能力 

健診・保健指導の成果をあげるために、健診・保健指導の結果を基に、アウ

トカム（結果）評価等各種評価を行い、次年度の企画・立案につなげることが

できる能力が求められる。 

健診・保健指導の効果の実行可能な評価計画を立て、その結果を分析して課

題を明確にし、現行の健診・保健指導システムの改善について具体的に提案で

きる能力が求められる。 

また、健診結果及び質問項目による対象者の選定が正しかったか、対象者に

必要かつ効果的な保健指導が実施されたか等を評価し、保健指導の技術を向

上させていくことが必要である。 

 

（５）健診・保健指導の質を確保できる能力 

囲を明確にした上で、費用対効果が高く、保健指導効果を期待できる事業者

を選択し、健診・保健指導の継続的な質の管理を行う能力が求められる。 

 

また、保健指導の質を確保するためには、外部委託する業務の範囲を明確

化した上で、適切な委託基準を仕様書に盛り込む等、適切な委託を行うため

の能力も必要である。 

このため、事務担当者を含めた当該事業に関わる者は、委託先の保健指導

方法をしっかり把握し、適切に進行管理できるよう、一定の知識を身につけ

ることが必要である。 

また、委託後、適切に業務が行われているか確認し、想定外の問題がない

か情報収集を行い、問題がある場合にはできるだけ早急に対応する能力も求

められる。 

 

（４）事業の事後評価を行う能力 

健診・保健指導の成果をあげるために、健診・保健指導の結果を基に、ア

ウトカム（結果）評価等各種評価を行い、次年度の企画・立案につなげるこ

とができる能力が必要である。 

健診・保健指導の効果の実行可能な評価計画を立て、その結果を分析して

課題を明確にし、現行の健診・保健指導システムの改善について具体的に提

案できる能力が求められる。 

また、健診結果及び質問項目による対象者の選定が正しかったか、対象者

に必要な保健指導が実施されたか等を評価し、保健指導の技術を向上させて

いくことが必要である。 

 

（５）健診・保健指導の質を確保できる能力 
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（略） 

 

（６）健診・保健指導プログラムを開発する能力 

（略） 

 

（７）ICT を管理する能力 

遠隔面接及び遠隔支援（以下「遠隔面接等」という。）の実施に必要な環境・

体制を整備するとともに、実施状況を評価し改善する能力が求められる。遠隔

面接等の実施に際しての留意点の詳細は、第３編第３章３－３並びに「特定健

康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」の「２-１０情報通信技

術を活用した特定保健指導について」を参照のこと。また、事業をマネジメン

トする者は、遠隔面接等の実施に当たって、個人情報の保護に十分配慮すると

ともに、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」（厚生労働省）

に準拠した情報管理など、個人情報保護に必要な措置を講じることが求めら

れる。 

j 対象集団の検査データの傾向や生活習慣上の課題を把握することで、集団

に関する目標達成に向けて何が解決すべき課題で、どこに優先的な予防介入

が必要であるかという戦略を立てることが重要である。 

 

３－２ 健診・保健指導実施者に求められる能力 

保健指導実施者として以下のような能力の習得が必要であり、個々の能力

の習得を目的とした研修会等に積極的に参加することが望ましい。 

なお、医師、保健師、管理栄養士等は、それぞれの養成課程における教育内

容が異なり、新たに習得すべき能力に差があることから、健診・保健指導に関

する研修プログラムを構成する際にはこの点を考慮する必要がある。 

（略） 

 

（６）健診・保健指導プログラムを開発する能力 

（略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i対象集団の検査データの傾向や生活習慣上の課題を把握することで、集団に

関する目標達成に向けて何が解決すべき課題で、どこに優先的な予防介入が

必要であるかという戦略を立てることが重要である。 

 

３－２ 健診・保健指導実施者に求められる能力 

保健指導実施者として以下のような能力の習得が必要である。 

 

なお、医師、保健師、管理栄養士等は、それぞれの養成課程における教育内

容が異なり、新たに習得すべき能力に差があることから、健診・保健指導に関

する研修プログラムを構成する際にはこの点を考慮する必要がある。 
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（１）健診結果と生活習慣の関連を説明でき行動変容に結びつけられる能力 

食生活、身体活動、喫煙、飲酒等の生活習慣問題による代謝の変化（血糖高

値、脂質異常等の変化で可逆的なもの）が血管の変化（動脈硬化等の不可逆的

なもの）につながるという、発症や重症化のメカニズムを十分理解し、健診結

果から現在の健康状態を把握した上で、対象者が納得できるよう説明する能

力が求められる k。 

こうした説明を分かりやすく行い、対象者が自らの健康状態を認識し行動

変容につなげられるよう、最新の知識や技術を習得し、蓄積された健診結果や

レセプト等の集団のデータを分析・考察することを通じて、常に研鑽を続ける

能力が求められる l。 

 

（２）対象者との信頼関係を構築できる能力 

保健指導においては、対象者が自らの健康問題に気付き、自分自身で解決方

法を見出していく過程を支援することにより、対象者が自らの状態に向かい

合い、それに対する考えや気持ちを表現することでセルフケア（自己管理）能

力が強化されると考えられる。この過程の支援は、初回面接において対象者と

保健指導実施者との信頼関係を構築することが基盤となることから、受容的

な態度で対象者に接すること、またその後の支援においては、適度な距離を保

ちつつ継続的に支援できる能力が求められる。 

 

（３）個人の生活と環境を総合的にアセスメント mする能力 

健診結果から対象者の身体状況と生活習慣の関連を判断し、対象者の年齢

や性格、現在までの生活習慣、家庭環境、職場環境、行動変容のステージ（準

備状態）、健康に対する価値観等から、対象者の健康課題について、総合的に

 

（１）健診結果と生活習慣の関連を説明でき行動変容に結びつけられる能力 

食生活、身体活動、喫煙習慣、飲酒習慣等の問題による代謝の変化（血糖高

値、脂質異常等の変化で可逆的なもの）が血管の変化（動脈硬化等の不可逆的

なもの）になるという、発症や重症化のメカニズムを十分理解し、健診結果か

ら現在の健康状態を把握した上で、対象者が納得できるよう説明する能力が

必要である j。 

こうした説明を分かりやすく行い、対象者が自らの健康状態を認識し行動

変容につなげられるよう、最新の知識や技術を習得し、蓄積された健診結果や

レセプト等の集団のデータを分析・考察することを通じて、常に研鑽を続ける

ことが必要である k。 

 

（２）対象者との信頼関係を構築できる能力 

保健指導においては、対象者が自らの健康問題に気付き、自分自身で解決方

法を見出していく過程を支援することにより、対象者が自らの状態に向かい

合い、それに対する考えや気持ちを表現することでセルフケア（自己管理）能

力が強化されると考えられる。この過程の支援は、初回面接において対象者と

保健指導実施者との信頼関係を構築することが基盤となることから、受容的

な態度で対象者に接すること、またその後の支援においては、適度な距離を保

ちつつ継続的に支援できる能力が必要である。 

 

（３）個人の生活と環境を総合的にアセスメント lする能力 

健診結果から対象者の身体状況と生活習慣の関連を判断し、対象者の年齢

や性格、現在までの生活習慣、家庭環境、職場環境、行動変容のステージ（準

備状態）、健康に対する価値観等から、対象者の健康課題について、総合的に



28 
 

アセスメントできる能力が求められる。そのためには、健診データを経年的に

見て、データの異常値をメタボリックシンドロームや対象者の生活習慣と関

連付けて考えられる能力が求められる。その上で、評価可能かつ対象者が達成

可能な目標を対象者が設定できるように、対象者の状態にあった保健指導方

針を判断できる能力が求められる。 

 

（４）安全性を確保した対応を考えることができる能力 

健診の検査結果や問診結果、健診時の医師の判断、レセプト等を基に病態を

適切に判断し、医療機関への受診勧奨、保健指導そのほかの対応について適切

に判断できる能力が求められる。 

特に、検査結果で異常値が認められた対象者や整形外科的疾患等のある者

については、保健指導対象者となった場合に身体活動や運動の強度等につい

て考慮する必要があるため、「健康づくりのための身体活動基準２０１３（平

成２５年３月運動基準・運動指針の改定に関する検討会）」、「健康づくりのた

めの身体活動指針（アクティブガイド）」を参照すると共に、禁忌情報や留意

事項を共有することでかかりつけの医療機関と連携を図る等、適切に対応す

る。 

また、治療中であることが判明した場合には、対象者の了解を得た上で必要

に応じてかかりつけの医療機関に相談し、保健指導への参加の可否や、実際に

保健指導を行う際の留意点等を確認すること等に努めることが望ましい。な

お、かかりつけの医療機関に相談する場合には、保健指導の目的や具体的な実

施方法を記した書面を提示し、かかりつけの医療機関が参加の可否等を判断

しやすいようにすることが望ましい。 

 

（５）健康行動に関する手法や理論を保健指導に適用する能力 

アセスメントできる能力が必要である。そのためには、健診データを経年的に

見て、データの異常値をメタボリックシンドロームや対象者の生活習慣と関

連付けて考えられる能力が求められる。また、対象者の行動変容のステージや

健康に対する価値観を把握し、対象者の状態にあった保健指導方法を判断で

きる能力が求められる。 

 

（４）安全性を確保した対応を考えることができる能力 

健診の検査結果や問診結果、健診時の医師の判断、レセプト等を基に病態を

適切に判断し、医療機関への受診勧奨、保健指導そのほかの対応について適切

に判断できる能力が求められる。 

特に、検査結果で異常値が認められた対象者や整形外科的疾患等のある者

については、保健指導対象者となった場合に身体活動や運動の強度等につい

て考慮する必要があるため、「健康づくりのための身体活動基準２０１３（平

成２５年３月運動基準・運動指針の改定に関する検討会）」、「健康づくりのた

めの身体活動指針（アクティブガイド）」を参照すると共に、禁忌情報や留意

事項を共有することでかかりつけ医と連携を図る等、適切に対応する。 

 

また、治療中であることが判明した場合には、対象者の了解を得た上で必要

に応じてかかりつけ医に相談し、保健指導への参加の可否や、実際に保健指導

を行う際の留意点等を確認すること等に努めることが望ましい。なお、かかり

つけ医に相談する場合には、保健指導の目的や具体的な実施方法を記した書

面を提示し、かかりつけ医が参加の可否等を判断しやすいようにすることが

望ましい。 

 

（５）相談・支援技術 
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① カウンセリング n的要素を取り入れた支援 

セルフケアでは、対象者自身が行動目標や目標達成のための方法を決める

ことが前提となる。したがって、一方的に目標や方法を提示するのではなく、

カウンセリング的要素を取り入れることが必要である。さらに、対象者のこれ

までの日常生活を振り返り、行動変容できたことについて前向きなとらえ方

をするよう心がけ、それを言語化することで対象者が自己肯定感を持って生

活習慣改善に取組めるような関わりを行うことが望まれる。 

② 認知行動療法の手法 o、コーチングの手法 p、ティーチングの手法 q、健康

行動理論 r等を取り入れた支援 

対象者が長い年月をかけて形成してきた生活習慣を変えることは、容易な

ことではない。対象者の認識や価値観への働きかけを行うためには、保健指導

実施者は、認知行動療法やコーチング、ティーチング、健康行動理論等に係る

手法についても学習し、対象者に合った保健指導の方法やポピュレーション

アプローチを活用する能力が求められる。また、これらの手法の基礎となって

いる理論についても、一定の知識を得た上で継続的に研鑽を積む必要がある。 

③ 個々の生活習慣の改善のための具体的な技術 

不健康な食生活、身体活動の不足、喫煙や飲酒等、生活習慣に課題がある場

合は、改善のための支援が必要である。そのためには、まず対象者の知識や関

心に対応した適切な支援方法を判断し実践することや、対象者の学習への準

備状態を判断し、適切な食教育教材や身体活動教材を選択又は作成して用い

ることができる能力が求められ、また、対象者の学習過程に応じた支援が求め

られる。 

 

（６）生活習慣に関する専門知識を持ち行動変容を支援できる能力 

科学的根拠に基づき、対象者にとって改善しやすく、かつ、目標が達成され

① カウンセリング m的要素を取り入れた支援 

セルフケアでは、対象者自身が行動目標や目標達成のための方法を決める

ことが前提となる。したがって、一方的に目標や方法を提示するのではなく、

カウンセリング的要素を取り入れることが必要である。さらに、対象者のこれ

までの日常生活を振り返り、行動変容できたことについて前向きなとらえ方

をするよう心がけ、それを言語化することで対象者が自己肯定感を持って生

活習慣改善に取組めるような関わりを行うことが望まれる。 

② 認知行動療法の手法 n、コーチングの手法 o、ティーチングの手法 p等を取

り入れた支援 

対象者が長い年月をかけて形成してきた生活習慣を変えることは、容易な

ことではない。対象者の認識や価値観への働きかけを行うためには、保健指導

実施者は、認知行動療法やコーチング、ティーチング等に係る手法についても

学習し、対象者に合った保健指導の方法を活用することが必要である。また、

これらの手法の基礎となっている理論についても、一定の知識を得た上で継

続的に研鑽を積む必要がある。 

③ 個々の生活習慣の改善のための具体的な技術 

食生活や身体活動における課題、喫煙や過量飲酒の習慣等については、改善

のための支援が必要である。そのためには、まず対象者の知識や関心に対応し

た適切な支援方法を判断し実践することや、対象者の学習への準備状態を判

断し、適切な食教育教材や身体活動教材を選択又は作成して用いることがで

きる能力が必要であり、また、対象者の学習過程に応じた支援が求められる。 

 

 

（６）個々の生活習慣に関する専門知識を持ち活用できる能力 

科学的根拠に基づき、対象者にとって改善しやすい生活習慣の具体的内容
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るための生活習慣の具体的内容とその目標を提案できる能力が求められる。

その際には、対象者の置かれた環境を踏まえた支援の提案や、国や地方公共団

体の事業や計画に関して情報提供できる能力が求められる。 

また、個々の生活習慣は互いに関連しているため、対象者が置かれた状況を

総合的に判断し、生活習慣改善支援をバランス良く行うことが求められる。詳

細は第３編第３章３－７（７）、健診・保健指導の研修ガイドラインを参照さ

れたい。 

 

（７）学習教材を開発する能力 

生活習慣の改善を支援するためには、保健指導の実施に際して、効果的な学

習教材が必要である。そのため、対象者のライフスタイル等に合わせて適切に

活用できる学習教材を開発する能力が求められる。なお、このような学習教材

は科学的根拠に基づき作成することが求められ、常に最新のものに更新する

ことが望ましい。 

具体的には、本プログラムを活用しつつ、他機関の教材に関する情報や、実

際に健診・保健指導を実施した対象者の具体的事例に基づく事例検討会等を

基に検討し、地域や職域の実情に応じて保健指導の学習教材等を工夫、作成す

る能力が求められる。 

 

（８）必要な社会資源を活用する能力 

地域保健対策の推進に関する基本的な指針 sにおいて、いわゆるソーシャル

キャピタル tを活用した健康づくり等の重要性が示されている。対象者の行動

変容を支援する際にも、個別の保健指導だけでなく、健康教室のような集団で

の教育や、身近な健康増進施設、地域の自主グループ等の社会資源の活用を組

み合わせることで、より効果が上がることが期待される。そのため、日頃か

とその目標を提案できる能力が必要である。その際には、対象者の置かれた環

境を踏まえた支援の提案や、国や地方公共団体の事業や計画に関して情報提

供できる能力が必要である。 

また、個々の生活習慣は互いに関連しているため、対象者が置かれた状況を

総合的に判断し、生活習慣改善支援をバランス良く行うことが求められる。詳

細は第 3編第３章３－３（４）、健診・保健指導の研修ガイドラインを参照さ

れたい。 

 

（７）学習教材を開発する能力 

生活習慣の改善を支援するためには、保健指導の実施に際して、効果的な学

習教材が必要である。そのため、対象者のライフスタイルに合わせて適切に活

用できる学習教材を開発する能力が求められる。なお、このような学習教材は

科学的根拠に基づき作成することが求められ、常に最新のものに更新するこ

とが望ましい。 

具体的には、本プログラムを活用しつつ、他機関の教材に関する情報や、実

際に健診・保健指導を実施した対象者の具体的事例に基づく事例検討会等を

基に検討し、地域の実情に応じて保健指導の学習教材等を工夫、作成する能力

が求められる。 

 

（８）必要な社会資源を活用する能力 

地域保健対策の推進に関する基本的な指針 q において、いわゆるソーシャ

ル・キャピタルｒを活用した健康づくり等の重要性が示されている。対象者の

行動変容を支援する際にも、個別の保健指導だけでなく、健康教室のような集

団での教育や、身近な健康増進施設、地域の自主グループ等の社会資源の活用

を組み合わせることで、より効果が上がることが期待される。そのため、日頃
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ら、活用可能な社会資源の種類や、活用のための条件等について十分な情報収

集を行い、社会資源を効果的に活用した支援ができる能力が求められる。 

 

（９）ICT を活用する能力 

ICT を活用した保健指導は、対面での保健指導が困難であった対象者（在宅

勤務者や遠隔地の対象者等）へのアプローチを広げる有効な手段である。一方

で、個人情報の保護に必要な措置を講じたり、効果的・効率的に ICT を活用し

た保健指導を実施・評価したり、対象者の ICT 環境や ICT リテラシーに合わ

せた保健指導を実施するためにも、保健指導者側の ICT を活用する能力が求

められる。 

k 例えば高血糖状態等、糖尿病になる前の段階で早期に介入し、保健指導に

より行動変容につなげていくことで、疾病の発症予防を行うべきである。ま

た、糖尿病になり合併症を発症した場合でも、医療機関と連携し、保健指導を

継続することで更なる重症化予防の支援を行うべきである。予防段階での介

入では、フィードバック文例集を活用するとともに、受診勧奨をした者が医療

機関で経過観察になった場合などは、可能な限り経過観察と保健指導を継続

し、状態が悪化した場合に速やかに医療機関に繋げられることが望ましい。 

l 実際に重症化した人等の治療状況や生活習慣等を把握することにより、な

ぜ疾病の発症、重症化が予防できなかったのか考える必要がある。なぜ予防で

きなかったかを検証することにより、医療機関との連携や保健指導において

対象者の行動変容を促す支援技術の向上につながる。 

m アセスメント：対象者の身体状況、健康に関する意識、生活習慣、家庭や仕

事等の社会的背景等について情報を収集し、生活習慣を改善する上での課題

や改善に役立つ情報等を評価・査定すること。情報やデータの収集、分析、判

断のプロセスが含まれる。 

から、活用可能な社会資源の種類や、活用のための条件等について十分な情報

収集を行い、社会資源を効果的に活用した支援ができる能力が必要である。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

jたとえば高血糖状態等、糖尿病になる前の段階で早期に介入し、保健指導

により行動変容につなげていくことで、疾病の発症予防を行うべきである。

また、糖尿病になり合併症を発症した場合でも、医療機関と連携し、保健指

導を継続することで更なる重症化予防の支援を行うべきである。 

 

 

 

k 実際に重症化した人等の治療状況や生活習慣等を把握することにより、なぜ

疾病の発症、重症化が予防できなかったのか考える必要がある。なぜ予防でき

なかったかを検証することにより、医療機関との連携や保健指導において対

象者の行動変容を促す支援技術の向上につながる。 

lアセスメント：対象者の身体状況や生活習慣、生活環境、健康に関する意識、

家族の状況、仕事の状況等について情報を収集し、生活習慣を改善する上での

課題や改善に役立つ情報等を評価・査定すること。情報やデータの収集、分

析、判断のプロセスが含まれる。 
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n カウンセリング（技術）：相談者の抱える問題や相談事等に対し、対象者を

主体とする基本姿勢に基づき、専門的な知識や技術を用いて行われる相談援

助の技術。 

o 認知行動療法の手法：認知行動療法とは、人間の思考・行動・感情の関係性

に焦点をあてて、思考・行動様式を修正し、症状や問題を解決していく治療法

である。保健指導の場面でも、認知行動療法の諸技法を取り入れた支援を行う

ことにより、対象者が健康行動を身につけ、自律的に健康維持あるいは疾病管

理を行っていくこと（セルフコントロール）ができるように動機付けると共

に、生活改善につなげていくことが可能。 

 

p コーチングの手法：相手の本来持っている能力、強み、個性を引き出し、目

標実現や問題解決するために自発的行動を促すコミュニケーション技術。 

q ティーチングの手法：知識や技術の少ない者に対し、相談者に対して具体

的な指示や助言を与え、知識や技術の獲得を促す技術方法を活用することが

必要である。また、これらの手法の基礎となっている理論についても、一定の

知識を得た上で継続的に研鑽を積む必要がある。 

r 健康行動理論の手法：人が健康によい行動を行う可能性を高めるための

様々なアプローチ方法のこと。代表的なものとして、ヘルスビリーフモデルや

プロチャスカの行動変容理論、ナッジ等がある。 

s 地域保健対策の推進に関する基本的な指針の一部改正について（平成 24 年

７月 31 日付け 健発 0731 第 8号 厚生労働省健康局長通知） 

t ソーシャルキャピタル：地域に根ざした信頼や社会規範、ネットワークと

いった社会関係資本。「人と人との絆」、「人と人との支え合い」に潜在する価

値を意味している。 

 

m カウンセリング（技術）：相談者の抱える問題や相談事等に対し、対象者を

主体とする基本姿勢に基づき、専門的な知識や技術を用いて行われる相談援

助の技術。 
n 認知行動療法の手法：認知行動療法とは、人間の思考・行動・感情の関係性

に焦点をあてて、思考・行動様式を修正し、症状や問題を解決していく治療法

である。保健指導の場面でも、認知行動療法の諸技法を取り入れた支援を行う

ことにより、対象者が健康行動を身につけ、自律的に健康維持あるいは症状管

理を行っていくこと（セルフコントロール）ができるように動機付けると共

に、生活改善につなげていくことが可能。 
 
o コーチングの手法：相手の本来持っている能力、強み、個性を引き出し、目

標実現や問題解決するために自発的行動を促すコミュニケーション技術。 
p ティーチングの手法：知識や技術の少ない者に対し、相談者に対して具体的

な指示や助言を与え、知識や技術の獲得を促す技術。 
 
 
 
 

 
q 地域保健対策の推進に関する基本的な指針の一部改正について（平成 24 年

７月 31 日付け健発 0731 第 8 号厚生労働省健康局長通知） 
r ソーシャル・キャピタル：地域に根ざした信頼や社会規範、ネットワークと

いった社会関係資本。「人と人との絆」、「人と人との支え合い」に潜在する

価値を意味している。 
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別紙１―１ 

（略） 

 

別紙１－２ 

（略） 

 

第２編 健診 

第１章 メタボリックシンドロームに着目する意義 

平成１７年４月に、日本内科学会等内科系 8 学会が合同でメタボリックシ

ンドロームの疾患概念と診断基準を示した。虚血性心疾患等の動脈硬化性疾

患の主たる危険因子は高 LDL コレステロール血症であるが、メタボリックシ

ンドロームは、高 LDL コレステロール血症とは独立したハイリスク状態とし

て登場した概念である。 

メタボリックシンドロームは、内臓脂肪の蓄積を共通の要因として、代謝性

危険因子である血糖高値、脂質異常、血圧高値を呈する病態であり、重複数が

多いほど、虚血性心疾患等の心血管疾患や脳梗塞等の脳血管疾患等の発症リ

スクが高くなることがわかっている。一方、内臓脂肪を減少させることで、そ

れらの発症リスクを低減することができる。 

すなわち、内臓脂肪の蓄積に起因する糖尿病、脂質異常症、高血圧症は、生

活習慣の改善により予防可能である。また、発症してしまった後でも、LDL コ

レステロールと同時に、血糖、血圧等をコントロールすることにより、虚血性

心疾患や脳卒中等の脳・心血管疾患の発症や人工透析を必要とする腎不全等

への進展・重症化を予防することが可能であるという考え方である。 

メタボリックシンドロームの概念を導入することにより、内臓脂肪の蓄積

や体重増加が、血糖や中性脂肪、血圧等の上昇をもたらすことや、様々な形で

別紙 1―１ 

（略） 

 

別紙１－２ 

（略） 

 

第２編健診 

第１章 メタボリックシンドロームに着目する意義 

平成１７年４月に、日本内科学会等内科系 8 学会が合同でメタボリックシ

ンドロームの疾患概念と診断基準を示した。虚血性心疾患等の動脈硬化性疾

患の主たる危険因子は高 LDL コレステロール血症であるが、メタボリックシ

ンドロームは、高 LDL コレステロール血症とは独立したハイリスク状態とし

て登場した。 

メタボリックシンドロームは、内臓脂肪の蓄積を共通の要因として、血糖高

値、脂質異常、血圧高値を呈する病態であり、それぞれが重複した場合は、虚

血性心疾患、脳血管疾患等の発症リスクが高く、内臓脂肪を減少させることで

それらの発症リスクの低減が図られるという考え方を基本としている。 

 

すなわち、内臓脂肪の蓄積に起因する糖尿病、脂質異常症、高血圧症は、生

活習慣の改善により予防可能であり、また、発症してしまった後でも、LDL コ

レステロールと同時に、血糖、血圧等をコントロールすることにより、心筋梗

塞等の虚血性心疾患、脳梗塞等の脳血管疾患、人工透析を必要とする腎不全等

への進展や重症化を予防することが可能であるという考え方である。 

メタボリックシンドロームの概念を導入することにより、内臓脂肪の蓄積

や体重増加が、血糖や中性脂肪、血圧等の上昇をもたらすことや、様々な形で
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血管を損傷して動脈硬化を引き起こすことにより、心血管疾患、脳血管疾患、

腎不全等に至る原因となることを詳細に示すことができる。そのため、健診受

診者にとって、生活習慣と健診結果、疾病発症との関係が理解しやすく、実施

者にとっても生活習慣の改善に向けての明確な動機付けがしやすい。 

 

第２章 健診の内容 

２－１ 健診項目（検査項目及び質問項目） 

（１）基本的考え方 

○糖尿病や脳・心血管疾患（脳卒中や虚血性心疾患等）等の生活習慣病、とり

わけメタボリックシンドロームの該当者・予備群を減少させることができる

よう、保健指導が必要な者を的確に抽出するための検査項目を健診項目とす

る。 

○これに加えて、標準的な質問項目については、下記に際して、活用するもの

であるという基本的な考え方に基づくものとする。 

①特定保健指導対象者の階層化や詳細な健診の対象者の選定に関する項目 

②健診結果を通知する際の「情報提供」の内容の決定に際し活用可能な項目 

③生活習慣病のリスクの評価に資する項目 

④地域間及び保険者間の健康状態の比較に資する項目 

○上記④に関連して、対象集団（地域や職場等）の特性等を踏まえ、ほかの検

査項目・質問項目も必要に応じて追加することが可能である。 

 

（２）具体的な健診項目 

特定健診の項目として健診対象者全員が受ける「基本的な項目」や医師が必

要と判断した場合に選択的に受ける「詳細な健診の項目」等については、以下

のとおりとする。 

血管を損傷して動脈硬化を引き起こすことにより、虚血性心疾患、脳血管疾

患、腎不全等に至る原因となることを詳細に示すことができる。そのため、健

診受診者にとって、生活習慣と健診結果、疾病発症との関係が理解しやすく、

実施者にとっても生活習慣の改善に向けての明確な動機付けがしやすい。 

 

第２章健診の内容 

２－１健診項目（検査項目及び質問項目） 

（１）基本的考え方 

○糖尿病や脳・心血管疾患（脳卒中や虚血性心疾患等）等の生活習慣病、とり

わけメタボリックシンドロームの該当者・予備群を減少させることができる

よう、保健指導が必要な者を的確に抽出するための検査項目を健診項目とす

る。 

○標準的な質問項目は、①生活習慣病リスクの評価、②保健指導の階層化、③

健診結果を通知する際の「情報提供」の内容の決定に際し、活用するものであ

るという考え方に基づくものとする。 

 

 

 

○対象集団の特性（地域や職場の特性）等を踏まえ、ほかの検査項目・質問項

目も必要に応じて追加することは可能である。 

 

（２）具体的な健診項目 

特定健診の項目として健診対象者全員が受ける「基本的な項目」や医師が必

要と判断した場合に選択的に受ける「詳細な健診の項目」等については、以下

の通りとする。 
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①特定健診の基本的な項目（P.○○別紙１参照） 

質問項目、身体計測（身長、体重、ＢＭＩ、腹囲（内臓脂肪面積））、理学的

所見（身体診察）、血圧測定、脂質検査 a（空腹時中性脂肪、やむを得ない場合

には随時中性脂肪（空腹時（絶食 10 時間以上）以外に採血を行う場合は、食

直後（食事開始時から 3.5 時間未満）を除く）により脂質検査を行うことを可

とする。）を除き随時中性脂肪により脂質検査を行うことを可とする。）、ＨＤ

Ｌコレステロール、ＬＤＬコレステロール又は Nｏｎ-ＨＤＬコレステロール

b）、肝機能検査（ＡＳＴ（ＧＯＴ）、ＡＬＴ（ＧＰＴ）、γ-ＧＴ（γ-ＧＴＰ））、

血糖検査 cd（空腹時血糖又はＨｂＡ１ｃe検査、やむを得ない場合には随時血

糖）、尿検査（尿糖、尿蛋白）。 

②特定健診の詳細な健診の項目（P.○○別紙２参照） 

生活習慣病の重症化の進展を早期にチェックするため、詳細な健診として、

心電図検査、眼底検査、貧血検査（赤血球数、ヘモグロビン値、ヘマトクリッ

ト値）、血清クレアチニン検査（ｅＧＦＲf による腎機能の評価を含む）のう

ち、一定の基準（P.○○別紙２参照）の下、医師が必要と判断した場合に選択

的に実施する。なお、健診機関は、P.○○別紙２の基準を機械的に適用するの

ではなく、詳細な健診を行う必要性を個別に医師が判断することとし、その判

断理由等を保険者に通知すると共に、受診者に説明する必要がある。 

③そのほかの健診項目 

特定健診以外の健康診査においては、それぞれの法令・制度の趣旨・目的や

対象となる集団の特性（地域や職場の特性）やそこから見出された健康課題を

踏まえ、必要に応じて①の基本的な健診項目以外の項目を実施する。 

 

（３）質問項目 

特定健診の基本的な健診の項目に含まれる質問項目を含めた標準的な質問

①特定健診の基本的な項目（別紙１参照） 

質問項目、身体計測（身長、体重、ＢＭＩ、腹囲（内臓脂肪面積））、理学

的所見（身体診察）、血圧測定、脂質検査（中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、

ＬＤＬコレステロール又は Nｏｎ-ＨＤＬコレステロール a）、肝機能検査（Ａ

ＳＴ（ＧＯＴ）、ＡＬＴ（ＧＰＴ）、γ-ＧＴ（γ-ＧＴＰ））、血糖検査 b（空

腹時血糖又はＨｂＡ１ｃc検査、やむを得ない場合には随時血糖）、尿検査（尿

糖、尿蛋白）。 

 

 

 

②特定健診の詳細な健診の項目（別紙２参照） 

生活習慣病の重症化の進展を早期にチェックするため、詳細な健診として、

心電図検査、眼底検査、貧血検査（赤血球数、ヘモグロビン値、ヘマトクリッ

ト値）、血清クレアチニン検査（ｅＧＦＲdによる腎機能の評価を含む）のう

ち、一定の基準（別紙２参照）の下、医師が必要と判断した場合に選択的に実

施する。なお、健診機関は、別紙２の基準を機械的に適用するのではなく、詳

細な健診を行う必要性を個別に医師が判断することとし、その判断理由等を

保険者に通知すると共に、受診者に説明する必要がある。 

③そのほかの健診項目 

特定健診以外の健康診査においては、それぞれの法令・制度の趣旨・目的や

対象となる集団の特性（地域や職場の特性）やそこから見出された健康課題を

踏まえ、必要に応じて①の基本的な健診項目以外の項目を実施する。 

 

（３）質問項目 

特定健診の基本的な健診の項目に含まれる質問項目を含めた標準的な質問
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票を P.○○別紙３とする。この質問項目は、従来の国民健康・栄養調査や労

働安全衛生法における質問を踏まえて設定されたものである。階層化に必要

とされる質問項目１～３（服薬状況）、８（喫煙習慣）は、特定健診における

必須項目である。労働安全衛生法における健診結果等、ほかの健診結果を活用

する場合、必須項目を確実に取得することが求められる。 

なお、必須項目も含め、この質問項目への回答は、いずれも特定保健指導の

際の重要な情報となる。 

 

（４）測定方法とその標準化 

○保険者は、複数の健診機関で実施された受診者の健診結果のデータを一元

的に管理し、予防効果が大きく期待できる者から優先的に保健指導を実施し

ていくことが必要である。そのため、共通した健診判定値の設定や検査項目ご

との測定値の標準化が必要となる。 

○健診機関は検査の標準化により、保健指導判定値及び受診勧奨判定値の信

頼性を確保する。 

○健診機関は、採血時間、検体の保存・運搬等に関して適切な配慮を行う。 

○健診の検査実施方法及び留意事項については P.○○別紙４を参照。測定方

法の標準化が重要である。 

○具体的な健診項目ごとの標準的な測定方法、判定値については P.○○別紙

５を参照。 

 

（５）測定値の精度管理 

○健診機関は、検査測定値について十分な精度管理を行うことが必要である。 

○内部精度管理、外部精度管理について、健診実施者は、「健康増進事業実施

者に対する健康診査の実施等に関する指針」（平成１６年厚生労働省告示第２

票を別紙３とする。この質問項目は、従来の国民健康・栄養調査や労働安全衛

生法における質問を踏まえて設定されたものである。階層化に必要とされる

質問項目１～３（服薬状況）、８（喫煙習慣）は、特定健診における必須項目

である。労働安全衛生法における健診結果等、ほかの健診結果を活用する場

合、必須項目を確実に取得することが必要である。 

なお、必須項目も含め、この質問項目への回答は、いずれも保健指導の際の

重要な情報となる。 

 

（４）測定方法とその標準化 

○保険者は、複数の健診機関で実施された受診者の健診結果のデータを一元

的に管理し、予防効果が大きく期待できる者から優先的に保健指導を実施し

ていくことが必要である。そのため、共通した健診判定値の設定や検査項目毎

の測定値の標準化が必要となる。 

○健診機関は検査の標準化により、保健指導判定値及び受診勧奨判定値の信

頼性を確保する。 

○健診機関は、採血時間、検体の保存・運搬等に関して適切な配慮を行う。 

○健診の検査実施方法及び留意事項については別紙４を参照。 

 

○具体的な健診項目ごとの標準的な測定方法、判定値については別紙５を参

照。 

 

（５）測定値の精度管理 

○健診機関は、検査測定値について十分な精度管理を行うことが必要である。 

○内部精度管理、外部精度管理について、健診実施者は、「健康増進事業実施

者に対する健康診査の実施等に関する指針」（平成 16 年厚生労働省告示第 242
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４２号）（P.○○別紙６参照）における精度管理に関する事項に準拠して、精

度管理を行うものとする。 

①内部精度管理（健診機関内で同じ測定値が得られるようにすること） 

健診機関内において、健診の実施における検体の採取・輸送・保存、測定、

検査結果等について、管理者の配置等管理体制、実施手順、安全性の確保等の

措置を講じるように努め、検査測定値の精度管理を行う。 

②外部精度管理（健診機関間でも同じ測定値が得られるようにすること） 

日本医師会、日本臨床衛生検査技師会、全国労働衛生団体連合会等が実施す

る外部精度管理調査を少なくともいずれか一つ定期的に受け、検査測定値の

第三者による精度管理が行われるようにする。 

 

（６）健診項目の判定値 

○各健診項目における保健指導判定値及び受診勧奨判定値は P.○○別紙５参

照。 

○これらの判定値は、関係学会のガイドラインとの整合性を確保する必要が

ある。 

○国は、学会との連携の下、厚生労働科学研究費補助金による研究班等を活用

して、最新の知見に基づく判定基準値とするよう定期的に検討する必要があ

る。 

 

（７）健診項目の定期的な見直し 

効果的な健診・保健指導を実施するために、国は、従来の健診項目を踏襲す

るのではなく、生活習慣病の発症予防・重症化予防の効果等を踏まえ、厚生労

働科学研究費補助金による研究班等を活用して、最新の科学的知見に基づき

健診項目の有用性・必要性を定期的に見直すことが望ましい。新しい検査項目

号）（別紙６参照）における精度管理に関する事項に準拠して、精度管理を行

うものとする。 

①内部精度管理（健診機関内で同じ測定値が得られるようにすること） 

健診機関内において、健診の実施における検体の採取・輸送・保存、測定、

検査結果等について、管理者の配置等管理体制、実施手順、安全性の確保等の

措置を講じるように努め、検査測定値の精度管理を行う。 

②外部精度管理（健診機関間でも同じ測定値が得られるようにすること） 

日本医師会、日本臨床衛生検査技師会、全国労働衛生団体連合会等が実施す

る外部精度管理調査を少なくともいずれか１つ定期的に受け、検査測定値の

第三者による精度管理が行われるようにする。 

 

（６）健診項目の判定値 

○各健診項目における保健指導判定値及び受診勧奨判定値は別紙５参照。 

 

○これらの判定値は、関係学会のガイドラインとの整合性を確保する必要が

ある。 

○国は、学会との連携の下、厚生労働科学研究費補助金による研究班等を活用

して、最新の知見に基づく判定基準値とするよう定期的に検討する必要があ

る。 

 

（７）健診項目の定期的な見直し 

効果的な健診・保健指導を実施するために、国は、従来の健診項目を踏襲す

るのではなく、生活習慣病の発症予防・重症化予防の効果等を踏まえ、厚生労

働科学研究費補助金による研究班等を活用して、最新の科学的知見に基づき

健診項目の有用性・必要性を定期的に見直すことが望ましい。新しい検査項目
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を導入する際だけでなく、既存の検査項目についても、その有効性、必要性に

ついて費用対効果を含め、対象集団の特性を踏まえて定期的に検証し、必要に

応じて見直しを検討する必要がある。 

 

a 特定健康診査においては、空腹時中性脂肪は絶食１０時間以上、随時中性

脂肪は食事開始から 3.5時間以上絶食 10時間未満に採血が実施されたものと

する。 

b 中性脂肪が 400ｍｇ/ｄｌ以上である場合又は食後採血の場合には、ＬＤＬ

コレステロールに代えて Nｏｎ-ＨＤＬコレステロール（総コレステロールか

ら HDL コレステロールを除いたもの）でもよい。 

c 特定健康診査においては、空腹時血糖は絶食 10時間以上、随時血糖は食事

開始時から 3.5 時間以上絶食 10 時間未満に採血が実施されたものとする。 

d 血糖検査については、ＨｂＡ１ｃ検査は、過去１～２か月の血糖値を反映

した血糖値のコントロールの指標であるため、健診受診者の状態を評価する

という点で、保健指導を行う上で有効である。ただし保健指導後の評価指標と

して用いる際には、当日の状態ではなく、１か月以上前の状態を反映している

ことに留意すべきである。また、絶食による健診受診を事前に通知していたと

しても、対象者が食事を摂取した上で健診を受診する場合があり、必ずしも空

腹時における採血が行えないことがあるため、空腹時血糖とＨｂＡ１ｃ検査

の両者を実施することが望ましい。特に、糖尿病が課題となっている保険者に

あっては、ＨｂＡ１ｃを必ず行うことが望ましい。なお、空腹時血糖とＨｂＡ

１ｃの両方を測定している場合は、空腹時血糖の結果を用いて、階層化を行

う。 

やむを得ず空腹時以外に採血を行い、ＨｂＡ１ｃを測定しない場合は、食直後

を除き随時血糖により血糖検査を行うことを可とする。なお、空腹時とは絶食

を導入する際だけでなく、既存の検査項目についても、その有効性、必要性に

ついて費用対効果を含め、対象集団の特性を踏まえて定期的に検証し、必要に

応じて見直しを検討する必要がある。 

 

 

 

 

a 中性脂肪が 400ｍｇ/ｄｌ以上である場合又は食後採血の場合には、ＬＤＬ

コレステロールに代えて Nｏｎ-ＨＤＬコレステロール（総コレステロールか

ら HDL コレステロールを除いたもの）でもよい。 

 

 

b 血糖検査については、ＨｂＡ１ｃ検査は、過去１～２か月の血糖値を反映し

た血糖値のコントロールの指標であるため、健診受診者の状態を評価すると

いう点で、保健指導を行う上で有効である。ただし保健指導後の評価指標とし

て用いる際には、当日の状態ではなく、１ヶ月以上前の状態を反映しているこ

とに留意すべきである。また、絶食による健診受診を事前に通知していたとし

ても、対象者が食事を摂取した上で健診を受診する場合があり、必ずしも空腹

時における採血が行えないことがあるため、空腹時血糖とＨｂＡ１ｃ検査の

両者を実施することが望ましい。特に、糖尿病が課題となっている保険者にあ

っては、ＨｂＡ１ｃを必ず行うことが望ましい。なお、空腹時血糖とＨｂＡ１

ｃの両方を測定している場合は、空腹時血糖の結果を用いて、階層化を行う。 

 

やむを得ず空腹時以外に採血を行い、ＨｂＡ１ｃを測定しない場合は、食直後

を除き随時血糖により血糖検査を行うことを可とする。なお、空腹時とは絶食
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10 時間以上、食直後とは食事開始時から 3.5 時間未満とする。 

e ＨｂＡ１ｃ検査については、平成 25 年度からはＮＧＳＰ値で表記してい

る。それ以前の検査値はＪＤＳ値で記載されているため、比較する場合には注

意が必要である。なお、ＪＤＳ値とＮＧＳＰ値は、以下の式で相互に正式な換

算が可能である。 

ＪＤＳ値（%）  ＝0.980×ＮＧＳＰ値（%）－0.245% 

ＮＧＳＰ値（%）＝1.02×ＪＤＳ値（%）＋0.25% 

f ｅＧＦＲ（mL/分/1.73 ㎡）＝194×Cr-1.094×年齢（歳）-0.287（女性は×

0.739） 

 

２－２ 健診結果やそのほか必要な情報の提供（フィードバック）について 

（１）基本的な考え方 

○生活習慣病は自覚症状がほとんどないまま進行することが多い。健診の検

査データを対象者が確認することは、自分自身の健康課題を認識して生活習

慣の改善に取り組む貴重な機会である。こうした効果を最大化するためには、

階層化に用いられるか否かに関わらず、個々の検査データに関する重症度の

評価を含めた健診結果やそのほか必要な情報について、健診受診後速やかに

全ての対象者に分かりやすく情報提供する（フィードバックする）ことが重要

である（P.○○第２編別添資料・フィードバック文例集参照）。その際には、

個々の検査データに関する評価だけでなく、それらの個々の検査データを統

合した総合的な重症度の評価を行うことが望ましい。 

○こうした情報提供は、生活習慣を改善又は維持していくことの利点を感じ、

対象者の行動変容を促す動機付けを目的として行うべきである。その上で、医

療機関への新規受診や継続治療が必要な対象者の受診継続、や服薬が重要で

あることや、健診受診者全員が継続的に健診を受診する必要があること等の

10 時間以上、食直後とは食事開始時から 3.5 時間未満とする。 

cＨｂＡ１ｃ検査については、平成 25 年度からはＮＧＳＰ値で表記している。

それ以前の検査値はＪＤＳ値で記載されているため、比較する場合には注意

が必要である。なお、ＪＤＳ値とＮＧＳＰ値は、以下の式で相互に正式な換算

が可能である。 

ＪＤＳ値（%）＝0.980×ＮＧＳＰ値（%）－0.245% 

ＮＧＳＰ値（%）＝1.02×ＪＤＳ値（%）＋0.25% 

dｅＧＦＲ（mL/分/1.73 ㎡）＝194×Cr-1.094×年齢（歳）-0.287（女性は×

0.739） 

 

２－２健診結果やそのほか必要な情報の提供（フィードバック）について 

（１）基本的な考え方 

○生活習慣病は自覚症状がほとんどないまま進行することが多い。健診の検

査データを対象者が確認することは、自分自身の健康課題を認識して生活習

慣の改善に取り組む貴重な機会である。こうした効果を最大化するためには、

階層化に用いられるか否かに関わらず、個々の検査データに関する重症度の

評価を含めた健診結果やそのほか必要な情報について、健診受診後速やかに

全ての対象者に分かりやすく情報提供する（フィードバックする）ことが重要

である。また、個々の検査データを統合した総合的な重症度の評価を行うこと

が望ましい。 

 

○こうした情報提供は、生活習慣を改善又は維持していくことの利点を感じ、

対象者の行動変容を促す動機付けを目的として行うべきである。その上で、医

療機関への受診や継続治療が必要な対象者の受診や服薬が重要であること

や、健診受診者全員が継続的に健診を受診する必要があること等の情報が盛
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情報が盛り込まれることが望ましい。また、こうしたフィードバックの効果を

高めるためには、健診実施から結果通知、及び保健指導までの期間を可能な限

り短くすることに加え、ナッジ等の行動科学の理論を活用することが望まし

い。検査結果が全て揃わない場合であっても、健診実施機関等が主体となり、

健診当日にフィードバックすることが推奨される。 

○また、非肥満でも危険因子（血糖高値・脂質異常・血圧高値）が重複する場

合には将来の脳・心血管疾患発症リスクが高まるため、特定保健指導の対象と

ならない非肥満かつ危険因子を保有する対象者への対応も重要である（P.〇

〇第３編第３章３－７（３）⑤、３－８参照）。 

○特に、特定健診の結果、医療機関を受診する必要があると判断された者につ

いては、医療機関への受診に確実に結びつくようなフィードバックが必要で

ある。具体的には、通知等の送付だけにとどめず、面接等により確実に医療機

関を受診するよう促し、受診状況の確認も含めて継続的に支援することが重

要である。また、必要な情報が確実に伝わるよう、内容を分かりやすく説明す

る工夫も必要である。さらに、重症度に応じて受診勧奨方法を変更する等の工

夫も必要である。健診当日に、健診実施機関等が主体となって受診勧奨が実施

できるような工夫も重要である。医療機関の受診に際しては、健診受診者の状

態に応じて、受診する医療機関を適切に選択することが重要である。 

 

○保険者はデータヘルス計画等において、分かりやすい情報提供や疾患の発

症予防・重症化予防のための保健事業の計画を作成する際、本プログラムの内

容を参照されることが望ましい。 

 

（２）具体的なフィードバックの内容 

フィードバックは全ての健診受診者に対して行われるべきであるが、個々

り込まれることが望ましい。また、こうしたフィードバックの効果を高めるた

めには、健診実施から結果通知、及び保健指導までの期間を可能な限り短くす

ることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

○特に、特定健診の結果、医療機関を受診する必要があると判断された者につ

いては、医療機関への受診に確実に結びつくようなフィードバックが必要で

ある。具体的には、通知等の送付だけにとどめず、面接等により確実に医療機

関を受診するよう促し、受診状況の確認も含めて継続的に支援することが重

要である。また、重症度に応じて受診勧奨方法を変更する等の工夫も必要であ

る。 

 

 

 

 

○保険者はデータヘルス計画等において、分かりやすい情報提供や重症化予

防のための保健事業の計画を作成する際、本プログラムの内容を参照される

ことが望ましい。 

 

（２）具体的なフィードバックの内容 

フィードバックは全ての健診受診者に対して行われるべきであるが、個々
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の健診結果によって伝える内容はそれぞれ異なる。そこで、検査項目ごとに解

説をした上で、経年変化も踏まえた総合判断の結果を通知することが望まし

い。特に健康上の課題が大きい対象者については、健診受診後速やかに保健指

導実施者等が個別に説明することで、より大きな効果が上がることが期待さ

れる。 

具体的には、別添資料の文例集（○○ページ）を参考に、対象者個々人のリ

スクの程度に応じて、可能な限りきめ細かく対応することが望ましい。 

① 確実な医療機関受診を要する場合 

検査結果に基づき、直ちに医療機関の受診をすべき段階であると判断され

た対象者については、確実な医療機関の受診を勧奨する。特に、各健診項目に

おいて、早急に医療管理下におくことが必要な者は、特定保健指導の対象とな

る者であっても早急に受診勧奨を行う。服薬中でなければ特定保健指導の対

象者にはなり得るが、緊急性を優先して判断する必要がある。 

なお、このことは、かかりつけの医療機関がない対象者にとっては、自身の

健康状態を継続的に診てもらう医療機関を見つける機会にもなる。 

治療中断中の場合、又は受診に前向きな姿勢ではない場合には、必要性の説

明に終始するのではなく、本人の考え方や受け止め方を確認、治療に抵抗する

要因を考慮したうえ、受診の優先順位が高まるような働きかけが必要になる。

また、「いつまでに」受診するかといった約束をすることや、受診した結果を

連絡してほしいと伝えることで、対象者の中で受診に対する意識が高まり、受

診につながることがある。 

また、レセプト等を活用し、対象者が確実に受診したかを確認する等その後

の状況を把握することが望まれる。 

 

② 生活習慣の改善を優先する場合 

の健診結果によって伝える内容はそれぞれ異なる。そこで、検査項目毎に解説

をした上で、経年変化も踏まえた総合判断の結果を通知することが望ましい。

特に健康上の課題が大きい対象者については、健診受診後速やかに保健指導

実施者等が対面で個別に説明することで、より大きな効果が上がることが期

待される。 

具体的には、別添資料の文例集を参考に、対象者個々人のリスクの程度に応

じて、可能な限りきめ細かく対応することが望ましい。 

①確実な医療機関受診を要する場合 

検査結果に基づき、すぐに医療機関の受診をすべき段階であると判断され

た対象者については、確実な医療機関の受診を勧奨する。特に、各健診項目に

おいて、早急に医療管理下におくことが必要な者は、特定保健指導の対象とな

る者であっても早急に受診勧奨を行う。服薬中でなければ特定保健指導の対

象者にはなり得るが、緊急性を優先して判断する必要がある。 

なお、このことは、かかりつけ医のいない対象者にとって、かかりつけ医を

見つける機会にもなる。 

治療中断中の場合、又は受診に前向きな姿勢ではない場合には、必要性の説

明に終始するのではなく、本人の考え方、受け止め方を確認、治療に抵抗する

要因を考慮したうえ、認識を修正する働きかけが必要になる。また、「いつま

でに」受診するかといった約束をすることや、受診した結果を連絡してほしい

と伝えることで、対象者の中で受診に対する意識が高まり、受診につながるこ

とがある。 

 

 

 

②生活習慣の改善を優先する場合 
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上記①の場合のような緊急性はないものの、検査データで異常値が認めら

れ、生活習慣を改善する余地のある者には、特定保健指導の対象者・非対象者

のいずれも含まれ得る。こうした者に対するフィードバックに当たっては、ど

のようなリスクがどの程度高まる状態なのか、また、自らの生活習慣に関して

具体的にどの点をどう改善するとよいのかといったポイントを適宜盛り込む

ことが望ましい。個別の対応としては、健診で認められた危険因子の重複状況

や重症度を含めて対象者本人が自らの健康状態を認識できるよう支援し、医

師等とも相談した上で、まずは保健指導を行って生活習慣の改善を支援し、十

分な改善がみられないようなら医療機関への受診を促すというきめ細かな方

法も考えられる g。 

なお、血圧及び喫煙については、健診当日でも状態の把握が可能であるた

め、当日を含め、速やかに面接での対応を強化することが求められる。特に喫

煙者に対しては、禁煙支援及び積極的な禁煙外来の利用を促すことが望まし

い。 

③健診データ上では明らかな問題がない場合 

健診データ上、特段の問題が認められない者に対しては、その旨をフィード

バックすると共に、今後起こり得るリスクを説明し、以降も継続して健診を受

診することが重要であることを伝えることが望ましい。もし、健診データが基

準範囲内であったものの徐々に数値が悪化している場合には、注意喚起する

ことが望ましい。健診データが改善している場合には、本人の生活改善の努力

を評価し、次年度も引き続き健康な状態で健診を受けるよう促す等、前向きな

対応が望まれる。 

 

一方、検査データの異常はないが、喫煙者や多量飲酒者である等、生活習慣

の改善の余地がある対象者に対しては、喫煙や多量飲酒等による生活習慣病

上記①ほど緊急性はないものの、検査データで異常値が認められ、生活習慣

を改善する余地のある者には、特定保健指導の対象者・非対象者のいずれも含

まれ得る。こうした者に対するフィードバックに当たっては、どのようなリス

クがどの程度高まる状態なのか、また、自らの生活習慣に関して具体的にどの

点をどう改善するとよいのかといったポイントを適宜盛り込むことが望まし

い。個別の対応としては、健診で認められた危険因子の重複状況や重症度を含

めて対象者本人が自らの健康状態を認識できるよう支援し、医師等とも相談

した上で、まずは保健指導を行って生活習慣の改善を支援し、十分な改善がみ

られないようなら医療機関への受診を促すというきめ細かな方法も考えられ

る e。 

なお、血圧及び喫煙については、健診当日でも状態の把握が可能であるた

め、当日を含め、面接での対応を強化することが求められる。特に喫煙者に対

しては、禁煙支援及び積極的な禁煙外来の利用を促すことが望ましい。 

 

③健診データ上では明らかな問題がない場合 

健診データ上、特段の問題が認められない者に対しては、その旨をフィード

バックすると共に、今後起こり得るリスクを説明し、以降も継続して健診を受

診することが重要であることを伝えることが望ましい。もし、健診データが基

準範囲内であったものの徐々に数値が悪化している場合には、注意喚起する

ことが望ましい。健診データが改善している場合には、本人の生活改善の努力

を評価し、次年度も引き続き健康な状態で健診を受けるよう促す等、前向きな

対応が望まれる。 

 

一方、検査データの異常はないが、喫煙者や多量飲酒者である等、生活習慣

の改善の余地がある対象者に対しては、喫煙や多量飲酒等による生活習慣病
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発症リスクの高さ等に言及した上で、生活習慣の改善を促すことが望ましい。 

 

（３）情報提供の際の留意事項 

血圧については、白衣高血圧等の問題が生じる場合もあり、再測定が重要で

あること、血糖や中性脂肪については直前の食事摂取や前日の飲酒の影響を

大きく受けること等を考慮した上でフィードバックを行うことが求められ

る。 

 

（４）受診勧奨後のフォローアップ 

検査結果に基づき、すぐに医療機関を受診すべきと判断された対象者につ

いては、実際に受診したかどうかをレセプト等を用いて確認し、未受診の場合

には受診を確実に勧めることが望ましい。 

医療機関を受診し薬物療法が開始された者については、その後も治療中断

に至らないよう、フォローアップを行うことが望ましい。 

治療中断者に対しては、再度受診をするように受療勧奨等を行うことが望

まれる。これらは重症化予防の一環としても行われるものである。 

 

g 受診勧奨判定値を超えた場合でも、Ⅰ度高血圧（収縮期血圧 140～159ｍｍ

Ｈｇ、拡張期血圧 90～99ｍｍＨｇ）等であれば、服薬治療よりも、３か月間

は生活習慣の改善を優先して行うことが一般的である。このとき、健診結果の

通知でフィードバックされた内容を踏まえて生活習慣の改善に自ら取り組む

という方法と、生活習慣の改善指導等必要な支援を保健指導として行う方法

の２とおりが考えられる。また、脂質異常症においても、一次予防（虚血性心

疾患未発症者）ではまず３～６か月の生活習慣改善が必要であるとしている。

特定保健指導の対象となった者については、各学会のガイドラインを踏まえ、

発症リスクの高さ等に言及した上で、生活習慣の改善を促すことが望ましい。 

 

（３）情報提供の際の留意事項 

血圧については、白衣高血圧等の問題が生じる場合もあり、再測定が重要で

あること、中性脂肪については直前の食事摂取や前日の飲酒の影響を大きく

受けること等を考慮した上でフィードバックを行うことが求められる。 

 

 

（４）受診勧奨後のフォローアップ 

検査結果に基づき、すぐに医療機関を受診すべきと判断された対象者につ

いては、実際に受診したかどうかを確認し、未受診の場合には受診を確実に勧

めることが望ましい。 

医療機関を受診し薬物療法が開始された者については、その後も治療中断

に至らないよう、フォローアップを行うことが望ましい。 

 

 

 

e受診勧奨判定値を超えた場合でも、Ⅰ度高血圧（収縮期血圧 140～159ｍｍＨ

ｇ、拡張期血圧 90～99ｍｍＨｇ）等であれば、服薬治療よりも、３か月間は

生活習慣の改善を優先して行うことが一般的である。このとき、健診結果の通

知でフィードバックされた内容を踏まえて生活習慣の改善に自ら取り組むと

いう方法と、生活習慣の改善指導等必要な支援を保健指導として行う方法の

２通りが考えられる。また、脂質異常症においても、一次予防（虚血性心疾患

未発症者）ではまず３～６か月の生活習慣改善が必要であるとしている。特定

保健指導の対象となった者については、各学会のガイドラインを踏まえ、健診
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健診機関の医師の判断により、保健指導を優先して行い、効果が認められなか

った場合に、必要に応じて受診勧奨を行うことが望ましい。 

 

第３章 保健指導対象者の選定と階層化 

（１）基本的考え方 

○内臓脂肪の蓄積により、血圧高値・脂質異常・血糖高値等の危険因子が増

え、リスク要因が増加するほど虚血性心疾患や脳血管疾患等を発症しやすく

なる。効果的・効率的に保健指導を実施していくためには、予防効果が大きく

期待できる者を明確にする必要があることから、内臓脂肪蓄積の程度とリス

ク要因の数に着目し、特定保健指導対象者の階層化を行う。 

○生活習慣病の予防を期待できるメタボリックシンドロームに着目した階層

化や、生活習慣病の有病者・予備群を適切に減少させることができたかといっ

た保健事業のアウトカムを評価するために、保健指導対象者の階層化に用い

る標準的な数値基準が必要となる。 

○若い時期に生活習慣の改善を行った方が予防効果を期待できると考えられ

るため、年齢に応じた保健指導レベルの設定を行う。 

○特定健診に相当する健診結果を提出した者に対しても、特定健診を受診し

た者と同様に、階層化を行い、特定保健指導を実施する。 

 

（２）具体的な階層化の方法 

ステップ１（内臓脂肪蓄積のリスク判定） 

○腹囲とＢＭＩで内臓脂肪蓄積のリスクを判定する。 

・腹囲 男性 85ｃｍ以上、女性 90ｃｍ以上 →(1) 

・腹囲 (1)以外 かつ ＢＭＩ≧25ｋｇ/ｍ2 →(2) 

 

機関の医師の判断により、保健指導を優先して行い、効果が認められなかった

場合に、必要に応じて受診勧奨を行うことが望ましい。 

 

第３章 保健指導対象者の選定と階層化 

（１）基本的考え方 

○内臓脂肪の蓄積により、血圧高値・脂質異常・血糖高値等の危険因子が増

え、リスク要因が増加するほど虚血性心疾患や脳血管疾患等を発症しやすく

なる。効果的・効率的に保健指導を実施していくためには、予防効果が大きく

期待できる者を明確にする必要があることから、内臓脂肪蓄積の程度とリス

ク要因の数に着目し、保健指導対象者の階層化を行う。 

○生活習慣病の予防を期待できるメタボリックシンドロームに着目した階層

化や、生活習慣病の有病者・予備群を適切に減少させることができたかといっ

た保健事業のアウトカムを評価するために、保健指導対象者の階層化に用い

る標準的な数値基準が必要となる。 

○若い時期に生活習慣の改善を行った方が予防効果を期待できると考えられ

るため、年齢に応じた保健指導レベルの設定を行う。 

○特定健診に相当する健診結果を提出した者に対しても、特定健診を受診し

た者と同様に、階層化を行い、特定保健指導を実施する。 

 

（２）具体的な階層化の方法 

ステップ１（内臓脂肪蓄積のリスク判定） 

○腹囲とＢＭＩで内臓脂肪蓄積のリスクを判定する。 

・腹囲男性 85ｃｍ以上、女性 90ｃｍ以上→(1) 

・腹囲(1)以外かつＢＭＩ≧25ｋｇ/㎡→(2) 
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ステップ２（追加リスクの数の判定と特定保健指導の対象者の選定） 

○検査結果及び質問票より追加リスクをカウントする。 

①血圧高値 a 収縮期血圧 130ｍｍＨｇ以上 又は 

 b 拡張期血圧 85ｍｍＨｇ以上 

②脂質異常 h a 空腹時中性脂肪 150ｍｇ/ｄｌ以上 又は 

（やむを得ない場合は随時中性脂肪 175mg/dl 以上） 

 b ＨＤＬコレステロール 40ｍｇ/ｄｌ未満 

③血糖高値 i a 空腹時血糖（やむを得ない場合は随時血糖） 

 100ｍｇ/ｄｌ以上 又は 

 b ＨｂＡ１ｃ（ＮＧＳＰ） 5.６％以上 

④質問票 喫煙あり 

⑤質問票 ①、②又は③の治療に係る薬剤を服用している 

○①～③はメタボリックシンドロームの判定項目、④はそのほかの関連リス

クとし、④喫煙については①から③までのリスクが一つ以上の場合にのみカ

ウントする。 

○⑤に該当する者は特定保健指導の対象にならない。 

 

ステップ３（保健指導レベルの分類） 

ステップ１、２の結果を踏まえて、保健指導レベルをグループ分けする。な

お、前述のとおり、④喫煙については①から③のリスクが一つ以上の場合にの

みカウントする。 

（1）の場合 

①～④のリスクのうち 

追加リスクが２以上の対象者は積極的支援レベル 

１の対象者は動機付け支援レベル 

ステップ２（追加リスクの数の判定と特定保健指導の対象者の選定） 

○検査結果及び質問票より追加リスクをカウントする。 

○①～③はメタボリックシンドロームの判定項目、④はそのほかの関連リス

クとし、④喫煙歴については①から③までのリスクが１つ以上の場合にのみ

カウントする。 

○⑤に該当する者は特定保健指導の対象にならない。 

①血圧高値 a 収縮期血圧 130ｍｍＨｇ以上又は 

 b 拡張期血圧 85ｍｍＨｇ以上 

②脂質異常 a 中性脂肪 150ｍｇ/ｄｌ以上又は 

 

 bＨＤＬコレステロール 40ｍｇ/ｄｌ未満 

③血糖高値 a 空腹時血糖（やむを得ない場合は随時血糖） 

 100ｍｇ/ｄｌ以上又は 

 bＨｂＡ１ｃ（ＮＧＳＰ） 5.６％以上 

④質問票喫煙歴あり 

⑤質問票①、②又は③の治療に係る薬剤を服用している 

 

ステップ３（保健指導レベルの分類） 

ステップ１、２の結果を踏まえて、保健指導レベルをグループ分けする。な

お、前述の通り、④喫煙歴については①から③のリスクが１つ以上の場合にの

みカウントする。 

（1）の場合 

①～④のリスクのうち 

追加リスクが２以上の対象者は積極的支援レベル 

１の対象者は動機付け支援レベル 
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０の対象者は情報提供レベルとする。 

（2）の場合 

①～④のリスクのうち 

追加リスクが３以上の対象者は積極的支援レベル 

１又は２の対象者は動機付け支援レベル 

０の対象者は情報提供レベルとする。 

 

ステップ４（特定保健指導における例外的対応等） 

○65歳以上 75歳未満の者については、日常生活動作能力、運動機能等を踏ま

え、ＱＯＬ（Quality of Life）の低下予防に配慮した生活習慣の改善が重要

であること等から、「積極的支援」の対象となった場合でも「動機付け支援」

とする。 

○降圧薬等を服薬中の者については、継続的に医療機関を受診しているはず

なので、生活習慣の改善支援については、医療機関において継続的な医学的管

理の一環として行われることが適当である。そのため、保険者による特定保健

指導を義務とはしない。しかしながら、きめ細かな生活習慣改善支援や治療中

断防止の観点から、医療機関と連携した上で保健指導を行うことも可能であ

る。また、健診結果において、医療管理されている疾病以外の項目が保健指導

判定値を超えている場合は、本人を通じて医療機関に情報提供することが望

ましい。 

 

【参考】 

特定保健指導の対象者（階層化） 

０の対象者は情報提供レベルとする。 

（2）の場合 

①～④のリスクのうち 

追加リスクが３以上の対象者は積極的支援レベル 

１又は２の対象者は動機付け支援レベル 

０の対象者は情報提供レベルとする。 

 

ステップ４（特定保健指導における例外的対応等） 

○65歳以上 75歳未満の者については、日常生活動作能力、運動機能等を踏ま

え、ＱＯＬ（Quality of Life）の低下予防に配慮した生活習慣の改善が重要

であること等から、「積極的支援」の対象となった場合でも「動機付け支援」

とする。 

○降圧薬等を服薬中の者については、継続的に医療機関を受診しているはず

なので、生活習慣の改善支援については、医療機関において継続的な医学的管

理の一環として行われることが適当である。そのため、保険者による特定保健

指導を義務とはしない。しかしながら、きめ細かな生活習慣改善支援や治療中

断防止の観点から、かかりつけ医と連携した上で保健指導を行うことも可能

である。また、健診結果において、医療管理されている疾病以外の項目が保健

指導判定値を超えている場合は、本人を通じてかかりつけ医に情報提供する

ことが望ましい。 

 

 

（表新設） 
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（３）留意事項 

○保険者や市町村等の判断により、動機付け支援、積極的支援の対象者以外の

者に対しても、必要に応じて保健指導実施の検討をすることが望ましい。特

に、腹囲計測によって腹囲基準に満たさない場合にも、血圧高値・脂質異常・

血糖高値・喫煙等のリスクが一つ以上存在している者では心血管疾患や脳血

管疾患等の発症リスクが上昇することが分かっており、個別の生活習慣病の

リスクを判定することが望ましい。 

○65歳以上の者に保健指導を行う場合は、ロコモティブシンドローム j、口腔

機能低下及び低栄養や認知機能低下 k、フレイル l等の予防にも留意し、対象

者の状況に応じた保健指導を行うことが望ましい。 

○特定保健指導の対象者のうち「積極的支援」が非常に多い場合は、健診結果

や質問票等によって、生活習慣の改善により予防効果が大きく期待できる者

を明確にし、優先順位をつけ保健指導を実施すべきである（第３編参照）。 

○今後は、特定健診・特定保健指導の実績や新たな科学的知見に基づき、必要

に応じて保健指導対象者の階層化に関する基準についても見直す必要があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）留意事項 

○保険者や市町村等の判断により、動機付け支援、積極的支援の対象者以外の

者に対しても、必要に応じて保健指導実施の検討をすることが望ましい。特

に、腹囲計測によって腹囲基準に満たさない場合にも、血圧高値・脂質異常・

血糖高値・喫煙等のリスクが１つ以上存在している者では虚血性心疾患や脳

血管疾患等の発症リスクが上昇することが分かっており、個別の生活習慣病

のリスクを判定することが望ましい。 

○65歳以上の者に保健指導を行う場合は、ロコモティブシンドローム g、口腔

機能低下及び低栄養や認知機能低下 h、フレイル i等の予防に留意し、対象者

の状況に応じた保健指導を行うことが望ましい。 

○特定保健指導の対象者のうち「積極的支援」が非常に多い場合は、健診結果

や質問票等によって、生活習慣の改善により予防効果が大きく期待できる者

を明確にし、優先順位をつけ保健指導を実施すべきである（第３編参照）。 

○今後は、特定健診・特定保健指導の実績や新たな科学的知見に基づき、必要

に応じて保健指導対象者の階層化に関する基準についても見直す必要があ

る。 
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ｈ やむを得ず空腹時以外に採血を行う場合は、食直後を除き随時中性脂肪に

より脂質検査を行うことを可とする。なお、空腹時とは絶食 10時間以上、食

直後とは食事開始時から 3.5 時間未満とする。 

i 血糖検査については、ＨｂＡ１ｃ検査は、過去１～２か月の血糖値を反映

した血糖値のコントロールの指標であるため、健診受診者の状態を評価する

という点で、保健指導を行う上で有効である。ただし保健指導後の評価指標と

して用いる際には、当日の状態ではなく、１か月以上前の状態を反映している

ことに留意すべきである。なお、絶食による健診受診を事前に通知していたと

しても、対象者が食事を摂取した上で健診を受診する場合があり、必ずしも空

腹時における採血が行えないことがあるため、空腹時血糖とＨｂＡ１ｃ検査

の両者を実施することが望ましい。特に、糖尿病が課題となっている保険者に

あっては、ＨｂＡ１ｃ検査を必ず行うことが望ましい。なお、特定健診・特定

保健指導の階層化において、空腹時血糖とＨｂＡ１ｃの両方を測定している

場合は、空腹時血糖の結果を優先し判定に用いる。 

やむを得ず空腹時以外において採血を行い、ＨｂＡ１ｃを測定しない場合

は、食直後を除き随時血糖により血糖検査を行うことを可とする。なお、空腹

時とは絶食 10時間以上、食直後とは食事開始時から 3.5 時間未満とする。 

ＨｂＡ１ｃ検査については、平成25年度からはＮＧＳＰ値で表記している。

それ以前の検査値はＪＤＳ値で記載されているため、比較する場合には注意

が必要である。なお、ＪＤＳ値とＮＧＳＰ値は、以下の式で相互に正式な換算

が可能である。 

ＪＤＳ値（%）＝0.980×ＮＧＳＰ値（%）－0.245% 

ＮＧＳＰ値（%）＝１.02×ＪＤＳ値（%）＋0.25% 

j ロコモティブシンドローム（運動器症候群）は運動器の障害のために自立

 

 

 

 

f 血糖検査については、ＨｂＡ１ｃ検査は、過去１～２か月の血糖値を反映し

た血糖値のコントロールの指標であるため、健診受診者の状態を評価すると

いう点で、保健指導を行う上で有効である。ただし保健指導後の評価指標とし

て用いる際には、当日の状態ではなく、１ヶ月以上前の状態を反映しているこ

とに留意すべきである。なお、絶食による健診受診を事前に通知していたとし

ても、対象者が食事を摂取した上で健診を受診する場合があり、必ずしも空腹

時における採血が行えないことがあるため、空腹時血糖とＨｂＡ１ｃ検査の

両者を実施することが望ましい。特に、糖尿病が課題となっている保険者にあ

っては、ＨｂＡ１ｃ検査を必ず行うことが望ましい。なお、特定健診・特定保

健指導の階層化において、空腹時血糖とＨｂＡ１ｃの両方を測定している場

合は、空腹時血糖の結果を優先し判定に用いる。 

やむを得ず空腹時以外において採血を行い、ＨｂＡ１ｃを測定しない場合

は、食直後を除き随時血糖により血糖検査を行うことを可とする。なお、空腹

時とは絶食 10時間以上、食直後とは食事開始時から 3.5 時間未満とする。 

ＨｂＡ１ｃ検査については、平成25年度からはＮＧＳＰ値で表記している。

それ以前の検査値はＪＤＳ値で記載されているため、比較する場合には注意

が必要である。なお、ＪＤＳ値とＮＧＳＰ値は、以下の式で相互に正式な換算

が可能である。 

ＪＤＳ値（%）＝0.980×ＮＧＳＰ値（%）－0.245% 

ＮＧＳＰ値（%）＝1.02×ＪＤＳ値（%）＋0.25% 

g ロコモティブシンドローム（運動器症候群）は運動器の障害のために自立度
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度が低下し、介護が必要となる危険性の高い状態。（「健康日本 21（第二次）

の推進に関する参考資料」より引用） 

k 栄養改善（血清アルブミン値の維持等）、口腔機能の維持向上、認知機能低

下予防（特に軽度認知障害の高齢者に対する脳の活性化を含む身体活動の積

極的取り入れ）等は、いずれも有効性が確認されている。 

【参考】介護予防マニュアル第４版(令和４年 3月) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25277.html 

l 「フレイル」については、学術的な定義がまだ確定していない。「後期高齢

者の保健事業のあり方に関する研究」報告書では、「加齢と共に、心身の活力

（運動機能や認知機能等）が低下し、複数の慢性疾患の併存等の影響もあり、

生活機能が障害され、心身の脆弱化が出現した状態であるが、一方で適切な介

入・支援により、生活機能の維持向上が可能な状態像」と定義している。（平

成 27 年度厚生労働科学特別研究事業「後期高齢者の保健事業のあり方に関す

る研究」（班長：鈴木隆雄）報告書より引用） 

 

第４章 健診における各機関の役割 

（１）保険者に期待される役割 

① 健診の適切な実施 

○保険者は、４０歳以上７４歳以下の被保険者・被扶養者に対し、保険者の義

務として特定健診を実施する。その際、受診率向上のために従来の方法に加え

て ICT やナッジ等を活用した個別受診勧奨の取組を被扶養者も含めて行う。

また、健診受診に向けての集団の意識形成を促すような広報活動等も重要で

ある。さらに、健診実施を外部委託する際は、適切な健診機関を選定する。 

○健診未受診者対策としては、年度途中での未受診者への追加の受診勧奨や

複数年未受診の者に対して働きかけを強化する等、メリハリのある効果的な

が低下し、介護が必要となる危険性の高い状態。（「健康日本 21（第二次）

の推進に関する参考資料」より引用） 

h 栄養改善（血清アルブミン値の維持等）、口腔機能の維持向上、認知機能低

下予防（特に軽度認知障害の高齢者に対する脳の活性化を含む身体活動の積

極的取り入れ）等は、いずれも有効性が確認されている。 

【参考】介護予防マニュアル(改訂版:平成 24 年 3月厚生労働省老健局) 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/tp0501-1.html 

i「フレイル」については、学術的な定義がまだ確定していない。「後期高齢

者の保健事業のあり方に関する研究」報告書では、「加齢と共に、心身の活力

（運動機能や認知機能等）が低下し、複数の慢性疾患の併存等の影響もあり、

生活機能が障害され、心身の脆弱化が出現した状態であるが、一方で適切な介

入・支援により、生活機能の維持向上が可能な状態像」と定義している。（平

成 27年度厚生労働科学特別研究事業「後期高齢者の保健事業のあり方に関す

る研究」（班長：鈴木隆雄）報告書より引用） 

 

第４章健診における各機関の役割 

（１）保険者に期待される役割 

① 健診の適切な実施 

○保険者は、40 歳以上 74歳以下の被保険者・被扶養者に対し、保険者の義務

として特定健診を実施する。その際、受診率向上のために文書や電話等の個別

受診勧奨の取組を被扶養者も含めて行う。また、健診受診に向けての集団の意

識形成を促すような広報活動等も重要である。更に、健診実施を外部委託する

際は、適切な健診機関を選定する。 

○未受診者対策としては、年度途中での健診未受診者への受診勧奨や複数年

未受診の者に対して働きかけを強化する等、メリハリをつけた対策が必要で
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取組の実施が必要である。レセプト分析にて、治療歴のある者が受診中断・健

診未実施となっている場合には、個別に状況を確認し、健診の受診や医療機関

への受診勧奨をすることが考えられる。継続的に医療機関を受診している者

については、医療機関受診時の結果を健診結果として用いることも可能であ

り、医療機関への健診受診勧奨や被保険者・被扶養者本人を通じた情報提供に

ついての依頼をすることも重要であると考えられる。 

 

② 健診受診者へのフィードバック 

○健診結果が示唆する健康課題等について、健診受診者に分かりやすくフィ

ードバックする。詳しくは第２編○○フィードバック文例集を参照されたい。 

○受診勧奨判定値を超える検査値があれば、その程度、年齢等を考慮した上

で、医療機関を受診する必要性について受診者に通知する。特に、医療機関受

診が必要であると判断された者に対しては確実な受診勧奨を行う。その際、対

象者の重症度等に応じて受診勧奨方法を工夫する。 

○服薬中の者に対しても、健診データ・レセプトデータ等に基づき、必要に応

じて、保健指導等を検討する。 

○レセプトデータ等に基づき、受診勧奨を行った者が実際に医療機関を受診

しているかどうか、フォローアップを行う。適切に受診していない場合は、虚

血性心疾患、脳血管疾患等の発症予防のために治療の継続が必要であること

を分かりやすく説明し、医療機関の受診を促すことが重要である。 

③ データを活用した健診・保健指導 

○健診や保健指導の実施率の格差を認める場合、その原因を分析する等して、

健診や保健指導の実施率向上や効果的な保健指導実施のための工夫を行う。 

○データヘルス計画の一環として、健診データ・レセプトデータ等を分析する

ことにより、ＰＤＣＡサイクルを意識した保健事業を行う。 

ある。 

 

 

 

 

 

 

② 健診受診者へのフィードバック 

○健診結果が示唆する健康課題等について、健診受診者に分かりやすくフィ

ードバックする。 

○受診勧奨判定値を超える検査値があれば、その程度、年齢等を考慮した上

で、医療機関を受診する必要性について受診者に通知する。特に、医療機関受

診が必要であると判断された者に対しては確実な受診勧奨を行う。その際、対

象者の重症度等に応じて受診勧奨方法を工夫する。 

○服薬中の者に対しても、健診データ、レセプトデータ等に基づき、必要に応

じて、保健指導等を検討する必要がある。 

○レセプトデータ等に基づき、受診勧奨を行った者が実際に医療機関を受診

しているかどうか、フォローアップを行うべきである。適切に受診していない

場合は、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症予防のために治療の継続が必要で

あることを分かりやすく説明し、治療開始を促すことが重要である。 

③ データを活用した健診・保健指導 

○健診や保健指導の実施率の格差の原因を分析する等して、健診や保健指導

の実施率向上のための工夫を行う。 

○データヘルス計画の一環として、健診データ・レセプトデータを分析するこ

とにより、ＰＤＣＡサイクルを回した保健事業を行う。 
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【参照】※参照に当たっては最新版を参照されたい。 

「データヘルス計画作成の手引き（改訂版）」（平成 29年９月） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061273.html 

「保健事業の実施計画（データヘルス計画）策定の手引き」（平成 29年９月） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000176779.html 

○健診データについては、オンライン資格確認等システムを活用し、被保険

者・被扶養者が保険者間を異動した場合においても、特定健診情報の医療保険

者間での引継が可能となったこと等を踏まえ、個人ごとに整理して蓄積し、経

年変化を確認できるようにすることが重要である。 

 

○外部委託を行う場合、保険者は、委託元の責任として、検査の標準化や精度

管理、個人情報の保護等について、本プログラムに記載された内容を遵守して

適切に健康診査を行うことができる健診機関を選定し、委託を行う。 

 

（２）市町村の役割 

○市町村の衛生部門においては、加入している医療保険の種別を問わず、全て

の住民が健診を受けられるように体制整備を行う。特に、被用者保険の被扶養

者が身近な地域で健診が受けられるよう国保部門との調整を行う。また、福祉

事務所と連携して生活保護受給者に対して健診の機会を確保し、受診勧奨を

行う。 

○特定健診の効果を最大化するためには、保険者が行う特定保健指導だけで

なく、健診結果に基づいて、受診勧奨や健康教育、健康相談等を行うことが必

要である。このため、市町村の衛生部門は、国保部門や介護保険部門、生活保

護担当部門等と連携し、以下の介入を誰がどのタイミングで行うのかを明ら

かにしておくことが望ましい。 

＜参照＞ 

「データヘルス計画作成の手引き（改訂版）」（平成 29 年９月） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061273.html 

「保健事業の実施計画（データヘルス計画）策定の手引き」（平成 29 年９月） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000176779.html 

○健診データについては、個人毎に整理して蓄積し、経年変化を確認できるよ

うにすることが必要である。また、被保険者・被扶養者が保険者間を異動した

際には、本人の同意を得た上で保険者間で健診データを適切に移行させる等、

生涯を通じた健診情報のデータ管理を行うことができるようなシステムを構

築することが望ましい。 

○保険者は、委託元の責任として、検査の標準化や精度管理、個人情報の保護

等について、本プログラムに記載された内容を遵守して適切に健康診査を行

うことができる健診機関を選定し、委託を行う。 

 

（２）市町村の役割 

○市町村の衛生部門においては、加入している医療保険の種別を問わず、全て

の住民が健診を受けられるように体制整備を行う。特に、被用者保険の被扶養

者が身近な地域で健診が受けられるよう国保部門との調整を行う。また、福祉

事務所と連携して生活保護受給者に対して健診の機会を確保し、受診勧奨を

行う。 

○特定健診の効果を最大化するためには、保険者が行う特定保健指導だけで

なく、健診結果に基づいて、受診勧奨や健康教育、健康相談等を行うことが必

要である。このため、市町村の衛生部門は、国保部門や介護保険部門、生活保

護担当部門等と連携し、以下の介入を誰がどのタイミングで行うのかを明ら

かにしておくことが望ましい。 



52 
 

・健診結果がいずれも基準範囲内であっても、喫煙や多量飲酒等、生活習慣の

改善が必要な者に対して、禁煙支援や減酒支援を促す保健指導の対象とする

ことが望ましい。 

・健診結果が保健指導判定値を超えるが、内蔵脂肪蓄積のリスク判定を満たさ

ず、特定保健指導の対象とならない非肥満者に対しては、健康教育や健康相談

の対象とする（第３編第３章３－８ 特定保健指導の対象とならない非肥満の

脳・心血管疾患危険因子保有者に対する生活習慣の改善指導 参照）。 

・特定保健指導の対象者に対しても、地域等で行われている健康教室等への参

加を促し、自主グループ化を図る等、生活習慣の改善やその習慣化を支援する

ことが望ましい。 

・医療機関を受診する必要があるにもかかわらず、医療機関を受診していない

者（治療中断者を含む）に対する受診勧奨を行うと共に、勧奨後の受診状況を

レセプトデータ等に基づいて確認する。 

・生活習慣病で服薬中の者に対しても、コントロールが不良な場合等、医療機

関等と連携し、健診データやレセプトデータ等に基づいて、保健指導等を行

う。 

○なお、市町村が、保険者の保有する個人の健診データやレセプトデータ、市

町村の介護保険部門が保有する介護保険データに基づき当該市町村内の住民

に対する保健指導や健康相談等を行おうとする場合、これらの情報は、特に適

正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある医療分野に関する情報であ

る。このため、保険者や市町村の介護保険部門と連携し、適切な取扱いを行う

必要がある。なお、個人情報の保護については、第４編第３章３－４個人情報

の保護とデータの利用に関する方針を参照されたい。 

○市町村は、国保のみならず各保険者や後期高齢者医療担当、介護保険部門、

生活保護部門等の有する健診・問診のマクロデータ分析（性・年代別、地域別

・健診結果がいずれも基準範囲内であっても、喫煙や多量飲酒等、生活習慣の

改善が必要な者に対して、禁煙支援や適正飲酒を促す保健指導の対象とする

ことが望ましい。 

・健診結果が保健指導判定値を超えるが、腹囲基準を満たさず、特定保健指導

の対象とならない非肥満者に対しては、健康教育や健康相談の対象とする。 

 

 

・特定保健指導の対象者に対しても、健康教室等への参加を促し、自主グルー

プ化を図る等、生活習慣の改善やその習慣化を支援することが望ましい。 

 

・医療機関を受診する必要があるにもかかわらず、医療機関を受診していない

者（治療中断者を含む）に対する受診勧奨を行うと共に、勧奨後の受診状況を

レセプトデータ等に基づいて確認する。 

・生活習慣病で服薬中の者に対しても、コントロールが不良な場合等、かかり

つけ医や保険者と連携し、健診データ、レセプトデータ等に基づいて、保健指

導等を行う。 

○なお、市町村が、保険者の保有する個人の健診データやレセプトデータ、市

町村の介護保険部門が保有する介護保険データに基づき当該市町村内の住民

に対する保健指導や健康相談等を行おうとする場合、これらの情報は、特に適

正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある医療分野に関する情報であ

る。このため、保険者や市町村の介護保険部門と連携し、適切な取扱いを行う

必要がある。なお、個人情報の保護については、第４編第３章３－４個人情報

の保護とデータの利用に関する方針を参照されたい。 

○市町村は、国保のみならず各保険者や後期高齢者医療担当、介護保険部門、

生活保護部門等の有する健診・問診のマクロデータ分析（性・年代別、地域別
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等）を行い、健康増進計画の推進に資することが望ましい。 

○高齢者を対象とした健診・保健指導等を実施する際には、「高齢者の特性を

踏まえた保健事業ガイドライン第２版」及び「高齢者の特性を踏まえた保健事

業ガイドライン第２版補足版」を参照されたい。また、後期高齢者を対象とし

た「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」との連携を円滑に行う。※参

照に当たっては最新版を参照されたい。 

 

（３）都道府県の役割 

○特定健診の各項目について、精度よく検査が実施されていることが不可欠

であることから、健診実施機関における内部精度管理及び外部精度管理の状

況を確認すると共に、必要に応じて助言等を行う。 

○各保険者による特定健診及び特定保健指導の実施状況を把握し、特定保健

指導の質の評価を支援すると共に、保健指導実施者を対象とした研修会を開

催する等、そのスキルアップを図る。 

○特定健診・特定保健指導の実施状況や受診勧奨対象者の医療機関受診状況、

かかりつけの医療機関等と連携した生活習慣病予防・重症化予防に向けた取

組の状況等、各保険者によるデータヘルス計画の進捗状況の確認とその推進

に向けた支援を行う。 

○市町村において、非肥満のリスク者に対する健康相談・健康教育の実施状況

や特定保健指導対象者の各種健康教室等の利用状況、６５歳以上に対する地

域支援事業と連携した健康教育・健康相談の実施状況等、国保・後期高齢者医

療部門と衛生部門、介護保険部門との連携状況を確認し、必要に応じて連携を

促す。 

○地域・職域連携推進協議会等を通じて、職域における効果的な特定健診・特

定保健指導の実施を支援すると共に、働き盛り世代の健康づくりを推進する

等）を行い、健康増進計画の推進に資することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

（３）都道府県の役割 

○特定健診の各項目について、精度よく検査が実施されていることが不可欠

であることから、健診実施機関における内部精度管理及び外部精度管理の状

況を確認すると共に、必要に応じて助言等を行う。 

○各保険者による特定健診及び特定保健指導の実施状況を把握し、特定保健

指導の質の評価を支援すると共に、保健指導実施者を対象とした研修会を開

催する等、そのスキルアップを図る。 

○特定健診・特定保健指導の実施状況や受診勧奨対象者の医療機関受診状況、

かかりつけ医等と連携した生活習慣病の重症化予防に向けた取組の状況等、

各保険者によるデータヘルス計画の進捗状況の確認とその推進に向けた支援

を行う。 

○市町村において、非肥満のリスク者に対する健康相談・健康教育の実施状況

や特定保健指導対象者の各種健康教室等の利用状況、６５歳以上に対する地

域支援事業と連携した健康教育・健康相談の実施状況等、国保・後期高齢者医

療部門と衛生部門、介護保険部門との連携状況を確認し、必要に応じて連携を

促す。 

○地域・職域連携推進協議会等を通じて、職域における効果的な特定健診・特

定保健指導の実施を支援すると共に、働き盛り世代の健康づくりを推進する
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ために、健康経営に取組む事業所を公表する等の支援により、健康経営を推進

し、職域における生活習慣病対策の強化を図る。特に、地域産業保健センター

等の活用や保険者との連携を促すと共に、市町村との連携により、健康教育や

健康相談等の活用を促す。 

 

 

 

○これらの取組の実施に際しては、県庁内の部局間連携を推進すると共に、保

険者協議会や各種専門職団体と連携し、各保険者による特定健診・特定保健指

導の実施に係る課題の効果的な解決を促す。また、健康寿命の延伸等を図るた

めの脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法（平成３０年

法律第１０５号）に基づき策定された都道府県循環器病対策推進基本計画と

の整合性を保つと共に、都道府県循環器病対策推進協議会との連携を行うこ

とが望ましい。 

 

（４）健診機関の役割 

○保険者より委託された健診機関は、検査の標準化や精度管理、個人情報の保

護等について、本プログラムに記載された内容を遵守して、適切に特定健診を

実施する。 

○健診結果が示唆する健康課題等について、健診受診者に将来の疾患発症リ

スクを示すことや、疾病予防の重要性等を分かりやすくフィードバックする。

第２編○○フィードバック文例集を参照されたい。 

○受診勧奨判定値を超える検査測定値があれば、その程度、年齢等を考慮した

上で、医療機関を受診する必要性について受診者に通知する。特に、医療機関

受診が必要であると判断された者に対しては積極的な受診勧奨を行う。 

ために、健康経営 jに取組む事業所を公表する等の支援により、健康経営を推

進し、職域における生活習慣病対策の強化を図る。特に、地域産業保健センタ

ー等の活用を促すと共に、市町村との連携により、健康教育や健康相談等の活

用を促す。 

○医療費分析や人口動態統計（死亡指標）に加え、生活習慣病の発生状況や受

診状況等の把握の推進に努め、生活習慣病対策全体の評価を行うと共に、医療

費適正化計画や医療計画を踏まえた効果的な対策の提案を行う。 

○これらの取組の実施に際しては、県庁内の部局間連携を推進すると共に、保

険者協議会と連携し、各保険者による特定健診・特定保健指導の実施にかかる

課題の効果的な解決を促す。 

 

 

 

 

 

（４）健診機関の役割 

○保険者より委託された健診機関は、検査の標準化や精度管理、個人情報の保

護等について、本プログラムに記載された内容を遵守して、適切に特定健診を

実施する。 

○健診結果が示唆する健康課題等について、健診受診者に分かりやすくフィ

ードバックする。 

 

○受診勧奨判定値を超える検査測定値があれば、その程度、年齢等を考慮した

上で、医療機関を受診する必要性について受診者に通知する。特に、医療機関

受診が必要であると判断された者に対しては積極的な受診勧奨を行う。その



55 
 

 

○その際、対象者の特性等に応じてナッジ等を活用した受診勧奨方法を工夫

する。 

○健診後、早期に特定保健指導の初回面接をすることが推奨されており、保健

指導対象者には保健指導を実施できる体制を整えることが望ましい。 

 

（５）医療機関の役割 

○医療機関においては、健診の結果を踏まえて受診した者に対し、必要な医療

を提供すると共に、栄養・食生活、身体活動等を含めた必要な生活習慣改善支

援も継続的に行う。その場合、診療報酬で定める各種要件を満たせば、生活習

慣病管理料、管理栄養士による外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料等を

算定できる。 

○自施設にて栄養・食生活、身体活動、減酒支援、禁煙等の保健指導の実施が

困難な場合には、市町村等や専門病院と連携した指導を行うことも推奨され

る。 

○糖尿病、高血圧症、脂質異常症（高ＬＤＬコレステロール血症を含む n）等

の未治療者・治療中断者が医療機関を受診した際には、心血管疾患、脳血管疾

患等の発症予防のために治療の継続が必要であることを分かりやすく説明

し、治療開始・治療再開を促すことが重要である。 

 

（６）事業所の役割 

○職域においては、保険者と事業者が積極的に連携して加入者の予防・健康づ

くりを効率的・効果的に実施する、いわゆるコラボヘルスの実施が推奨され

る。 

○コラボヘルスを推進する上で、事業者は健康診断の結果を保険者に提供す

際、対象者の重症度等に応じて受診勧奨方法を工夫する。 

 

 

 

 

 

（５）医療機関の役割 

○医療機関においては、健診の結果を踏まえて受診した者に対し、必要な医療

を提供すると共に、栄養・食生活、身体活動等を含めた必要な生活習慣改善支

援も継続的に行う。その場合、診療報酬で定める各種要件を満たせば、生活習

慣病管理料、管理栄養士による外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料等を

算定できる。 

○自施設にて栄養・食生活、身体活動等の保健指導の実施が困難な場合には、

市町村等や専門病院と連携した指導を行うことも推奨される。 

 

○糖尿病、高血圧症、脂質異常症（高ＬＤＬコレステロール血症を含む k）等

の未治療者・治療中断者が見いだされた場合は、虚血性心疾患、脳血管疾患等

の発症予防のために治療の継続が必要であることを分かりやすく説明し、治

療開始・治療再開を促すことが重要である。 

 

（新設） 
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る必要がある。特に、保険者から安衛法に基づく労働者の健康診断の結果を求

められた場合には、事業者が当該結果を保険者に提供することは、高確法等に

基づく義務であるため、第三者提供に係る本人同意は不要となっている。 

○保険者と連携して事業場内外の複数の集団間のデータを比較し、健康保持

増進に係る取組の決定等に活用することが望ましい。 

○健診結果に基づく健康保持増進対策の実施においては、「職場における心と

からだの健康づくりのための手引き」にある事例も参照されたい。 

 

n 特定保健指導対象者の選定にＬＤＬコレステロール値は用いられていない

が、勿論留意する。 

 

 

 

 

第５章 健診データ等の電子化 

５－１ 健診データ提出の電子的標準様式 

（１）基本的考え方 

○特定健診・特定保健指導においては、高確法に基づき、次のように健診デー

タ等の授受がなされ得る。 

＜健診データ等＞ 

① 健診実施機関・保健指導実施機関→保険者 

② （被扶養者の健診を行った）保険者→（被扶養者所属の）保険者 

③ （異動元の）保険者→（異動先の）保険者 

④ 労働安全衛生法に基づく健診を実施した事業者→（当該労働者所属の）保

険者 

 

 

 

 

 

 

 

 

j 事業所やその事業主が労働者の健康に配慮することにより、労働者の健康の

維持・増進や、その結果として組織の活性化や生産性の向上が期待される。日

本再興戦略 2016 の取組の一つである。 

k 特定保健指導対象者の選定にＬＤＬコレステロール値は用いられていない

が、勿論留意する。 

 

第５章 健診データ等の電子化 

５－１ 健診データ提出の電子的標準様式 

（１）基本的考え方 

○特定健診・特定保健指導においては、高確法に基づき、次のように健診デー

タ等の授受がなされ得る。 

＜健診データ等＞ 

① 健診実施機関・保健指導実施機関→保険者 

② （被扶養者の健診を行った）保険者→（被扶養者所属の）保険者 

③ （異動元の）保険者→（異動先の）保険者 

④ 労働安全衛生法に基づく健診を実施した事業者→（当該労働者所属の）保

険者 
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⑤ ほかの健診等を受けた被保険者・被扶養者→保険者 

＜特定健診・特定保健指導の実施状況等＞ 

⑥ 保険者→国 

○このように、特定健診・特定保健指導においては関係者間で様々な情報のや

りとりがあり、その際のデータは膨大で情報伝達経路も複雑である。そこで、

データの互換性を確保し、継続的に多くのデータを扱えるようにするため、電

子的な標準様式を国が設定している。 

 

（２）留意事項 

○健診データ等の授受の際には、個人情報の保護に十分に留意する。 

○今後、人間ドック等他の健診データ等も、この電子的標準様式を基本とした

形式で収集できるようにすることが望ましい。 

○収集された電子的情報はバックアップのために、安全性の確保された複数

の場所に保存されることが望ましい。 

○保険者においては、被保険者の求めがあれば、健診結果を電子的に提供する

ことが望ましい。 

 

（３）具体的な様式 

データの提出様式については、第２編別紙７－１・別紙７－２・別紙７－３

のとおりとする。 

 

５－２ 健診項目の標準コードの設定 

（１）基本的考え方 

〇特定健診においては、電子化された膨大な健診データ等が継続的に取り扱

われることになる。その際に、健診項目や質問項目についても、標準的な表記

⑤ ほかの健診等を受けた被保険者・被扶養者→保険者 

＜特定健診・特定保健指導の実施状況等＞ 

⑥保険者→国、社会保険診療報酬支払基金 

○このように、特定健診・特定保健指導においては関係者間で様々な情報のや

りとりがあり、その際のデータは膨大で情報伝達経路も複雑である。そこで、

データの互換性を確保し、継続的に多くのデータを扱えるようにするため、電

子的な標準様式を国が設定している。 

 

（２）留意事項 

○健診データ等の授受の際には、個人情報の保護に十分に留意する。 

○今後、人間ドック等ほかの健診データ等も、この電子的標準様式を基本とし

た形式で収集できるようにすることが望ましい。 

○収集された電子的情報はバックアップのために、安全性の確保された複数

の場所に保存されることが望ましい。 

○保険者においては、被保険者の求めがあれば、健診結果を電子的に提供する

ことが望ましい。 

 

（３）具体的な様式 

データの提出様式については、別紙７－１、別紙７－２、別紙７－３のと

おりとする。 

 

５－２健診項目の標準コードの設定 

（１）基本的考え方 

○特定健診においては、電子化された膨大な健診データ等が継続的に取り扱

われることになる。その際に、健診項目や質問項目についても、標準的な表記
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方法で皆が統一的に使用しなければ、同一の検査等であるかどうかについて、

電子的に判断できない。そのため、標準的な表記方法として健診項目や質問項

目ごとに標準コードを設定する必要がある。 

 

（２）具体的な標準コード 

〇健診データは全て、日本臨床検査医学会が作成した JLAC10 コード又はこの

コード体系に準じて設定された 17桁のコードを使用する。 

〇今後新たに項目が追加される場合についても、JLAC10 コードに準じたコー

ドを、日本臨床検査医学会と協議の上で設定する。 

※ 標準コード表については、ホームページ 

（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000165280.html）よ

り入手可能。 

【参考】 

基本的な健診項目の標準コードの例（ＪＬＡＣ10 １７桁コードを使用） 

健診項目 検査方法 ＪＬＡＣ１０コード 

中性脂肪 

可視吸光光度法 

（酵素比色法・グリセロール消去） 

3F015000002327101 

紫外吸光光度法 

（酵素比色法・グリセロール消去） 

3F015000002327201 

その他 3F015000002399901 

 

５－３  健診機関・保健指導機関コードの設定 

（１）基本的考え方 

○保険者が管理する健診データ等は、健診機関ごとに特定のコードが収載さ

れている。 

方法で皆が統一的に使用しなければ、同一の検査等であるかどうかについて、

電子的に判断できない。そのため、標準的な表記方法として健診項目や質問項

目ごとに標準コードを設定する必要がある。 

 

（２）具体的な標準コード 

○健診データは全て、日本臨床検査医学会が作成した JLAC10 コード又はこの

コード体系に準じて設定された 17桁のコードを使用する。 

○今後新たに項目が追加される場合についても、JLAC10 コードに準じたコー

ドを、日本臨床検査医学会と協議の上で設定する。 

※ 標準コード表については、ホームページ

（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000165280.html）

より入手可能。 

（参考） 

基本的な健診項目の標準コードの例（ＪＬＡＣ１０ １７桁コードを使用） 

健診項目 検査方法 ＪＬＡＣ１０コード 

中性脂肪 

可視吸光光度法 

（酵素比色法・グリセロール消去） 

3F015000002327101 

紫外吸光光度法 

（酵素比色法・グリセロール消去） 

3F015000002327201 

その他 3F015000002399901 

 

５－３健診機関・保健指導機関コードの設定 

（１）基本的考え方 

○保険者が管理する健診データ等は、健診機関ごとに特定のコードが収載さ

れている。 
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○生活習慣病有病者・予備群を確実に減らすためには、事業の評価及び健診デ

ータ等の十分な分析を行うことが必要であるため、健診機関・保健指導機関ご

とのデータ比較が可能となるよう、各健診機関、保健指導機関コードの設定が

必要である。 

○なお、医療機関の場合は、既にある保険医療機関コードを活用しており、健

診機関コードについても下記のルールで設定が行われているため、別途独自

にコードを設定しないようにする必要がある。 

 

【参考】健診機関・保健指導機関コード設定の考え方 

※詳細は「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」（厚

生労働省保険局https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ 

handbook_31132.html）参照 

 

・健診機関には既存の保険医療機関コードを持つ医療機関が多く含まれる

ことから、このコード体系を活用することが合理的であり、「都道府県番号

（2 桁）＋機関区分コード（１桁）＋機関コード（６桁）＋チェックデジッ

ト（１桁）の計 1０桁」とする。 

※二重発番の可能性を排除するため、発番する機関を一箇所とし、廃止番号

や空き番号等の一元的な管理を行う必要がある。 

・前項のルールに従い、保険医療機関である場合は、機関コード及びチェッ

クデジットの部分は、既存の保険医療機関コードをそのまま活用（機関区分

コードは医科を意味する１となる）。 

・保険医療機関のコードを有さない機関は、機関区分コード（１桁）＋機関

コード（６桁）の部分を、付番・一元管理する機関に申請しコードを付与さ

れるものとする。 

○生活習慣病有病者・予備群を確実に減らすためには、事業の評価及び健診デ

ータ等の十分な分析を行うことが必要であるため、健診機関・保健指導機関毎

のデータ比較が可能となるよう、各健診機関、保健指導機関コードの設定が必

要である。 

○なお、医療機関の場合は、既にある保険医療機関コードを活用しており、健

診機関コードについても下記のルールで設定が行われているため、別途独自

にコードを設定しないようにする必要がある。 

 

（参考）健診機関・保健指導機関コード設定の考え方 

※詳細は特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（厚生労働

省保険局 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ 

0000172888.html）参照。 

 

・健診機関には既存の保険医療機関コードを持つ医療機関が多く含まれるこ

とから、このコード体系を活用することが合理的であり、「都道府県番号（2

桁）＋機関区分コード（１桁）＋機関コード（６桁）＋チェックデジット（１

桁）の計 1０桁」とする。 

※二重発番の可能性を排除するため、発番する機関を一箇所とし、廃止番号や

空き番号等の一元的な管理を行う必要がある。 

・前項のルールに従い、保険医療機関である場合は、機関コード及びチェック

デジットの部分は、既存の保険医療機関コードをそのまま活用（機関区分コー

ドは医科を意味する１となる）。 

・保険医療機関のコードを有さない機関は、機関区分コード（１桁）＋機関コ

ード（６桁）の部分を、付番・一元管理する機関に申請しコードを付与される

ものとする。 
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・保険医療機関のコードを有さず、新たに健診・保健指導のみ実施する機関

が、新規登録申請を行った場合は、機関区分コードを２とする。 

 

 

○健診機関コード情報の収集・台帳の整理に際しては、社会保険診療報酬支払

基金において発番されている 10 桁のコードを使用する必要がある。 

 

 

５－４ 健診結果の保存と活用について 

（１）基本的考え方 

○保険者は、蓄積された健診データを使用することにより、効果的・効率的な

健診・保健指導を実施することが可能となる。そのためにも、健診項目の取得

については必須項目だけでなく全ての項目も含めて取得し、保存することが

求められる。また、被保険者・被扶養者は、生涯を通じた自己の健康管理の観

点から、継続的な健診データの保存が望まれる。 

○健診データを保有すべき期間は 5 年間であるが、保険者や被保険者・被扶

養者は、できる限り長期間、健診データを保存し参照できるようにすることが

望ましい。 

○健診データについては、オンライン資格確認等システムを活用し、被保険

者・被扶養者が保険者間を異動した場合においても、特定健診情報の医療保険

者間での引継が可能となったこと等を踏まえ、個人毎に整理して蓄積し、経年

変化を確認できるようにすることが重要である。 

○また健診データは、データヘルス計画の一環として集団の分析にも用いら

れ、集団特性や経年変化等の分析により、効果的・効率的な保健事業の実施を

図るための施策に活用される。 

・保険医療機関のコードを有さず、新たに健診・保健指導のみ実施する機関

が、新規登録申請を行った場合は、機関区分コードを２とする。 

 

 

○健診機関コード情報の収集・台帳の整理に際しては、社会保険診療報酬支払

基金において発番されている 10 桁のコードを使用する必要がある。 

 

 

５－４健診結果の保存と活用について 

（１）基本的考え方 

○保険者は、蓄積された健診データを使用することにより、効果的・効率的な

健診・保健指導を実施することが可能となる。また、被保険者・被扶養者は、

生涯を通じた自己の健康管理の観点から、継続的な健診データの保存が望ま

れる。 

 

○健診データを保有すべき期間は 5 年間であるが、保険者や被保険者・被扶

養者は、できる限り長期間、健診データを保存し参照できるようにすることが

望ましい。 

○健診データについては、個人毎に整理して蓄積し、経年変化を確認できるよ

うにすることが必要である。また、被保険者・被扶養者が保険者間を異動した

際には、本人の同意を得た上で、保険者間で健診データを適切に移行させる

等、生涯を通じた健診情報のデータ管理を行うことができるようなシステム

を構築することが望ましい。 
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○ただし、個人情報の保護に十分配慮する必要がある。 

 

（２）具体的な保存年限 

○保険者は、特定健診の結果を、次のうちいずれか短い期間保存しなければな

らない。 

① 記録の作成日の属する年度の翌年度から５年間を経過するまでの期間 

② 被保険者・被扶養者がほかの保険者に加入した日の属する年度の翌年度末

までの期間 

○但し、上記（１）の観点から、４０歳から７４歳までの被保険者・被扶養者

が加入者となっている限りは、当該保険者が健診データを保存することが望

ましい。 

 

（３）留意事項 

○被保険者でなくなった時以降は、空白期間ができるだけ生じないよう、次の

保険者に引き継がれるまでか、例えば 1 年程度の一定期間が経過するまで保

存する必要がある。 

○被保険者が希望する場合には、４０歳以降の全データを次の保険者へ引き

継ぐ必要がある。 

○本人が継続的に健診データを把握し、自ら健康管理に活用できるように、経

年的にデータを蓄積できる仕組みの構築を検討し、そうした経年的データを

保健指導に積極的に生かしていくことが望ましい。このことは集団の健康状

態に関する分析、経年変化の分析等により、予防戦略の立案に資する。 

 

（４）具体的な活用方法 

○特定健診・特定保健指導の情報については、これらの業務改善における利活

○ただし、個人情報の保護に十分配慮する必要がある。 

 

（２）具体的な保存年限 

○保険者は、特定健診の結果を、次のうちいずれか短い期間保存しなければな

らない。 

①記録の作成日の属する年度の翌年度から５年間を経過するまでの期間 

②被保険者・被扶養者がほかの保険者に加入した日の属する年度の翌年度末

までの期間 

○但し、上記（１）の観点から、４０歳から７４歳までの被保険者・被扶養者

が加入者となっている限りは、当該保険者が健診データを保存することが望

ましい。 

 

（３）留意事項 

○被保険者でなくなった時以降は、空白期間ができるだけ生じないよう、次の

保険者に引き継がれるまでか、たとえば 1 年程度の一定期間が経過するまで

保存する必要がある。 

○被保険者が希望する場合には、４０歳以降の全データを次の保険者へ引き

継ぐ必要がある。 

○本人が継続的に健診データを把握し、自ら健康管理に活用できるように、経

年的にデータを蓄積できる仕組みの構築を検討し、そうした経年的データを

保健指導に積極的に生かしていくことが望ましい。このことは集団の健康状

態に関する分析、経年変化の分析等により、予防戦略の立案に資する。 

 

（新設） 
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用だけでなく、National Data Base（NDB）等へ蓄積され、保健医療分野のビ

ッグデータとして、疫学研究を含む医学研究等において、公益性を確保しつつ

広く利活用されることが期待される。 

 

 

【参考】 

一意性を保って健診データ等を管理する際に 

個人の固有番号等を利用する場合の考え方 

○既存の保険者番号（法別番号と都道府県番号を含んだ 8桁の数字）と一

意性のある個人の固有番号（例：現在被保険者・被扶養者が使用している

被保険者の記号・番号、職員番号、健診整理番号等）を用いる。 

○固有番号は、一度個人に発行した後は、その同じ番号を別の個人に再発

行しないことが必要である。例えば、被保険者番号の場合は発行年度の西

暦の下２桁を追加することで一意性を保つことができると考えられる。 

○被保険者証の記号・番号が個人ごとの番号となっていない場合もあるた

め、生年月日やカタカナ名等、ほかの項目と組み合わせて個人を識別する

か、枝番号を追加することで対応することが考えられる。 

 

 

 

第６章 生活習慣病対策のための標準的な健診・保健指導の方向性について 

６－１ 高齢者に対する健診・保健指導 

（１）基本的な考え方について 

○高齢者では健康状態や生活状況の個人差が大きくなるため、それらを踏ま

えた情報提供、保健指導が必要である。 

 

 

 

 

 

（参考） 

一意性を保って健診データ等を管理する際に個人の固有番号等を利用する場

合の考え方 

○既存の保険者番号（法別番号と都道府県番号を含んだ 8 桁の数字）と一意

性のある個人の固有番号（例：現在被保険者・被扶養者が使用している被保険

者の記号・番号、職員番号、健診整理番号など）を用いる。 

○固有番号は、一度個人に発行した後は、その同じ番号を別の個人に再発行し

ないことが必要である。たとえば、被保険者番号の場合は発行年度の西暦の下

２桁を追加することで一意性を保つことができると考えられる。 

○被保険者証の記号・番号が個人毎の番号となっていない場合もあるため、生

年月日やカタカナ名等、他の項目と組み合わせて個人を識別するか、枝番号を

追加することで対応することが考えられる。 

 

 

 

第６章 年齢層を考慮した健診・保健指導について 

６－１高齢者に対する健診・保健指導 

（１）基本的な考え方について 

○高齢者は、健康状態や生活背景の個人差が大きくなるため、それらを踏まえ

た情報提供、保健指導が必要である。 
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○若年期からの生活習慣病の結果が、高齢期での重症化事例や複数の慢性疾

患につながる。栄養・食生活や身体活動等についての保健指導や、例えば糖尿

病性腎症重症化予防事業等を活用し、定期的な医療機関への受診につながっ

ていない者に対する受診勧奨等を行うことが重要である。 

○市町村においては、健康増進を担当する課、医療保険を担当する課、介護保

険を担当する課等が高齢者の特性を踏まえた保健事業と介護予防を一体的に

実施し、高齢者の健康の保持増進と生活機能の維持・向上に努めている。従っ

てデータ等の相互提供等により各課が連携を図りながら実施することが望ま

しい。 

 

（２）６５歳以上７４歳以下の者に対する健診・保健指導の在り方について 

○６５歳以上では、ＢＭＩは基準を超えないが腹囲が基準値以上であるケー

スが増えるとの報告もある o。これは筋肉量が減少する一方で、内臓脂肪量が

蓄積するためであると考えられている。 

○高齢者への健診・保健指導では、メタボリックシンドローム対策に重点を置

いた生活習慣病対策から、体重や筋肉量の減少、低栄養等によるロコモティブ

シンドロームやフレイル等の予防・改善に着目した対策に徐々に転換するこ

とも必要である。 

○そのため、高齢者への保健指導では、体重変化や易疲労感及び活力の低下、

握力低下や歩行速度低下、身体活動量の減少の有無を確認することが望まし

い。その上で、筋肉量の維持に留意し、食事・運動の重要性を伝える必要があ

る。筋肉量を維持することは、生活機能を維持することにもつながり、介護予

防にもつながる。退職や家族構成の変化等のライフイベントをきっかけに、社

会参加が低下していることがあるため、生活の変化などについても確認する

ことが重要である。 

○若年期からの生活習慣病の結果が、高齢期での重症化事例や複数の慢性疾

患につながる。栄養・食生活や身体活動等についての保健指導や、たとえば糖

尿病性腎症重症化予防事業等を活用し、定期的な医療機関への受診につなが

っていない者に対する受診勧奨等を行うことが重要である。 

○市町村においては、高齢福祉担当課等が主体となって介護関連事業や高齢

者の特性を踏まえた保健事業を実施し、高齢者の健康確保と生活機能の維持・

向上に努めていることから、データ等の相互提供等により地域支援事業と連

携を図りながら実施することが望ましい。 

 

 

（２）６５歳以上７４歳以下の者に対する健診・保健指導の在り方について 

○特定保健指導対象者の階層化の結果によると l、65 歳以上では、ＢＭＩは基

準を超えないが腹囲が基準値以上であるケースが増える。筋肉量が減少する

一方で、内臓脂肪量が蓄積するためである。 

○高齢者への健診・保健指導では、メタボリックシンドローム対策に重点を置

いた生活習慣病対策から、体重や筋肉量の減少、低栄養等によるロコモティブ

シンドロームやフレイル等の予防・改善に着目した対策に徐々に転換するこ

とも必要である。 

○そのため、高齢者への保健指導では、体重変化や易疲労感及び活力の低下、

握力低下や歩行速度低下、身体活動量の減少の有無を確認することが望まし

い。その上で、筋肉量の維持に留意し、運動することの重要性を伝える必要が

ある。筋肉量を維持することは、生活機能を維持することにもつながり、介護

予防にもつながる。 
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○高齢者においては、内臓脂肪の蓄積が考えられる場合においても、食事制限

による低栄養、筋肉量低下を防ぐため、急激な減量を避けるように注意する。

食事内容については、全体量だけでなく栄養のバランスに留意し、嗜好や入手

方法、咀嚼状態にも配慮した指導が必要である。 

○一般的に、年齢と共に血圧、血糖の平均値及び有病率が上昇する。保健指導

判定値の場合、検査値が安定していれば経過観察が可能な場合もある。受診勧

奨判定値以上に該当する場合や検査値が悪化した場合は、医療機関への受診

や保健指導につなげることが重要である。 

 

（３）７５歳以上の者に対する健診・保健指導の在り方について 

○高齢者の保健事業を実施する際には、「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガ

イドライン第２版」等を参照し、実施すること。 

○７５歳以上の者についても、（２）の６５歳以上７５歳未満の者と基本的に

は同様のことが言える。これに加えて、７５歳以上の者は加齢に伴う虚弱な状

態（フレイル）がより顕著に進行し、複数の慢性疾患とフレイル等を要因とす

る老年症候群の症状が混在するため、包括的な疾病管理がより重要である。 

○個人ごとの健康状態の差が大きくなり多様性が更に高まることや、７５歳

以上の多くの者が、医療機関を受診していることを勘案すると、医療機関と連

携した取組を推進する必要がある。 

○医療機関に通院していない高齢者については、健診等の機会を活用して、高

血圧、糖尿病等の生活習慣病を軽症のうちに発見し、医療につなげ、重症化を

予防することが重要である。 

 

 

○生活習慣病に着目した健診項目については、７５歳以上の者についても、基

○高齢者においては、内臓脂肪の蓄積が考えられる場合においても、食事制限

による低栄養、筋肉量低下を防ぐため、急激な減量を避けるように注意する。

食事内容については、全体量だけでなく栄養のバランスに留意し、嗜好や入手

方法にも配慮した指導が必要である。 

○一般的に、年齢と共に血圧、血糖の平均値及び有病率が上昇する。保健指導

判定値の場合、検査値が安定していれば経過観察が可能な場合もある。受診勧

奨判定値以上に該当する場合や検査値が悪化した場合は、医療機関への受診

や保健指導につなげることが重要である。 

 

（３）75歳以上の者に対する健診・保健指導の在り方について 

 

 

○75 歳以上の者についても、（２）の６５歳以上７５歳未満の者と基本的に

は同様のことが言える。これに加えて、７５歳以上の者は加齢に伴う虚弱な状

態（フレイル）が顕著に進行し、複数の慢性疾患とフレイル等を要因とする老

年症候群の症状が混在するため、包括的な疾病管理がより重要である。 

 

 

 

○医療機関に通院していない場合、健診等の機会を活用し、高血圧、糖尿病等

の生活習慣病を軽症のうちに発見し、医療につなげ、重症化を予防することが

重要である。 

○75歳以上の者の 8割以上が、かかりつけ医を受診していることを鑑みると、

かかりつけ医と連携した取組を推進する必要がある。 

○生活習慣病に着目した健診項目については、７５歳以上の者についても、基
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本的には７５歳未満と同様の項目とする。ただし、腹囲については、医師の判

断等によって実施する項目とすることが適当である。 

○医師の判断により実施する詳細な健診の項目（心電図等）については、健診

機関の医師が、これらの検査の必要性を含めて、受診勧奨とするか否かを判断

し、受診勧奨と判断された者については、医療機関において、必要な診察を受

けることが重要である。 

○７５歳以上の者への保健指導については、生活習慣病等の慢性疾患の重症

化予防に加え、後期高齢者の質問票等を活用し、フレイル等に関連する老年症

候群（低栄養、転倒･骨折、誤嚥性肺炎等）等の心身機能の低下とそれに起因

する疾病の予防に着目し、実施する必要がある。 

○本人の残存能力を落とさないこと、ＱＯＬの確保等が重要であるが、身体状

況、日常生活能力、運動能力等については個人差が大きい。そのため、行動変

容のための保健指導を一律に行うのではなく、健診結果を踏まえ、生活の上で

「できること」に着目し、本人の自信や前向きな姿勢を育むという観点から目

標を設定し、保健指導を行うことが望まれる。本人の求めに応じて、健康相談

や保健指導の機会を利用できる体制が確保されていることが重要である。 

 

o 「健康日本２１（第二次）地方計画推進のために地方自治体による効果的な

健康施策展開のための既存データ（特定健診データ等）活用の手引き」（平成

22-24 年度厚生労働科学研究費補助金循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総

合研究事業「生活習慣病予防活動・疾病管理による健康指標に及ぼす影響と医

療費適正化効果に関する研究」（研究代表者：津下一代）） 

 

６－２ ４０歳未満の者に対する健診・保健指導 

 

本的には７５歳未満と同様の項目とする。ただ、腹囲については、医師の判断

等によって実施する項目とすることが適当である。 

○医師の判断により実施する詳細な健診の項目（心電図等）については、健診

機関の医師が、これらの検査の必要性を含めて、受診勧奨とするか否かを判断

し、受診勧奨と判断された者については、医療機関において、必要な診察を実

施する。 

○７５歳以上の者への保健指導については、生活習慣病等の慢性疾患の重症

化予防に加え、フレイル等に関連する老年症候群（低栄養、転倒･骨折、誤嚥

性肺炎等）等の心身機能の低下に伴う疾病の予防・改善に着目した対策に徐々

に転換することも必要である。 

○本人の残存能力を落とさないこと、ＱＯＬの確保等が重要であるが、身体状

況、日常生活能力、運動能力等については個人差が大きい。そのため、行動変

容のための保健指導を一律に行うのではなく、健診結果を踏まえ、生活の上で

「できること」に着目し、本人の自信や前向きな姿勢を育むという観点から目

標を設定し、保健指導を行うことが望まれる。本人の求めに応じて、健康相談

や保健指導の機会を利用できる体制が確保されていることが重要である。 

 

l「健康日本２１（第二次）地方計画推進のために地方自治体による効果的な

健康施策展開のための既存データ（特定健診データ等）活用の手引き」（平成

22-24 年度厚生労働科学研究費補助金循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総

合研究事業「生活習慣病予防活動・疾病管理による健康指標に及ぼす影響と医

療費適正化効果に関する研究」（研究代表者：津下一代）） 

 

６－２ 40 歳未満の者に対する健診・保健指導 

○平成 26 年度の特定健診受診者において「20 歳から 10 ㎏以上体重が増加し
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○２０歳以降の体重増加と生活習慣病の発症との関連が明らかである p こと

から、特定保健指導対象者を減らすためには、４０歳以上になってからの特定

健診・保健指導の実施率を上げるだけでなく、若年期から適正な体重の維持に

向けた保健指導、啓発を行う等、４０歳未満の肥満対策が重要である。 

 

○また、４０歳未満の肥満では、血圧、血糖の有所見率が低い一方で、肝機能、

脂質代謝の有所見率は高い。リスクの数が少ない、メタボリックシンドローム

に移行する前の段階で、働きかけを行うことが必要である。 

○保険者においては、普及啓発等に加えて、特定健診・特定保健指導の対象と

なる以前（例えば、節目健診として３０歳、３５歳の時）に健診を行い、生活

習慣の改善が特に必要と認められる者に対して保健指導を実施することや、

地域（市町村などの行政機関）や職域（産業保健分野）と連携した対策の推進

は、特定保健指導対象者を減少させる上で有効であると考えられる。保険者は

４０歳未満の健診データを事業主から提供を受けることができるので、事業

者健診等情報（４０歳未満）を活用する保険者は、被保険者の理解を促すとと

もに、効果的な取組を実施する観点から、データヘルス計画においてそれを明

示していく。 

 

 

 

 

○４０歳未満の者について、健診時等に肥満や喫煙と将来の疾病発症につい

ての情報を分かりやすく提示することや、適切なインセンティブ、環境的な支

た者」は、健診受診者全体では男性で 35.5％、女性で 20.9％であるが、40～

50 歳代の「特定保健指導対象者」は男女とも 80％程度である。 

○このように、２０歳以降の体重増加と生活習慣病の発症との関連が明らか

である m ことから、特定保健指導該当者を減らすためには、40 歳以上になっ

てからの特定健診・保健指導の実施率を上げるだけでなく、若年期から適正な

体重の維持に向けた保健指導、啓発を行う等、40 歳未満の肥満対策が重要で

ある。 

○また、40歳未満の肥満では、血圧、血糖の有所見率が低い一方で、肝機能、

脂質代謝の有所見率は高い。リスクの数が少ない、メタボリックシンドローム

に移行する前の段階で、働きかけを行うことが必要である。 

○保険者においては、普及啓発等に加えて、特定健診・特定保健指導の対象と

なる以前（たとえば、節目健診として 30 歳、35歳の時）に健診を行い、生活

習慣の改善が特に必要と認められる者に対して保健指導を実施することは、

特定保健指導対象者を減少させる上で有効であると考えられる。 

 

 

 

 

 

○平成 26 年度の特定健診受診者においては、40～44 歳の喫煙率が男性

41.1％、女性 14.2％とそれ以上の年齢よりも高かった。また、同年齢層の積

極的支援該当者における喫煙率は男性で 6 割、女性で 4 割を超えており、喫

煙習慣のために積極的支援該当となっている者が多い。 

○４０歳未満の者について、健診時等に肥満や喫煙と将来の疾病発症につい

ての情報を分かりやすく提示することや、適切なインセンティブ、環境的な支
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援により肥満、喫煙の防止を図ることが重要である。 

○職場においても、医療・健康情報の発信や社員食堂での健康に配慮した食事

（ヘルシーメニュー等）の提供を行う等、産業保健と連携した取組が求められ

る。保険者は、事業主との連携（コラボヘルス）により、職場における予防・

健康づくりを推進していくことが重要である。 

 

p 例えば、２０歳からの約３０年間で５kg以上体重が増えた人は、体重増加

が 5kg 未満の人に比べて、男性では２.６１倍、女性では２.５６倍、糖尿病を

発症しやすかったことが、日本人を対象とした研究で示されている。（Nanri 

A, Mizoue T, Takahashi Y, et al. J Epidemiol Community Health doi: 

10.1136/jech. 2009.097964, 2011） 

 

別紙１ 

 

別紙２ 

 

別紙３ 

 

別紙４ 

 

別紙５ 

 

別添資料 

 

別紙６ 

援により肥満、喫煙の防止を図ることが重要である。 

○職場においても、医療・健康情報の発信や社員食堂での健康に配慮した食事

（ヘルシーメニュー等）の提供を行う等、産業保健と連携した取組が求められ

る。 

 

 

m たとえば、20歳からの約 30年間で 5kg 以上体重が増えた人は、体重増加が

5kg 未満の人に比べて、男性では 2.61 倍、女性では 2.56 倍、糖尿病を発症し

やすかったことが、日本人を対象とした研究で示されている。

（ NanriA,MizoueT,TakahashiY,etal.JEpidemiolCommunityHealthdoi:10.113

6/jech.2009.097964,2011） 

 

別紙１ 

 

別紙２ 

 

別紙３ 

 

別紙 4 

 

別紙 5 

 

 

 

別紙６ 
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別紙７－１ 

 

別紙７－２ 

 

別紙７－３ 

 

 

 

第３編 保健指導 

第１章 保健指導の基本的考え方 

（１）保健指導とは 

生活習慣病予防のための保健指導とは、対象者が自らの生活習慣における

課題に気付き、自らの意思による行動変容によって健康課題を改善し、健康的

な生活を維持できるよう、必要な情報の提示と助言等の支援を行うことであ

る。 

 

（２）保健指導の目的 

生活習慣病予防に対する保健指導の第一の目的は、生活習慣病に移行しな

いことである。そのための保健指導では、対象者自身が健診結果を理解して体

の変化に気付き、自らの生活習慣を振り返り、生活習慣を改善するための行動

目標を設定・実践でき、そのことにより対象者が自分の健康に関するセルフケ

ア（自己管理）ができるようになることを目的とする。また、保健指導の結果、

健診結果が改善する等の成果につながるような効果的な保健指導を行うこと

が期待される。なお、生活習慣病有病者に対し、重症化や合併症の発症を予防

 

別紙７－１ 

 

別紙 7－2 

 

別紙 7－3 

 

別添資料 

 

第３編 保健指導 

第 1章 保健指導の基本的考え方 

（１）保健指導とは 

生活習慣病予防のための保健指導とは、対象者が自らの生活習慣における

課題に気付き、自らの意志による行動変容によって健康課題を改善し、健康的

な生活を維持できるよう、必要な情報の提示と助言等の支援を行うことであ

る。 

 

（２）保健指導の目的 

生活習慣病予防に対する保健指導の第一の目的は、生活習慣病に移行しな

いことである。そのための保健指導では、対象者自身が健診結果を理解して体

の変化に気付き、自らの生活習慣を振り返り、生活習慣を改善するための行動

目標を設定・実践でき、そのことにより対象者が自分の健康に関するセルフケ

ア（自己管理）ができるようになることを目的とする。なお、生活習慣病有病

者に対し、重症化や合併症の発症を予防するための保健指導を行うことも重

要である。 
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するための保健指導を行うことも重要である。 

 

（３）生活習慣の改善につなげる保健指導の特徴 

生活習慣病は、①自覚症状がほとんどないまま進行すること、②長年の生活

習慣に起因すること、③疾患発症の予測が可能なこと、を特徴とすることか

ら、これらを踏まえた保健指導を行う必要がある。 

すなわち、健診によって生活習慣病の発症リスクを発見し、自覚症状はほと

んどないが発症のリスクがあることや、生活習慣の改善によってリスクを少

なくすることが可能であること等を分かりやすく説明することが特に重要で

ある。しかし、生活習慣は個人が長年築いてきたものであるので、改善すべき

生活習慣に自ら気付くことが難しく、また、対象者は、行動変容は難しいと認

識している場合が多い。さらに、行動変容に抵抗を示す場合もあることを念頭

に置いて、対象者への支援を行う必要がある。なお、生活習慣の改善を促す支

援に当たっては、心身の状態や現在の生活習慣が構築された背景要因（家庭・

職場環境や経済状況等）にも留意し、必要に応じ、社会資源の活用等により、

背景要因も考慮した支援が必要な場合もあることに留意する。 

○保健指導を実施する際の要点 

対象者は、保健指導の際の個別面接やグループ面接等において、保健指導実

施者やグループメンバー等と対話をすることにより、客観的に自己の生活習

慣を振り返ることで改善すべき生活習慣を認識できる。その気付きが行動変

容のきっかけとなる。保健指導実施者は、それを軸にして、どのような生活習

慣を身につけることが必要であるか、また課題や優先順位を対象者と共に考

え、実行可能な行動目標を対象者が自ら立てられるよう支援することが重要

である。 

対象者がよりよい生活習慣に向けた行動目標に沿って新たな生活習慣を確

 

 

（３）生活習慣の改善につなげる保健指導の特徴 

生活習慣病は、①自覚症状がほとんどないまま進行すること、②長年の生活

習慣に起因すること、③疾患発症の予測が可能なこと、を特徴とすることか

ら、これらを踏まえた保健指導を行う必要がある。 

すなわち、健診によって生活習慣病の発症リスクを発見し、自覚症状はほと

んどないが発症のリスクがあることや、生活習慣の改善によってリスクを少

なくすることが可能であること等を分かりやすく説明することが特に重要で

ある。しかし、生活習慣は個人が長年築いてきたものであるので、改善すべき

生活習慣に自ら気付くことが難しく、また、対象者は、行動変容は難しいと認

識している場合が多い。更に、行動変容に抵抗を示す場合もあることを念頭に

置いて、対象者への支援を行う必要がある。なお、生活習慣の改善を促す支援

に当たっては、心身の状態や現在の生活習慣が構築された背景要因（家庭・職

場環境や経済状況等）にも留意し、必要に応じ、社会資源の活用等により、背

景要因も考慮した支援が必要な場合もあることに留意する。 

○保健指導を実施する際の要点 

対象者は、保健指導の際の個別面接やグループ面接等において、保健指導実

施者やグループメンバー等と対話をすることにより、客観的に自己の生活習

慣を振り返ることで改善すべき生活習慣を認識できる。その気付きが行動変

容のきっかけとなる。保健指導実施者は、それを軸にして、どのような生活習

慣を身につけることが必要であるか、また課題や優先順位を対象者と共に考

え、実行可能な行動目標を対象者が自ら立てられるよう支援することが重要

である。 

対象者がよりよい生活習慣に向けた行動目標に沿って新たな生活習慣を確



70 
 

立し、維持することは容易ではない。保健指導実施者は、対象者が新たな行動

を継続できるよう、定期的に助言・支援することや同じ課題に取組むグループ

への参加の勧奨等、対象者が現在の状況を客観的に把握できる機会を提供す

る。そして、実行していることに対しては、励ましや賞賛する等、自己効力感

を高める支援が重要となる。行動変容を可能にするためには、この支援が特に

重要である。 

○保健指導を実施する際の留意事項 

① 行動変容ステージに応じた対応 a 

行動変容ステージ bが無関心期にある場合は、行動変容の必要性を正しく理

解し、関心をもってもらうことが必要である。そのためには、対象者の疾病に

対する認識を確認し、リスクと病気の発症や障害を持つ可能性との関係の説

明に加えて、対象者にとって問題となることが何かを考えられるように対応

することが重要である。 

関心期にある場合は、健康的な行動への動機を高めるために、不健康な行動

に対するネガティブな感情や健康的な行動に対するポジティブな感情を高め

るように対応する。 

準備期にある場合は、対象者に目標と方法を決めてもらい、行動計画を立て

てもらう。例えば、行動を変えることを周囲に宣言させる等して実行に向けた

具体的な行動を促すようにする。 

実行期や維持期にある場合は、行動変容を継続していくことが重要である。

「自分は変われる」という自信を持たせたり、持たせ、他の人から得られる精

神的・物理的サポートを確立したり、不健康な行動の代わりになる健康的な行

動を学ぶ機会を提供したり、進歩を自分自身や周囲の人に認めてもらう機会

を提供するようにする。 

② 対象者自身が健診結果と生活習慣との関係を理解し、生活習慣病の予防・

立し、維持することは容易ではない。保健指導実施者は、対象者が新たな行動

を継続できるよう、定期的に助言・支援することや同じ課題に取組むグループ

への参加の勧奨等、対象者が現在の状況を客観的に把握できる機会を提供す

る。そして、実行していることに対しては、励ましや賞賛する等、自己効力感

を高める支援が重要となる。行動変容を可能にするためには、この支援が特に

重要である。 

○保健指導を実施する際の留意事項 

① 行動変容ステージ（準備状態）が無関心期 aにある場合の保健指導 

行動変容のステージ（準備状態）が無関心期にある場合は、対象者の疾病に

対する認識を確認し、リスクと病気の発症や障害を持つ可能性との関係の説

明に加えて、対象者にとって問題となることが何かを考えられるように対応

することが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 生活習慣の改善により発症の予防や疾病のコントロールが可能であるこ
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重症化予防が可能であることを分かりやすく説明 

現在の生活習慣を続けることにより、将来疾病が発症する可能性等を伝え

る場合、対象者に対していたずらに恐怖心を抱かせないよう、発症リスク等の

事実を伝え、生活習慣の改善によって疾病の発症を予防できることや、疾病を

コントロールしやすくなることの理解を促すことが重要である。 

③ 生活習慣の改善につながる様々な働きかけの必要性 

生活習慣の改善につなげるためには、対象者に押しつけることなく、その人

に合わせた支援を行い、生活習慣を変えることが本人にとって快適であるこ

とを実感させ、楽しめるようなプログラムを提示する等、様々な働きかけが必

要である。 

また、毎年、特定健康診査を継続して受診することの必要性を対象者が納得

できるように支援することも重要である。 

対象者によっては、体質や生活環境の影響を受けて生活習慣病となってい

る場合もある。生活習慣が悪いから病気になるという先入観・偏見を持たない

ことが重要である。また、保健指導者と接する際は、配慮に欠けた言語表現を

用いないなど、適切な対応が求められる。 

④ 健康づくりの取組の継続と継続を促す環境づくり 

国民一人ひとりが健康づくりの取組を実践し、継続していくためには、ポピ

ュレーションアプローチとして様々なインセンティブの提供や、ICT や民間の

創意工夫も活用した多様な選択肢（健康プログラム）を提供することが考えら

れる。個人が日常生活の大部分を過ごす職場や地域社会の中で、個人が無理な

く健康づくりを行える環境づくりや、共に取組を進めることができる新たな

コミュニティの構築等も、併せて進めていくことが必要である。 

 

（４）必要とされる保健指導技術 

とを分かりやすく説明 

現在の生活習慣を続けることにより、将来疾病が発症する可能性等を伝え

る場合、対象者に対していたずらに恐怖心を抱かせないよう、発症リスク等の

事実を伝え、生活習慣の改善によって疾病の発症を予防できることや、疾病を

コントロールしやすくなることの理解を促すことが大事である。 

③ 生活習慣の改善につながる様々な働きかけの必要性 

生活習慣の改善につなげるためには、対象者に合わせて決して押しつけず

に支援を行い、生活習慣を変えることが本人にとって快適であることを実感

でき、楽しめるようなプログラムを提示する等、様々な働きかけが必要であ

る。 

また、毎年、特定健康診査を継続して受診することの必要性を対象者が納得

できるように支援することも重要である。 

 

 

 

 

④ 健康づくりの取組の継続と継続を促す環境づくり 

国民一人ひとりが健康づくりの取組を実践し、継続していくためには、ポピ

ュレーションアプローチとして様々なインセンティブの提供や、ICT や民間の

創意工夫も活用した多様な選択肢（健康プログラム）を提供することが考えら

れる。個人が日常生活の大部分を過ごす職場や地域社会の中で、個人が無理な

く健康づくりを行える環境づくりや、共に取組を進めることができる新たな

コミュニティの構築等も、併せて進めていくことが必要である。 

 

（４）必要とされる保健指導技術 
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保健指導を行うためには、①健診結果等から合併症等のリスクを適切に判

断する能力、②リスクの評価や保健指導を行う上で把握すべき必要な情報（ラ

イフスタイル、価値観、行動変容のステージ等）を選択する能力、③それらの

情報を、「動機付け支援」、「積極的支援」に必要な詳細な質問項目等（ページ

が確定したら記載）を活用して収集する能力、④収集した情報に基づいて支援

策を立案する能力、⑤把握した情報と生活習慣病との関連を明確に説明し、対

象者が自らの生活習慣の課題に気付き、行動目標を決定することを支援する

技術、⑥健診結果に基づき最優先で保健指導が必要な者を抽出し、確実に保健

指導や医療機関への受診勧奨につなげる能力等が必要である。 

以上の能力の基盤として、コミュニケーション技術、カウンセリング技術、

アセスメント技術、コーチング技術、ティーチング技術、自己効力感を高める

支援技術、グループワークを支援する技術等がある。これらの技術は、行動変

容等に関する様々なモデルや理論から導き出されたものであり、例えば、グル

ープワークを支援するためには、グループダイナミクス cについて理解するこ

とが重要である。保健指導実施者はこれらの技術を統合させ、実践に活かすこ

とが求められている。 

保健指導実施者は、これらの理論や技術を理解した上で、保健指導の技術を

身につけ、実際の保健指導に適用することが必要である。このためには、保健

指導実施者を対象とした研修会への参加等により研鑽を図ることが必要であ

る。また、生活習慣病予防に関する最新のエビデンスを日々情報収集すること

が望ましい。実際の指導事例について、対象者が適切な行動目標を立てること

ができたか、行動変容がみられたか等を分析し、保健指導実施機関で指導技術

を評価し、保健指導技術の向上に努めていくことが大切である。また、より効

果的な保健指導のためには、医療や保健分野の知識だけではなく、介護や福祉

分野等の知識も有効であり、保健指導実施者は、これらの知識についても積極

保健指導を行うためには、①健診結果等から合併症等のリスクを適切に判

断する能力、②リスクの評価や保健指導を行う上で把握すべき必要な情報（ラ

イフスタイル、価値観、行動変容のステージ等）を選択する能力、③それらの

情報を、「動機付け支援」、「積極的支援」に必要な詳細な質問項目等を活用

して収集する能力、④収集した情報に基づいて支援策を立案する能力、⑤把握

した情報と生活習慣病との関連を明確に説明し、対象者が自らの生活習慣の

課題に気付き、行動目標を決定することを支援する技術、⑥健診データに基づ

き最優先で保健指導が必要な者を抽出し、確実に保健指導や医療機関への受

診勧奨につなげる能力等が必要である。 

以上の能力の基盤として、コミュニケーション技術、カウンセリング技術、

アセスメント技術、コーチング技術、ティーチング技術、自己効力感を高める

支援技術、グループワークを支援する技術等がある。これらの技術は、行動変

容等に関する様々なモデルや理論から導き出されたものであり、たとえば、グ

ループワークを支援するためには、グループダイナミクス bについて理解する

ことが重要である。保健指導実施者はこれらの技術を統合させ、実践に活かす

ことが求められている。 

保健指導実施者は、これらの理論や技術を理解した上で、保健指導の技術を

身につけ、実際の保健指導に適用することが必要である。このためには、保健

指導実施者を対象とした研修会への参加等により研鑽を図ることが必要であ

る。また、実際の指導事例について、対象者が適切な行動目標を立てることが

できたか、行動変容がみられたか等を分析し、保健指導実施機関で指導技術を

評価し、保健指導技術の向上に努めていくことが大切である。また、より効果

的な保健指導のためには、医療や保健分野の知識だけではなく、介護や福祉分

野等の知識も有効であり、保健指導実施者は、これらの知識についても積極的

に習得することが望ましい。 
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的に習得することが望ましい。 

さらに、現在は ICT を活用した遠隔面接等の保健指導のニーズが高まって

おり、保健指導実施者にとって ICT を効果的に活用する知識・技術も必要と

なっている。具体的には、遠隔面接におけるビデオ通話システムの操作技術や

面接技術、アプリケーションソフトウェア（スマートフォンや Web ベースの

ものも含む。以下「アプリケーション等」という。）を導入する際の知識や支

援技術、ICT 全般のセキュリティ対策に関する知識などが求められる。ICT を

活用した保健指導は従来の対面による保健指導と比べて新しい方法であるた

め、そのプロセスや対象者の生活習慣の改善効果を評価し、保健指導内容の改

善に結び付ける技術も求められる。 

なお、ICT を活用した保健指導とその留意事項については、第３編第３章３

－３を参照されたい。 

 

（５）健康課題分析と評価による効果的な保健指導方法の企画・立案 

（略） 

 

（６）ポピュレーションアプローチや社会資源の活用 

保健指導は、健診結果及び標準的な質問票等に基づき、個人の生活習慣を改

善するための支援が行われるものであるが、個人の生活は家庭、職場、地域で

営まれており、生活習慣は生活環境、風習、職業等の社会的要因や経済的要因

に規定されることも大きい。このため、様々な生活の場が健康的な生活への行

動変容を支え、又は維持できる環境となっていることが必要である。 

具体的には、地域や職域において、①スーパーマーケットやコンビニエンス

ストア、飲食店や社員食堂での健康に配慮した食事（ヘルシーメニュー等）の

提供や栄養表示の実施、②安全なウォーキングロードや運動施設、それらを拠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、具体的な保健指導技術については、第３編第３章３－５を参照された

い。 

 

（５）健康課題分析と評価による効果的な保健指導方法の企画・立案 

（略） 

 

（６）ポピュレーションアプローチや社会資源の活用 

保健指導は、健診結果及び標準的な質問票等に基づき、個人の生活習慣を改

善する方向で支援が行われるものであるが、個人の生活は家庭、職場、地域で

営まれており、生活習慣は生活環境、風習、職業等の社会的要因に規定される

ことも大きい。このため、様々な生活の場が健康的な生活への行動変容を支

え、又は維持できる環境となっていることが必要である。 

具体的には、地域や職域において、①スーパーマーケットやコンビニエンス

ストア、飲食店や社員食堂での健康に配慮した食事（ヘルシーメニュー等）の

提供や栄養表示の実施、②安全なウォーキングロードや運動施設、それらを拠
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点とした総合型地域スポーツクラブ等の身近に身体活動に親しむことができ

る環境、③敷地内禁煙を行っている施設、④同じ健康課題を持つ者の仲間づく

り、⑤日常的な正しい医療・健康情報の提供等が整備される必要がある。国や

地方公共団体、事業所等においても、これらの取組が推進されるよう積極的に

関与することが求められる。また、これらのポピュレーションアプローチによ

る健康的な環境づくりと共に、健診後の保健指導においても、地域の住民組織

や団体、健康増進施設や労働者健康保持増進サービス機関等の健康づくりに

関する社会資源を積極的に活用することが望ましい。 

 

（７）地域・職域におけるグループ等との協働 

生活習慣病予防に対する保健指導とは、対象者が自らの生活習慣における

課題を認識し、対象者が主体的に健康に向けて行動変容できるよう支援する

ことであり、特に、生活環境、労働環境等と関連付けて実施することが必要で

ある。 

地域・職域には、生活習慣病に関する自助グループや健康づくり推進員等の

組織化されたグループが存在する場合があり、地域の実情に応じて、このよう

なグループの把握や育成に努め、健診や保健指導の機会に周知することが重

要である。 

グループに所属する地域住民・労働者は、保健指導対象者と同じ、あるいは

類似した生活環境や労働環境にある。 

そのため、対象者の行動変容への課題を共有化し、課題解決のための行動に

ついて共に考え、保健行動 dの継続について支援できる環境となりうる。また、

これらのグループは、地域・職域の集団の健康課題を解決するためのポピュレ

ーションアプローチに寄与する活動を展開している例も多い。 

これまで地域においては、健康づくりのためにボランティアを育成し、ボラ

点とした総合型地域スポーツクラブ等の身近に身体活動に親しむことができ

る環境、③敷地内禁煙を行っている施設、④同じ健康課題を持つ者の仲間づく

り、⑤日常的な医療・健康情報の提供等が整備される必要がある。国や地方公

共団体、事業所等においても、これらの取組が推進されるよう積極的に関与す

ることが求められる。また、これらのポピュレーションアプローチによる健康

的な環境づくりと共に、健診後の保健指導においても、地域の住民組織や団

体、健康増進施設や労働者健康保持増進サービス機関等の健康づくりに関す

る社会資源を積極的に活用することが望ましい。 

 

（７）地域・職域におけるグループ等との協働 

生活習慣病予防に対する保健指導とは、対象者が自らの生活習慣における

課題を認識し、対象者が主体的に健康に向けて行動変容できるよう支援する

ことであり、特に、生活環境、労働環境等と関連付けて実施することが必要で

ある。 

地域・職域には、生活習慣病に関する自助グループや健康づくり推進員等の

組織化されたグループが存在する場合があり、地域の実情に応じて、このよう

なグループの把握や育成に努め、健診や保健指導の機会に周知することが重

要である。 

グループに所属する地域住民・労働者は、保健指導対象者と同じ、あるいは

類似した生活環境や労働環境にある。 

そのため、対象者の行動変容への課題を共有化し、課題解決のための行動に

ついて共に考え、保健行動 cの継続について支援できる環境となりうる。また、

これらのグループは、地域・職域の集団の健康課題を解決するためのポピュレ

ーションアプローチに寄与する活動を展開している例も多い。 

これまで地域においては、健康づくりのためにボランティアを育成し、ボラ
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ンティアも参加した活動を実施した結果、健診受診率の向上や地域住民や事

業者の行動変容に寄与してきた経緯がある。 

このため、地域の保健指導実施者は、生活習慣病予防に対する保健指導にお

いても、地域のソーシャルキャピタルを活用し、地域の組織化された住民と協

働し、対象者を支援することが重要である。 

職域においては、積極的に健康テーマを扱ったり健康について情報提供す

ることで、生活習慣改善のきっかけづくりや継続につなげることが重要であ

る。また、労働安全衛生法においては、保健指導は努力義務とされており、前

述のグループとの連携も効果的である。 

具体的な地域・職域における保健指導の実施や連携方法については、第３編

第５章を参照されたい。 

 

（８）保健指導プログラムの標準化とは 

保健指導の実践過程は、保健指導実施者の専門分野による多様性もあり、ま

た、対象者個々人に応じて千差万別であり、この部分を標準化することは困難

であるが、保健指導技術として概念化が図られてきている部分については、一

定の整理が可能である。 

そこで、保健指導プログラムのプロセス、保健指導として行うべき内容、保

健指導の頻度や方法、体制等について、これまでの実績を踏まえ、効果があっ

たと考えられる保健指導の事例等を基にして、本プログラムは示されている。

保健指導は、基礎学問である医学や公衆衛生学の発展により変化するもので

あり、また、指導方法は行動科学、看護学、栄養学、運動科学、疫学・生物統

計学、教育学等の研究成果によっても変化するものである。このため、保健指

導プログラムについては、常に関連する学問の研究成果を確認しつつ改訂し

ていくことが求められる。 

ンティアも参加した活動を実施した結果、健診受診率の向上や地域住民や事

業者の行動変容に寄与してきた経緯がある。 

このため、地域の保健指導実施者は、生活習慣病予防に対する保健指導にお

いても、地域のソーシャルキャピタルを活用し、地域の組織化されたＮＰＯ等

のグループ等と協働し、対象者を支援することが重要である。 

職域においては、積極的に健康テーマを扱ったり健康について情報提供す

ることで、生活習慣改善のきっかけづくりや継続につなげることが重要であ

る。また、労働安全衛生法においては、保健指導は努力義務とされており、前

述のグループとの連携も効果的である。 

具体的な地域・職域における保健指導の実施や連携方法については、第３編

第５章を参照されたい。 

 

（８）保健指導プログラムの標準化とは 

保健指導の実践過程は、保健指導実施者の専門性による多様性もあり、ま

た、対象者個々人に応じて千差万別であり、この部分を標準化することは困難

であるが、保健指導技術として概念化が図られてきている部分については、一

定の整理が可能である。 

そこで、保健指導プログラムのプロセス、保健指導として行うべき内容、保

健指導の頻度や方法、体制等について、これまでの実績を踏まえ、効果があっ

たと考えられる保健指導の事例等を基にして、本プログラムは示されている。

保健指導は、基礎学問である医学や公衆衛生学の発展により変化するもので

あり、また、指導方法は行動科学、看護学、栄養学、運動科学、疫学・生物統

計学、教育学等の研究成果によっても変化するものである。このため、保健指

導プログラムについては、常に関連する学問の研究成果を確認しつつ改訂し

ていくことが求められる。 
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a 健康行動学 - その理論、研究、実践の最新動向 – （原著：Prochaska JO. 

et al. : The transtheoretical model and stages of change, Health 

Behavior Theory, Research, and Practice. 5th ed.） 

b 行動変容に対する準備状態のことで、次の五つのステージに分けられる。

面接等においてステージを把握し、ステージごとに支援方法を変え、ステージ

が改善していけるように支援することが必要である。 

無関心期：６か月以内に行動変容に向けた行動を起こす意思がない時期 

関心期：６か月以内に行動変容に向けた行動を起こす意思がある時期 

準備期：１か月以内に行動変容に向けた行動を起こす意思がある時期 

実行期：明確な行動変容が観察されるが、その持続がまだ６か月未満である時

期 

維持期：明確な行動変容が観察され、その期間が６か月以上続いている時期 

c グループダイナミクス：集団力学。集団の中に働く力であり、グループに参

加する個々のメンバーの行動を変化させる作用がある。 

d 保健行動：健康の回復、保持、増進に係る全ての行動。 

 

第２章 保健事業（保健指導）計画の作成 

２－１ 保健事業（保健指導）計画作成の進め方 

保健事業（保健指導）計画の作成は、次のような流れで行う。 

① 国の制度、ガイドライン、国民健康・栄養調査の調査結果等から保健事業

を進める上で、全体の方向性を考える。 

② 各種データから集団全体の分析と個人、保健事業の単位の分析を行い、そ

の集団における優先すべき健康課題を明確にする。 

③ ②において明らかになった健康課題を解決するために、優先順位を考慮し

 

（新設） 

 

 

a 行動変容に対する準備状態のことで、次の 5つのステージに分けられる。面

接等においてステージを把握し、ステージごとに支援方法を変え、ステージが

改善していけるように支援する。 

無関心期：６か月以内に行動変容に向けた行動を起こす意思がない時期 

関心期：６か月以内に行動変容に向けた行動を起こす意思がある時期 

準備期：１か月以内に行動変容に向けた行動を起こす意思がある時期 

実行期：明確な行動変容が観察されるが、その持続がまだ６か月未満である時

期 

維持期：明確な行動変容が観察され、その期間が６か月以上続いている時期 

b グループダイナミクス：集団力学。集団の中に働く力であり、グループに参

加する個々のメンバーの行動を変化させる作用がある。 

c 保健行動：健康の回復、保持、増進に係る全ての行動。 

 

第２章保健事業（保健指導）計画の作成 

２－１保健事業（保健指導）計画作成の進め方 

保健事業（保健指導）計画の作成は、次のような流れで行う。 

① 国の制度、ガイドライン、国民健康・栄養調査の調査結果等から保健事業

を進める上で、全体の方向性を考える。 

② 各種データから集団全体の分析と個人、保健事業の単位の分析を行い、そ

の集団における優先すべき健康課題を明確にする。 

③ ②において明らかになった健康課題を解決するために、優先順位を考慮し
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た上で、保健事業（保健指導）目標として達成すべき目標や数値目標を設定す

る。 

④ ③において設定した目標を具体的に達成するために、保健事業（保健指導）

の方法、実施、評価について計画を作成する。 

※ ここでいう保健事業計画とは、各地方公共団体、保険者において、関連す

る法律に基づいた保健事業全般における計画を想定している。なお、特定健康

診査等実施計画、データヘルス計画等の作成においても参考にされたい。 

※ 図１の保健事業（保健指導）計画作成の進め方を参照。 

 

図１ 

(略) 

 

２－２ 保健事業（保健指導）計画作成に当たっての現状分析と分析結果の整

理 

（１）分析が必要な理由 

保健事業（保健指導）計画を作成するためには、まず、現状を正確に把握し

分析することが重要である。 

第一の理由としては、対象者の所属する地域・職域等の集団全体の健康課題

を分析することにより、その集団においてどのような生活習慣病対策に焦点

を当てるのかということと、優先すべき健康課題を把握し、保健事業全体の目

標を設定するためである。このことは、ハイリスクアプローチとポピュレーシ

ョンアプローチ全てを含んだ生活習慣病対策の全体像を見据え、社会資源を

有効に活用しながら保健事業を組み立てていくことにつながる。また、社会保

障制度が持続可能となるよう、生活習慣病有病者や予備群の割合や、医療費を

分析することにより医療費の増大の原因を明らかにしたり、健診データやレ

た上で、保健事業（保健指導）目標として達成すべき目標や数値目標を設定す

る。 

④ ③において設定した目標を具体的に達成するために、保健事業（保健指導）

の方法、実施、評価について計画を作成する。 

※ここでいう保健事業計画とは、各地方公共団体、保険者において、各種法律

に基づいた保健事業全般における計画を想定している。なお、特定健康診査等

実施計画、データヘルス計画等の作成においても参考にされたい。 

※図１の保健事業（保健指導）計画作成の進め方を参照。 

 

図１ 

（略） 

 

２－２ 保健事業（保健指導）計画作成にあたっての現状分析と分析結果の整

理 

（１）分析が必要な理由 

保健事業（保健指導）計画を作成するためには、まず、現状を正確に把握し

分析することが重要である。 

第一の理由としては、対象者の所属する地域・職域等の集団全体の健康課題

を分析することにより、その集団においてどのような生活習慣病対策に焦点

を当てるのかということと、優先すべき健康課題を把握し、保健事業全体の目

標を設定するためである。このことは、ハイリスクアプローチとポピュレーシ

ョンアプローチ全てを含んだ生活習慣病対策の全体像を見据え、社会資源を

有効に活用しながら保健事業を組み立てていくことにつながる。また、社会保

障制度が持続可能となるよう、生活習慣病有病者や予備群の割合や、医療費を

分析することにより医療費の増大の原因を明らかにしたり、健診データやレ
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セプトデータと介護保険データ（要介護度データ等）との突合を行うことによ

り要介護状態に至る要因を解明したりすることが重要となる。 

第二の理由として、対象者の的確な把握を行うことにより、対象者に合った

効果的・効率的な保健事業（保健指導）を行うことが挙げられる。さらに、保

健指導対象者数を概算することができるため、投入する人的資源や予算を計

画することができる。また、反対に、決められた予算の中で効率的に保健指導

を行う計画（支援方法、優先順位等の検討）を作成することができる。 

これらを踏まえて、ＰＤＣＡサイクルに沿った保健事業を展開することが

求められる。 

 

（２）分析すべき項目 

現状分析は、実施している保健事業全体の効果を把握するための「集団全体

の分析」と保健指導を受けた一人一人の効果を把握するための「個人単位の分

析」、様々に実施している保健指導から各保健指導の効果を把握する「保健事

業の単位の分析」から実施する。「集団全体の分析」、「個人単位の分析」、「保

健事業の単位の分析」は密接な関係があるため、計画作成に当たっては情報の

共有化を図らなければならない。 

集団全体の分析項目としては、①健診結果等の変化、生活習慣病の有病率、

医療費の変化、要介護認定の状況、死亡率等の健康課題を把握するための項

目、②健診受診率、保健指導対象者のうちの保健指導を実施した者の割合等の

効果的な保健事業（保健指導）を実施しているかどうかを判断する項目、③保

健・医療提供体制、保健指導実施者に対する研修体制と研修実施状況等の効果

的な保健活動を実施できる体制にあるのかどうかを判断するための項目等が

挙げられる。 

個人、保健事業の単位の分析項目としては、①個人単位での健康度を把握す

セプトデータと介護保険データ（要介護度データ等）との突合を行うことによ

り要介護状態に至る要因を解明したりすることが重要となる。 

第二の理由として、対象者の的確な把握を行うことにより、対象者に合った

効果的・効率的な保健事業（保健指導）を行うことが挙げられる。更に、保健

指導対象者数を概算することができるため、投入する人的資源や予算を計画

することができる。また、反対に、決められた予算の中で効率的に保健指導を

行う計画（支援方法、優先順位等の検討）を作成することができる。 

これらを踏まえて、ＰＤＣＡサイクルに沿った保健事業を展開することが

求められる。 

 

（２）分析すべき項目 

現状分析は、「集団全体の分析」と「個人、保健事業の単位の分析」の双方

から実施する。「集団全体の分析」と「個人、保健事業の単位の分析」は密接

な関係があるため、計画作成に当たっては情報の共有化を図らなければなら

ない。 

 

 

集団全体の分析項目としては、①健診結果等の変化、生活習慣病の有病率、

医療費の変化、要介護認定の状況、死亡率等の健康課題を把握するための項

目、②健診受診率、保健指導対象者のうちの保健指導を実施した者の割合等の

効果的な保健事業（保健指導）を実施しているかどうかを判断する項目、③保

健・医療提供体制、保健指導実施者に対する研修体制と研修実施状況等の効果

的な保健活動を実施できる体制にあるのかどうかを判断するための項目等が

挙げられる。 

個人、保健事業の単位の分析項目としては、①個人単位での健康度を把握す
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るための項目、②保健事業（保健指導）対象者把握のための項目、③保健事業

（保健指導）の効果を把握するための項目等が挙げられる。 

平成２０年度以降は特定健診データの蓄積、さらにはレセプトデータの電

子化等の推進もあり、健康課題の分析や集団としての保健事業評価が実施し

やすくなってきている。国や都道府県、国保中央会等の公表する全国・都道府

県別、市町村別データと、各保険者等におけるデータの比較等により、集団の

特性を明らかにしたり、数値の経年変化を追跡することにより、保健事業の目

標設定や修正、進捗管理を行うことが可能となっている。 

なお、表 1「集団全体の分析項目」と表２「個人、保健事業の単位の分析項

目」を参考として例示する。 

 

（３）分析の方法と保健事業（保健指導）計画への活用 

現状分析に当たっては、基準の統一、比較可能性等に留意して行う必要があ

る。 

また、分析結果については、医療費、対象の属性、環境等の観点から更に解

析を行い、その結果を整理する。そして、対象集団の健康課題、保健指導の効

果が期待される対象者集団及び方法等を明らかにして、その課題解決に向け

た保健事業（保健指導）計画を策定するための基礎資料を作成する。 

基礎資料には、次のような分析結果を整理することが考えられる（第４編第

３章参照）。 

① 「医療費等の負担の大きい疾病等の分析」（参考様式１～２、参考様式１－

２、参考様式２－１、参考様式２－２、参考様式３－１～６） 

重点的に対策を行うべき病態や生活習慣を選定する。ほかに、人工透析導入

原因疾患等の分析も健康課題の抽出に役立つ。 

② 「医療費増加率、有所見率の増加が著しい疾病等の分析」（参考様式１～

るための項目、②保健事業（保健指導）対象者把握のための項目、③保健事業

（保健指導）の効果を把握するための項目等が挙げられる。 

平成２０年度以降は特定健診データの蓄積、更にはレセプトデータの電子

化等の推進もあり、健康課題の分析や集団としての保健事業評価が実施しや

すくなってきている。国や都道府県、国保中央会等の公表する全国・都道府県

別、市町村別データと、各保険者等におけるデータの比較等により、集団の特

性を明らかにしたり、数値の経年変化を追跡したりすることにより、保健事業

の目標設定や修正、進捗管理を行うことが可能となっている。 

なお、表 1「集団全体の分析項目」と表２「個人、保健事業の単位の分析項

目」を参考として例示する。 

 

（３）分析の方法と保健事業（保健指導）計画への活用 

現状分析に当たっては、基準の統一、比較可能性等に留意して行う必要があ

る。 

また、分析結果については、医療費、対象の属性、環境等の観点から更に解

析を行い、その結果を整理する。そして、対象集団の健康課題、保健指導の効

果が期待される対象者集団及び方法等を明らかにして、その課題解決に向け

た保健事業（保健指導）計画を策定するための基礎資料を作成する。 

基礎資料には、次のような分析結果を整理することが考えられる（第４編第

３章参照）。 

① 「医療費等の負担の大きい疾病等の分析」（様式１－１、１－２、２－１、

２－２、３－１～６） 

重点的に対策を行うべき病態や生活習慣を選定する。ほかに、人工透析導入

原因疾患等の分析も健康課題の抽出に役立つ。 

② 「医療費増加率、有所見率の増加が著しい疾病等の分析」（様式１－１、
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２、参考様式１－２、参考様式２－１、参考様式２－２、参考様式３－１～６） 

背景にある要因（生活習慣、環境の変化等）を考察し、重点的に適正化を図

るための計画を立案する。 

③ 「属性ごとの分析」 

優先的に対象とすべき性別・年代を選定し、対象となるそれぞれの属性（働

き盛り（管理職、営業職等）、育児中の親等）に受け入れやすい保健事業を計

画する。 

④ 「環境（地域・職域）ごとの分析」 

重点的に対策を行うべき対象を選定し、その地域・職場の共通の生活習慣に

関連する問題についてはポピュレーションアプローチの視点も含めて計画を

作成する。なお、職域の分析に当たっては、職場全体の分析だけではなく、例

えば夜勤従事者や在宅勤務者等、勤務形態や業務内容に応じた分析も考慮に

入れる。 

⑤ 「ストラクチャー（構造）、プロセス（過程）、アウトプット（事業実施量）、

アウトカム（結果）の分析」 

ストラクチャー（構造）、プロセス（過程）、アウトプット（事業実施量）、

アウトカム（結果）のそれぞれについて分析し、さらに関連性について分析す

る。保健事業の実施により、健康課題の改善が図られているかどうかを検討す

る。不十分な場合には保健事業の見直し、またはほかの影響する要因について

分析する（第３編第４章参照）。 

 

なお、市町村においては、死因、平均寿命、健康寿命や要介護原因疾患（性

別・年齢別）等について、国保部門・衛生部門・介護保険部門の担当が保有し

ている各種データ、例えば、ＫＤＢシステムの活用は、自地域の状況把握や他

自治体との比較が可能となる。このように各部門が所有するデータを合同し

１－２、２－１、２－２、３－１～６） 

背景にある要因（生活習慣、環境の変化等）を考察し、重点的に適正化を図

るための計画を立案する。 

③ 「属性ごとの分析」 

優先的に対象とすべき性別・年代を選定し、対象となるそれぞれの属性（働

き盛り（管理職、営業職等）、育児中の親等）に受け入れやすい保健事業を計

画する。 

④ 「環境（地域・職域）ごとの分析」 

重点的に対策を行うべき対象を選定し、その地域・職場の共通の生活習慣に

関連する問題についてはポピュレーションアプローチの視点も含めて計画を

作成する。なお、職域の分析に当たっては、職場全体の分析だけではなく、た

とえば夜勤従事者等、勤務形態や業務内容に応じた分析も考慮に入れる。 

 

⑤ 「ストラクチャー（構造）、プロセス（過程）、アウトプット（事業実施

量）、アウトカム（結果）の分析」 

ストラクチャー（構造）、プロセス（過程）、アウトプット（事業実施量）、

アウトカム（結果）のそれぞれについて分析し、更に関連性について分析す

る。保健事業の実施により、健康課題の改善が図られているかどうかを検討す

る。 

不十分な場合には保健事業の見直し、またはほかの影響する要因について

分析する（第３編第４章参照）。 

なお、市町村においては、死因、平均寿命、健康寿命や要介護原因疾患（性

別・年齢別）等について、国保部門・衛生部門・介護保険部門の担当が保有し

ている各種データ、たとえば、国保データベース（ＫＤＢ）の活用は、自地域

の状況把握や他自治体との比較が可能となる。このように各部門が所有する
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て分析・評価することにより、保健事業全体を俯瞰した戦略の検討及び体制整

備に資することができる。 

 

表 1 

（略） 

 

表 2 

（略） 

 

２－３ 保健事業（保健指導）の目標設定 

（１）保健事業全体の目標設定 

保健事業の目標設定は、前節の現状分析に基づき優先課題を掲げるもので

あるが、保険者の保健事業に対する考え方を示すという意味もあり、どのよう

な目標を掲げるかは、重要な判断を要するものである。 

優先課題は生活習慣病の有病者や予備群を減少させることに寄与するもの

であることは前提であるが、保険者としての集団全体の健康課題の特徴を健

診データ、レセプトデータ、介護保険データ等に基づく現状分析から明らかに

し、その課題のうち、生活習慣病対策に最も効果が期待できる課題を重点的に

対応すべき課題として目標に掲げる必要がある。 

優先課題のうち目標として掲げる内容の選定は、目標を達成するための現

実的な手段が明らかであることや、そのための費用、人的資源、組織の保健事

業の実施体制が可能であるか等、総合的に判断し、目標を設定することが必要

である。 

平成２０年度に特定健診・特定保健指導制度が開始されてから収集・蓄積さ

れた健診や保健指導のデータの分析結果を踏まえ、保健事業全体の目標を変

データを合同して分析・評価することにより、保健事業全体を俯瞰した戦略の

検討及び体制整備に資することができる。 

 

表 1 

（略） 

 

表 2 

（略） 

 

２－３ 保健事業（保健指導）の目標設定 

（１）保健事業全体の目標設定 

保健事業の目標設定は、前節の現状分析に基づき優先課題を掲げるもので

あるが、保険者の保健事業に対する考え方を示すという意味もあり、どのよう

な目標を掲げるかは、重要な判断を要するものである。 

優先課題は生活習慣病の有病者や予備群を減少させることに寄与するもの

であることは前提であるが、保険者としての集団全体の健康問題の特徴を健

診データ、レセプトデータ、介護保険データ等に基づく現状分析から明らかに

し、その課題のうち、生活習慣病対策に最も効果が期待できる課題を重点的に

対応すべき課題として目標に掲げる必要がある。 

優先課題のうち目標として掲げる内容の選定は、目標を達成するための現

実的な手段が明らかであることや、そのための費用、人的資源、組織の保健事

業の実施体制が可能であるか等、総合的に判断し、目標を設定することが必要

である。 

平成２０年度に特定健診・特定保健指導制度が開始されてから収集・蓄積さ

れた健診や保健指導のデータの分析結果を踏まえ、保健事業全体の目標を変
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えていくことも必要である。 

また、目標は抽象的な内容ではなく、例えば「糖尿病の有病者を○％（※ポ

イント減少）とする」等、できる限り数値目標とし、事業終了後の評価ができ

る目標を設定することが必要である。 

以下（２）、（３）に特定保健指導における例を示す。 

 

（２）特定保健指導レベルごとの目標設定 

保険者は、４０歳から７４歳までの全対象者のうち、特定保健指導対象者の

階層化を行い、保健指導レベル別対象者数の概数を算出して、特定保健指導に

係る事業全体のボリュームを把握し、対象者数の目標を設定する。具体的に

は、全対象者から生活習慣病による服薬中の者を除いた対象について、前年度

の健診結果を判定基準に投入、各保健指導レベル別の対象人数の概数を算出

する。 

 

 

 

特定保健指導を実施するにあたり、「動機付け支援」、「積極的支援」、「特定

保健指導の非対象者」の各保健指導レベルについては、例えば下記を参考に目

標を設定する必要がある。数値目標は、健診結果の変化、アンケート調査等に

基づき、保険者ごとに全体の数値目標を設定すると共に、性別・年代別等、条

件別に設定するものとする。なお、治療中の者について、医療機関又は産業医

からの紹介がある場合は、かかりつけの医師又は産業医と連携を図り、その指

導を踏まえて特定保健指導を実施する。また、治療を中断している者について

は、医療機関への受診勧奨を行う必要がある。 

① 「動機付け支援レベル」の対象者 

えていくことも必要である。 

また、目標は抽象的な内容ではなく、たとえば「糖尿病の有病者を○％（＊

ポイント減少）となる」等、できる限り数値目標とし、事業終了後の評価がで

きる目標を設定することが必要である。 

以下（２）、（３）に特定保健指導における例を示す。 

 

（２）特定保健指導レベル毎の目標設定 

保険者は、４０歳から７４歳までの全対象者のうち、特定保健指導対象者の

階層化を行い、保健指導レベル別対象者数の概数を算出して、特定保健指導に

かかる事業全体のボリュームを把握し、対象者数の目標を設定する。具体的に

は、全対象者から生活習慣病による服薬中の者を除いた対象について、前年度

の健診結果を判定基準に投入、各保健指導レベル別の対象人数の概数を算出

する。なお、治療中の者について、かかりつけ医又は産業医からの紹介がある

場合は、かかりつけ医又は産業医と連携を図り、その指導を踏まえて特定保健

指導を実施する。また、治療を中断している者については、医療機関への受診

勧奨を行う必要がある。 

特定保健指導を実施するにあたり、「動機付け支援」、「積極的支援」、「特

定保健指導の非対象者」の各保健指導レベルについては、たとえば下記を参考

に目標を設定する必要がある。なお、数値目標は、健診結果の変化、アンケー

ト調査等に基づき、保険者ごとに全体の数値目標を設定すると共に、性別・年

代別等、条件別に設定するものとする。 

 

 

 

①「動機付け支援レベル」の対象者 
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○特定保健指導を利用した者の翌年度の健診結果が改善するか、または悪化

しない。 

○腹囲及び体重の減少をめざす。 

○保健指導レベルが改善する者を○％とする。 

 

 

○特定保健指導実施率が○％（＊ポイント向上）となる。 

② 「積極的支援レベル」の対象者 

○特定保健指導を利用した者の翌年度の健診結果が改善するか、または悪化

しない。 

○腹囲 2cm かつ体重 2kg の減少をめざす。 

○設定した行動変容の目標一つ以上を 2か月以上継続する者を○％とする。 

○禁煙指導後の禁煙達成率を○％とする。 

○検査結果の異常一つと喫煙がリスクとなっている者に対しては、禁煙支援

を強化し、禁煙につなげる。 

○保健指導レベルが改善する者を○％とする。 

○「医療機関への受診勧奨」レベルへの移行率を○％以下とする。 

 

 

○特定保健指導実施率が○％（＊ポイント向上）となる。 

③ 特定保健指導非対象者 

階層化の結果、特定保健指導の対象とならない者は、表３のア～エに分類す

ることができる。 

特定保健指導非対象者については、保険者が行う法定報告の義務はないが、

健康寿命の延伸やメタボリックシンドローム該当者・予備群の減少や医療費

○特定保健指導を利用した者の翌年度の健診結果が改善するか、または悪化

しない。 

○腹囲及び体重の減少をめざす。 

○保健指導レベルが改善する者を○％とする。 

○翌年度の健診結果にて、動機付け支援となる者が○％（＊ポイント減少）と

なる。 

○特定保健指導実施率が○％（＊ポイント向上）となる。 

②「積極的支援レベル」の対象者 

○特定保健指導を利用した者の翌年度の健診結果が改善するか、または悪化

しない。 

○腹囲及び体重減少、危険因子の軽減をめざす。 

 

 

○検査結果の異常１つと喫煙がリスクとなっている者に対しては、禁煙支援

を強化し、禁煙につなげる。 

○保健指導レベルが改善する者を○％とする。 

○「医療機関への受診勧奨」レベルへの移行率を○％以下とする。 

○翌年度の健診結果にて、積極的支援となる者が○％（＊ポイント減少）とな

る。 

○特定保健指導実施率が○％（＊ポイント向上）となる。 

③特定保健指導非対象者 

階層化の結果、特定保健指導の対象とならない者は、表３のア～エに分類

することができる。 

特定保健指導非対象者については、保険者が行う法定報告の義務はないが、

メタボリックシンドローム該当者・予備群の減少や医療費適正化に資するた
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適正化に資するため、各保険者等は下記の指標を参考にして目標を設定する

ことが望ましい。 

 

表 3 

（略） 

 

（３）特定保健指導の対象者の優先順位に係る基本的な考え方 

特定保健指導は、基本的には階層化によって対象者になった全員を対象に

実施する。一方で生活習慣病の有病者や予備群を減少させるためには、効果

的・効率的な保健指導の実施が必要である。そのため、健診データやレセプト

データを分析し、介入できる対象を選定して優先順位をつけることも必要で

ある。例えば、特定保健指導の対象者の優先順位のつけ方としては、以下の方

法が考えられる。 

○年齢が比較的若い対象者 

○健診結果に基づく保健指導レベルが動機付け支援レベルから積極的支援レ

ベルに移行する等、健診結果が前年度と比較して悪化し、より綿密な保健指導

が必要になった対象者 

○第２編第２章別紙３の標準的な質問票（８～２０番）の回答により、生活習

慣改善の必要性が高いと認められる対象者 

○これまでに、積極的支援及び動機付け支援の対象者であったにもかかわら

ず保健指導を受けなかった対象者 

 

２－４ 保健事業（保健指導）計画の作成 

目標を達成するために、保健指導全体、実施、評価について具体的な計画を

作成することが望ましい。 

め、各保険者等は下記の指標を参考にして目標を設定することが望ましい。 

 

 

表 3 

（略） 

 

（３）特定保健指導の対象者の優先順位にかかる基本的な考え方 

生活習慣病の有病者や予備群を減少させるためには、効果的・効率的な保健

指導の実施が必要である。そのため、健診データやレセプトデータを分析し、

介入できる対象を選定して優先順位をつける。たとえば、特定保健指導の対象

者の優先順位のつけ方としては、以下の方法が考えられる。 

 

 

○年齢が比較的若い対象者 

○健診結果に基づく保健指導レベルが動機付け支援レベルから積極的支援レ

ベルに移行する等、健診結果が前年度と比較して悪化し、より綿密な保健指導

が必要になった対象者 

○第２編第２章別紙３の標準的な質問票（８～20 番）の回答により、生活習

慣改善の必要性が高いと認められる対象者 

○これまでに、積極的支援及び動機付け支援の対象者であったにもかかわら

ず保健指導を受けなかった対象者 

 

２－４保健事業（保健指導）計画の作成 

目標を達成するために、保健指導全体、実施、評価について具体的な計画を

作成することが望ましい。 
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（１）保健指導全体の計画 

保健指導レベル別の具体的な方法、保健指導実施者、支援材料、記録方法、

実施場所、保健指導実施者への研修等を検討する。これらの状況や既存の社会

資源等を総合的に判断して、外部委託の必要性について検討する。 

また、前年度までの評価（実施状況・効果・問題点等）を踏まえ、より効果

的で波及性、継続性のある内容となるよう心がける。さらに、保健指導全体の

計画に当たっては、これまでの計画を踏襲するのではなく、評価結果を反映

し、よりよいものを作成することをめざす。 

 

（２）実施体制に関する計画 

実施の計画については、健診から保健指導まで円滑に実施できるように保

健指導の進め方、実施体制、広報の方法等に留意して作成することが必要であ

る。また、実施計画に合わせて予算を計上し、確定した予算に合わせ、実施計

画の見直し、対象者の選定方法の見直しを行う。 

① 情報提供・保健指導の進め方 

「情報提供」、「動機付け支援」及び「積極的支援」の初回面接は、健診結果

の返却時にあわせて実施したり、健診受診から初回面接までの期間を短縮す

るように努める等、対象者の負担を軽減し、モチベーションを維持しながら参

加しやすくなる方法を計画する。 

特に、「動機付け支援」や「積極的支援」の初回面接については、健診当日

から 1週間以内の早期介入が特に重要であり、対象者の性別・年代・職業、生

活環境等の社会背景を考慮し、参加しやすい時間帯、場所等を設定することや

対象者が関心を持つような方法を考慮する。また、職域においては事業所の協

力が不可欠であるため、事業所の協力を得られるよう普段から関係づくりを

意識する。 

（１）保健指導全体の計画 

保健指導レベル別の具体的な方法、保健指導実施者、支援材料、記録方法、

実施場所、保健指導実施者への研修等を検討する。これらの状況や既存の社会

資源等を総合的に判断して、外部委託の必要性について検討する。 

また、前年度までの評価（実施状況・効果・問題点等）を踏まえ、より効果

的で波及性、継続性のある内容となるよう心がける。更に、保健指導全体の計

画に当たっては、これまでの計画を踏襲するのではなく、評価結果を反映し、

よりよいものを作成することをめざす。 

 

（２）実施体制に関する計画 

実施の計画については、健診から保健指導まで円滑に実施できるように保

健指導の進め方、実施体制、広報の方法等に留意して作成することが必要であ

る。また、実施計画に合わせて予算を計上し、確定した予算に合わせ、実施計

画の見直し、対象者の選定方法の見直しを行う。 

①情報提供・保健指導の進め方 

「情報提供」、「動機付け支援」及び「積極的支援」の初回面接は、健診

結果の返却時にあわせて実施する等、対象者の負担を軽減し、参加しやすく

なる方法を計画する。 

 

特に、「動機付け支援」や「積極的支援」の初回面接については、対象者の

性別・年代・職業、生活環境等の社会背景を考慮し、参加しやすい時間帯、場

所等を設定することや対象者が関心を持つような方法を考慮する。また、職域

においては事業所の協力が不可欠であるため、事業所の協力を得られるよう

普段から関係づくりを意識する。 
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② 実施体制 

保健指導の実施に当たっては、多様なニーズに応じ、効果・効率を考え、最

適な実施体制を検討する。 

保健指導に関わる関係者会議を定期的に行い、支援方法の標準化、安全管

理、支援媒体、支援材料、記録や個人情報の管理方法等を徹底する。特定保健

指導の早期介入が対象者の行動変容を促す上で重要であるため、健診から保

健指導までの作業工程を検討し、健診実施日から保健指導までの期間を短縮

することに努力すべきである。 

外部講師や外部機関と連携して事業を実施するときには、事業の目的と評

価方法、対象者の状況等を十分に理解してもらうよう、事前の調整を十分に行

う。また、実際の対象者の情報についても共有化しておくことが重要である。 

職域では、保健指導を実施する上で、事業主の協力や事業主との連携（コラ

ボヘルス）が重要になることから、実施体制を整える際には、健康管理推進委

員会等を活用し、分析データ等を用いて事業主の理解を求め、コラボヘルスの

第一歩として望ましい措置として、例えば就業時間内に保健指導を実施する

等、保健指導を受けやすい職場環境を整備することが求められる。 

③ 周知方法 

健診・保健指導の在り方や保健指導の目的、内容、効果等について、健診・

保健指導対象者に十分周知しておく。また、地域住民や職員等被保険者全員へ

の周知がポピュレーションアプローチとしての意味合いも持つことを考慮し

て効果的に行う。さらに、保健指導対象者が積極的に参加できるよう、対象者

の属性に合わせた実施方法を検討する。特に被扶養者については、直接被扶養

者へ情報提供する等、周知が徹底されるように配慮することが望ましい。 

また、職域では、事業所の協力を得ることが有効であるため、経済・労働分

野等の行政及び団体等と連携し、事業主が労働者の健康づくりに積極的に取

②実施体制 

保健指導の実施に当たっては、多様なニーズに応じ、効果・効率を考え、最

適な実施体制を検討する。 

保健指導に関わる関係者会議を定期的に行い、支援方法の標準化、安全管

理、媒体、支援材料、記録や個人情報の管理方法等を徹底する。健診から保健

指導までの作業工程を検討し、健診実施日から保健指導までの期間を短縮す

ることに努力すべきである。 

 

外部講師や外部機関と連携して事業を実施するときには、事業の目的と評

価方法、対象者の状況等を十分に理解してもらうよう、事前の調整を十分に行

う。また、実際の対象者の情報についても共有化しておくことが重要である。 

職域では、保健指導を実施する上で、事業主の協力や事業主との連携（コラ

ボヘルス）が重要になることから、実施体制を整える際には、健康管理推進委

員会等を活用し、分析データ等を用いて事業主の理解を求め、保健指導を受け

やすい職場環境を整備することが求められる。 

 

③ 周知方法 

健診・保健指導の在り方や保健指導の目的、内容、効果等について、健診・

保健指導対象者に十分周知しておく。また、地域住民や職員等被保険者全員へ

の周知がポピュレーションアプローチとしての意味合いも持つことを考慮し

て効果的に行う。更に、保健指導対象者が積極的に参加できるよう、対象者の

属性に合わせた実施方法を検討する。特に被扶養者については、直接被扶養者

へ情報提供する等、周知が徹底されるように配慮することが望ましい。 

また、職域では、事業所の協力を得ることが有効であるため、経済・労働分

野等の行政及び団体等と連携し、事業主が労働者の健康づくりに積極的に取
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組むことは、労働者の生産性の向上の寄与や組織の活性化等をもたらし、結果

的に経営に寄与する等の例を示して健診や保健指導の重要性の理解を促す。 

なお、個々の対象者に対する計画については、第３編第２章に記載する内容

を踏まえ、個別に計画を作成する。 

 

（３）評価計画 

生活習慣病予備群等に対する保健指導の効果を明確に示していくために

は、保健指導をＰＤＣＡサイクルとして捉え、計画から見直し・改善までのプ

ロセスを継続することによって、よりよい成果をあげていくことが期待でき

る。 

このため、評価の目的、方法、基準、時期、評価者、評価結果の活用法につ

いて、計画の段階から明確にしておく。ストラクチャー（構造）やプロセス（過

程）、アウトプット（事業実施量）やアウトカム（結果）の目標を設定し、よ

り具体的に作成する。また、評価計画については、企画部門及び保健事業部門

の両者で作成・共有し、評価結果のうち、公表するものを明確にしておく。 

 

第３章 保健指導の実施 

３－１ 基本的事項 

標準的な保健指導プログラムについて 

本プログラムでは特定保健指導を中心に、それ以外の情報提供や保健指導

についても対応する内容について、現段階で考え得る最低限実施すべき情報

提供・保健指導について要件を記載する。なお、これらの要件については、保

健指導実施機関による多種多様な保健指導の実績・成果を蓄積・分析すること

で、継続して再評価・整理される必要がある。 

また、保健指導実施機関の創意工夫によって、より有効な保健指導の内容や

組むことは、労働者の生産性の向上の寄与や組織の活性化等をもたらし、結果

的に経営に寄与する等の例を示して健診や保健指導の重要性の理解を促す。 

なお、個々の対象者に対する計画については、第３編第３章に記載する内容

を踏まえ、個別に計画を作成する。 

 

（３）評価計画 

生活習慣病予備群等に対する保健指導の効果を明確に示していくために

は、保健指導をＰＤＣＡサイクルとして捉え、計画から見直し・改善までのプ

ロセスを継続することによって、よりよい成果をあげていくことが期待でき

る。 

このため、評価の目的、方法、基準、時期、評価者、評価結果の活用法につ

いて、計画の段階から明確にしておく。ストラクチャー（構造）やプロセス（過

程）、アウトプット（事業実施量）やアウトカム（結果）の目標を設定し、よ

り具体的に作成する。また、評価計画については、企画部門及び保健事業部門

の両者で作成・共有し、評価結果のうち、公表するものを明確にしておく。 

 

第３章 保健指導の実施 

３－１基本的事項 

（１）標準的な保健指導プログラムについて 

本プログラムでは特定保健指導を中心に、それ以外の情報提供や保健指導

についても対応する内容について、現段階で考え得る最低限実施すべき情報

提供・保健指導と望ましい保健指導について要件を記載する。なお、これらの

要件については、保健指導機関による多種多様な保健指導の実績・成果を蓄

積・分析することで、継続して再評価・整理される必要がある。 

また、保健指導機関の創意工夫によって、より有効な保健指導の内容や実施
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実施形態等が明らかとなり、提供される情報提供・保健指導にそれらが反映さ

れることが期待される。 

このため、本プログラムについても、情報提供・保健指導の実施状況を踏ま

え、今後も必要に応じて見直しを検討する。 

なお、本章の３－１から３－６までは一般的な保健指導に関する内容につ

いての記載としている。３－７から３－９までは特定保健指導に関連した内

容についての記載としている。特定保健指導に関連した保健指導を実施する

に当たっては、３－１から３－６に記載の一般的な保健指導に関する内容を

理解した上で、３－７以降の特定保健指導に関連した内容を確認すること。そ

の際、特定保健指導を円滑に実施するために「特定健康診査・特定保健指導の

円滑な実施に向けた手引き」の「2.特定保健指導」も参照すること。 

 

（変更のうえ、第３編第３章３－７（１）へ移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更のうえ、第３編第３章３－７（２）へ移動） 

 

 

形態等が明らかとなり、提供される情報提供・保健指導にそれらが反映される

ことが期待される。 

このため、本プログラムについても、情報提供・保健指導の実施状況を踏ま

え、今後も必要に応じて見直しを検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）対象者ごとの保健指導プログラムについて 

本プログラムは、対象者の保健指導の必要性の度合いに応じて、「動機付け

支援」、「積極的支援」に区分されるが、各保健指導プログラムの目標を明確

化した上で、サービスを提供する必要がある。 

なお、支援に当たっては、既存の保健事業や社会資源を活用し、地域や職域

で行われている健康づくりのためのポピュレーションアプローチとも関連づ

けていくことが重要である。また、同じ対象者に対する支援は、毎年同じ内容

を繰り返すことなく、対象者の特性に合わせて常に改善に努めることが必要

である。 

 

（３）保健指導実施者 

保健指導は、医師、保健師、管理栄養士が中心となって担うこととする。 

「動機付け支援」及び「積極的支援」において、①初回の面接、②対象者の
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行動目標・支援計画の作成、③保健指導の評価は、医師、保健師、管理栄養士

が行うこと。ただし、これまで保険者や事業者において看護師による保健事業

がなされてきた実態を踏まえ、平成 35 年度末まで、引き続き、保健指導に関

する一定の実務経験のある看護師 dが行うことも可能とする。 

「動機付け支援」及び「積極的支援」のプログラムのうち、食生活・身体活

動に関する対象者の支援計画に基づく実践的指導は、医師、保健師、管理栄養

士、そのほか食生活の改善指導に関する専門的知識及び技術を有する者 e、運

動指導に関する専門的知識及び技術を有する者 f（公益財団法人健康・体力づ

くり事業財団が認定する健康運動指導士や事業場における労働者の健康保持

増進のための指針に基づく運動指導、産業栄養指導、産業保健指導担当者等）

が実施する。 

また、それらの実践的指導においては、グループ支援を合わせて用いること

が効果的であり、その場合は、地域内の種々の関係者の協力を得ることが重要

である。 

保健指導において、禁煙支援を行う場合には、禁煙補助薬の活用が有効であ

ることから、医師、薬剤師と連携する等、保健指導の内容や対象者の心身等を

考慮し、他職種との連携を図ることが望ましい。 

なお、医師に関しては、公益財団法人日本医師会認定健康スポーツ医等と連

携することが望ましい。 

更に、保健指導実施者は、健診・保健指導の研修ガイドラインに記載の研修

を修了していることが望ましい。 

 

d 保健指導に関する一定の実務経験のある看護師について 

(1)特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準（平成１９年厚生労働

省令第１５７号）附則第２条中「保健指導に関する一定の実務の経験を有する
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看護師」とあるのは、平成２０年４月現在において１年以上（必ずしも継続し

た 1年間である必要はない。）、保険者が保健事業として実施する生活習慣病

予防に関する相談及び教育の業務又は事業主が労働者に対して実施する生活

習慣病予防に関する相談及び教育の業務に従事した経験を有する看護師と解

するものとすること。なお、業務に従事とは、反復継続して当該業務に専ら携

わっていることを意味するものであること。 

(2)特定保健指導を受託する機関は、当該「保健指導に関する一定の実務経験

を有すると認められる看護師」が受託業務に従事する予定がある場合には、委

託元の保険者に対し、保険者や事業主等が作成した１年以上実務を経験した

ことを証明する文書（「実務経験証明書」という。）を提出すること。 

 

e 食生活の改善指導に関する専門的知識及び技術を有する者：「実践的指導実

施者告示」（平成 20 年厚生労働省告示第 10号）、「平成 30 年度以降におけ

る特定健康診査及び特定保健指導の実施並びに健診実施機関等により作成さ

れた記録の取扱いについて」（平成 29 年 10 月 30 日付け健発 1030 第１号・

保発 1030 第６号）によると、 

①歯科医師又は、看護師、栄養士、薬剤師、助産師、准看護師、歯科衛生士で

あって内容が告示に定めるもの以上の食生活改善指導担当者研修を受講した

者 

②事業場における労働者の健康保持増進のための指針（昭和 63年９月１日健

康保持増進のための指針公示第１号。以下「ＴＨＰ指針」という。）に基づく

産業栄養指導担当者であって、告示に定める追加研修を受講した者又はＴＨ

Ｐ指針に基づく産業保健指導担当者であって、告示に定める追加研修を受講

した者 
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（変更のうえ、第３編第３章３－７（６）へ移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

（変更のうえ、第３編第３章３－２（５）へ移動） 

f 運動指導に関する専門的知識及び技術を有する者：「実践的指導実施者告示」

（平成 20年厚生労働省告示第 10 号）、「平成 30年度以降における特定健康

診査及び特定保健指導の実施並びに健診実施機関等により作成された記録の

取扱いについて」（平成 29 年 10 月 30 日付け健発 1030 第１号・保発 1030 第

６号）によると、 

①看護師、栄養士、歯科医師、薬剤師、助産師、准看護師、理学療法士であっ

て、内容が告示に定めるもの以上の運動指導担当者研修を受講した者 

②公益財団法人健康・体力づくり事業財団が認定する健康運動指導士又は、Ｔ

ＨＰ指針に基づく運動指導担当者であって告示に定める追加研修を受講した

者 

 

（４）「動機付け支援」、「積極的支援」に必要な詳細な質問項目 

「動機付け支援」、「積極的支援」の実施に当たっては、保健指導対象者の

生活習慣及び行動変容ステージ（準備状態）を把握し、どのような生活習慣の

改善が必要なのかをアセスメントする必要があることから、詳細な質問項目

を使用することが望ましい。 

詳細な質問項目は、対象者自身が自分の生活習慣を振り返るきっかけとす

るほか、対象者の生活習慣の変化が把握できることから、生活習慣改善の評価

にも活用できる。詳細な質問項目の例としては、表４で示した項目が考えら

れる。 

 

表４ 

 

 

（５）保健指導の際に活用する資料(学習教材集・保健指導事例集) 
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保健指導の実施に当たっては、支援のための資料や学習教材等を整備する

ことが必要であるが、これらは、各学会のガイドライン等を踏まえた常に最新

の知見、情報に基づいたものにしていくことが重要であり、常に改善が必要で

ある。 

また、支援のための資料等は、対象者に対するもののみでなく、保健指導実

施者に対する資料も必要となる。更に、それぞれ支援のための資料等は何を目

指して使用するのかということを明らかにすることと、地域の実情や職域の

状況に応じた工夫をしていくことが重要となる。 

①アセスメントに関する資料 

対象者の課題の明確化のために、身体状況、生活習慣、生活環境、健康に関

する意識、家族の状況、仕事の状況等についてアセスメントを行うための資料

である。 

②行動目標設定のための資料 

行動目標を設定し、評価をしていくための資料である。 

③社会資源に関する資料 

対象者の行動目標の設定や、目標達成のために必要な社会資源の情報や活

用方法等を提供するための資料である。 

④知識の提供・生活習慣改善のための資料（学習教材） 

生活習慣病やメタボリックシンドロームに関する知識、生活習慣に係る意

識啓発や実際に生活習慣を改善するための具体的な方法を提供するための資

料である。 

⑤自己実践を支援するための資料（特に継続的に支援するための資料） 

対象者が設定した行動目標の達成のために活用する実践状況の記録、通信

による支援等のための資料である。 

⑥保健指導実施者用の資料 
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（変更のうえ、第３編第３章３－２（９）へ移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別支援やグループ支援の実施方法や実施状況、支援内容の記録等に関す

る資料である。 

 

（６）記録とデータ管理 

保健指導の記録の意義として、次の４点があげられる。 

ａ対象者の状況を経時的に把握できること 

ｂ経時的な結果から保健指導の評価ができること 

ｃほかの保健指導実施者と情報を共有できること（担当者が変更となっても

継続的な支援が可能） 

ｄ対象者の求めに応じて閲覧可能であること 

 

内容は、対象者ごとに目標、モニタリングすべき指標（検査データ、具体的

な行動等）、個別支援やグループ支援等で提供したサービスと対象者の状況等

に加えて、行動変容に対する対象者の意欲（可能であれば本人の言葉で記録す

る）、対象者が「支援者」に期待していることの記録も必要である。 

なお、これらの内容には、定量的に記録する内容と定性的に記録する内容が

あるが、両者とも必要な内容であるため、定性的な記録の内容については、簡

潔にかつ明確に記載していくことが重要となる。 

保健指導の記録は、保健指導の実施期間中だけでなく、翌年以降の保健指導

や対象者選定にも活用されるものであり、特に、前年の評価者と次回の初回面

接者が異なる場合は、前回の評価内容を踏まえた上で次回の初回面接に活か

すことができるよう、経年的な管理体制を整えることが望ましい。なお、途中

で保健指導の担当者が変更になる場合は、支援に携わった者全員が対象者の

最終的な状況を確認できるような体制を整えることが望ましい。 

保健指導機関には対象者の個人情報を適切に管理する責務があるが、保健
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（変更のうえ、第３編第３章３－２（１０）へ移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導の外部委託の状況によっては、個人の保健指導の情報が複数の実施機関

の間でやりとりされることも想定される。そのため個々の対象者に対しては、

ほかの関連する実施機関との間で必要なデータを共有することの了解を得る

ことや、共有する具体的な項目について明記する等、データの共有及び受け渡

しに関する事項についての取り決めを行うことも必要である。 

保健指導を外部委託している場合も含め、健診結果及び保健指導の記録の

管理に当たっては、管理すべきデータ、整理すべきデータを決定し、可能な限

り、データベースを作成して経年的に管理することが望ましい。特定保健指導

における保健指導結果の保存年限の基本的考え方、具体的な保存年限は、特定

健診と同様である（第２編第５章５－４参照）。 

なお、保健指導の内容や相手の語ったエピソード等を記録して、対象者への次

回以降の継続的な保健指導や保健指導内容の改善に役立てるよう事例を蓄積

していくことが重要である。 

 

（７）留意事項 

対象者の保健行動が定着するよう一定の期間、継続して支援を行うため、対

象者が参加しやすい条件を整えることが必要である。 

○個別支援のみでなく、グループ支援により、対象者同士の交流を図り、グル

ープダイナミクスを活用して対象者の行動変容への意識を高めることも必要

である。 

○プログラムには、食生活や身体活動等の実習・講習会等を取り入れ、対象者

が自分の生活習慣を変容する上で必要な知識やスキルを習得する機会を設け

ることも重要である。 

○自身の生活習慣や価値観について否定されたり、一方的に理想的な生活習

慣を押しつけられるのではなく、保健指導実施者に受け入れられ、自らが生活
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３－２ 保健指導のプロセスと必要な保健指導技術 

健診受診者全員に対して、必要な情報提供を行うことは重要である。特定健

康診査・保健指導において「情報提供」は、高確法第２４条に基づく特定保健

指導には該当しないが、同法第２３条により保険者が健診結果の通知を行う

際には、対象者が生活習慣を改善又は維持していくことの利点を感じ、行動変

容やセルフケア（自己管理）を目的として行うべきである。 

一般的な保健指導におけるプロセスに沿った効果的な保健指導技術の展開

例を示す。 

 

（１）保健指導の準備 

① 保健指導の環境整備 

○対象者のプライバシーの確保、話しやすい環境設定を心がけて、場を設定す

る。 

○対象者にとって都合の良い時間帯に設定できるよう配慮する。 

○実現可能な１人あたりの時間を設定する。 

② 資料の確認 

健診結果（経年分が望ましい）、質問票（健診時の標準的な質問票や、「動機

付け支援」、「積極的支援」に必要な詳細な質問項目 e 等）、前回までの保健指

習慣について改善すべきことや価値観の転換の必要性に気付くという過程を

大切にする。 

○いくつかの支援手段（メニュー）を組み入れ、対象者の状況や要望に応じて

メニューを選択できる等、柔軟な仕組みとすることを考える。 

○対象者によっては、個人情報に留意しつつ、携帯電話やパソコン等のＩＣＴ

を活用する等、効率的な支援方法を選択することが望ましい。 

 

３－２ 保健指導における情報提供 

健診受診者全員に対して、必要な情報提供を行うことは重要である。「情報

提供」は、高確法第 24条に基づく特定保健指導には該当しないが、同法第 23

条により保険者が健診結果の通知を行う際に、生活習慣を改善又は維持して

いくことの利点を感じ、対象者の行動変容やセルフケア（自己管理）を目的と

して行うべきである。 

 

 

 

（変更のうえ、第３編第３章３－５から移動） 
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導記録等の内容を確認する。 

③ 対象者に活用できる資源のリストの準備 

○教材、支援媒体、社会資源等のリストを準備する。 

④ 保健指導実施者間の事前カンファレンス 

○担当者単独の判断による保健指導を避けるために、必要に応じて支援内容

を複数の担当者間で確認しておく。 

○保健指導の流れや概要を示した資料を作成し、保健指導実施者の説明内容

と方法を統一する。 

 

（２）対象者との信頼関係の構築 

① 自己紹介 

○自己紹介の後、対象者の氏名を確認し、保健指導実施者としての立場や役

割、目的、タイムスケジュ－ル等を説明し、面接を実施することの本人の同意

を確認する。 

② 話しやすい雰囲気づくり 

○非言語的アプローチを含め、ねぎらいと感謝で迎える等の雰囲気づくりを

する。 

○対象者の話すスピードや理解の度合いを把握し、そのペースを大切にする。 

○対象者の緊張感等にも配慮しながら、必要に応じてユーモアを入れたり、具

体的例示等を盛り込む等、話しやすい環境づくりに努める。 

○対象者の生活背景や価値観に配慮する。 

なお、ICT を活用した際の保健指導におけるこれらの留意事項は、第３編第

３章３－３を参照のこと。 

 

（３）アセスメント（情報収集・判断） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更のうえ、第３編第３章３－５から移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更のうえ、第３編第３章３－５から移動） 



97 
 

① 対象者の準備段階や理解力、意欲の確認 

○対象者が面接目的を理解しているかを確認する。 

○今回の健診結果とこれまでの健診結果の推移を確認する。 

○家族歴や家族の状況を確認する等、疾病や健康に対する価値観や関心を探

りながら話す。 

○健診結果の持つ意味を対象者と一緒に確認し、データと病態との関連が自

分のこととして認識できるよう支援する。その際、対象者の関心の度合いや理

解度を考慮し、教材を選択し、絵を描く等してイメージを持てるように工夫す

る。 

○ほかの検査結果とも関連づけながら、予防や改善に向けての関心や注意を

促す。 

○対象者の行動変容のステージ（準備状態）の段階を理解する。 

② 生活習慣についての振り返りと現状の確認 

○対象者とこれまでの生活習慣を振り返り、生活習慣と健康や検査結果との

関連について理解しているか、対象者の関心の有無等を把握する。 

○現在の生活習慣や健康状態の確認を行う。 

○対象者の日常の努力や取組を確認し、評価する。 

○対象者が考える現在の行動変容のステージ（準備状態）について尋ね、関心

のあるところから話を始めていく。 

○生活に即した目標設定のために、「動機付け支援」、「積極的支援」に必要な

詳細な質問項目等を活用して、習慣的な食事時間や量、間食習慣、喫煙習慣、

飲酒習慣等についても確認する。職業や居住形態だけでなく、生活状況や生活

環境等も確認する。また、食生活や身体活動等の生活習慣、喫煙・飲酒習慣は、

その量や内容だけでなく、本人の思いや周囲の協力の有無等についても確認

する。特に、喫煙・飲酒習慣については、問診票の内容を参考にしつつ、改善
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の必要があれば実行可能なことはないか確認する。 

 

（４）気付きの促し 

① これまでの生活習慣とその改善の必要性についての理解の促し 

○健診結果が変化した時期の生活を確認する。 

○対象者の身近な集団の生活習慣の特徴を示し、関心を促す。 

○健診結果やこれまでの振り返りの中から、生活習慣の背景にある対象者の

思いや考えに配慮しつつ、生活習慣の改善の必要性を実感できるよう導く。 

○対象者の食生活に合わせ、自分の食行動や食事量と改善目標とする食行動

や食事量（例えば、間食や飲酒量等）との違いを確認できるように促す。 

② 生活習慣を改善することで得られるメリットと、現在の生活習慣を続ける

ことのデメリットの理解の促し 

○生活習慣の改善により、睡眠の質の改善や便秘の解消等といった、副次的効

果も期待できることを伝える。 

○毎日実施することが難しそうな場合は、週に何回か実施することでもメリ

ットがあることを説明する。 

○無関心期の者には、日常生活に目を向けられるように促し、特定保健指導の

場合、メタボリックシンドロームの病態や予後についての意識付けを行う。 

○好ましくない生活習慣を続けることのデメリットについて理解を促し、行

動変容への自信を高める（対象者の身近な人に起こった出来事等から、対象者

が気になっている生活習慣病やその病態、関連する保健行動について、対象者

の知識・認識を確認しつつ、好ましくない保健行動を継続することによるデメ

リットを伝える。また、望ましい保健行動を継続したことで健診結果が改善し

た人の感想を伝え、対象者にも実行可能であることの認識を促す）。 

③ グループワークの活用 

 

 

（変更のうえ、第３編第３章３－５から移動） 
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○グループワークの場合はグループダイナミクスを利用して、気付きが自分

の生活状況の表現のきっかけになるようにする。 

○グループワークでお互い共有できる部分があることを知ることにより、仲

間と共に具体的な生活改善に取り組もうとする意欲を促す。 

○グループ内の他者の生活状況等から、対象者自身の生活習慣を振り返るき

っかけになるよう支援する。 

 

（５）科学的根拠に基づく健康行動の理解促進及び教材の選定 

① 保健指導の際に活用する資料 

保健指導の実施に当たっては、支援のための資料や学習教材等を整備する

ことが必要であるが、これらは、各学会のガイドライン等を踏まえた常に最新

の知見、情報に基づいたものにしていくことが重要であり、常に改善が必要で

ある。 

また、支援のための資料等は、対象者に対するもののみでなく、保健指導実

施者に対する資料も必要となる。さらに、それぞれ支援のための資料等は何を

目指して使用するのかということを明らかにすることと、地域の実情や職域

の状況に応じた工夫をしていくことが重要となる。 

○アセスメントに関する資料 

対象者の課題を明確化するために、身体状況、健康に関する意識、生活習慣、

生活環境、家庭や仕事等の社会的背景等についてアセスメントを行うための

資料である。 

○行動目標設定のための資料 

達成目標を実現するための行動目標を設定し、評価をしていくための資料

である。 

○社会資源に関する資料 

 

 

 

 

 

 

 

（変更のうえ、第３編第３章３－５から移動） 
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対象者の行動目標の設定や、目標達成のために必要な社会資源の情報や活

用方法等を提供するための資料である。 

○知識の提供・生活習慣改善のための資料（学習教材） 

生活習慣病やメタボリックシンドロームのような疾患に関する知識、生活

習慣に係る意識啓発や実際に生活習慣を改善するための具体的な方法を提供

するための資料である。 

○自己実践を支援するための資料（特に継続的に支援するための資料） 

対象者が設定した行動目標の達成のために活用する実践状況の記録、通信

による支援等のための資料である。これらには、体重変化や食事内容、活動量

等を対象者自身がモニタリングできるようなアプリケーション等 ICT を活用

したものも含まれる。 

○保健指導実施者用の資料 

個別支援やグループ支援の実施方法や実施状況、支援内容の記録等に関す

る資料である。 

② 対象者の行動変容を促すことができるような教材の選定 

教材等を選定するに当たっては、対象者の関心度や理解度、生活環境等にあっ

たものであるか等について、十分に吟味する。例えば、以下の点について検討

する。 

○対象者が体に起こっている変化を実感し、現在の健康状態を理解できるよ

うな教材であるか。 

○身体活動・運動によるエネルギー消費量と、よく食べる料理・菓子・アルコ

ール等の摂取エネルギー量を一緒に見ながら考えることができるような教材

であるか。 

○これまでの生活習慣について、何をどう変えたらよいのか、そしてこれなら

できそうだと実感できるために、１日あたりの生活に換算して示せるような
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教材であるか。 

○習慣化している料理や食品等から、エネルギーの過剰摂取改善に寄与し、か

つ対象者が生活習慣の改善として受け入れやすい教材等であるか。例えば、調

理法（揚げ物等）、菓子・嗜好飲料（ジュース、缶コーヒー、アルコール等）

の量とエネルギー等との関係等の内容が掲載されているか。 

③ 教材等の活用について 

○教材等を一緒に見ながら、疾患のメカニズムや生活習慣との関係について

説明（例えば、特定保健指導の場合、生活習慣病に関する代謝のメカニズムや

内臓脂肪と食事（エネルギーや栄養素等）の内容や身体活動との関係について

説明）する。 

○効果的な食生活・身体活動の根拠について説明する。 

例）学会等の治療ガイドライン、日本人の食事摂取基準、食事バランスガイ

ド、健康づくりのための身体活動基準 2013、健康づくりのための身体活動指

針（アクティブガイド）等。 

○現在の生活習慣における問題点への気付きがみられた際には、自らがその

問題点について改善が必要であると自覚できるように、その問題点に関する

加齢の影響等を含めて専門的な支援を行う。 

○教材等の効果を確認しながら、必要に応じて教材等の改善につなげていく。 

 

（６）目標設定 

① 数値目標の具体化 

○メタボリックシンドローム改善の場合、６か月で体重の３～５％減量する

ことで効果が期待できること、いったん体重を減量した後は、その維持が大切

であることを説明する。また、その後の効果の継続のためには、初期の体重減

少の実感が大事である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更のうえ、第３編第３章３－５から移動） 
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② 自己決定の促し 

○日々の生活の中で実行でき、また継続できるよう、より具体的な行動計画を

設定できるよう促す。 

○対象者が考え、自己表現できる時間を大切にする。 

○対象者が取り組むべき行動目標を選択する際には、「目標設定に利用できる

健康行動の実施状況の把握（●ページ）」を参考にしてもよい。 

③ 行動化への意識付け 

○目標達成に対する自信を確認し、達成のために障害となる場合を想定した

対処法を対象者と共に考える。 

○設定した目標を見やすい場所に明示しておく等、行動化への意識付けを促

す。 

○設定した目標や行動計画を家族や仲間に宣言することを促す。 

○セルフモニタリングの意味と効用を説明する。その際に活用できる行動計

画実施状況把握のためのチェックリストの具体的な例を様式２に示す。 

○行動目標を設定する際、対象者の行動継続を支援してくれるような身近な

支援者（ソーシャルサポート）を設定し、サポートを得るための具体的な方法

について助言する。 

④ 社会資源・媒体等の紹介 

○具体的な支援媒体、記録表、歩数計等（ICT を利用したものを含む）を紹介

し、可能であれば提供する。 

○健康増進施設や地域のスポーツクラブ、教室等のプログラムを紹介する。 

○地域の散歩コース等を消費エネルギーが分かるように距離・アップダウン

を含めて提示する。 

○地域や職域の教室や自主グループ等を紹介する。 

○地域や職域の中で栄養表示やヘルシーメニューを提供している飲食店等が
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分かるような情報があれば提供する。 

 

（７）保健指導期間中の継続フォロー 

① 継続フォローの重要性の説明と了解 

○継続したフォローを実施することで、対象者の状況を把握し、適切な行動変

容を行う上で何か問題があれば、その都度解決等を図ることも可能であるこ

とを説明する。 

○対象者の負担とならない程度のフォロー頻度をあらかじめ確認し、設定し

ておく。 

○目標達成ができなかった場合でも、あらためて目標達成に向けて取り組む

ことは可能であることを伝える。 

○これからも支援していくという姿勢・保健指導実施者の思いを伝える。 

② 支援形態の確認 

○個別面接（対面、オンライン）、グループ面接（対面、オンライン）、電話、

電子メール、FAX、手紙、チャット等（以下「電子メール等」という。）の形態

やアプリケーション等の活用の有無による対象者の希望に添った具体的な支

援方法を確認する。 

○対象者の事情、ICT リテラシーに応じて、途中でも支援形態は変更可能であ

ることが望ましい。 

③ 目標の再確認 

○努力していること、達成感を得ていることを言語化してもらう。 

○１回設定した目標の達成度と実行に当たって障害がなかったかを確認す

る。 

○目標以外に実行したことを確認する。 

○中間評価の時に自分の目標到達状況について、話してもらえるような関係

 

 

（変更のうえ、第３編第３章３－５から移動） 
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づくりをしておく。 

○目標に対する到達点を対象者にも評価してもらう。 

○対象者が成果を目に見える形で感じられるよう、数値や体調、気持ちの変化

への気付きを促す。 

○対象者の努力を評価する。 

○目標が達成できなかった場合は、今後どうしていきたいか対象者の意向を

確認してから、現実に合わせた実行できる目標に修正していく。 

 

（８）評価（３～６か月後） 

① 目標達成の確認 

○これまでの努力を対象者と共に評価し、目標達成状況、取組の満足度等を確

認する。 

○期間中の保健指導が、対象者の生活にとってどのような効果をもたらした

かを確認できるようにする。 

○具体的に身についた知識やスキルを確認し、今後の具体的な目標の提示を

促す。 

○今後、セルフケアを行っていくことへの意思を確認する。 

○減量した場合、リバウンドの予測と対応について助言する。 

○支援形態に合わせて、適切な方法で本人へ成果を提示する。 

○取組の評価や今後のアドバイス等に関する手紙やメール等を送付する。 

○今後の予定を説明する。 

② 個人の健診結果の評価 

○毎年、必ず健診を受診するよう促し、次回の健診結果等を活用して、客観的

な評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更のうえ、第３編第３章３－５から移動） 
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（９）適切な記録とデータ管理 

○適切な記録とデータ管理については、第３編第４章（６）を参考のこと。 

 

（10）参加を促す工夫 

対象者の保健行動が定着するよう一定の期間、継続して支援を行うため、対象

者が参加しやすい条件を整えることが必要である。 

○個別支援のみでなく、グループ支援により、対象者同士の交流を図り、グル

ープダイナミクスを活用して対象者の行動変容への意識を高めることも必要

である。 

○グループ支援への参加推奨については、通知等の郵送だけではなく、電話や

家庭訪問を組み合わせる等、参加者の参加をより一層促す方法を工夫するこ

とも重要である。 

○プログラムには、食生活や身体活動等の実習・講習会等を取り入れ、対象者

が自分の生活習慣を変容する上で必要な知識やスキルを習得する機会を設け

ることも重要である。 

○対象者が、自身の生活習慣や価値観について否定されたり、一方的に理想的

な生活習慣を押しつけられるのではなく、保健指導実施者に受け入れられ、自

らが生活習慣について改善すべきことや価値観の転換の必要性に気付くとい

う過程を大切にする。 

○いくつかの支援手段（メニュー）を組み入れ、対象者の状況や要望に応じて

対象者がメニューを選択できる等、柔軟な仕組みとすることを考える。 

○個人情報に留意しつつ、対象者によっては、遠隔面接やアプリケーション等

のＩＣＴを活用する等、効率的な支援方法を選択することが望ましい。 

 

【参考】：目標設定に活用できる対象者の健康行動の現状把握 

（変更のうえ、第３編第３章３－５から移動） 

 

 

（変更のうえ、第３編第３章３－５から移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更のうえ、第３編第３章３－１（４）から移動） 
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これらの質問は、対象者が取り組むことができる行動を洗い出し、「まだし

ていない」あるいは「はじめた」行動から行動変容の目標を選択する目的で使

用する。目標とする項目は対象者が自己決定し、支援者は効果的で実行可能な

項目を選ぶ手助けをする。選択肢はいずれの項目も「している」、「はじめた」、

「していない」の３択で使用することで、健康行動の実施状況を把握し、行動

目標の設定に活用することができる。ただし、「していない」には、全く意志

がない場合と、意志はあるが実施出来ていない場合とが含まれることに留意

し、「している」、「はじめた」、「頑張ればできそう」、「しようとも思わない」

の４択を採用しても良い。 

目標とする行動は多くなりすぎないように留意し、また記録してセルフモ

ニタリングすることが望ましい。 

総

 

コーヒー・紅茶に砂糖やミルクを入れないようにしている。 

甘い清涼飲料水を飲まないようにしている。 

間食（菓子類・アイスクリーム）を食べないようにしている。 

毎食のご飯は茶碗１杯までにしている。 

パン食の時は菓子パン以外のものにしている。 

丼もの（カツ丼、天丼など）は食べないようにしている。 

野菜（いも類以外）はたっぷり食べるようにしている。 

肉は脂身（あぶらみ）の少ないものにしている。 

炭水化物を組み合わせた食事（ラーメンとライス、スパゲッティとご

飯等）はやめるようにしている。 

食
塩 

漬け物・梅干しや佃煮を減らしている。 

食卓でおかずに塩をかけないようにしている。 

食卓でおかずにしょう油をかけないようにしている。 

塩蔵魚（塩じゃけ・干物類）を減らしている。 

肉加工食品（ハム・ソーセージ）を減らしている。 

魚加工食品（かまぼこ・ちくわ）を減らしている。 

みそ汁をあまり飲まないようにしている。 

麺類（うどん・ラーメンなど）の汁を飲まないようにしている。 
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煮物（しょうゆ味）を減らしている。 

味付けに酢・ゆず・レモンを使うようにしている。 

スパイスで上手に味付けをしている。 

毎日果物を食べるようにしている。 

L
D
L

 

朝食は和食にしている。 

魚を多くとるようにしている。 

ベーコンやソーセージは食べないようにしている。 

バター、チーズを食べないようにしている。 

バターやラードをやめ、サラダ油を使っている。 

菓子パン、洋菓子、スナック菓子をやめ、和菓子にしている。 

大豆製品（豆腐、油揚げ、など）をとるようにしている。 

インスタントラーメンは食べないようにしている。 

牛乳やアイスクリームは低脂肪のものにしている。 

身
体
活
動 

歩数計を身につけるようにしている 

１日の活動量の目標を１万歩にしている。 

食後のウォーキングをしている。 

通勤や買い物は出来るだけ徒歩にしている。 

エレベーターを使わないで階段を上っている。 

週２回は何か運動やスポーツをしている。 

飲
酒 

お酒は１日１合（ビールなら中瓶１本）までにしている。 

週１日以上、飲まない日を作っている。 

肥

満 

毎日体重計で体重をチェックしている。 

１か月１キロの減量を目標にしている（肥満である人）。 
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（変更のうえ、第３編第３章３－７へ移動） 

（変更のうえ、第３編第３章３－７（３）へ移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－３情報提供・保健指導の実施内容 

（１）「情報提供」 

①目的（目指すところ） 

対象者が健診結果から、自らの身体状況を認識すると共に、生活習慣を見直

すきっかけとする。また、健診結果とあいまって、医療機関への受診や継続治

療が必要な対象者に受診や服薬の重要性を認識してもらうと共に、健診受診

者全員に対し継続的に健診を受診する必要性を認識してもらう。 

②対象者 

健診受診者全員を対象とする。 

③支援期間・頻度 

年１回（健診結果の通知と同時に実施）あるいはそれ以上 

④支援内容 

○全員に画一的な情報を提供するのではなく、健診結果や健診時の質問票か

ら対象者個人に合わせた情報を提供する必要がある。 

○対象者に対して、健診結果に基づいた生活習慣の改善について意識付けを

行うことが重要である。なお、自分の健康リスクを適切に認識できることや対

象者のやる気を引き出すことができるよう、また、保健指導を拒否すること

や、医療機関を受診せずに放置する者を減らせるように、工夫することが重要

である。そのためには、健診結果に基づき、健診受診者全員に自らの病気のリ
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スクを自分自身の問題として認識してもらえるよう、きめ細かな情報提供を

行うことが必要である。 

○健診結果や質問票から特に問題とされることがない対象者へは、健診結果

の見方や、健康の保持増進に役立つ内容の情報を提供する。あわせて、毎年の

継続的な健診受診の重要性について、生活習慣の変化と健診結果の変化の関

係を理解してもらい、年１回、健診結果を確認して、生活習慣改善を行う意義

や合理性について納得してもらえるように伝える。 

○医療機関への受診の必要性はないが、検査値に異常が見られる対象者へは、

上記に加え、検査値を改善するための個人の状態に応じた生活習慣のアドバ

イスを提供する。 

○医療機関への受診や継続治療が必要な対象者へは、受診や服薬の重要性を

認識してもらえるよう工夫する。「第２編別添健診結果とそのほか必要な情

報の提供（フィードバック文例集）」を参照されたい。 

ａ健診結果 

健診の意義（自分自身の健康状態を認識できる機会、日頃の生活習慣が健診

結果に表れてくる等）や健診結果の見方（データの表す意味を自分の身体で起

きていることと関連づけられる内容、疾病リスクとの関係で検査数値の持つ

意味についての説明）を情報提供する。また、健診結果の経年変化をグラフ等

により分かりやすく示し、対象者が経年的な身体の変化を理解できるよう工

夫する。 

ｂ生活習慣 

メタボリックシンドロームや生活習慣病に関する基本的な知識と、対象者

の行っているどのような生活習慣が生活習慣病を引き起こすかという情報提

供をする。 

食事バランスガイドや「健康づくりのための身体活動基準 2013（平成 25年
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３月運動基準・運動指針の改定に関する検討会）」、「健康づくりのための身

体活動指針（アクティブガイド）」等に基づいた食生活・身体活動等の生活習

慣のバランス、料理や食品のエネルギー量、身体活動によるエネルギー消費量

等について、質問票から得られた対象者の状況に合わせて具体的な改善方法

の例示等を伝える。 

ｃ社会資源 

対象者にとって身近で活用できる健康増進施設、地域のスポーツクラブや

運動教室、健康に配慮した飲食店や社員食堂に関する社会資源の情報等も提

供する。 

⑤支援形態 

対象者や保険者の特性に合わせ、支援手段を選択する。主な手段としては、

次のようなものが考えられる。 

○情報提供用の資料を用いて、個別に説明する。 

○健診結果を通知する際に情報提供用の資料を合わせて提供する。 

○職域等で日常的にＩＣＴ等が活用されていれば、個人用情報提供画面を利

用する。 

○結果説明会で情報提供用の資料を配布する。 

⑥特定保健指導非対象者について 

階層化の結果、特定保健指導の対象には該当しなかった対象者については、

情報提供することが、健康に関して動機付けとなる貴重な機会になることや、

非肥満でも危険因子が重複すると、肥満者と同様に脳卒中等の脳・心血管疾患

の発症リスクが高まること等に留意する。特に以下の者に対しては、生活習慣

の改善や確実な医療機関への受診勧奨、生活習慣病のコントロールの重要性

等について、必要な支援を直接行うことが望ましい。 

○腹囲や検査データ等は現在正常の範囲であるが、喫煙や食生活・身体活動等
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（変更のうえ、第３編第３章３－７（４）へ移動） 

 

 

 

 

 

 

 

の生活習慣等に問題があり、今後の悪化が懸念される者 

○検査データでは保健指導判定値以上であるが、肥満がないため特定保健指

導の対象とはならない者 

○受診勧奨がなされているにも関わらず、医療機関を受診していない者 

○服薬中であるがコントロール不良の者 

⑦ＩＣＴ等を活用した分かりやすい情報提供の推進 

情報提供に当たっては、個人の健康の「気付き」につながるよう、ＩＣＴ

等も活用しながら分かりやすく健診結果等を提供すると共に、情報の内容も

本人にとっての付加価値を高めるといった工夫が必要である。詳細について

は、「個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブを提供する取組に係

るガイドライン（厚生労働省）」

（http://www.mhlw.go.jp/file/04Houdouhappyou-12401000-Hokenkyoku-

Soumuka/0000124571.pdf）も参照されたい。なお、ＩＣＴ等を活用して本人

に分かりやすく健診結果の情報提供を行うこと等は、保険者における予防・

健康づくり等のインセンティブにおいて、保険者種別に関わりなく共通的に

取組む指標の１つに位置付けられている。 

 

（２）「動機付け支援」 

①目的（目指すところ） 

対象者への個別支援又はグループ支援により、対象者が自らの健康状態を

自覚し、生活習慣を振り返り、自分のこととして重要であることを認識し、生

活習慣変容のための行動目標を設定でき、保健指導後、対象者がすぐに実践

（行動）に移り、その生活が継続できることを目指す。 

②対象者 

健診結果・標準的な質問票から、生活習慣の改善が必要と判断された者で、
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生活習慣の変容を促すに当たって、行動目標の設定やその評価に支援が必要

な者を対象とする。 

③支援期間・頻度 

原則 1回の支援を行い、３か月以上経過後に評価を行う。ただし、保険者の

判断で、対象者の状況等に応じ、従前どおり６か月経過後に評価を実施するこ

とや、３か月経過後の実績評価の終了後に更に独自のフォローアップ等を行

うこともできる。実績評価後に、たとえばＩＣＴを活用して生活習慣の改善の

実践状況をフォローする等、対象者の個別性や保険者の人的・財政的支援に応

じた効果的・効率的な取組が期待される。 

④支援内容 

面接や詳細な質問項目 gにより対象者の生活習慣や行動変容ステージ（準備

状態）を把握し、健診結果やその経年変化等から、対象者に対し、身体に起こ

っている変化の理解を促す。そして、対象者の健康に関する考えを受け止め、

対象者が、自分の生活習慣の改善点・継続すべき行動等に気付き、自ら目標を

設定し、行動に移すことができる内容とする。 

特に、食生活については、栄養素の代謝メカニズムを理解し、食事や食材料

の栄養的特性を踏まえた上で、実際の食べ方について具体的に指導を行うこ

とが重要である。その際、対象者の関心や理解度、ライフスタイル等に応じて

教材等（食事バランスガイドや料理や食品のエネルギー量等）を工夫して活用

することが望ましい。 

身体活動については、対象者の身体活動量や運動習慣、行動変容ステージ、

生活・就労環境を把握した上で、それらの状況に応じた支援が必要である。ま

た、身体活動の増加により、不慮の事故や運動器の傷害をきたす可能性が想定

されるため、安全に対する配慮が不可欠である。健康づくりのための身体活動

基準 2013、健康づくりのための身体活動指針（アクティブガイド）は、上述
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の身体活動増加のポイントが分かりやすく示されており、支援ツールとして

活用できる。 

これらを踏まえて、対象者個人の健康状態や生活習慣から、重要度が高く、

取組やすい情報について、ポイントを絞って提供することが望ましい。 

 

g「動機付け支援」、「積極的支援」に必要な詳細な質問項目第３編第３章３

－１（４）参照。 

 

ａ面接による支援 

○生活習慣と健診結果との関係の理解、メタボリックシンドロームや生活習

慣病に関する知識の習得、生活習慣の振り返り等から、対象者が生活習慣改善

の必要性に気付き、自分のこととして重要であることを認識できるように支

援する。 

○対象者が、生活習慣を改善するメリットと現在の生活習慣を続けるデメリ

ットについて理解できるように支援する。 

○対象者の生活習慣の振り返り、行動目標や行動計画、評価時期の設定につい

て話し合い、それらの設定や策定ができるように支援する。 

○体重・腹囲の計測方法について説明する。 

○食生活・身体活動等の生活習慣の改善に必要な実践的な支援をする。 

○必要な社会資源を紹介し、対象者が有効に活用できるように支援する。 

ｂ行動計画の実績評価 

○行動計画の実績評価は、対象者の行動変容の成果を把握すると共に、保健指

導の質を評価するものである。 

○設定した行動目標が達成されているか、身体状況や生活習慣に変化が見ら

れたかについて評価を行う。 
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（変更のうえ、第３編第３章３－７（５）へ移動） 

 

○必要に応じて評価時期を設定して、対象者が自ら評価すると共に、３か月経

過後に保健指導実施者による評価を行い、評価結果を対象者に提供する。 

○評価項目は対象者自身が自己評価できるように設定するが、体重及び腹囲

は必須である。 

○今後、どのようにしていきたいか確認し、取組がうまく進まない場合や状態

の改善が見られなかったり、悪化が想定される場面についての対応策を助言

する。 

○次年度にも継続して健診を受診するよう勧める。 

⑤支援形態 

ａ面接による支援 

○１人 20分以上の個別支援（情報通信技術を活用した遠隔面接は 30分以上）、

又は 1グループおおむね 80 分以上のグループ支援（１グループはおおむね８

名以下とする）。 

ｂ行動計画の実績評価 

○行動計画の実績評価は、面接あるいは通信等を利用して行う。 

○行動計画の実績評価の実施者は、初回面接を行った者と同一の者とするこ

とを原則とするが、同一機関内であって、組織として統一的な実施計画及び報

告書を用いる等、保健指導実施者間で十分な情報共有がなされている場合は、

初回面接を行った者以外の者が評価を実施しても差し支えない。また、保険者

と保健指導の外部委託先との間で適切に対象者の情報が共有され、保険者が

当該対象者に対する保健指導全体の統括・管理を行う場合は、初回面接実施者

と実績評価を行う者が同一機関であることを要しない。 

 

（３）「積極的支援」 

特定保健指導では、第三期（平成 30 年度）から、従来の積極的支援に加えて、
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保険者の判断により、２年連続して積極的支援に該当した者への２年目の特

定保健指導の弾力化と積極的支援対象者に対する柔軟な運用による特定保健

指導のモデル実施を行えるようになる。運用の詳細については、「特定健康診

査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（厚生労働省保険局）」を参照。 

①目的（目指すところ） 

「動機付け支援」に加えて、定期的・継続的な支援により、対象者が自らの

健康状態を自覚し、生活習慣を振り返り、自分のこととして重要であることを

認識し、生活習慣変容のための行動目標を設定し、目標達成に向けた実践（行

動）に取組ながら、保健指導終了後には、その生活習慣が継続できることを目

指す。 

②対象者 

健診結果・質問票から、生活習慣の改善が必要と判断された者で、そのため

に保健指導実施者によるきめ細やかな継続的支援が必要な者。 

③支援期間・頻度 

３か月以上の継続的な支援を行う。また、当該３か月以上の継続的な支援後

に評価を行う。ただし、保険者の判断で、対象者の状況等に応じ、従前どおり

６か月経過後に評価を実施することや、３か月経過後の実績評価の終了後に

更に独自のフォローアップ等を行うこともできる。実績評価後に、たとえばＩ

ＣＴを活用して生活習慣の改善の実践状況をフォローする等、対象者の個別

性や保険者の人的・財政的支援に応じた効果的・効率的な取組が期待される。 

④支援内容 

動機付け支援に加えて行動変容の必要性を実感できるような働きかけを行

い、実践可能な具体的な行動目標について、優先順位をつけながら一緒に考

え、対象者が選択できるように支援する。また、行動が継続できるように定期

的・継続的に支援し、取組の工夫の確認や強化、また、継続ができていない場
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合はその理由の確認や目標の見直し等を行う。 

ａ初回時の面接による支援 

○動機付け支援と同様の支援 

ｂ３か月以上の継続的な支援 

○３か月以上の継続的な支援については、支援Ａ（積極的関与タイプ）及び支

援Ｂ（励ましタイプ）によるポイント制とし、支援Ａのみで 180 ポイント以

上、又は支援Ａ（最低 160 ポイント以上）と支援Ｂの合計で 180 ポイント以

上の支援を実施するものとする。 

支援Ａ（積極的関与タイプ） 

・行動計画の実施状況の確認を行い、食生活・身体活動等の生活習慣の改善に

必要な実践的な指導を行う。 

・中間評価として、取組んでいる実践と結果についての評価と再アセスメン

ト、生活習慣の振り返りを行い、必要があると認めるときは、行動目標や計画

の再設定を行う。 

支援Ｂ（励ましタイプ） 

・行動計画の実施状況の確認と行動計画に掲げた行動や取組を維持するため

に賞賛や励ましを行う。 

ｃ行動計画の実績評価 

○行動計画の実績評価は、個別の対象者に対する保健指導の効果に関するも

のである。 

○設定した個人の行動目標が達成されているか、身体状況や生活習慣に変化

が見られたかについて評価を行う。 

○必要に応じて評価時期を設定して、対象者が自ら評価すると共に、３か月以

上の継続的な支援終了後に保健指導実施者による評価を行い、評価結果を対

象者に提供する。 
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○評価項目は対象者自身が自己評価できるように設定するが、体重及び腹囲

は必須である。 

○今後、どのようにしていきたいか確認し、取組がうまく進まない場合や状態

の改善が見られなかったり、悪化が想定される場面についての対応策を助言

する。 

○次年度にも継続して健診を受診するよう勧める。 

○継続的な支援の最終回と一体的に実施しても差し支えない。 

○中間評価や行動計画の実績評価の実施者は、初回面接を行った者と同一の

者とすることを原則とするが、統一的な実施計画及び報告書を用いる等、保健

指導実施者間で十分な情報共有がなされている場合は、初回面接を行った者

以外の者が評価を実施しても差し支えない。また、保険者と保健指導の外部委

託先との間で適切に対象者の情報が共有され、保険者が当該対象者に対する

保健指導全体の総括・管理を行う場合は、初回面接実施者、中間評価実施者、

実績評価を行う者が同一機関であることを要しない。 

② 支援形態 

ａ初回時の面接による支援 

○動機付け支援と同様の支援 

ｂ３か月以上の継続的な支援 

支援Ａ（積極的関与タイプ） 

○初回面接支援の際に作成した特定保健指導支援計画や実施報告書、支援計

画の実施状況を確認するため、対象者の行動計画への取組とその評価等につ

いて記載したものの提出を求め、それらの記載に基づいた支援を行う。 

○個別支援Ａ、グループ支援Ａ、電話支援Ａ、電子メール支援Ａ（電子メール、

ＦＡＸ、手紙等）から選択して支援する。 

支援Ｂ（励ましタイプ） 
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○支援計画の実施状況の確認と励ましや賞賛をする支援をいう。 

○個別支援Ｂ、電話支援Ｂ、電子メール支援Ｂ（電子メール、ＦＡＸ、手紙等）

から選択して支援する。 

ｃ行動計画の実績評価 

行動計画の実績評価は、面接又は通信等を利用して行う。 

③ 支援ポイント 

積極的支援における支援方法と支援ポイントを表５に示す。 

 

表５ 

 

⑦留意点 

（支援ポイントについて） 

○１日に１回の支援のみカウントすることとし、同日に複数の支援形態によ

る支援を行った場合は、最もポイントの高い支援形態のもののみをカウント

する。 

○保健指導と直接関係のない情報（保健指導に関する専門的知識・技術の必要

ない情報：次回の約束や雑談等）のやりとりは支援時間に含まない。 

○電話又は電子メールによる支援においては、双方向による情報のやり取り

（一方的な情報の提供（ゲームやメーリングリスト等による情報提供）は含ま

ない）をカウントする。 

○電話又は電子メールのみで継続的な支援を行う場合には、電子メール、ＦＡ

Ｘ、手紙等により、初回面接支援の際に作成した行動計画の実施状況について

記載したものの提出を受けること。なお、当該行動計画表の提出や、作成を依

頼するための電話又は電子メール等によるやり取りは、継続的な支援として

カウントしない。 
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（削除） 

 

（表５－１及び表５－２に変更のうえ、第３編第３章３－７（７）へ移動） 

 

（削除） 

 

（削除） 

（支援の継続について） 

○行動変容ステージ（準備状態）が無関心期、関心期の場合は行動変容のため

の動機付けを継続することもある。 

⑧積極的支援の例（表６～表９） 

積極的支援パターンの例を表６～表９に示す。対象者の状況に応じて、支援

パターンを選択し、保健指導の利用の継続を促す。 

表６支援パターン１（継続的な支援において支援Ａの個別支援と電話支援を

組み合わせた例） 

表７支援パターン２（継続的な支援において個別支援を中心とした例） 

表８支援パターン３（継続的な支援において個別支援と電話支援を組み合わ

せた例） 

表９支援パターン４（継続的な支援において電話支援、電子メール支援を中

心とした例） 

⑨特定保健指導支援計画及び実施報告書の例 

特定保健指導支援計画及び実施報告書の例を様式１に示す。本様式の項目

を記載することで、保健指導プログラムを評価できる情報をまとめることに

つながる。 

 

表６ 

 

表７ 

 

表８ 

 

表９ 
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様式１ 

（略） 

 

（変更のうえ、第３編第３章３－７（７）へ移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１ 

（略） 

 

（４）実施に当たっての留意事項 

①プライバシーの保護について 

保健指導の実施に当たっては、プライバシーの保護に努め、対象者が安心し

て自分のことを話せるような環境を整える。 

②個人情報保護について 

健診データ・保健指導記録は個人情報であるため、それらの管理方法は個人

情報保護法、各ガイドライン等に基づき、適切に扱う。 

③支援終了後のフォローアップについて 

支援終了後にも、対象者からの相談に応じられる仕組みを作る。 

④積極的支援における保健指導実施者について 

生活習慣病予防に対する保健指導は、個人の生活習慣、行動の背景にある健

康に対する認識、そして価値観に働きかける行為であり、保健指導実施者と保

健指導の対象者との十分な信頼関係が必要であることから、同職種が数回に

分けて行う場合は、できる限り同じ者が実施することが望ましい。 

なお、複数の保健指導実施者が関わる場合には、保健指導の質の向上のため

にも、対象者の状況について保健指導実施者全員が共有できる仕組みを整え

ることも重要である。 

⑤保健指導の対象者について 

生活習慣病予防に対する保健指導は、対象者の行動変容とセルフケア（自己

管理）ができるようになることを目的とするものであり、保健指導を実施する

際には、家族等代理者ではなく、対象者に直接行うこととする。 
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⑥服薬中の対象者や医療機関への受診勧奨レベルの対象者への保健指導につ

いて 

降圧薬等を服薬中の者（標準的な質問票等において把握）については、特定

保健指導の対象とはならないが、特定保健指導とは別に保健指導を実施する

場合には、医療機関等との適切な連携の下に行う必要がある。 

また、医療機関への受診勧奨判定値を超えた場合でも、軽度の高血圧症等に

より、健診機関の医師の判断で服薬治療よりも生活習慣の改善を優先して特

定保健指導の対象者となった場合は、各学会のガイドライン等を踏まえた保

健指導を行い、効果が認められなかった場合は、必要に応じて、医療機関への

受診勧奨を行うことが望ましい。 

⑦血圧、喫煙のリスクに着目した保健指導について 

血圧、喫煙については、独立した循環器疾患の発症リスクとしても重要であ

ることから、「動機付け支援」、「積極的支援」のいずれにおいても、血圧や

喫煙のリスクに着目した保健指導を行うことが望ましい。また、対象者の行動

変容をもたらすためには、早期に実施することが重要であり、これらの結果が

分かる健診当日に実施することがより効果的である。 

喫煙は、動脈硬化の独立した危険因子である。喫煙すると、血糖の増加、血

液中の中性脂肪やＬＤＬコレステロールの増加、ＨＤＬコレステロールの減

少等の検査異常が起こりやすい。喫煙とメタボリックシンドロームが重なる

と動脈硬化が更に進んで、いずれも該当しない者と比べて、約 4～5倍、脳梗

塞や心筋梗塞にかかりやすくなる。喫煙によって年間 12～13 万人が死亡して

いると推定されており、この値は年間の全死亡者数の約 1 割に相当する。ま

た受動喫煙により、脳卒中、虚血性心疾患、肺がん等で年間 1 万 5 千人が死

亡していると推計されている。喫煙による健康被害は、国内外の多数の科学的

知見により因果関係が確立しており、健診・保健指導の機会に禁煙支援ならび
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に受動喫煙の情報提供を行う重要性は高い。 

具体的には、第 3編別添１も活用しつつ、特に、禁煙支援を行う場合には、

健診の受診が禁煙の動機付けの機会となるよう、対象者の禁煙意向を踏まえ、

全ての喫煙者に禁煙の助言や情報提供を行い、禁煙したい喫煙者には禁煙外

来、地域・職域で実施される禁煙支援、禁煙補助薬の活用をすすめる等、喫煙

者に禁煙の助言や情報提供を行うことが望ましい。 

⑧アルコールのリスクに着目した保健指導について 

アルコールは、生活に豊かさと潤いを与えるものであるが、不適切な飲酒は

アルコール健康障害ｈの原因となるばかりでなく、飲酒運転や暴力、虐待、自

殺等の様々な社会問題の発生に関連していることが指摘されている。これら

のアルコール健康障害やアルコール関連問題ｉへの対策を総合的かつ計画的

に推進するために、平成 25 年にアルコール健康障害対策基本法が制定され、

アルコール健康障害対策の実施に当たっては、アルコール関連問題に関する

施策と連携することとされている。健康日本 21（第二次）では、生活習慣病

のリスクを高める飲酒量を「純アルコール摂取量で男性40g/日以上、女性20g/

日以上」と定義した。これは、がん、高血圧、脳出血、脂質異常症等のリスク

が１日平均飲酒量と共にほぼ直線的に上昇すること、また、全死亡、脳梗塞及

び虚血性心疾患についてもおおむねこの飲酒量を超えるとリスクが上昇する

ことによるｊ。したがって、生活習慣病予防のアプローチとして減酒支援は重

要である。また、純アルコール１gは７kcal に相当し、体重コントロールの観

点からも、減酒支援は食生活・運動指導を補完する新たな切り口となり得る。

更に、保健指導は、アルコール依存症患者が見出された場合に、専門医療機関

での治療につなげる貴重な機会となり得る。 

以上のことから、健康診断や保健指導の機会において、アルコールのリスク

に着目した情報提供や保健指導を積極的に行うことが求められる。 



123 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健指導実施者は、アルコールによる身体的・精神的及び社会的な影響に関

する知識を持ち、対象者が抱える困難に共感しつつ、問題点を分かりやすく説

明し、行動変容へと結びつける姿勢が求められる。 

具体的には、ＡＳＴ/ＡＬＴ等の肝機能検査の結果から直ちに医療機関への

受診を要する状況でないことを確認した上で、標準的な質問票における飲酒

量の回答等から飲酒量を判断する。標準的な質問票で、日本酒換算で１～２合

以上のアルコールを「毎日」又は「時々」飲むと答えた者には、第３編別添２

「保健指導におけるアルコール使用障害スクリーニング（ＡＵＤＩＴ）とその

評価結果に基づく減酒支援（ブリーフインターベンション）の手引き」のＡＵ

ＤＩＴ（アルコール使用障害同定テスト）を実施する。ＡＵＤＩＴの判定結果

によって、該当者に対して積極的に保健指導として減酒支援（ブリーフインタ

ーベンション）を実施する。 

 

ｈアルコール健康障害：アルコール依存症そのほかの多量の飲酒、未成年者の

飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害。 

ｉアルコール健康障害やこれに関連して生じる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等

の問題のこと。 

ｊたとえば、男性で週 450g 以上の純アルコール(日本酒換算で 1日平均 3合程

度)を摂取する者の全脳血管性障害(脳出血+脳梗塞)の罹患率は、機会飲酒者

の約 1.6 倍に上昇する。 

【 出 典 】 IsoHetal.Alcoholconsumptionandriskofstrokeamongmiddle-

agedmen.Stroke.2004. 

 

⑨健診当日の保健指導の実施について 

人間ドック健診等、全ての健診結果が健診当日に判明している場合には、健
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e 第３編第３章３－７（６）「動機付け支援」、「積極的支援」に必要な詳細な

質問項目を用い、対象者に事前に記入を求め、保健指導の際、対象者と内容を

確認しながらアセスメントすることも効果的である。 

 

３－３ ICT を活用した保健指導とその留意事項 

ICT を活用した保健指導の実施に当たっては下記事項について留意するこ

と。 

（１）遠隔面接による保健指導の留意点 

遠隔面接（情報通信技術を活用した面接をいう）は、ビデオ通話システムを

使うことにより、顔が見えるだけでなく画面上で資料の提示も可能なため、対

面に近いかたちで面接ができる。このため、対面での保健指導が困難であった

対象者へのアプローチを広げる有効な手段である。 

遠隔面接の実施に当たっては、実施体制、機器・通信環境を整備するととも

診当日に初回面接としての対面での健診結果の説明、生活習慣の振り返りと

共に過去の健診結果も活用しながら、行動目標・行動計画の策定をしてもよ

い。また、第三期（平成 30 年度）から、特定健康診査受診当日に、腹囲・体

重、血圧、喫煙歴等の状況から特定保健指導の対象と見込まれる者に対して、

把握できる情報をもとに初回面接を行い、行動計画を暫定的に作成し、後日、

全ての項目の結果から、医師が総合的な判断を行い、当該行動計画を完成する

方法も可能となる。運用の詳細については、「特定健康診査・特定保健指導の

円滑な実施に向けた手引き（厚生労働省保険局）」を参照。 

なお、血圧や喫煙等の個々の危険因子と生活習慣改善の方法については、第

３編第３章３－９「特定保健指導の対象とならない非肥満の脳・心血管疾患危

険因子保有者に対する生活習慣の改善」にも記載があるので、実施に当たって

は参考にしていただきたい。 

 

 

 

 

（新設） 
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に、資料・教材・器具等、対象者との情報共有、本人確認の方法について確立

しておく必要がある。 

また、遠隔面接等の実施時に交換される個人情報が外部に漏えいすること

がないよう、保健指導実施者は、個人情報の保護に十分配慮するとともに、「医

療情報システムの安全管理に関するガイドライン」（厚生労働省）に準拠した

情報管理など、個人情報保護に必要な措置を講じる。 

遠隔面接を実施する際に、保健指導実施者が留意すべき事項について、下記

に示す。なお、保健指導実施者が、自宅等勤務先以外で遠隔面接を行う場合

も、これらの事項に留意しなければならない。 

① 実施体制 

○個人情報の保護が可能であり、通信環境の整った面接室と機器を確保する。 

○面接室の確保が困難な場合は、カメラに映る背景をバーチャル背景に変え

る等の配慮をし、対象者の音声が漏れないようヘッドセット等を準備する。な

お、保健指導実施中は、保健指導実施者のカメラはオンにしておくことが望ま

しい。 

○ビデオ通話システムの操作を保健指導実施者以外の人が行う場合は、保健

指導の内容についての守秘義務を課す等個人情報保護を踏まえた対応を行う

こと。 

○グループ支援において個別支援を行う場合には、個人情報保護のためビデ

オ通話システム上で空間を分けるなど、第三者のいない空間で支援を行う。そ

の際、ビデオ通話システムでの操作や個別支援の担当者を決めておく。 

○遠隔面接の実施中に通信や技術的障害等によって、遠隔面接の実施が困難

になった場合、実施者は対象者の同意を得た上で、遠隔面接を実施する機会を

改めて設定する。 

② 機器・通信環境 
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○ビデオ通話が円滑に実施可能な通信環境（映像と音声の送受信が常時安定

し、円滑な状態）f、カメラや音声機能を含むビデオ通話機器を準備する。 

○ビデオ通話システムのアプリケーション等のダウンロードに当たっては、

使用するアプリケーション等の制作元やアプリケーション等のプライバシー

ポリシー、権限、利用条件、データの所在、脆弱性等を確認してから、使用の

可否を判断する。その際、アプリケーション等は機器メーカー等の公式サイト

からダウンロードするようにし、信頼できない提供サイトからのダウンロー

ドは避ける g。 

○ビデオ通話システムの操作方法を修得しておく。 

○ビデオ通話接続のための IDとパスワードは、保健指導ごとに毎回作成し、

セキュリティを確保する。 

○保健指導の対象者の通信機器（スマートフォン、パソコン、タブレット端

末）やインターネット環境などを事前に確認し、カメラ・マイク機能が使える

よう準備しておいてもらう。 

○保健指導の対象者から自宅以外の場所で保健指導を受けたいと申し出があ

った場合、個人情報が洩れないよう、適切な場所を選んでもらう。 

○保健指導の対象者に、公共の無料 Wi-Fi は不正アクセスのリスクがあるた

め避けるよう伝える。 

○保健指導開始時には、ビデオ通話システムの接続状況（映像、音声など）を

確認してから保健指導を実施する。 

○実施者と保健指導対象者とが相互に表情、声、しぐさ等が確認できるように

環境を調整する。 

○遠隔面接の際は、内容が聞き取りやすいよう、普段より少し大きめの声でゆ

っくり話す。 

○遠隔面接の際は、カメラ越しでも表情や反応を読み取りやすくなるよう、表
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情を豊かに、お辞儀やうなずきを大きくする。 

○遠隔面接の際は、画面上の顔が見やすくなるよう採光や照明に注意する。 

③ 資料・教材・器具等、対象者との情報共有 

○対象者とカメラ越しに会話をしたり、必要に応じてスライドや文書、動画な

どの教材を提示できるようにしておく。 

○ビデオ通話システム上では、健診結果など個人情報を画面上で提示するこ

とで起きうるリスク（予期せぬ第三者による覗き見など）を踏まえた対策を講

じること。 

○ビデオ通話システムの画面上で提示する資料は、あらかじめルールを定め

ておくことが望ましい。 

○健診結果の確認を行い、必要な教材を準備する。セキュリティの観点から画

面上で提示できない資料や画面上での提示に適さない資料（物理的に見えに

くい資料等）は面接日までに対象者に送付する等工夫する。 

○教材は、ビデオ通話で提示や提供可能な形態であるか確認し、必要に応じて

作成・改訂する。 

○保健指導実施者は、対面指導と同等の質を維持できるよう基本的な面接技

術を修得しておく（第３編第３章「３－２保健指導のプロセスと必要な保健指

導技術」参照）。 

④ 本人確認 

○保健指導開始前に遠隔面接の実施者及び対象者の本人確認を的確に行う。 

○実施者は、氏名及び所属を示す書類等を対象者に提示する。 

○対象者の本人確認は、氏名、生年月日及び被保険者証記号番号等対象者であ

ることがわかる番号を用いて照合する。 

 

（２）アプリケーション等を用いた効果的な特定保健指導の工夫 
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特定保健指導にアプリケーション等を導入することにより、これまで紙媒

体の教材により行っていた情報提供やセルフモニタリング記録などを、アプ

リケーション等を用いて行うことができ、対象者の行動変容の一助となるこ

とが期待される。 

一方、アプリケーション等の活用による生活習慣改善の効果が指摘されて

いるが、全ての人にとって効果的というわけではない。対象者のアプリケーシ

ョン等の利用の意向や ICT リテラシーを確認し、アプリケーション等の利用

が行動変容に効果的な対象者を見極めて導入することが重要である。 

特定保健指導において活用が可能なアプリケーション等の機能とアプリケ

ーション等を導入する際の工夫点について下記に列挙する。 

① 効果的なアプリケーション等の機能 

肥満者の体重変化を目的とした研究をまとめると、「情報提供」、「不特定な

ソーシャルサポート」、「アウトカムの目標設定」、「行動目標の設定」、「アウト

カム（行動変容）のセルフモニタリング」の要素が減量に効果的であることが

示唆されているｈ。 

○アプリケーション等を通じた手軽な情報提供やインターネットを介して同

じ健康課題をもつユーザー同士の交流により、グループへの参加が困難な労

働者層などに対するソーシャルサポートが強化され、行動変容への動機付け

を高める効果が期待される。 

○保健指導では対象者自身が行動目標や行動計画、評価時期を設定できるよ

う支援していくため、アプリケーション等の「アウトカムの目標設定」や「行

動目標の設定」の機能を活用することにより、目標の絞り込みが容易になる場

合がある。 

○アプリケーション等によるアウトカム（行動変容）のモニタリングにより、

対象者と支援者の両者が進捗状況を共有することが容易になる。 
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○アプリケーション等には特定の生活習慣の改善や健康問題の解決を目的に

したものがある。 

○アプリケーション等の利用を継続することにより効果が高まるため、対象

者が普段よく使うインターネット利用機器を確認して導入する。 

② アプリケーション等の活用方法の工夫 

アプリケーション等を活用した保健指導では、初回面接時に対象者に適し

たアプリケーション等を導入する等の支援を行うことで、アプリケーション

等の利用頻度が高まることが指摘されている i。さらに、アプリケーション等

の利用頻度が高いほどアウトカム（３か月後の食生活改善）の達成度が高いこ

とも指摘されている j。保健指導実施者は対象者がアプリケーション等の利用

頻度を高める等、生活習慣を改善する効果が出るような工夫することが重要

である。下記にアプリケーション等を活用してもらうための導入支援・活用支

援の例を提示する。 

a．事前準備 

○アプリケーション等の導入支援を行うため、面接の形態に関わらずインタ

ーネットを使える環境を整備し、また、利用者にはスマートフォン等のインタ

ーネット利用機器を持参するよう対象者に周知する。 

○保健指導実施者は、アプリケーション等の特徴、操作方法、機能などについ

て習熟しておく。支援の幅が広げるため、保険者が導入しているアプリケーシ

ョン等だけでなく、対象者の経験談や評価から各アプリケーション等のメリ

ット・デメリットについて情報収集するように努める。 

○アプリケーション等の利用に必要な情報（ID やパスワードなど）やインス

トールのための情報を資料として準備しておく（面接時にインストールしな

い場合にも活用できるようにしておく）。 

ｂ．初回面接におけるアプリケーション等の導入のための支援内容 
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○対象者のインターネット利用機器や利用しているアプリケーション等の種

類などを把握し、対象者に合ったアプリケーション等の選択や活用方法を提

案する。 

○目標設定とセルフモニタリングの意義、アプリケーション等を利用してこ

れらを行うメリットを説明する。 

○保険者が提供可能なアプリケーション等の特徴・機能について、説明書を用

いたり、実際にアプリケーション等の画面を見せたりして説明する（費用負担

が生じる場合は必ず説明しておく）。 

○アプリケーション等の選択に当たっては、対象者の意図する生活習慣の改

善が見込まれる機能が含まれているか確認する。また、アプリケーション等で

利用する機能は、対象者の生活スタイル、関心、ICT リテラシー等に応じて取

捨選択することも考慮する。 

○対象者のアプリケーション等への関心や使用希望の有無、実行可能性をア

セスメント・判断し、対象者の行動目標に合わせて使用するアプリケーション

等を決定できるよう対象者の自己決定を支援する（対象者がすでに使用して

いるアプリケーション等を継続する場合も含む）。 

○アプリケーション等の導入に当たっては、使用するアプリケーション等の

制作元やアプリケーション等のプライバシーポリシー、権限、利用条件等を確

認する k。 

○アプリケーション等は携帯電話会社や OS・機器メーカー等の公式サイトか

らダウンロードするようにし、信頼できないアプリケーション等の提供サイ

トからのダウンロードは避ける l。 

○ICT リテラシーに応じてインストールを支援し、操作方法を確認する。 

○アプリケーション等の利用開始時期を決定できるよう支援する。 

○アプリケーション等のセルフモニタリング機能を使用する場合、その共有
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方法を決める。 

○アプリケーション等の操作や不具合などのトラブルに対応する窓口を紹介

する。 

c．初回面接後の支援内容 

○対象者に合わせた情報提供（個別性のある情報提供や進捗に応じた情報提

供等）や専門家からの助言がアプリケーション等による生活習慣改善の効果

を高めることから m、保健指導と組み合わせてアプリケーション等を活用する

ことが望ましい。 

○アプリケーション等の利用状況を定期的に確認し、アプリケーション等の

利用継続を促すとともに、生活改善の継続を支援する。 

○アプリケーション等の利用が継続できなかった場合はアプリケーション等

の利用にこだわらず、保健指導自体の中断とならないよう行動目標への取り

組みを支援する。 

 

f 平成 30～令和２年度 厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等

生活習慣病対策総合研究事業）「循環器疾患・糖尿病等生活習慣病を予防する

ための情報通信技術を活用した保健指導プログラム及びその実践のための手

引きの作成と検証」（研究代表者：春山早苗） 

g 独立行政法人情報処理推進機構「Web 会議サービスを使用する際のセキュリ

ティ上の注意事項」を参照 

hijm 令和２-４年度 国立研究開発法人日本医療研究開発機構「壮年期就労

者を対象とした生活習慣病予防のための動機付け支援の技術開発に関する研

究」（研究代表者：津下一代） 

kl 総務省 国民のための情報セキュリティサイトより「携帯電話・スマート

フォン・タブレット端末の注意点」を参照 
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３－４ 保健指導の未実施者及び中断者への支援 

保健指導の効果を高めるためには、保健指導実施者や保険者が連携し、全て

の対象者が確実に保健指導を受けるように努力することが必要である。 

何らかの理由により支援の対象者の中に、保健指導を受けない者や中断者

が発生している場合には、例えば次のような支援を行うことが考えられる。 

○保健指導実施者は、対象者が保健指導を受けなかった場合、電話、電子メー

ル等により実施予定日から１週間以内に連絡し、保健指導を受けるように促

す。 

○初回時において、連絡したにもかかわらず対象者が保健指導を受けない場

合は、情報提供は必ず実施することが必要である。 

○支援内容や方法、日時等について保健指導の計画を作成する際に対象者と

十分な話し合いを行い、計画について対象者が十分に納得することにより、保

健指導の終了まで継続的に支援できるように工夫する。 

○最終的に保健指導が未実施となった者、中断した者については、次回の保健

指導実施時に、保健指導を優先的に実施することが望ましい。 

○保健指導の実施においては、ポピュレーションアプローチや社会資源を有

効に活用する必要がある。 

○職域においては、事業主と連携し、未実施者が支援を受けやすく、支援を中

断しにくい体制として、例えば、就業時間内での支援の実施等を検討すること

が必要である。 

 

（削除） 

 

 

 

（変更のうえ、第３編第３章３－６から移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－４望ましい保健指導 

前項は、効果的な保健指導を実施するに当たって、最低限実施すべき支援を

整理したものであるが、参考例として、これまでの事例等から「積極的支援」
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（変更のうえ、第３編第３章３－２（１）へ移動） 

として望ましいと考えられるパターンを以下に示す。 

（１）「積極的支援」 

①支援期間 

・６か月間の実施 

②支援形態 

・初回面接 

・対面による中間評価 

・対面による６か月後の評価 

・６か月後の評価まで、電話、電子メール等を利用した月 1回以上の支援 

③支援内容 

・生活習慣の振り返り 

・行動目標及び行動計画、支援計画の作成 

・生活習慣改善状況の確認 

・食生活及び身体活動に関して体験を通した支援 

・歩数計等のツールを使用した支援 

④望ましい積極的支援の例 

表 10１）６か月にわたる継続した頻回な支援の例 

表 11２）健康増進施設(例：水中運動、ジム等)を活用した例 

 

表 10 

 

表 11 

 

 

３－５保健指導のプロセスと必要な保健指導技術 
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（変更のうえ、第３編第３章３－２（２）へ移動） 

 

 

 

保健指導のプロセスに沿った効果的な保健指導技術の展開例を示す。 

①保健指導の準備 

１）保健指導の環境整備 

○対象者のプライバシーの確保、話しやすい環境設定を心がけて、場を設定す

る。 

○対象者にとって都合の良い時間帯に設定できるよう配慮する。 

○実現可能な１人あたりの時間を設定する。 

２）資料の確認 

○健診デ－タ（可能であれば経年分）、質問票（健診時の標準的な質問票や、

「動機付け支援」、「積極的支援」に必要な詳細な質問項目ｋ等）、前回まで

の保健指導記録等の内容を確認する。 

３）対象者に活用できる資源のリストの準備 

○教材、支援媒体、社会資源等のリストを準備する。 

４）保健指導実施者間の事前カンファレンス 

○担当者単独の判断による保健指導を避けるために、必要に応じて支援内容 

を複数の担当者間で確認しておく。 

 

k第３編第３章３－１（４）「動機付け支援」、「積極的支援」に必要な詳細

な質問項目を用い、対象者に事前に記入を求め、保健指導の際、対象者と内容

を確認しながらアセスメントすることも効果的である。 

 

②対象者との信頼関係の構築 

１）自己紹介 

○さわやかな挨拶をし、対象者の名前を確認する。 

○保健指導実施者としての立場や役割、目的、タイムスケジュ－ル等を説明す
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（変更のうえ、第３編第３章３－２（３）へ移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

２）話しやすい雰囲気づくり 

○非言語的アプローチを含め、ねぎらいと感謝で迎える等の雰囲気づくりを

する。 

○対象者の話すスピードや理解の度合いを把握し、そのペースを大切にする。 

○緊張感等にも配慮しながら、必要に応じてユーモアを入れたり、具体的例示

等を盛り込む等、話しやすい環境づくりに努める。 

○対象者の生活背景や価値観に配慮する。 

③アセスメント（情報収集・判断） 

１）対象者の準備段階や理解力、意欲の確認 

○対象者が面接目的を理解しているかを確認する。 

○今回の健診結果とこれまでの健診結果の推移を確認する。 

○家族歴や家族の状況等を確認し、疾病や健康に対する価値観や関心を探り

ながら話す。 

○健診結果の持つ意味を対象者と一緒に確認し、データと病態との関連が自

分のこととして認識できるよう支援する。その際、対象者の関心の度合いや理

解度を考慮し、教材を選択し、絵を描く等してイメージを持てるように工夫す

る。 

○ほかの検査結果とも関連づけながら、予防や改善に向けての関心や注意を

促す。 

○対象者の行動変容のステージ（準備状態）の段階を理解する。 

２）生活習慣についての振り返りと現状の確認 

○対象者とこれまでの生活習慣を振り返り、生活習慣と健康や検査結果との

関連について理解しているか、対象者の関心の有無等を把握する。 

○現在の生活習慣や健康状態の確認を行う。 
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（変更のうえ、第３編第３章３－２（４）へ移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○対象者の日常の努力や取組を確認し、評価する。 

○対象者が考える現在の行動変容のステージ（準備状態）について尋ね、関心

のあるところから話を始めていく。 

○生活に即した目標設定のために、「動機付け支援」、「積極的支援」に必要

な詳細な質問項目等を活用して、習慣的な食事時間や量、間食習慣、喫煙習

慣、飲酒習慣等についても確認する。職業や居住形態だけでなく、生活状況や

生活環境等も確認する。また、食生活や身体活動等の生活習慣、喫煙・飲酒習

慣は、その量や内容だけでなく、本人の思いや周囲の協力の有無等についても

確認する。特に、喫煙・飲酒習慣については、問診票の内容を参考にしつつ、

改善の必要があれば実行可能なことはないか確認する。 

④気付きの促し 

１）これまでの生活習慣とその改善の必要性についての理解の促し 

○検査データが悪化した時期の生活を確認する。 

○健診結果やこれまでの話の中から、生活習慣の背景にある対象者の思いや

考えに配慮しつつ、生活習慣の改善の必要性を実感できるよう導く。 

○対象者の食生活に合わせ、自分の食行動や食事量と改善目標とする食行動

や食事量（たとえば、間食や飲酒量等）との違いを確認できるように促す。 

２）生活習慣を改善することで得られるメリットと、現在の生活習慣を続ける

ことのデメリットの理解の促し 

○生活習慣の改善により、睡眠の質の改善や便秘の解消等といった、すぐに得

られる副次的効果が期待できることを伝える。 

○毎日実施することが難しそうな場合は、週に何回か実施することでもメリ

ットがあることを説明する。 

○無関心期の者には、たとえ目標設定まで至らなくても、日常生活に目を向け

られるように促し、メタボリックシンドロームの病態や予後についての意識
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（変更のうえ、第３編第３章３－２（５）へ移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付けを行う。 

○好ましくない生活習慣を続けることのデメリットについて理解を促し、行

動変容への自信を高める。（対象者の身近な人に起こった出来事等から、対象

者が気になっている生活習慣病やその病態、関連する保健行動について、対象

者の知識・認識を確認しつつ、好ましくない保健行動を継続することによるデ

メリットを伝える。また、望ましい保健行動を継続したことで健診データが改

善した人の感想を伝え、対象者にも実行可能であることの認識を促す。） 

３）グループワークの活用 

○グループワークの場合はグループダイナミクスを利用して、気付きが自分

の生活状況の表現のきっかけになるようにする。 

○グループワークでお互い共有できる部分があることを知ることにより、仲

間と共に具体的な生活改善に取り組もうとする意欲を促す。 

○グループ内の他者の生活状況等から、対象者自身の生活習慣を振り返るき

っかけになるよう支援する。 

⑤科学的根拠に基づく健康行動の理解促進及び教材の選定 

１）対象者の行動変容を促すことができるような教材の選定 

教材を選定するに当たっては、対象者の関心度や理解度、生活環境等にあっ

たものであるか等について、十分に吟味する。たとえば、以下の点について検

討する。 

○対象者が体に起こっている変化を実感し、現在の健康状態を理解できるよ

うな教材であるか。 

○身体活動・運動によるエネルギー消費量と、よく食べる料理・菓子・アルコ

ール等の摂取エネルギー量を一緒に見ながら考えることができるような教材

であるか。 

○これまでの生活習慣について、何をどう変えたらよいのか、そしてこれなら
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（変更のうえ、第３編第３章３－２（６）へ移動） 

 

 

 

 

 

 

 

できそうだと実感できるために、１日あたりの生活に換算して示せるような

教材であるか。 

○習慣化している料理や食品等から、エネルギーの過剰摂取改善に寄与し、か

つ対象者が生活習慣の改善として受け入れやすい教材であるか。たとえば、調

理法（揚げ物等）、菓子・嗜好飲料（ジュース、缶コーヒー、アルコール等）

の量とエネルギー等との関係等の内容が掲載されているか。 

２）教材を一緒に見ながら、生活習慣病に関する代謝のメカニズムや内臓脂肪

と食事（エネルギーや栄養素等）の内容や身体活動との関係について説明す

る。 

３）効果的な食生活・身体活動の根拠について説明する。 

例）学会等の治療ガイドライン、日本人のための食事摂取基準、食事バランス

ガイド、健康づくりのための身体活動基準 2013、健康づくりのための身体活

動指針（アクティブガイド）等。 

4）現在の生活習慣における問題点への気付きがみられた際には、自らがその

問題点について改善が必要であると自覚できるように、その問題点に関する

加齢の影響等を含めて専門的な支援を行う。 

５）教材の効果を確認しながら、必要に応じて教材の改善につなげていく。 

⑥目標設定 

１）減量の数値目標の具体化 

○メタボリックシンドローム改善の場合、６か月で体重の３～５％減量する

ことで効果が期待できること、いったん体重を減量した後は、その維持が大切

であることを説明する。また、その後の効果の継続のためには、初期の体重減

少の実感が大事である。 

２）自己決定の促し 

○日々の生活の中で実行でき、また継続できるよう、より具体的な目標を設定
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（変更のうえ、第３編第３章３－２（７）へ移動） 

 

 

 

 

 

 

できるよう促す。 

○対象者が考え、自己表現できる時間を大切にする。 

３）行動化への意識付け 

○目標達成に対する自信を確認し、達成のために障害となる場合を想定した

対処法を対象者と共に考える。 

○設定した目標を見やすい場所に明示しておく等、行動化への意識付けを促

す。 

○設定した目標を家族や仲間に宣言することを促す。 

○セルフモニタリングの意味と効用を説明する。その際に活用できる行動計

画実施状況把握のためのチェックリストの例を様式２に示す。 

４）社会資源・媒体等の紹介 

○具体的な支援媒体、記録表、歩数計等を紹介し、可能であれば提供する。 

○健康増進施設や地域のスポーツクラブ、教室等のプログラムを紹介する。 

○地域の散歩コース等を消費エネルギーが分かるように距離・アップダウン

を含めて提示する。 

○地域の教室や自主グループ等を紹介する。 

○地域の中で栄養表示やヘルシーメニューを提供している飲食店等が分かる

ような情報があれば提供する。 

⑦保健指導期間中の継続フォロー 

１）継続フォローの重要性の説明と了解 

○継続したフォローを実施することで、対象者の状況を把握し、適切な行動変

容を行う上で何か問題があれば、その都度解決等を図ることも可能であるこ

とを説明する。 

○対象者の負担とならない程度のフォロー頻度をあらかじめ確認し、設定し

ておく。 
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（変更のうえ、第３編第３章３－２（８）へ移動） 

 

 

 

 

 

 

○目標達成ができなかった場合でも、あらためて目標達成に向けて取り組む

ことは可能であることを伝える。 

○これからも支援していくという姿勢・保健指導実施者の思いを伝える。 

２）支援形態の確認 

○面接、電話、電子メール、ＦＡＸ等の具体的な方法を確認する。 

３）目標の再確認 

○努力していること、達成感を得ていることを言語化してもらう。 

○１回設定した目標の達成度と実行に当たって障害がなかったかを確認す

る。 

○目標以外に実行したことを確認する。 

○中間評価の時に自分の目標到達状況について、話してもらえるような関係

作りをしておく。 

○目標に対する到達点を対象者にも評価してもらう。 

○対象者が成果を目に見える形で感じられるよう、数値や体調、気持ちの変化

への気付きを促す。 

○対象者の努力を評価する。 

○目標が達成できなかった場合は、今後どうしていきたいか対象者の意向を

確認してから、現実に合わせた実行できる目標に修正していく。 

⑧評価（３～６か月後） 

１）目標達成の確認 

○これまでの努力を対象者と共に評価し、目標達成状況、取組の満足度等を確

認する。 

○期間中の保健指導が、対象者の生活にとってどのような効果をもたらした

かを確認できるようにする。 

○具体的に身についた知識やスキルを確認し、今後の具体的な目標の提示を
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（変更のうえ、第３編第３章３－７の最後へ移動） 

 

（変更のうえ、第３編第３章３－４へ移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

促す。 

○今後、セルフケアを行っていくことへの意思を確認する。 

○減量した場合、リバウンドの予測と対応について助言する。 

○手紙を送付する。 

○今後の予定を説明する。 

２）個人の健診デ－タの評価 

○毎年、必ず健診を受診するよう促し、次回の健診データ等を活用して、客観

的な評価を行う。 

 

様式２ 

 

３－６保健指導の未実施者及び積極的支援の中断者への支援 

保健指導の効果を高めるためには、保険者及び保健指導実施者が連携し、全

ての対象者が確実に保健指導を受けるように努力することが必要である。 

何らかの理由により動機付け支援又は積極的支援の対象者の中に、保健指

導を受けない者や中断者が発生している場合には、たとえば次のような支援

を行うことが考えられる。 

○保健指導実施者は、対象者が保健指導を受けなかった場合、電話、電子メー

ル、ＦＡＸ等により実施予定日から１週間以内に連絡し、保健指導を受けるよ

うに促す。 

○保健指導実施者が連絡したにも関わらず、対象者が保健指導を受けない場

合には、保険者に連絡し、保険者からも保健指導を受けるように促す。 

○動機付け支援及び積極的支援の初回時において、連絡したにもかかわらず

対象者が保健指導を受けない場合は、情報提供は必ず実施することが必要で

ある。 
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３－５ 「無関心期」、「関心期」にある対象者への支援 

行動変容のステージ（準備状態）が「無関心期」、「関心期」にある対象者に

ついては、保健指導に加えて行動変容につながりやすい環境整備を考慮する。 

 

 

 

「無関心期」にある者でも、何かがきっかけとなって行動変容への意欲が向

上することがある。そのため、ポピュレーションアプローチ（職域では、事業

主と連携して）による、健康的な環境づくり（単に情報を提供するだけでな

く、環境を整えて健康的な選択を誘導する等の取組み）が重要である。 

○積極的支援においては、支援内容や方法、日時等について保健指導の計画を

作成する際に対象者と十分な話し合いを行い、計画について対象者が十分に

納得することにより、保健指導の終了まで継続的に支援できるように工夫す

ることが必要である。 

○最終的に動機付け支援や積極的支援において保健指導が未実施となった

者、中断した者については、次回の保健指導実施時に、保健指導を優先的に実

施することが望ましい。 

○保険者は、保健指導の未実施者及び中断者からその理由を聞くことや、保健

指導実施者と保険者が話し合いをすること等により、保健指導を受けない理

由を明確にし、次回以降の保健指導につなげることが必要である。 

○保健指導の実施においては、ポピュレーションアプローチや社会資源を有

効に活用する必要がある。 

○職域においては、事業主と連携し、未利用者が支援を受けやすく、積極的支

援を中断しにくい体制を検討することが必要である。 

 

３－７ 「無関心期」、「関心期」にある対象者への支援 

行動変容のステージ（準備状態）が「無関心期」、「関心期」にある対象者

については、個別面接を中心とした支援を継続して行い、行動変容に対する意

識の変化をめざす。行動目標の設定を行い、健診結果と健康状態との関連の理

解・関心への促し、日常生活の振り返りへの支援を確実に行う等、対象者に合

わせた支援を行う。 

「無関心期」にある者でも、何かがきっかけとなって行動変容への意欲が向

上することがある。そのため、ポピュレーションアプローチ（職域では、事業

主と連携して）による、健康的な環境づくりやきめ細かな健診結果の通知、そ

のほかの情報提供を心がけることが重要である。 
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３－６ ２回目以降の対象者への支援 

支援を実施しても、保健指導レベルが改善せず、繰り返し保健指導対象者と

なる場合がある。また、健診結果や生活習慣（行動変容ステージ）が改善した

にも関わらず、連続して保健指導対象者になる場合もある。これらを踏まえ、

２回目以降の対象者に対する支援としては、次の点に留意する。 

 

○保健指導実施者が同じ説明を繰り返すことに対して否定的な感情を持つ場

合も少なくないことから、まずはこれまでの支援で対象者がどんな知識を得

たのか、またどのような目標を立てて行動したのかを共に確認する。 

○対象者が「頑張ったけれど続かなかったこと」、「最初は減量できたのに、リ

バウンドしてしまった」等、自らの行動や体重変化を意識している分、これま

での支援よりも具体性、実践可能性を持った目標設定ができることから、対象

者がより主体的に目標設定に参画できるよう促す。 

○減量等の目標を設定するに当たっては、前回までの目標値の達成状況を勘

案して、無理のない目標設定を行う。なお、目標の再設定にあたり、目標の下

方修正が生じる場合があるが、モチベーション低下を招かないよう配慮する

ことが必要である。 

○同じ保健指導実施機関で実施する場合には、これまでの目標や達成状況、検

査データの変化、前回の保健指導終了後からの取組状況、２回以上続けての保

健指導利用に対する期待や不安等を確認することが望ましい。 

○年齢や支援開始時の状況等により、１回の支援だけでは結果（成果）が表れ

にくい場合があることについて理解を促し、長期的な健康管理を継続して支

援しているという信頼関係が得られるよう、保健指導の機会を活用すること

が重要である。さらに、前回とは異なる支援資料が活用できるようにしておく

 

３－８ 2回目以降の対象者への支援 

動機付け支援や積極的支援を実施しても、保健指導レベルが改善せず、繰り

返し保健指導対象者となる場合がある。また、健診結果や生活習慣（行動変容

ステージ）が改善したにも関わらず、連続して保健指導対象者になる場合もあ

る。これらを踏まえ、２回目以降の対象者に対する支援としては、次の点に留

意する。 

○保健指導実施者が同じ説明を繰り返すことに対して否定的な感情を持つ場

合も少なくないことから、まずはこれまでの支援で対象者がどんな知識を得

たのか、またどのような目標を立てて行動したのかを共に確認する。 

○対象者が「頑張ったけれど続かなかったこと」、「最初は減量できたのに、

リバウンドしてしまった」等、自らの行動や体重変化を意識している分、これ

までの支援よりも具体性、実践可能性を持った目標設定ができることから、対

象者がより主体的に目標設定に参画できるよう促す。 

○減量等の目標を設定するに当たっては、前回までの目標値の達成状況を勘

案して、無理のない目標設定を行う。なお、目標の再設定にあたり、目標の下

方修正が生じる場合があるが、モチベーション低下を招かないよう配慮する

ことが必要である。 

○同じ保健指導機関で実施する場合には、これまでの目標や達成状況、検査デ

ータの変化、前回の保健指導終了後からの取組状況、２回以上続けての保健指

導利用に対する期待や不安等を確認することが望ましい。 

○年齢や支援開始時の状況等により、１回の支援だけでは結果（成果）が表れ

にくい場合があることについて理解を促し、長期的な健康管理を継続して支

援しているという信頼関係が得られるよう、保健指導の機会を活用すること

が重要である。更に、前回とは異なる支援資料が活用できるようにしておく
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等、マンネリ化を防ぐための工夫をすることが望ましい。 

○特に高齢者は、保健指導判定値を下回るほどの大幅な改善は難しいことか

ら、繰り返し保健指導対象者になった場合であっても、現状維持をしていれば

良好であると、前向きに考えることができるような支援を行うことが望まし

い。 

○個別支援とグループ支援、講義（話）や身体活動、食生活の実技を取り入れ

る等、支援内容についても対象者にとってより興味が持て、効果が期待できる

内容に変更する等の工夫をする。 

 

 

 

 

 

 

（変更のうえ、第３編第３章３－８へ移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等、マンネリ化を防ぐための工夫をすることが望ましい。 

○特に高齢者は、保健指導判定値を下回るほどの大幅な改善は難しいことか

ら、繰り返し保健指導対象者になった場合であっても、現状維持をしていれば

良好であると、前向きに考えることができるような支援を行うことが望まし

い。 

○個別支援とグループ支援、講義（話）や身体活動、食生活の実技を取り入れ

る等、支援内容についても対象者にとってより興味が持て、効果が期待できる

内容に変更する等の工夫をする。 

○なお、特定保健指導では、第三期（平成 30 年度）から、従来の積極的支援

に加えて、保険者の判断により、２年連続して積極的支援に該当した者への２

年目の特定保健指導の弾力化を行えるようになる。運用の詳細については、

「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（厚生労働省保険

局）」を参照。 

 

３－９特定保健指導の対象とならない非肥満の脳・心血管疾患危険因子保有

者に対する生活習慣の改善指導 

平成 20 年４月より生活習慣病予防施策として、特定健康診査・特定保健指

導が実施されているが、特定保健指導の対象者は、内臓脂肪蓄積による肥満が

ある者に限定されている。 

しかし、脳・心血管疾患に対する、高血圧、脂質異常症、糖尿病等の影響は、

肥満と独立していることが国内外の多くの疫学研究で明らかとなっている。

すなわち、特定保健指導の対象とならなかった者（以下、非肥満者）において

も、高血圧、脂質異常症、糖尿病、喫煙習慣は脳・心血管疾患の発症の危険因

子であり、国民全体における脳・心血管疾患の発症予防を効果的に推進するた

めには、非肥満者においても脳・心血管疾患危険因子を有する者への対策が必
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要である。 

食生活、身体活動、喫煙習慣といった生活習慣に対する保健指導が、これら

の生活習慣病の予防や進行の抑制に効果があることが報告されている。また、

わが国の地域・職域における無作為化比較試験（ＲＣＴ）を対象に、肥満の有

無別に、血圧、脂質異常、血糖、及び喫煙に対する非薬物療法の効果を検討し

た結果、いずれの脳・心血管疾患危険因子でも、非肥満者における生活習慣へ

の介入効果がみられたｌ。これらの介入研究で用いられている指導内容は、各

学会がガイドラインで推奨する生活習慣改善の方法と方針は同じであり、肥

満、非肥満に関わらず、危険因子を改善するための有効な方法は、基本的には

共通である。しかし、減量や生活習慣に関する保健指導において、対象者が肥

満であることを前提とした指導方法を、非肥満者に対してそのままでは適応

できない部分がある点に、留意する必要がある。 

各学会のガイドラインに示されている通り、エビデンスの確立された生活

習慣への介入による、様々な脳・心血管疾患危険因子の改善方法がある。表 12

に、危険因子ごとの具体的な生活習慣改善方法を、効果と必要性からみた優先

順位と共に示す。保健指導の場では、優先順位が高い生活習慣の改善方法であ

っても、対象者にとって実行が困難、もしくは優先順位が低くなる場合もあ

る。保健指導実施者は、表 12 を参考にしながらも、対象者自身が自己決定す

ることを原則に、対象者にとって実行性が高い方法を選び、場合によっては対

象者自身に選んでもらうことから始めることで、対象者が生活習慣を確実に

改善できるように支援することが重要である。また保健指導実施者には、一度

に多くの目標を立てず、対象者が一つでも目標を達成できれば賞賛し、少しず

つでも健康的な生活習慣が対象者に根付くよう、支援することが求められる。

更に禁煙等については、保健指導実施者から提案することも必要である。 

なお、非肥満の脳・心血管疾患危険因子保有者に対する生活習慣の改善指導
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(変更のうえ、第３編第３章３－９へ移動) 

 

を行うに当たっては、以下の点に留意すべきである。 

○特定健診の結果で要医療に該当する場合には、まず医療機関への受診勧奨

を行い、かかりつけ医の指示に従って、生活習慣を改善するよう指導する。 

○危険因子の原因として、生活習慣以外に加齢や遺伝等、変えることのできな

い要因があることに留意する。 

○家族性高脂血症や非肥満のインスリン分泌低下型では、早期の薬物療法が

必要な場合があるため、保健指導の実施に当たっては医師と相談する。 

○非肥満者の中には体重を自らコントロールしている者（すでに減量した者、

体重が増加しないように注意している者）が一定数含まれていることを認識

した上で保健指導を実施する。 

○高齢者では保健指導判定値レベルで循環器リスクが高まるかどうかを個別

にリスク判断し、医師と相談の上、対応の優先順位を誤らないようにする。 

 

表１２ 

 

第 3 編別添３「特定保健指導の対象とならない非肥満の脳・心血管疾患危

険因子保有者に対する生活習慣の改善指導」に、危険因子ごと、生活習慣ごと

の生活習慣改善の要点を示す。 

 

ｌ平成 27 年度厚生労働科学研究費補助金疾病・障害対策研究分野循環器疾患・

糖尿病等生活習慣病対策総合研究「非肥満者に対する保健指導方法の開発に

関する研究（研究代表者宮本恵宏）」 

 

３－10 宿泊型新保健指導（スマート・ライフ・ステイ）プログラム 

従来の保健指導では十分に効果が得られなかった者や健康への関心が低い
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者に対する保健指導の新たな選択肢として、宿泊型新保健指導（スマート・ラ

イフ・ステイ）プログラムがある。これは、体験学習や相談の機会が増加する

こと、グループダイナミクスの相乗効果等により、困難事例に対する指導法と

して推奨される。非肥満の糖尿病予備群あるいは服薬中のため特定保健指導

対象外となる者に対しても、効果が確認されており、より効果性が高く重点的

な保健指導プログラムとして、保健指導対象者の健康課題や保険者等の実情

に応じて、利活用することができる。 

本プログラムの実践を通して、保健指導実施者と宿泊施設等の地域資源と

の連携が深まることにより、従来の枠組みを越えた多様な地域連携の強化と

資源発掘、人材育成を促進し、これらが波及することによって健康な地域づく

り推進に貢献することができる。宿泊型新保健指導プログラムの概要は以下

の通りである。 

○宿泊施設（ホテル、旅館、保養所等）や地元観光資源等を活用し、医師、保

健師、管理栄養士、健康運動指導士等の多職種が連携して提供する保健指導プ

ログラムである。 

○旅の持つ楽しさ・快適さの中で、健康の大切さを実感できるような働きかけ

を行う。 

○十分な時間があることを活かし、座学のみならずグループ学習、食生活や身

体活動に関する体験学習、個別面談等により、生活習慣改善の必要性について

理解を促し、具体的かつ実行可能な行動計画を立てる。 

○運動実践に当たっては、参加者の健康状態や気候状況に応じたリスクマネ

ジメントを行う。地域の自然環境やスポーツ施設等を活用したプログラムを

実践する。 

○食生活指導においては、宿泊施設と連携して主食、主菜、副菜を組み合わせ

た食事の体験やバイキング実習の活用等が効果的である。 
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３－７ 特定保健指導における情報提供・保健指導の実施内容 

本項では、特定保健指導に特化した内容を示す。よって、本項における健康

診査は特定健診を、保健指導は特定保健指導のことをいう。なお、特定健診・

保健指導の枠組以外においてもメタボリックシンドロームに関する保健指導

についても活用が可能であるため、留意されたい。 

なお、特定保健指導の運用の詳細は、「特定健康診査・特定保健指導の円滑

な実施に向けた手引き」の「２.特定保健指導」を参照すること。 

 

（１）対象者ごとの保健指導プログラムについて 

本プログラムは、対象者の保健指導の必要性の度合いに応じて、「動機付け

支援」、「積極的支援」に区分されるが、各保健指導プログラムの目標を明確に

した上で、サービスを提供する必要がある。 

なお、支援に当たっては、既存の保健事業や社会資源を活用し、地域や職域

で行われている健康づくりのためのポピュレーションアプローチとも関連づ

けていくことが重要である。また、同じ対象者に対する支援は、毎年同じ内容

○グループダイナミクスが醸成されるよう、参加者同士が健康感や体験談を

話しあう、励ましあう等のグループワークを複数回設けることが望ましい。 

○宿泊時に立てた行動計画を実現できるよう、継続的な支援を行うことが望

ましい。特定保健指導対象者では、継続的支援のポイントを満たすように支援

計画を立てる。 

宿泊型新保健指導プログラムそのものを実施できない場合には、グループ

学習や運動体験、食事体験等、本プログラムの一部分を日帰り体験といった保

健指導に取り入れて実施することも考えられる。詳細は、第３編別添４「宿泊

型新保健指導（スマート・ライフ・ステイ）プログラム」を参照されたい。 

 

（変更のうえ、第３編第３章３－３から移動） 

 

 

 

 

 

 

 

（変更のうえ、第３編第３章３－１（２）から移動） 
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を繰り返すことなく、対象者の特性や過去の指導内容を踏まえて常に改善に

努めることが必要である。 

 

（２）保健指導実施者 

保健指導は、医師、保健師、管理栄養士が中心となって担うこととする。「動

機付け支援」及び「積極的支援」において、①初回の面接、②対象者の行動目

標・支援計画の作成、③保健指導の評価は、医師、保健師、管理栄養士が行う

こと。ただし、これまで保険者や事業者において看護師による保健事業がなさ

れてきた実態を踏まえ、令和 11 年度末まで、引き続き、保健指導に関する一

定の実務経験のある看護師 nが行うことも可能とする。 

「動機付け支援」及び「積極的支援」のプログラムのうち、食生活・身体活

動に関する対象者の支援計画に基づく実践的指導は、医師、保健師、管理栄養

士、そのほか食生活の改善指導に関する専門的知識及び技術を有する者 o、運

動指導に関する専門的知識及び技術を有する者 p（公益財団法人健康・体力づ

くり事業財団が認定する健康運動指導士や事業場における労働者の健康保持

増進のための指針に基づく運動指導、産業栄養指導、産業保健指導担当者等）

が実施する。 

また、それらの実践的指導においては、グループ支援を合わせて用いること

も効果的であり、その場合は、地域内や職域の種々の関係者の協力を得ること

が重要である。 

保健指導において、禁煙支援を行う場合には、禁煙補助薬の活用が有効であ

ることから、医師、薬剤師と連携する等、保健指導の内容や対象者の心身等を

考慮し、他職種との連携を図ることが望ましい。 

なお、医師に関しては、公益財団法人日本医師会認定健康スポーツ医等と連携

することが望ましい。 
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さらに、保健指導実施者は、健診・保健指導の研修ガイドラインに記載され

ている研修を修了していることが望ましい。 

 

（３）「情報提供」 

① 目的 

対象者が健診結果から、自らの身体状況を認識すると共に、生活習慣を見直

すきっかけとする。また、健診結果とあいまって、医療機関への受診や継続治

療が必要な対象者に受診や服薬の重要性を認識してもらうと共に、健診受診

者全員に対し継続的に健診を受診する必要性を認識してもらう。 

② 対象者 

健診受診者全員を対象とする。 

③ 支援期間・頻度 

年１回（健診結果の通知と同時に実施）あるいはそれ以上とする。 

④ 支援内容及び支援形態 

情報提供の支援内容として、下記の点に留意する。 

○全員に画一的な情報を提供するのではなく、健診結果や健診時の質問票か

ら対象者個人に合わせた情報を提供する必要がある。 

○対象者に対して、健診結果に基づいた生活習慣の改善について意識付けを

行うことが重要である。なお、自分の健康リスクを適切に認識できることや対

象者のやる気を引き出すことができるよう、また、保健指導を拒否すること

や、医療機関を受診せずに放置する者を減らせるように、工夫することが重要

である。そのためには、健診結果に基づき、健診受診者全員に自らの病気のリ

スクを自分自身の問題として認識してもらえるよう、きめ細かな情報提供を

行う。 

○健診結果や質問票から特に問題とされることがない対象者へは、健診結果
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の見方や、健康の保持増進に役立つ内容の情報を提供する。あわせて、毎年の

継続的な健診受診の重要性について、生活習慣の変化と健診結果の変化の関

係を理解してもらい、年１回、健診結果を確認して、生活習慣改善を行う意義

や合理性について納得してもらえるように伝える。 

○医療機関への受診の必要性はないが、検査値に異常が見られる対象者へは、

上記に加え、検査値を改善するための個人の状態に応じた生活習慣のアドバ

イスを提供する。 

○医療機関への受診や継続治療が必要な対象者へは、受診や服薬の重要性を

認識してもらえるよう工夫する。「第２編別添資料健診結果とそのほか必要な

情報の提供（フィードバック文例集）（●ページ）」を参照されたい。 

ａ 健診結果 

健診の意義（自分自身の健康状態を認識できる機会、日頃の生活習慣が健診

結果に表れてくる等）や健診結果の見方（データの表す意味を自分の身体で起

きていることと関連づけられる内容、疾病リスクとの関係で検査数値の持つ

意味についての説明）を情報提供する。また、健診結果の経年変化をグラフ等

により分かりやすく示し、対象者が経年的な身体の変化を理解できるよう工

夫する。 

ｂ 生活習慣 

メタボリックシンドロームや生活習慣病に関する基本的な知識と、対象者の

行っているどのような生活習慣が生活習慣病を引き起こすかという情報提供

をする。 

食事バランスガイドや「健康づくりのための身体活動基準 2013（平成 25 年

３月 運動基準・運動指針の改定に関する検討会）」、「健康づくりのための身体

活動指針（アクティブガイド）」等に基づいた食生活・身体活動等の生活習慣、

料理や食品のエネルギー量、身体活動によるエネルギー消費量等について、質
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問票から得られた対象者の状況に合わせて具体的な改善方法の例示等を伝え

る。 

ｃ 社会資源 

対象者にとって身近で活用できる健康増進施設、地域のスポーツクラブや

運動教室、健康に配慮した飲食店や社員食堂に関する社会資源の情報等も提

供する。 

情報提供の支援形態では、対象者や保険者の特性に合わせ、支援手段を選択

する。主な手段としては、次のようなものが考えられる。 

○情報提供用の資料を用いて、個別に説明する。 

○健診結果を通知する際に情報提供用の資料を合わせて提供する。 

○職域等で日常的にＩＣＴ等が活用されていれば、個人用情報提供画面を利

用する。 

○結果説明会で情報提供用の資料を配布する。 

⑤ 特定保健指導非対象者について 

階層化の結果、保健指導の対象には該当しなかった者については、情報提供

することが、健康に関して動機付けとなる貴重な機会になることや、非肥満で

も危険因子が重複すると、肥満者と同様に脳卒中等の脳・心血管疾患の発症リ

スクが高まること等に留意する。特に以下の者に対しては、生活習慣の改善や

確実な医療機関への受診勧奨、生活習慣病のコントロールの重要性等につい

て、必要な支援を直接行うことが望ましい。 

○腹囲や検査データ等は現在正常の範囲であるが、喫煙や食生活・身体活動等

の生活習慣等に問題があり、今後の悪化が懸念される者 

○検査データでは保健指導判定値以上であるが、肥満がないため特定保健指

導の対象とはならない者 

○受診勧奨がなされているにも関わらず、医療機関を受診していない者 
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○服薬中であるがコントロール不良の者 

⑥ ＩＣＴ等を活用した分かりやすい情報提供の推進 

情報提供に当たっては、個人の健康の「気付き」につながるよう、ＩＣＴ等も

活用しながら分かりやすく健診結果等を提供すると共に、情報の内容も本人

にとっての付加価値を高めるといった工夫が必要である。詳細については、

「個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブを提供する取組に係るガ

イドライン（厚生労働省）」（http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000 

124579.html ）も参照されたい。なお、ＩＣＴ等を活用して本人に分かりやす

く健診結果の情報提供を行うこと等は、保険者における予防・健康づくり等の

インセンティブにおいて、保険者種別に関わりなく共通的に取組む指標の一

つに位置付けられている。 

 

（４）「動機付け支援」 

① 目的 

対象者への個別支援又はグループ支援により、対象者が自らの健康状態を自

覚し、生活習慣を振り返り、自分のこととして重要であることの認識を促すこ

とが重要である。その後、自身の生活習慣の改善点・伸ばすべき行動に気付

く、生活習慣改善のための行動目標を自ら設定でき、保健指導後、対象者がす

ぐに実践（行動）・継続できるような動機付けとなることを目指す。 

② 対象者 

健診結果・標準的な質問票から、生活習慣の改善が必要と判断された者で、

生活習慣の変容を促すに当たって、行動目標の設定やその評価に支援が必要

な者を対象とする。 

③ 支援期間・頻度 

原則１回の支援を行い、３か月経過後に評価を行う。ただし、保険者の判断
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で、対象者の状況等に応じ、６か月経過後に評価を実施することや、３か月後

の実績評価終了後に更に独自のフォローアップ等を行うこともできる。実績

評価後に、例えばＩＣＴを活用して生活習慣の改善の実践状況をフォローす

る等、対象者の個別性や保険者の人的・財政的支援に応じた効果的・効率的な

取組が期待される。 

④ 支援内容及び支援形態 

動機付け支援の支援内容及び支援形態については、「特定健康診査・特定保

健指導の円滑な実施に向けた手引き」の「２-４動機付け支援」を参照のこと。

以下には、保健指導に必要な支援内容の具体を記す。 

面接や詳細な質問項目 qにより対象者の生活習慣や行動変容ステージ（準備

状態）を把握し、健診結果やその経年変化等から、対象者に対し、身体に起こ

っている変化の理解を促す。そして、対象者の健康に関する考えを受け止め、

対象者が、自分の生活習慣の改善点・継続すべき行動等に気付き、自ら目標を

設定し、行動に移すことができる内容とする。 

特に、食生活については、栄養素の代謝メカニズムを理解し、食事や食材料

の栄養的特性を踏まえた上で、実際の食べ方について具体的に指導を行うこ

とが重要である。その際、対象者の関心や理解度、ライフスタイル等に応じて

教材等を工夫して活用することが望ましい。 

身体活動については、対象者の身体活動量や運動習慣、行動変容ステージ、

生活・就労環境を把握した上で、それらの状況に応じた支援が必要である。ま

た、身体活動の増加により、不慮の事故や運動器の傷害をきたす可能性が想定

されるため、安全に対する配慮が不可欠である。健康づくりのための身体活動

基準 2013、健康づくりのための身体活動指針（アクティブガイド）は、上述

の身体活動増加のポイントが分かりやすく示されており、支援ツールとして

活用できる。これらを踏まえて、対象者個人の健康状態や生活習慣から、重要
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度が高く、取組やすい情報について、ポイントを絞って提供することが望まし

い。 

ａ面接による支援 

○生活習慣と健診結果との関係の理解、メタボリックシンドロームや生活習

慣病に関する知識の習得、生活習慣の振り返り等から、対象者が生活習慣改善

の必要性に気付き、自分のこととして重要であることを認識できるように支

援する。 

○健康診査の受診後早期に初回面接を行うことは、健康意識が高まっている

時に受診者に生活習慣の改善の必要性を理解させることにつながるため、重

要である。 

○対象者が、生活習慣を改善するメリットと現在の生活習慣を続けるデメリ

ットについて理解できるように支援する。 

○対象者の生活習慣の振り返り、行動目標や行動計画、評価時期の設定につい

て話し合い、それらの設定や策定ができるように支援する。 

○体重・腹囲の計測方法について説明する。 

○食生活・身体活動等の生活習慣の改善に必要な実践的な支援をする。 

○必要な社会資源を紹介し、対象者が有効に活用できるように支援する。 

ｂ 行動計画の実績評価 

○行動計画の実績評価は、対象者の行動変容の成果を把握すると共に、保健 

指導の質を評価するものである。 

○体重や腹囲の達成目標や設定した個人の行動目標が達成されているか、身

体状況や生活習慣に変化が見られたかについて評価を行う。 

○必要に応じて評価時期を設定して、対象者が自ら評価すると共に、３か月以

上経過後に保健指導実施者による評価を行い、評価結果を対象者に提供する。 

○評価項目は対象者自身が自己評価できるように設定するが、体重及び腹囲
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は必須である。 

○今後、どのようにしていきたいか確認し、取組がうまく進まない場合や状態

の改善が見られなかったり、悪化が想定される場面についての対応策を助言

する。 

○次年度にも継続して健診を受診するよう勧める。 

 

（５）「積極的支援」 

① 目的 

「動機付け支援」に加えて、定期的・継続的な支援により、生活習慣の改善

のための行動目標を設定し、目標達成に向けた実践（行動）に取組ながら、保

健指導終了後には、その生活習慣が継続できることを目指す。 

② 対象者 

健診結果・質問票から、生活習慣の改善が必要と判断された者で、そのため

に保健指導実施者によるきめ細やかな継続的支援が必要な者。 

③ 支援期間・頻度 

初回面接による支援を行い、その後、３か月以上の継続的な支援を行う。ま

た、当該３か月以上の継続的な支援後に評価を行う。ただし、保険者の判断

で、対象者の状況等に応じ、従前どおり６か月経過後に評価を実施すること

や、３か月経過後の実績評価の終了後に更に独自のフォローアップ等を行う

こともできる。実績評価後に、例えばＩＣＴを活用して生活習慣の改善の実践

状況をフォローする等、対象者の個別性や保険者の人的・財政的状況に応じた

効果的・効率的な取組が期待される。 

④ 支援内容及び支援形態 

積極的支援の支援内容及び支援形態については、「特定健康診査・特定保健

指導の円滑な実施に向けた手引き」の「２-５積極的支援」を参照のこと。以
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下には、保健指導に必要な支援内容の具体を記す。 

積極的支援では、動機付け支援に加えて以下の内容に留意する。 

壮年期においては、内臓脂肪の蓄積を共通の要因として、糖代謝異常、脂質

代謝異常、高血圧の状態が重複した場合に、心血管疾患等の発症可能性が高ま

ることから、これらの発症及び重症化の予防の効果を高めるため、保健指導

は、健康診査の結果から対象者本人が身体状況を理解し、生活習慣の改善の必

要性を認識し、行動目標を自らが設定し実行できるよう、個人の行動変容を促

すものとすること。 

また、行動が継続できるように定期的・継続的に支援し、取組の工夫の確認

や強化、また、継続ができていない場合はその理由の確認や目標の見直し等を

行う。 

ａ 初回時の面接による支援 

○動機付け支援と同様の支援とする（●ページ「第３編第３章３－７（4）動

機付け支援」④ a 面接による支援参照）。ただし、積極的支援においては、対

象者が行動目標を達成するために必要な計画を立てるとともに、その内容を

とりまとめた特定保健指導支援計画（様式２参照）を初回面接において作成す

る必要がある。 

○対象者の健康に関する考え方を受け止め、対象者が考える将来の生活像を

明確にした上で、行動変容の必要性を実感できるような働きかけを行い、具体

的に実践可能な行動目標を対象者が選択できるように支援する。 

○実践可能な行動目標について、優先順位を付けながら、対象者と一緒に考

え、対象者自身が選択できるよう支援する。 

○支援の結果として一定のアウトカムが得られるように、必要なプロセスを

積み上げること。 

ｂ ３か月以上の継続的な支援 
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○初回面接支援の際に作成した特定保健指導支援計画や実施報告書、支援計

画の実施状況を確認するため、対象者の行動計画への取組とその評価等につ

いて記載したものの提出を求め、それらの記載に基づいた支援を行う。 

○継続的な支援の方法については、対象者の希望を踏まえて、必要に応じて決

定していく。 

○保健指導は、個人又は集団を対象として行う方法があり、さらに各々につい

て対面及び ICT を活用した方法がある。支援の際は、それぞれの特性を踏ま

え、適切に組み合わせて実施する。 

○生活習慣の改善に必要な事項について実践的な指導をする。 

○取組んでいる実践と結果についての評価と再アセスメント、生活習慣の振

り返りを行い、必要があると認めるときは、行動目標や計画の再設定を行う。 

ｃ 行動計画の実績評価 

○行動計画の実績評価は、個別の対象者に対する保健指導の効果に関するも

のである。 

○評価項目は対象者自身が自己評価できるように設定するが、体重及び腹囲

は必須である。 

○体重や腹囲の達成目標や設定した個人の行動目標が達成されているか、身

体状況や生活習慣に変化が見られたかについて評価を行う。 

○評価時期を設定して、対象者が自ら評価すると共に、３か月以上の継続的な

支援終了後に保健指導実施者による評価を行い、評価結果を対象者に提供す

る。 

○必要に応じて中間評価を設定し、実践している取組内容及び結果について

の評価と再アセスメント、生活習慣の振り返りを行い、必要があると認めると

きは、行動目標や計画の修正を行う。 

○実績評価時に、対象者が実践している取組内容及びその結果についての評
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価を行い、体重や腹囲が２cm以上かつ２kg減の達成目標に至らなかった場合

は、今後、どのようにしていきたいか確認し、取組がうまく進まない場合や状

態の改善が認められない場合、悪化が想定される場面についての対応策を助

言する。 

○次年度にも継続して健診を受診するよう勧めるとともに、対象者が生活習

慣の改善が図られた後の行動を継続するよう意識付けを行う。 

○継続的な支援の最終回と一体的に実施しても差し支えない。 

積極的支援の支援形態については、「特定健康診査・特定保健指導の円滑な

実施に向けた手引き」の「２-５積極的支援」を参照のこと。 

⑤ 支援ポイント 

○アウトカム評価とプロセス評価を合計し、180p 以上の支援を実施すること

を保健指導終了の条件とする。 

○腹囲 2cm 以上かつ体重 2kg 以上減少又は体重が当該年度の特定健康診査の

体重の値に 0.024 を乗じて得た値（kg）以上かつ腹囲が当該値（cm）以上減少

したと認められた場合は 180p と設定する。 

○腹囲 2cm 以上かつ体重 2kg 以上減に達していない場合においても、生活習

慣病予防につながる行動変容や腹囲 2cm 以上かつ体重 2kg 以上減の過程であ

る腹囲１cm かつ体重１kg減についても 20p として評価する。 

○生活習慣病予防につながる行動変容をアウトカム評価として用いる際は、

初回面接や中間評価において、目標や評価方法、達成条件について必ず対象者

と共有しておく。事前に設定した行動変容の目標以外の行動変容については、

ポイントに算定することはできない。 

○積極的支援における評価方法と各支援のポイント構成について表４に示

す。 

○２年連続して積極的支援となった対象者のうち、１年目に比べ２年目の状
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態が改善している者については、２年目の保健指導は、動機付け支援相当の支

援（面接による支援のみの原則１回の支援）を実施した場合でも保健指導を実

施したこととなる。 

⑥ 留意点 

a．アウトカム評価の支援ポイントについて 

○アウトカム評価の評価時期は、初回面接から３か月以上経過後の実績評価

時とする。 

○アウトカム評価の評価項目のうち腹囲と体重については、実績評価の時点

で当該年度の健康診査の結果に比べた増減を確認する。 

○生活習慣病予防につながる行動変容（食習慣の改善、運動習慣の改善、喫煙

習慣の改善、休養習慣の改善、その他の生活習慣の改善）については、実績評

価の時点で生活習慣の改善が２か月以上継続している場合に評価する。 

○初回面接において設定した目標が達成困難な場合、中間的な評価によって

目標を変更し、目標変更後２か月間の継続が行えれば評価可能となる。 

○行動変容の目標を立てる際は、「標準的な質問票」（○ページ）や「「動機付

け支援」、「積極的支援」に必要な詳細な質問項目」（○ページ）を活用する等

して対象者の生活習慣をアセスメントし、対象者の特性や課題に応じた具体

的な目標を設定する。 

○特定保健指導において目標設定及び評価を行うための行動変容例を表６に

示す。 

○設定した目標は、保健指導終了後も継続することが重要なため、行動変容の

達成を通して、対象者が自己効力感を高め、セルフケア能力を向上させるよう

な保健指導を実施すること。 

b．継続的な取組について 

○腹囲 2cm、体重 2kg 減の達成は、今後の励みとなる保健指導の成果の目安と
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言えるが、血圧、血糖、脂質への効果には個人差があること、そして継続が大

切であることをしっかりと対象者に説明すること。 

○腹囲 2 ㎝・体重 2kg 減の達成状況によらず、翌年の階層化において再び支

援の対象になり得る者には、その可能性を予め説明し、来年の健診までの生活

習慣改善の取り組みについて確認していくこと。 

c．その他 

○保健指導実施者が連絡したにも関わらず、対象者が保健指導を受けない場

合には、保険者に連絡し、保険者からも保健指導を受けるように促す。 

○保険者は、保健指導の未実施者及び中断者からその理由を聞くことや、保健

指導実施者と保険者が話し合いをすること等により、保健指導を受けない理

由を明確にし、次回以降の保健指導につなげることが必要である。 

○その他、特定保健指導の未実施者及び中断者への支援については、３－４を

参照のこと。 

○特定保健指導における２回目以降の対象者への支援については、３－６を

参考にすること。 

⑦ 積極的支援における支援ポイント達成の例（図 2～図 5） 

積極的支援における支援ポイント達成の例を図 2～図 5に示す。 

○パターン A【腹囲 2cm 以上かつ体重 2kg 以上減の目標の達成によるアウトカ

ム評価で 180p に到達した例】（図 2） 

○パターン B【腹囲 2cm 以上かつ体重 2kg 以上減の目標達成には至らず、その

後に修正した行動変容の目標達成によるアウトカム評価と継続的支援のプロ

セス評価を合わせて 180p に到達した例】（図 3） 

○パターン C【行動変容の目標達成によるアウトカム評価と継続的支援のプロ

セス評価とを合わせて 180p に到達した例】(図 4) 

○パターン D【追加支援を含めた継続的支援のプロセス評価により 180p に到
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達した例】（図 5） 

⑧ 特定保健指導支援計画及び実施報告書の例 

特定保健指導支援計画及び実施報告書の例を様式１に示す。本様式の項目を

記載することで、保健指導プログラムを評価できる情報をまとめることにつ

ながる。 

 

表４ 

 

図 2 

 

図 3 

 

図 4 

 

図 5 

 

（６）「動機付け支援」、「積極的支援」に必要な詳細な質問項目 

「動機付け支援」、「積極的支援」の実施に当たっては、詳細な質問項目を積

極的に活用することで保健指導対象者の生活習慣及び行動変容ステージ（準

備状態）を把握し、どのような生活習慣の改善が必要なのかをアセスメントす

る必要がある。 

詳細な質問項目は、対象者自身が自分の生活習慣を振り返るきっかけとす

るほか、対象者の生活習慣の変化が把握できることから、生活習慣改善の評価

にも活用できる。詳細な質問項目の例としては、表５－１、５－２で示した項

目が考えられる。対象者の特性や、健診・保健指導の実施体制等に応じて質問
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項目を取捨選択することも可能である。 

 

表５－１ 

 

表５－２ 

 

表６ 

 

（７）実施に当たっての留意事項 

① プライバシーの保護について 

保健指導の実施に当たっては、プライバシーの保護を徹底し、対象者が安心

して自分のことを話せるような環境を整える。ICT を活用した保健指導におけ

るプライバシーの保護については第３編第３章３－３を参照すること。 

② 個人情報保護について 

健診結果・保健指導記録は個人情報であるため、それらの管理方法は個人情

報保護法、各ガイドライン等に基づき、適切に扱う。ICT を活用した保健指導

における個人情報保護については第３編第３章３－３を参照すること。 

③ 支援終了後のフォローアップについて 

支援終了後にも、対象者からの相談に応じられる仕組みを作る。 

④ 保健指導実施者について 

生活習慣病予防に対する保健指導は、個人の生活習慣、行動の背景にある健

康に対する認識、そして価値観に働きかける行為であり、保健指導実施者と保

健指導の対象者との十分な信頼関係が必要であることから、同職種が数回に

分けて行う場合は、できる限り同じ者が実施することが望ましい。 

なお、複数の保健指導実施者が関わる場合には、保健指導の質の向上のため

 

 

（変更のうえ、第３編第３章３－３（２）表７から移動） 

 

（変更のうえ、第３編第３章３－３（２）表７から移動） 

 

（新設） 

 

（変更のうえ、第３編第３章３－３（２）から移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

にも、対象者の状況について保健指導実施者全員が共有できる仕組みを整え

ることも重要である。 

⑤ 保健指導の対象者について 

生活習慣病予防に対する保健指導は、対象者の行動変容とセルフケア（自己

管理）ができるようになることを目的とするものであり、保健指導を実施する

際には、家族等代理者ではなく、対象者に直接行うこととする。 

⑥ 服薬中の対象者や医療機関への受診勧奨レベルの対象者への保健指導に

ついて 

降圧薬等を服薬中の者（標準的な質問票等において把握）については、特定

保健指導の対象とはならないが、特定保健指導とは別に保健指導を実施する

場合には、医療機関等との適切な連携の下に行う必要がある。 

また、医療機関への受診勧奨判定値を超えた場合でも、軽度の高血圧症等に

より、健診機関の医師の判断で服薬治療よりも生活習慣の改善を優先して特

定保健指導の対象者となった場合は、各学会のガイドライン等を踏まえた保

健指導を行い、効果が認められなかった場合は、必要に応じて、医療機関への

受診勧奨を行うことが望ましい。また、フィードバック文例集 P●●参照のこ

と。 

⑦ 血圧、喫煙のリスクに着目した保健指導について 

血圧、喫煙については、独立した循環器疾患の発症リスクとしても重要であ

ることから、「動機付け支援」、「積極的支援」のいずれにおいても、血圧や喫

煙のリスクに着目した保健指導を行うことが望ましい。また、対象者の行動変

容をもたらすためには、早期に実施することが重要であり、これらの結果が分

かる健診当日に実施することがより効果的である。 

喫煙は、動脈硬化の独立した危険因子である。喫煙すると、血糖の増加、血

液中の中性脂肪やＬＤＬコレステロールの増加、ＨＤＬコレステロールの減
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少等の検査異常が起こりやすい。喫煙とメタボリックシンドロームが重なる

と動脈硬化が更に進んで、いずれも該当しない者と比べて、約４～５倍、脳梗

塞や心筋梗塞にかかりやすくなる。喫煙によって年間１２～１３万人が死亡

していると推定されており、この値は年間の全死亡者数の約１割に相当する。

また受動喫煙により、脳卒中、虚血性心疾患、肺がん等で年間１万５千人が死

亡していると推計されている 。喫煙による健康被害は、国内外の多数の科学

的知見により因果関係が確立しており、健診・保健指導の機会に禁煙支援並び

に受動喫煙の情報提供を行う重要性は高い。 

具体的には、保健指導のための禁煙支援簡易マニュアル（URL）も活用しつ

つ、特に、禁煙支援を行う場合には、健診の受診が禁煙の動機付けの機会とな

るよう、対象者の禁煙意向を踏まえ、全ての喫煙者に禁煙の助言や情報提供を

行い、禁煙したい喫煙者には禁煙外来、地域・職域で実施される禁煙支援、禁

煙補助薬の活用をすすめる等、喫煙者に禁煙の助言や情報提供を行うことが

望ましい。なお、血圧や喫煙等の個々の危険因子と生活習慣改善の方法につい

ては、第３編第３章３－８「特定保健指導の対象とならない非肥満の脳・心血

管疾患危険因子保有者に対する生活習慣の改善」にも記載があるので、保健指

導の実施に当たっては留意すること。 

⑧ アルコールのリスクに着目した保健指導について 

アルコールは、生活に豊かさと潤いを与えるものであるが、不適切な飲酒は

アルコール健康障害 の原因となるばかりでなく、飲酒運転や暴力、虐待、自

殺等の様々な社会問題の発生に関連していることが指摘されている。これら

のアルコール健康障害やアルコール関連問題 への対策を総合的かつ計画的

に推進するために、平成２５年にアルコール健康障害対策基本法が制定され、

アルコール健康障害対策の実施に当たっては、アルコール関連問題に関する

施策と連携することとされている。健康日本 21（第二次）では、生活習慣病

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 

のリスクを高める飲酒量を「純アルコール摂取量で男性４０g/日以上、女性２

０g/日以上」と定義した。これは、がん、高血圧、脳出血、脂質異常症等のリ

スクが１日平均飲酒量と共にほぼ直線的に上昇すること、また、全死亡、脳梗

塞及び虚血性心疾患についてもおおむねこの飲酒量を超えるとリスクが上昇

することによる 。したがって、生活習慣病予防のアプローチとして減酒支援

は重要である。また、純アルコール１gは７kcal に相当し、体重コントロール

の観点からも、減酒支援は食生活・運動指導を補完する新たな切り口となり得

る。さらに、保健指導は、アルコール依存症患者が見出された場合に、専門医

療機関での治療につなげる貴重な機会となり得る。 

以上のことから、健康診断や保健指導の機会において、アルコールのリスク

に着目した情報提供や保健指導を積極的に行うことが求められる。 

保健指導実施者は、アルコールによる身体的・精神的及び社会的な影響に関す

る知識を持ち、対象者が抱える困難に共感しつつ、問題点を分かりやすく説明

し、行動変容へと結びつける姿勢が求められる。 

具体的には、ＡＳＴ/ＡＬＴ等の肝機能検査の結果から直ちに医療機関への

受診を要する状況でないことを確認した上で、標準的な質問票における飲酒

量の回答等から飲酒量を判断する。標準的な質問票で、１合をエタノール量

22g と換算し、１日の平均純アルコール摂取量が男性で 40g 以上、女性で 20g

以上に該当する者には、「保健指導におけるアルコール使用障害スクリーニン

グ（ＡＵＤＩＴ）とその評価結果に基づく減酒支援（ブリーフインターベンシ

ョン）の手引き」（URL）のＡＵＤＩＴ（アルコール使用障害同定テスト）を実

施する。ＡＵＤＩＴの判定結果によって、該当者に対して積極的に保健指導と

して減酒支援（ブリーフインターベンション）を実施する。 

⑨ 健診当日の保健指導の実施について 

人間ドック健診等、全ての健診結果が健診当日に判明している場合には、健
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診当日に初回面接としての対面での健診結果の説明、生活習慣の振り返りと

共に過去の健診結果も活用しながら、行動目標・行動計画の策定をしてもよ

い。また、特定健康診査受診当日から１週間以内 vで、腹囲・体重、血圧、喫

煙歴等の状況から特定保健指導の対象と見込まれる者に対して、把握できる

情報をもとに初回面接を行い、行動計画を暫定的に作成し、後日、全ての項目

の結果から、医師が総合的な判断を行い、当該行動計画を完成する方法もあ

る。 

なお、初回面接の分割実施の詳細については、「特定健康診査・特定保健指

導の円滑な実施に向けた手引き」の「２-７-２初回面接の分割実施」を参照の

こと。 

 

n 保健指導に関する一定の実務経験のある看護師について 

(1)特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準（平成１９年厚生労働

省令第１５７号）附則第２条中「保健指導に関する一定の実務の経験を有する

看護師」とあるのは、平成２０年４月現在において１年以上（必ずしも継続し

た１年間である必要はない。）、保険者が保健事業として実施する生活習慣病

予防に関する相談及び教育の業務又は事業主が労働者に対して実施する生活

習慣病予防に関する相談及び教育の業務に従事した経験を有する看護師と解

するものとすること。なお、業務に従事とは、反復継続して当該業務に専ら携

わっていることを意味するものであること。 

(2)特定保健指導を受託する機関は、当該「保健指導に関する一定の実務経験

を有すると認められる看護師」が受託業務に従事する予定がある場合には、委

託元の保険者に対し、保険者や事業主等が作成した１年以上実務を経験した

ことを証明する文書（「実務経験証明書」という。）を提出すること。 

o 食生活の改善指導に関する専門的知識及び技術を有する者：「実践的指導実
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施者告示」（平成２０年厚生労働省告示第１０号）、「平成３０年度以降におけ

る特定健康診査及び特定保健指導の実施並びに健診実施機関等により作成さ

れた記録の取扱いについて」（平成２９年１０月３０日付け健発１０３０第１

号・保発１０３０第６号）によると、 

① 歯科医師又は、看護師、栄養士、薬剤師、助産師、准看護師、歯科衛生士

であって内容が告示に定めるもの以上の食生活改善指導担当者研修を受講し

た者 

② 事業場における労働者の健康保持増進のための指針（昭和６３年９月１日

健康保持増進のための指針公示第１号。以下「ＴＨＰ指針」という。）に基づ

く産業栄養指導担当者であって、告示に定める追加研修を受講した者又はＴ

ＨＰ指針に基づく産業保健指導担当者であって、告示に定める追加研修を受

講した者 

p 運動指導に関する専門的知識及び技術を有する者：「実践的指導実施者告

示」（平成２０年厚生労働省告示第１０号）、「平成３０年度以降における特定

健康診査及び特定保健指導の実施並びに健診実施機関等により作成された記

録の取扱いについて」（平成２９年１０月３０日付け健発１０３０第１号・保

発１０３０第６号）によると、 

① 看護師、栄養士、歯科医師、薬剤師、助産師、准看護師、理学療法士であ

って、内容が告示に定めるもの以上の運動指導担当者研修を受講した者 

② 公益財団法人健康・体力づくり事業財団が認定する健康運動指導士又は、

ＴＨＰ指針に基づく運動指導担当者であって告示に定める追加研修を受講し

た者 

q 「動機付け支援」、「積極的支援」に必要な詳細な質問項目 第３編第３章３

－７（６）参照 

v 特定健診実施日を０日とし、７日後までを１週間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

 

様式２ 

 

３－８ 特定保健指導の対象とならない非肥満の脳・心血管疾患危険因子保有

者に対する生活習慣の改善指導 

平成２０年４月より生活習慣病予防施策として、特定健康診査・特定保健指

導が実施されているが、特定保健指導の対象者は、内臓脂肪蓄積による肥満が

ある者に限定されている。 

しかし、脳・心血管疾患に対する、高血圧、脂質異常症、糖尿病等の影響は、

肥満と独立していることが国内外の多くの疫学研究で明らかとなっている。

すなわち、特定保健指導の対象とならなかった者（以下「非肥満者」という。）

においても、高血圧、脂質異常症、糖尿病、喫煙習慣は脳・心血管疾患の発症

の危険因子であり、国民全体における脳・心血管疾患の発症予防を効果的に推

進するためには、非肥満者においても脳・心血管疾患危険因子を有する者への

対策が必要である。 

食生活、身体活動、喫煙習慣といった生活習慣に対する保健指導が、これら

の生活習慣病の予防や進行の抑制に効果があることが報告されている。また、

わが国の地域・職域における無作為化比較試験（ＲＣＴ）を対象に、肥満の有

無別に、血圧、脂質異常、血糖、及び喫煙に対する非薬物療法の効果を検討し

た結果、いずれの脳・心血管疾患危険因子でも、非肥満者における生活習慣へ

の介入効果がみられた w。 

これらの介入研究で用いられている指導内容は、各学会がガイドラインで

推奨する生活習慣改善の方法と方針は同じであり、肥満、非肥満に関わらず、

危険因子を改善するための有効な方法は、基本的には共通である。しかし、減

量や生活習慣に関する保健指導において、対象者が肥満であることを前提と

 

（変更のうえ、第３編第３章３－５から移動） 

 

（変更のうえ、第３編第３章３－９から移動） 
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した指導方法を、非肥満者に対してそのままでは適応できない部分がある点

に、留意する必要がある。 

各学会のガイドラインに示されているとおり、エビデンスの確立された生

活習慣への介入による、様々な脳・心血管疾患危険因子の改善方法がある。表

７に、危険因子ごとの具体的な生活習慣改善方法を、効果と必要性からみた優

先順位と共に示す。保健指導の場では、優先順位が高い生活習慣の改善方法で

あっても、対象者にとって実行が困難、若しくは優先順位が低くなる場合もあ

る。保健指導実施者は、表７を参考にしながらも、対象者自身が自己決定する

ことを原則に、対象者にとって実行性が高い方法を選び、場合によっては対象

者自身に選んでもらうことから始めることで、対象者が生活習慣を確実に改

善できるように支援することが重要である。また保健指導実施者には、一度に

多くの目標を立てず、対象者が一つでも目標を達成できれば賞賛し、少しずつ

でも健康的な生活習慣が対象者に根付くよう、支援することが求められる。さ

らに禁煙等については、保健指導実施者から提案することも必要である。 

なお、非肥満の脳・心血管疾患危険因子保有者に対する生活習慣の改善指導を

行うに当たっては、以下の点に留意すべきである。 

 

○特定健診の結果で要医療に該当する場合には、まず医療機関への受診勧奨

を行い、医師等の指示に従って、生活習慣を改善するよう指導する。 

○危険因子の原因として、生活習慣以外に加齢や遺伝等、変えることのできな

い要因があることに留意する。 

○心房細動や家族性高コレステロール血症、非肥満のインスリン分泌低下型

では、早期の薬物療法が必要なため、保健指導の実施に当たっては医師と相談

する。 

○非肥満者の中には体重を自らコントロールしている者（すでに減量した者、
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体重が増加しないように注意している者）が一定数含まれていることを認識

した上で保健指導を実施する。 

○高齢者では保健指導判定値レベルで循環器リスクが高まるかどうかを個別

にリスク判断し、医師と相談の上、対応の優先順位を誤らないようにする。 

 

W 平成２７年度厚生労働科学研究費補助金 疾病・障害対策研究分野 循環器疾

患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究「非肥満者に対する保健指導方法の開発

に関する研究（研究代表者 宮本恵宏）」 

 

３－９宿泊型新保健指導（スマート・ライフ・ステイ）プログラム 

従来の保健指導では十分に効果が得られなかった者や健康への関心が低い

者に対する保健指導の新たな選択肢として、宿泊型新保健指導（スマート・ラ

イフ・ステイ）プログラムがある。これは、体験学習や相談の機会が増加する

こと、グループダイナミクスの相乗効果等により、困難事例に対する指導法と

して推奨される。非肥満の糖尿病予備群あるいは服薬中のため特定保健指導

対象外となる者に対しても、効果が確認されており、より効果性が高く重点的

な保健指導プログラムとして、保健指導対象者の健康課題や保険者等の実情

に応じて、利活用することができる。 

本プログラムの実践を通して、保健指導実施者と宿泊施設等の地域資源との

連携が深まることにより、従来の枠組みを越えた多様な地域連携の強化と資

源発掘、人材育成を促進し、これらが波及することによって健康な地域づくり

推進に貢献することができる。宿泊型新保健指導プログラムの概要は以下の

とおりである。 

 

○宿泊施設（ホテル、旅館、保養所等）や地元観光資源等を活用し、医師、保

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更のうえ、第３編第３章３－１０から移動） 
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健師、管理栄養士、健康運動指導士等の多職種が連携して提供する保健指導プ

ログラムである。 

○旅の持つ楽しさ・快適さの中で、健康の大切さを実感できるような働きかけ

を行う。 

○十分な時間があることを活かし、座学のみならずグループ学習、食生活や身

体活動に関する体験学習、個別面談等により、生活習慣改善の必要性について

理解を促し、具体的かつ実行可能な行動計画を立てる。 

○運動実践に当たっては、参加者の健康状態や気候状況に応じたリスクマネ

ジメントを行う。地域の自然環境やスポーツ施設等を活用したプログラムを

実践する。 

○食生活指導においては、宿泊施設と連携して主食、主菜、副菜を組み合わせ

た食事の体験やバイキング実習の活用等が効果的である。 

○グループダイナミクスが醸成されるよう、参加者同士が健康感や体験談を

話しあう、励ましあう等のグループワークを複数回設けることが望ましい。 

○宿泊時に立てた行動計画を実現できるよう、継続的な支援を行うことが望

ましい。特定保健指導対象者では、継続的支援のポイントを満たすように支援

計画を立てる。 

 

宿泊型新保健指導プログラムそのものを実施できない場合には、グループ

学習や運動体験、食事体験等、本プログラムの一部分を日帰り体験といった保

健指導に取り入れて実施することも考えられる。詳細は、「宿泊型新保健指導

（スマート・ライフ・ステイ）プログラム」（URL）を参照されたい。 

 

第４章 保健指導の評価 

（１）保健指導における評価の意義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 保健指導の評価 

（１）保健指導における評価の意義 
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保健指導の評価は、「健診・保健指導」事業の成果について評価を行うこと

であり、本事業の最終目的である生活習慣病の有病者や予備群の減少状況等

の観点から評価を行っていくことになる。 

 

このような｢健診・保健指導｣事業の最終評価は、生活習慣病の有病者や予備

群の数、生活習慣病関連の医療費の推移等で評価されるものであるが、その成

果が数値データとして現れるのは数年後になることが想定される。そこで、最

終評価のみではなく、翌年以降の健診結果や生活習慣の改善状況等の短期間

で評価ができる事項についても、評価を行っていくことが必要である。また、

保健指導においてアプリケーション等を活用した場合は、アプリケーション

等を評価できるような情報（利用者の満足度、利用回数等）も収集していくこ

とが望ましい。 

この評価方法としては三つの側面が考えられる。 

１点目は、「個人」を対象とした評価方法である。対象者個人を単位とした

評価は、肥満度や検査データの改善度、また、行動目標の達成度、生活習慣の

改善状況、階層化支援レベル、受診状況等から評価が可能である。この個人を

単位とした評価は、保健指導方法をより効果的なものに改善することや、保健

指導の質を向上させることに活用できる。 

２点目は、事業所単位や地域単位で、「集団」として評価する方法である。

これは、健診結果の改善度や、禁煙や身体活動等の生活習慣に関する改善度、

階層化支援レベルや平均体重の変化量、受診状況や要受診レベルの割合を、集

団として評価することである。このような評価により、集団間の比較ができ、

また、対象特性（年齢別等）ごとに分析することにより、健診・保健指導の成

果があがっている集団が判断でき、保健指導方法や事業の改善につなげるこ

とが可能となる。 

保健指導の評価は、保険者が行った「健診・保健指導」事業の成果について

評価を行うことであり、本事業の最終目的である生活習慣病の有病者や予備

群の減少状況等、また、医療費適正化の観点から評価を行っていくことにな

る。 

このような｢健診・保健指導｣事業の最終評価は、生活習慣病の有病者や予備

群の数、生活習慣病関連の医療費の推移等で評価されるものであるが、その成

果が数値データとして現れるのは数年後になることが想定される。そこで、最

終評価のみではなく、健診結果や生活習慣の改善状況等の短期間で評価がで

きる事項についても、評価を行っていくことが必要である。 

 

 

 

この評価方法としては３つの側面が考えられる。１点目は、「個人」を対象

とした評価方法である。対象者個人を単位とした評価は、肥満度や検査データ

の改善度、また、行動目標の達成度、生活習慣の改善状況等から評価が可能で

ある。この個人を単位とした評価は、保健指導方法をより効果的なものに改善

することや、保健指導の質を向上させることに活用できる。 

 

２点目は、事業所単位や地域単位で、「集団」として評価する方法である。

これは、健診結果の改善度や、禁煙や身体活動等の生活習慣に関する改善度

を、集団として評価することである。このような評価により、集団間の比較が

でき、また、対象特性（年齢別等）ごとに分析することにより、健診・保健指

導の成果があがっている集団が判断でき、保健指導方法や事業の改善につな

げることが可能となる。 
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３点目は、健診・保健指導の「事業」としての評価である。事業であるので、

費用対効果や、対象者の満足度、対象者選定が適切であったか、プログラムの

組み方は効果的であったか、医療機関への受診勧奨された者の受診率や保健

指導の継続性、保健指導の質向上の仕組み等、事業ストラクチャー（構造）や

プロセス（過程）を評価することができる。このことにより、効果的、効率的

な事業が行われているかの判断が可能となり、改善につなげることができる。 

このように保健指導の評価は、「個人」、「集団」、「事業」、「最終評価」を対

象として行うものであるが、それぞれについて評価を行うと共に、事業全体を

総合的に評価することも重要である。 

 

（２）評価の観点 

評価は、一般的に、ストラクチャー（構造）、プロセス（過程）、アウトプッ

ト（事業実施量）、アウトカム（結果）の観点から行う。健診・保健指導の最

終的な評価はアウトカム（結果）で評価されることになるが、結果のみでは問

題点が明らかにできず、改善方策が見出せない場合が多い。そこで、結果に至

る過程を評価し、事業の基盤である構造について評価することが必要となる。

また、最終目標のアウトカム（結果）評価は指標によっては評価に数年間かか

るものもあることから、アウトプット（事業実施量）の観点から評価を行うこ

ともある。 

いずれも評価指標、評価手段、評価時期、評価基準について、明確にしてお

くことが必要である。 

 

① ストラクチャー（構造） 

ストラクチャー（構造）評価は、保健事業を実施するための仕組みや体制を

評価するものである。具体的な評価指標としては、保健指導に従事する職員の

３点目は、健診・保健指導の「事業」としての評価である。事業であるので、

費用対効果や、対象者の満足度、対象者選定が適切であったか、プログラムの

組み方は効果的であったか、医療機関への受診勧奨された者の受診率や保健

指導の継続性等、事業のプロセス（過程）を評価することができる。このこと

により、効果的、効率的な事業が行われているかの判断が可能となり、改善に

つなげることができる。 

このように保健指導の評価は、「個人」、「集団」、「事業」、「最終評価」

を対象として行うものであるが、それぞれについて評価を行うと共に、事業全

体を総合的に評価することも重要である。 

 

（２）評価の観点 

評価は、一般的に、ストラクチャー（構造）、プロセス（過程）、アウトプ

ット（事業実施量）、アウトカム（結果）の観点から行う。健診・保健指導の

最終的な評価はアウトカム（結果）で評価されることになるが、結果のみでは

問題点が明らかにできず、改善方策が見出せない場合が多い。そこで、結果に

至る過程を評価し、事業の基盤である構造について評価することが必要とな

る。また、最終目標のアウトカム（結果）評価は数値であるため、データを取

るためには数年間かかることから、アウトプット（事業実施量）の観点から評

価を行うこともある。 

このような観点から評価を行うが、それぞれの評価を行うためには、評価指

標、評価手段、評価時期、評価基準について、明確にしておくことが必要であ

る。 

① ストラクチャー（構造） 

ストラクチャー（構造）評価は、保健事業を実施するための仕組みや体制を

評価するものである。具体的な評価指標としては、保健指導に従事する職員の
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体制（職種・職員数・職員の資質等）、保健指導の実施に係る予算、施設・設

備の状況、他機関との連携体制、社会資源の活用状況、保健指導の質向上の仕

組み等がある。 

② プロセス（過程） 

プロセス（過程）評価は、事業の目的や目標の達成に向けた過程（手順）や活

動状況を評価するものである。具体的な評価指標としては、保健指導の実施過

程として、情報収集、アセスメント、問題の分析、目標の設定、方法（支援形

態、教材、アプリケーション等の利用状況等）、保健指導実施者の態度、記録

状況等がある。 

③ アウトプット（事業実施量） 

アウトプット（事業実施量）評価は、目的・目標の達成のために行われる事

業の結果を評価するものである。具体的な評価指標としては、健診受診率、保

健指導実施率、保健指導の継続率等がある。 

④ アウトカム（結果） 

アウトカム（結果）評価は、対象者の行動（態度、記録、満足度）、事業の

目的・目標の達成度、また、成果の数値目標を評価するものである。具体的な

評価指標としては、個別のアウトカムとして肥満度や血液検査等の健診結果

の変化、集団でのアウトカムとして生活習慣病有病者割合や予備群、死亡率、

要介護率、医療費の変化等がある。また、職域では休業日数、長期休業率等が

ある。 

（３）具体的な評価方法 

評価の対象ごとに区分した保健指導の評価方法は、以下のとおりであるが、

評価指標、評価手段、評価時期等については、参考までに表８に整理してい

る。 

① 「個人」に対する保健指導の評価 

体制（職種・職員数・職員の資質等）、保健指導の実施に係る予算、施設・設

備の状況、他機関との連携体制、社会資源の活用状況等がある。 

 

② プロセス（過程） 

プロセス（過程）評価は、事業の目的や目標の達成に向けた過程（手順）や

活動状況を評価するものである。具体的な評価指標としては、保健指導の実施

過程として、情報収集、アセスメント、問題の分析、目標の設定、指導手段（コ

ミュニケーション、教材を含む）、保健指導実施者の態度、記録状況等がある。 

 

③ アウトプット（事業実施量） 

アウトプット（事業実施量）評価は、目的・目標の達成のために行われる事

業の結果を評価するものである。具体的な評価指標としては、健診受診率、保

健指導実施率、保健指導の継続率等がある。 

④ アウトカム（結果） 

アウトカム（結果）評価は、対象者の行動（態度、記録、満足度）、事業の

目的・目標の達成度、また、成果の数値目標を評価するものである。具体的な

評価指標としては、肥満度や血液検査等の健診結果の変化、生活習慣病の有病

者や予備群、死亡率、要介護率、医療費の変化等がある。また、職域では休業

日数、長期休業率等がある。 

 

（３）具体的な評価方法 

評価の対象ごとに区分した保健指導の評価方法は、以下の通りであるが、評

価指標、評価手段、評価時期等については、参考までに表 13 に整理している。 

① 「個人」に対する保健指導の評価 

対象者個人の評価は、適切な手段を用いて保健指導が提供されているか（プ
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対象者個人の評価は、適切な手段を用いて保健指導が提供されているか（プ

ロセス（過程）評価）、その結果、生活習慣に関して行動変容が認められたか、

また健診結果と支援レベルに改善がみられたか（アウトカム（結果）評価）と

いった観点から行う。 

詳細な内容については、第４編第３章を参照されたい。 

保健指導の効果に関する評価は、対象者個人に対する評価であると共に、保

健指導実施者の指導技術に対する評価にもなるため、結果を整理して指導方

法の改善につなげることが大切である。 

特定保健指導についてはその見える化を推進し、対象者の行動変容に係る

情報等を収集して、保険者等がアウトカムの達成状況等を把握し、達成に至っ

た要因の検討等を行って、対象者の特性に応じた質の高い保健指導を対象者

に還元していく仕組みを構築していくことが重要である。 

② 「集団」に対する保健指導の評価 

個人への保健指導の成果を、集団として集積して評価することにより、保健

指導を受けた対象者全体に対する成果が確認できる。集団の単位としては、地

域や事業所単位、また、年齢や性別等が考えられ、それぞれに保健指導歴の有

無やプログラムごとに区分して、生活習慣に関する行動変容の改善状況、健診

結果の改善度、また、生活習慣病関連の医療費の評価も行う。 

保健指導を受けたグループと受けなかったグループの比較により、保健指

導の効果を確認することができる。例えば特定保健指導の場合は、生活習慣の

変化をみることにより、性・年代別に改善しやすい項目に着目した行動目標を

設定し、保健指導の方法（教材）等に活用することができる。 

集団としての評価結果は、保健指導プログラムの改善や保健指導実施者の

資質向上のための研修等にも活用する。 

③ 「事業」に対する保健指導の評価 

ロセス（過程）評価）、その結果、生活習慣に関して行動変容が認められたか、

また健診結果に改善がみられたか（アウトカム（結果）評価）といった観点か

ら行う。詳細な内容については、第４編第３章を参照されたい。 

 

保健指導の効果に関する評価は、対象者個人に対する評価であると共に、保

健指導実施者の指導技術に対する評価にもなるため、結果を整理して指導方

法の改善につなげることが大切である。 

 

 

 

 

② 「集団」に対する保健指導の評価 

個人への保健指導の成果を、集団として集積して評価することにより、保健

指導を受けた対象者全体に対する成果が確認できる。集団の単位としては、地

域や事業所単位、また、年齢や性別等が考えられ、それぞれに区分して、生活

習慣に関する行動変容の状況、健診結果の改善度、また、生活習慣病関連の医

療費の評価も行う。 

保健指導を受けたグループと受けなかったグループの比較により、保健指

導の効果を確認することができる。標準的な質問票の項目の変化をみること

により、性・年代別に改善しやすい項目に着目した行動目標を設定し、保健指

導の方法（教材）等に活用することができる。 

集団としての評価結果は、保健指導プログラムの改善や保健指導実施者の

資質向上のための研修等にも活用する。 

③ 「事業」に対する保健指導の評価 

保険者が行う保健指導は、個人への保健指導を通して、集団全体の健康状態
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保健指導は、個人への保健指導を通して、集団全体の健康状態の改善を意図

している。したがって保険者は、事業全体について評価を行う。事業の評価

は、対象者把握、実施、評価の一連の過程について以下の観点から評価する。 

 

・適切な資源を活用していたか、事業の目的遂行のために適切な人員体制・配

置ができていたか（ストラクチャー（構造）評価） 

・対象者を適切に選定し、適切な健診・保健指導等の方法を用いていたか（プ

ロセス（過程）評価） 

・対象者のうち何人に保健指導を実施したか（アウトプット（事業実施量）評

価） 

・望ましい結果を出していたか（アウトカム（結果）評価） 

・事業評価が適正に実施されているか 

これらの評価は、保健指導プログラムごとに行い、問題点を明確にした上で

改善を図っていく。保健指導を委託している保険者は、評価に必要なデータを

委託先等より入手した上で、この事業としての評価を上記のような観点から

丁寧に行い、効果的な保健指導の実施につなげていくことが重要である。 

 

 

（４）評価の実施責任者 

特定保健指導の場合、評価の実施責任者は、保険者である。個人に対する保

健指導の評価は、実施した保健指導の質を点検し、必要な改善方策を見出し、

内容の充実を図ることを目的としているため、保健指導実施者（委託事業者を

含む）が実施責任者となる。 

集団に対する保健指導の評価は、保健指導を受けた個人を集団として集積

し、全体の特徴を評価するため、保健指導実施者（委託先を含む）及び保険者

の改善を意図している。そのため保険者は、事業全体について評価を行う。事

業の評価は、対象者把握、実施、評価の一連の過程について以下の観点から評

価する。 

・望ましい結果を出していたか（アウトカム（結果）評価） 

・対象者を適切に選定し、適切な健診・保健指導等の方法を用いていたか（プ

ロセス（過程）評価） 

・適切な資源を活用していたか（ストラクチャー（構造）評価） 

・事業評価が適正に実施されているか 

 

 

 

これらの評価は、保健指導プログラムごとに行い、問題点を明確にした上で

改善を図っていく。 

保健指導を委託している保険者であっても、評価に必要なデータを委託先

等より入手した上で、この事業としての評価を上記のような観点から丁寧に

行い、効果的な保健指導の実施につなげていくことが重要である。 

 

（４）評価の実施責任者 

個人に対する保健指導の評価は、実施した保健指導の質を点検し、必要な改

善方策を見出し、内容の充実を図ることを目的としているため、保健指導実施

者（委託事業者を含む）が実施責任者となる。 

 

集団に対する保健指導の評価は、保健指導を受けた個人を集団として集積

し、全体の特徴を評価するため、保健指導実施者（委託先を含む）及び保険者

が、評価の実施責任者となる。保健指導実施者に対する研修を行っている者も
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が、評価の実施責任者となる。保健指導実施者に対する研修を行っている者も

この評価に対する責務を持つことになる。 

事業としての保健指導の評価は、「健診・保健指導」事業を企画する立場に

ある保険者がその評価の責任を持つ。特に保健指導を委託する場合には、委託

先が行う保健指導の質を評価する必要があり、「特定保健指導調整責任者」の

役割が重要である（詳細は「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向け

た手引き」の「２-８-２評価実施者」を参照されたい）。保険者として事業評

価を行うことにより、保健指導の運営体制の在り方や予算の見直し等、体制面

への改善にも評価結果を活かすことが必要である。 

最終評価については、健診・保健指導の成果として、対象者全体における生

活習慣病対策の評価（有病率、医療費等）を委託先等と情報共有し、今後に向

けた効果的な事業展開につなげる。 

なお、保険者が保健事業の結果を自己評価する以外に、より客観的に評価す

るために、第三者による評価を行うことも有効である。 

 

（５）評価の根拠となる資料 

保健指導の評価を根拠に基づいて、適切に行うためには、保健指導計画の作

成段階で評価指標を決めておき、評価の根拠となる資料を、保健指導の実施過

程で作成する必要がある。その資料は、保健指導の記録であり、健診データや

レセプトデータ等である。それらの資料等が必要時、確実に取り出せ、評価の

ための資料として活用できるように、システム等によるデータ入力及び管理

の体制を整えておく必要がある。なお、保健指導の評価の根拠となる資料はい

ずれも個人情報であるため、個人情報保護法並びに各ガイドライン等に基づ

き、その管理体制については、実施責任者（特定保健指導の場合は保険者）が

取り決め、管理する必要がある。 

この評価に対する責務を持つことになる。 

事業としての保健指導の評価は、「健診・保健指導」事業を企画する立場に

ある保険者がその評価の責任を持つ。特に保健指導を委託する場合には、委託

先が行う保健指導の質を評価する必要があり、事業の評価は保険者にとって

重要である。保険者として事業評価を行うことにより、保健指導の運営体制の

在り方や予算の見直し等、体制面への改善にも評価結果を活かすことが必要

である。 

 

最終評価については、健診・保健指導の成果として、対象者全体における生

活習慣病対策の評価（有病率、医療費等）を委託先等と情報共有し、今後に向

けた効果的な事業展開につなげる。 

なお、保険者が保健事業の結果を自己評価する以外に、より客観的に評価す

るために、第三者による評価を行うことも有効である。 

 

（５）評価の根拠となる資料 

保健指導の評価を根拠に基づいて、適切に行うためには、保健指導計画の作

成段階で評価指標を決めておき、評価の根拠となる資料を、保健指導の実施過

程で作成する必要がある。その資料は、保健指導の記録であり、また標準的な

質問票・健診データやレセプトデータ等である。それらの資料等が必要時、確

実に取り出せ、評価のための資料として活用できるように、システム等による

データ入力及び管理の体制を整えておく必要がある。なお、保健指導の評価の

根拠となる資料はいずれも個人情報であるため、個人情報保護法並びに各ガ

イドライン等に基づき、その管理体制については、実施責任者である保険者が

取り決め、管理する必要がある。 
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（６）記録とデータ管理 

保健指導の記録の意義として、次の４点があげられる。 

ａ 対象者の状況を経時的に把握できること 

ｂ 経時的な結果から保健指導の評価ができること 

ｃ ほかの保健指導実施者と情報を共有できること（担当者が変更となっても

継続的な支援が可能） 

ｄ 対象者の求めに応じて閲覧可能であること 

内容は、対象者ごとに目標、モニタリングすべき指標（健診結果、具体的な

行動等）、個別支援やグループ支援等で提供したサービスと対象者の状況等に

加えて、行動変容に対する対象者の意欲（可能であれば本人の言葉で記録す

る）、対象者が保健指導に期待していることの記録も必要である。 

なお、これらの内容には、定量的に記録する内容と定性的に記録する内容が

あるが、両者とも必要な内容である。定性的な記録の内容については、簡潔に

かつ明確に記載していくことが重要となる。また、保健指導の内容や相手の語

ったエピソード等を記録して、対象者への次回以降の断続的な保健指導や保

健指導内容の改善に役立てるよう事例を蓄積していくことが重要である。 

保健指導の記録は、保健指導の実施期間中だけでなく、翌年以降の保健指導

や対象者選定にも活用されるものであり、特に、前年の評価者と次回の初回面

接者が異なる場合は、前回の評価内容を踏まえた上で次回の初回面接に活か

すことができるよう、経年的な管理体制を整えることが望ましい。なお、途中

で保健指導の担当者が変更になる場合は、支援に携わった者全員が対象者の

最終的な状況を確認できるような体制を整えることが望ましい。保健指導実

施機関には対象者の個人情報を適切に管理する責務があるが、保健指導の外

部委託の状況によっては、個人の保健指導の情報が複数の実施機関の間でや

（変更のうえ、第３編第３章３－１（６）から移動） 
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りとりされることも想定される。そのため個々の対象者に対しては、ほかの関

連する実施機関との間で必要なデータを共有することの了解を得ることや、

共有する具体的な項目について明記する等、データの共有及び受け渡しに関

する事項についての取り決めを行うことも必要である。 

保健指導を外部委託している場合も含め、健診結果及び保健指導の記録の

管理に当たっては、管理すべきデータ、整理すべきデータを決定し、可能な限

り、データベースを作成して経年的に管理することが望ましい。特定保健指導

における保健指導結果の保存年限の基本的考え方、具体的な保存年限、留意事

項は、特定健診と同様である（第２編第５章５－４参照）。 

 

表８ 

 

第５章 地域・職域における保健指導 

５－１ 地域保健と職域保健の保健指導の特徴 

（１）対象の生活の場に応じた保健指導 

地域保健においては、地域住民を対象とした保健指導を展開している。地域

の対象者の健康は、地域特性のある食生活や運動習慣等の生活環境や社会的

要因等の影響を受けており、そのことに配慮した保健指導が求められる。 

一方、職域保健では労働者を対象とした保健指導を展開している。職域保健

の主な対象者である労働者の多くは、一日の大半を職場で過ごしているため、

労働者の健康は配置や作業状況等、職場の環境に影響を受ける。そのため、対

象者の健康問題と職場の環境や職場の健康課題を関連付けた保健指導が展開

されている。 

しかし、地域保健の対象の中には労働に従事している者もいることや、また

労働者も職場を離れれば地域の生活者でもある。退職後には地域住民として

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１３ 

 

第５章 地域・職域における保健指導 

５－１ 地域保健と職域保健の保健指導の特徴 

（１）対象の生活の場に応じた保健指導 

地域保健においては、地域住民を対象とした保健指導を展開している。地域

の対象者の健康は、地域特性のある食生活や運動習慣等の生活環境や社会的

要因等の影響を受けており、そのことに配慮した保健指導が求められる。 

一方、職域保健では労働者を対象とした保健指導を展開している。職域保健

の主な対象者である労働者の多くは、一日の大半を職場で過ごしているため、

労働者の健康は配置や作業状況等、職場の環境に影響を受ける。そのため、対

象者の健康問題と職場の環境や職場の健康課題を関連付けた保健指導が展開

されている。 

しかし、地域保健の対象の中には労働に従事している者もいることや、また

労働者も職場を離れれば地域の生活者でもある。退職後には地域住民として

国保対象者となるが、高齢期に発症する生活習慣病は、就労年齢層における生
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国保対象者となるが、高齢期に発症する生活習慣病は、就労年齢層における生

活習慣にその端を発していることが多い。また、雇用延長、高齢者の就労促進

により、これまで地域保健の「高齢者の健康づくり」の対象者となっている対

象者が職域保健に移行している。一方、高齢就労者においては正規雇用よりも

パートタイム雇用が増えるため、地域と職域が協力して健康づくり支援にあ

たることも効果的である。 

さらに、在宅勤務の普及に伴い、運動不足、体重増加、メンタル不調などの

新たな健康状態の問題を生じている者も少なくなく、地域における健康づく

り事業（運動教室や栄養教室等）につなげることも重要である。そのため、生

活と労働の視点を併せた保健指導を展開していくことが必要である。 

 

（２）組織体制に応じた保健指導 

地域保健では、それぞれの市町村における財政状況や人的資源、社会資源等

が異なっているため、提供できるサービスやその方法は異なり、保健指導はそ

れぞれの体制、方法で展開している。市町村では、健診・保健指導を効果的に

実施するためには、国保部門と衛生部門が十分な連携を取って互いに協力し

ながら保健指導等を展開することが非常に重要である。また、高齢期の要介護

状態と生活習慣病との関連も深く、介護保険部門との連携により健康課題の

明確化と、住民への訴求性を高めることができる。 

一方、職域保健では、財政状況や人的資源、社会資源等が異なるため、保健

指導はそれぞれの体制、方法で展開されており、加えて、事業主によりその展

開は異なり、職域ごとの保健指導の実施体制を考慮した効果的な保健指導を

行う必要がある。 

効果的な生活習慣病予防対策は、事業所の活性化、企業のＣＳＲ（corporate 

social responsibility）にも関係するものである。保健指導の展開には、事

活習慣にその端を発していることが多い。 

そのため、生活と労働の視点を併せた保健指導を展開していくことが必要

である。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）組織体制に応じた保健指導 

地域保健では、それぞれの市町村における財政状況や人的資源、社会資源等

が異なっているため、提供できるサービスやその方法は異なり、保健指導はそ

れぞれの体制、方法で展開している。市町村では、健診・保健指導を効果的に

実施するためには、国保部門と衛生部門が十分な連携を取って互いに協力し

ながら保健指導等を展開することが非常に重要である。また、高齢期の要介護

状態と生活習慣病との関連も深く、介護保険部門との連携により健康課題の

明確化と、住民への訴求性を高めることができる。 

一方、職域保健では、財政状況や人的資源、社会資源等が異なるため、保健

指導はそれぞれの体制、方法で展開されており、加えて、事業主によりその展

開は異なり、職域ごとの保健指導の実施体制を考慮した効果的な保健指導を

行う必要がある。 

効果的な生活習慣病予防対策は、事業所の活性化、企業のＣＳＲ（corporate 

social responsibility）にも関係するものである。保健指導の展開には、事

業者（人事労務担当者、職場管理職等）が労働者の健康を価値あるものと考え
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業者（人事労務担当者、職場管理職等）が労働者の健康を価値あるものと考え

ることが重要であり、それらの者と連携し、健康経営の視点も考慮しながら、

職場における健康支援の意義や就業時間内の実施等への理解を得る必要性が

ある。また、業種・職種による特徴的な健康課題にも配慮することが重要であ

る。 

 

（３）対象者に対するアクセス 

（１）及び（２）に示した内容を踏まえ、対象者が保健指導に参加しやすい

時間、場所、方法等を考慮し、保健指導対象者が確実に保健指導を受けられる

ような取組を目指す必要がある。そのため、確実に保健指導につなげていくた

めに、保健指導を利用しない理由を把握したり、家族や事業者（人事労務担当

者、職場管理職）等の協力を得たりすることも重要である。 

また、健診未受診者については、地域保健では、職域保健と比較して対応が

困難な場合が多い。地域保健では、健診未受診者に対する家庭訪問は、最も効

果的と考えられる方法であることから、可能な限り行っていくことが望まし

い。 

一方、職域保健では対象者が職場に存在する場合もあるが、業種によって

は、一定の場所に集まっているわけではなく、また、業務に従事しているため

保健指導を受けにくい状況もある。健診・保健指導の実施前から質問票を配布

し、健診当日に的確な保健指導、さらには健康教育につなげることができる場

合もある。しかし、全ての労働者に保健指導を実施できない場合もあり、状況

に応じて複数年度での対応や未受診者への対応等、職域ごとの保健指導の実

施体制を考慮した効果的な保健指導を行う必要がある。さらに、データを経年

的に管理し、過去の推移を考慮した保健指導を展開することや、健診前に質問

票を配布・回収し、より個別的で具体的な保健指導を実施できるよう工夫すれ

ることが重要であり、それらの者と連携し、健康経営の視点も考慮しながら、

職場における健康支援の意義や就業時間内の実施等への理解を得る必要性が

ある。また、業種・職種による特徴的な健康課題にも配慮することが重要であ

る。 

 

（３）対象者に対するアクセス 

（１）及び（２）に示した内容を踏まえ、対象者が保健指導に参加しやすい

時間、場所等を考慮する必要がある。そのため、確実に保健指導につなげてい

くために、保健指導に来ない理由を把握したり、家族等の協力を得たりするこ

とも重要である。 

 

また、未受診者については、地域保健では、職域保健と比較して対応が困難

な場合が多い。地域保健では、未受診者に対する家庭訪問は、最も効果的と考

えられる方法であることから、可能な限り行っていくことが望ましい。 

 

一方、職域保健では対象者が職場に存在する場合もあるが、業種によって

は、一定の場所に集まっているわけではなく、また、業務に従事しているため

保健指導を受けにくい状況もある。健診・保健指導の実施前から質問票を配布

し、健診当日に的確な保健指導、更には健康教育につなげることができる場合

もある。しかし、全ての労働者に保健指導を実施できない場合もあり、状況に

応じて複数年度での対応や未受診者への対応等、職域ごとの保健指導の実施

体制を考慮した効果的な保健指導を行う必要がある。更に、データを経年的に

管理し、過去の推移を考慮した保健指導を展開することや、健診前に質問票を

配布・回収し、より個別的で具体的な保健指導を実施できるよう工夫すれば、

効果的な保健指導を展開していくことが可能である。 
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ば、効果的な保健指導を展開していくことが可能である。 

また、複数年にわたって健診を受診していない者や、保健指導レベルに該当

しても利用につながらなかった対象者を特定し、重点的にアプローチする等

の方法が考えられる。 

なお、職域保健においては、被扶養者へのアプローチも重要である。コラボ

ヘルスの観点から保険者と事業主が協力して被扶養者に働きかけを行うこと

や、保険者と地域が連携して被扶養者が地域の医療・保健指導実施機関等で保

健指導を受けやすい体制を構築するなど、被扶養者の状況を把握し、その状況

に応じたアプローチ方法等を工夫することが必要である。 

 

（４）保健指導の評価 

地域では、国保部門だけでなく、衛生部門等の他部門も関係し、保健指導が

実施されている。保険者が地域住民の健康課題を的確に分析・評価するために

は、国保部門・衛生部門・介護保険部門等の連携が重要である。 

一方、職域が実施する保健指導は、就労上の配慮等に重点が置かれている。

しかし、職場と住居地域が異なることも考えられ、地域における生活習慣病予

防に関する健康課題を捉え、地域特性を含めて評価する視点を持ちにくい。今

まで以上に、保険者協議会や地域・職域連携推進協議会の活動を深め、県単

位、地域単位での評価を行う必要がある。 

地域・職域連携推進協議会や保険者協議会等で、地域・職域のデータを共同

分析して全国や地域別データと比較しながら評価を行ったり、協議会に実務

担当者を含めることや、人材育成や良好な外部委託先についての情報交換を

行う等、ストラクチャー（構造）の改善に努めている事例も増えている。今後、

連携の一層の推進が期待される。 

 

また、複数年にわたって健診を受診していない者や、保健指導レベルに該当

しても利用につながらなかった対象者を特定し、重点的にアプローチする等

の方法が考えられる。 

なお、職域保健においては、被扶養者へのアプローチも重要であり、対象者

の状況を把握し、その状況に応じてアクセス方法等を工夫することが必要で

ある。 

 

 

 

（４）保健指導の評価 

地域では、国保部門だけでなく、衛生部門等の他部門も関係し、保健指導が

実施されている。保険者が地域住民の健康課題を的確に分析・評価するために

は、国保部門・衛生部門・介護保険部門等の連携が重要である。 

一方、職域が実施する保健指導は、就労上の配慮等に重点が置かれている。

しかし、職場と住居地域が異なることも考えられ、地域における生活習慣病予

防に関する健康課題を捉え、地域特性を含めて評価する視点を持ちにくい。今

まで以上に、保険者協議会や地域・職域連携推進協議会の活動を深め、県単

位、地域単位での評価を行う必要がある。 

地域・職域連携推進協議会や保険者協議会等で、地域・職域のデータを共同

分析して全国や地域別データと比較しながら評価を行ったり、協議会に実務

担当者を含めることや、人材育成や良好な外部委託先についての情報交換を

行う等、ストラクチャー（構造）の改善に努めている事例も出現してきてい

る。今後、連携の一層の推進が期待される。 

 

（５）ポピュレーションアプローチと社会資源の活用による支援 
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（５）ポピュレーションアプローチと社会資源の活用による支援 

保健指導をより効果的に行うためには、地域における健康課題に応じて支

援することはもちろん、ポピュレーションアプローチを併用し複合的に行う

ことや、地域の医師会や看護協会、栄養士会等の団体とも連携し、社会資源を

効果的に活用することが必要である。 

職域では、主な対象者である労働者が職場に存在することからポピュレー

ションアプローチの取組が比較的容易な場合もある一方で、労働者の健康に

対する事業主の考え方や職場内の活用できる資源が限られることや、職種や

業種による時間的制限等から、効果的な実施が困難な場合もある。保健指導後

のフォローアップが必要であるが、それぞれの事業所での社会資源が不十分

な場合には、対象者が生活している地域の社会資源の活用も考慮する必要が

ある。しかし、労働者の就業時間等の観点からは、地域の社会資源が現実的に

活用しにくいことも多い。地域と有機的な連携を取りながら社会資源を効率

的に活用していくことが重要である。 

 

５－２ 地域・職域連携による効果 

（１）健診・保健指導における地域・職域連携の効果 

地域と職域はそれぞれの資源の範囲の中で保健指導を展開してきた。一方、

近年、地域と職域が保健指導に利用できる資源を共有することにより、利用で

きるサービスの選択肢を増大させている事例が増えている。具体的には、それ

ぞれの有する保健指導のための教材、フォローアップのための健康教育プロ

グラムや施設、さらには地域、職域それぞれで展開されてきた保健指導の知識

と技術を有する人材の活用や、研修の合同開催等の人材育成の効率化等が考

えられる。これらは、対象者がサービスを主体的に選択し、行動変容とそれを

維持する可能性を高めるものとして期待できる。また、地域、職域とも費用、

保健指導をより効果的に行うためには、地域における健康課題に応じて支

援することはもちろん、ポピュレーションアプローチを併用し複合的に行う

ことや、地域の医師会や看護協会、栄養士会等の団体とも連携し、社会資源を

効果的に活用することが必要である。 

職域では、主な対象者である労働者が職場に存在することからポピュレー

ションアプローチの取組が比較的容易な場合もある一方で、労働者の健康に

対する事業主の考え方や職場内の活用できる資源が限られることや、職種や

業種による時間的制限等から、効果的な実施が困難な場合もある。保健指導後

のフォローアップが必要であるが、それぞれの事業所での社会資源が不十分

な場合には、対象者が生活している地域の社会資源の活用も考慮する必要が

ある。しかし、労働者の就業時間等の観点からは、地域の社会資源が現実的に

活用しにくいことも多い。地域と有機的な連携を取りながら社会資源を効率

的に活用していくことが重要である。 

 

５－２ 地域・職域連携による効果 

（１）健診・保健指導における地域・職域連携の効果 

地域と職域はそれぞれの資源の範囲の中で保健指導を展開してきた。しか

し、今後は保健指導に利用できる資源を地域と職域が共有することにより、利

用できるサービスの選択肢を増大させることも必要である。具体的には、それ

ぞれの有する保健指導のための教材、フォローアップのための健康教育プロ

グラムや施設、更には地域、職域それぞれで展開されてきた保健指導の知識と

技術を有する人材の活用や、研修の合同開催等の人材育成の効率化等が考え

られる。これらは、対象者がサービスを主体的に選択し、行動変容とそれを維

持する可能性を高めるものとして期待できる。また、地域、職域とも費用、人

的資源の効率的な運用が期待される。 
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人的資源の効率的な運用が期待される。 

これまで、地域と職域は退職や転職・転居等を区切りにそれぞれの場で保健

指導が展開されてきた。こうした中、平成２６年度には、都道府県単位で設置

されている保険者協議会が法定化され、また平成２７年度からは特定健診等

データやレセプトデータを活用した効果的・効率的な保健事業が進められて

おり、保険者との連携事業を推進している自治体も増加している。また、オン

ライン資格確認等システムを活用し、保険者間で特定健診等データの引継ぎ

が促進されると、保険者のみならず、対象者にとっても、過去の特定健診等の

結果や病歴等の特性に応じた保健事業や保健指導を受けることが可能になる

等の利点が期待される。なお、地域・職域連携の基本的理念や連携の在り方、

具体的な取組実施のために必要な事項、地域・職域連携推進協議会の効果的な

運営方策等については、 
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（２）健診・保健指導における地域・職域連携のための方策 

今後は、健診・保健指導において有機的な連携が必要となる。地域と職域そ

れぞれが健診・保健指導に関して、対象となる集団の生活習慣病予防に関する

課題を明確にし、活動計画を立案する。その上で、実際の展開で共有できる部

分と協力できる部分、独自で行うことがよい部分について情報交換の機会を

もち、進めていくことが必要である。そのためには、保険者協議会、都道府県

や二次医療圏の地域・職域連携推進協議会を活用することも有効である。 
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【参考】地域・職域連携推進事業の意義 

厚生労働省 地域・職域連携推進ガイドライン（令和元年 9月） 

特定健診・特定保健指導では、メタボリックシンドロームに着目したハイリ

スクアプローチが被保険者・被扶養者に提供されている。この保険者によるハ

イリスクアプローチと、地域・職域連携推進協議会が地域・職域全体で取組む

ポピュレーションアプローチとを一体的に提供していくことが期待される。 

地域・職域連携推進協議会と保険者協議会の主な役割は、図２の通りであ

る。地域・職域連携推進協議会においては、保険者協議会における医療費等の

分析や特定健診・特定保健指導に関する実施体制、結果等から得られた現状や

課題について情報提供を受け、地域全体として取組む健康課題を明らかにす

る。そして、保健医療資源を相互に活用、又は保健事業を共同で実施すること

により、地域・職域連携推進事業を進めていくことが望まれる。 
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第４編 体制・基盤整備、総合評価 

第１章 人材育成体制の整備 

（１）基本的考え方 

○健診・保健指導事業の企画立案・実施・評価が本プログラムに基づき適切に

実施されるよう、これらの業務を行う者は、都道府県等が実施する研修に積極

的に参加すると共に、常に自己研鑽に努める必要がある。 

○国、都道府県、市町村、保険者、医療関係団体等は、健診・保健指導事業の

企画立案・実施・評価の業務を行う者に対し、最新の科学的知見に基づいた効
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果的な保健指導の知識・技術を修得するための研修や、具体的な保健指導の事

例の情報提供等人材育成の機会を提供する必要がある。 

 

（２）国の役割 

国は、全国で一定レベル以上の人材の質が確保されるよう、健診・保健指導

に関する人材育成の体系や研修に関するガイドラインを作成し、都道府県等

に示すと共に、都道府県等が研修を行う際に使用することができる学習教材

等を作成・提供する。 

また、国は、国立保健医療科学院において、都道府県等で指導的立場にあり

健診・保健指導に関する研修を企画立案する者等に対する研修を行う。 

 

（３）都道府県の役割 

都道府県は、国が示す「健診・保健指導の研修ガイドライン」を踏まえ、健

診・保健指導事業の企画立案・実施・評価の業務を行う者を対象に、①企画立

案・評価に関する知識・技術、②最新の科学的知見に基づいた効果的な保健指

導の知識・技術、③ポピュレーションアプローチとの効果的な組み合わせ等に

関する研修を実施する。このほか、保健指導の質の向上のために、標準的な質

問票や健診等のデータを用いた評価方法についても研修を行うことが求めら

れる。その際、市町村や保険者の評価に用いられる死亡統計等の都道府県内の

データをまとめて提供する。 

また、これらの研修を実施するため、都道府県は、地域の医療関係団体、教

育機関等の協力を得て、研修を行う講師等を確保すると共に、都道府県が実施

する研修会と医療関係団体等が実施する研修の開催日時が重なったり、同じ

内容となったりしないよう、都道府県が中心となって、研修を行う団体間の調

整を行う。加えて、健診・保健指導事業者が抱える個別具体的な課題について

果的な保健指導の知識・技術を修得するための研修や、具体的な保健指導の事

例の情報提供等人材育成の機会を提供する必要がある。 

 

（２）国の役割 

国は、全国で一定レベル以上の人材の質が確保されるよう、健診・保健指導

に関する人材育成の体系や研修に関するガイドラインを作成し、都道府県等

に示すと共に、都道府県等が研修を行う際に使用することができる学習教材

等を作成・提供する。 

また、国は、国立保健医療科学院において都道府県の指導者（健診・保健指

導に関する研修を企画立案する者）等に対する研修を行う。 
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問票や健診等のデータを用いた評価方法についても研修を行うことが求めら

れる。その際、市町村や保険者の評価に用いられる死亡統計等の都道府県のデ

ータをまとめて提供する。 

また、これらの研修を実施するため、都道府県は、地域の医療関係団体、教

育機関等の協力を得て、研修を行う講師等を確保すると共に、都道府県が実施

する研修会と医療関係団体等が実施する研修の開催日時が重なったり、同じ

内容となったりしないよう、都道府県が中心となって、研修を行う団体間の調

整を行う。 
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支援する仕組みを整えることが望ましい。 

なお、保険者や委託機関を対象とした研修等を実施する際には、もれなく周

知できるような体制整備が必要である。 

さらに、都道府県は、当該都道府県内において健診・保健指導を行う人材の

確保が困難な地域が発生しないように、市町村の求めに応じて、当該市町村に

研修を行う講師等を派遣し研修を実施する等、各都道府県内で研修の実施体

制が確保できるよう配慮する。 

 

（４）市町村の役割 

市町村は、保健事業に従事する医師、保健師、管理栄養士、事務職等に対し

て、市町村自らが研修を行うことに加え、都道府県、医療関係団体等が実施す

る研修を受けさせることが必要である。 

また、国保部門と衛生部門のジョブローテーション aにより、健診・保健指

導とポピュレーションアプローチとの効果的な組み合わせを企画立案できる

人材の育成を行うことや、健診・保健指導の経験を有する者を、都道府県等が

実施する研修の講師とする等の協力を行うことも必要である。 

今後、我が国の人口構造が一層高齢化していくことが見込まれている中、国

保、衛生、介護の各部門が共通認識を持って、保健事業を的確かつ効果的に実

施していくことが必要である。このため、各市町村レベルでこの三部門が連携

して、住民や地域の実態やニーズに即した保健事業等を運営できる、技能・知

識を有する人材を育成していくことが重要である。 

さらに、市町村は、これまで健康づくりに関するボランティア等を育成して

きたが、ボランティア等による活動は、健診受診率の向上や住民自らの生活習

慣の改善に有効である。これらのボランティアによる活動をポピュレーショ

ンアプローチの重要な手法と位置付け、地域で自主的に健康づくりを推進す
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るボランティア等育成のための研修を実施することが必要である。また、健康

は、社会経済環境の影響を受けるため、個人の取組だけで解決するには限界が

ある。よって、地域において個人の健康を支え、守るための社会環境整備が求

められていることから、地域のつながりを強化し、家庭・自治組織・企業・学

校・ボランティア等が一体となった健康づくりを推進することが必要である。 

 

（５）保険者の役割 

保険者は、健診・保健指導事業の企画立案・実施・評価の業務を行う者に対

して、保険者自らが研修を行うことに加え、都道府県、医療関係団体等が実施

する研修を受けさせることが必要である。 

また、保険者の中央団体は、最新の科学的知見に基づいた効果的な健診・保

健指導が実施されるよう、医療関係団体、教育機関等の協力を得て、資質の向

上が継続的に図られるよう、支部組織所属の保険者に対し、保険者が研修を行

う際に使用することができる学習教材等を作成・提供することや、各保険者団

体が自ら人材育成研修を企画・立案・実施できるよう支援していくことが必要

である。 

 

 

（６）医療関係団体の役割 

公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本看護協会、公益社団法人日本栄

養士会等の医療関係団体及び当該団体の都道府県組織は、保健指導を実施す

る者の資質の向上を図るため、科学的な知見を踏まえ最新の情報をもとにし

た研修会を積極的に行うことが求められる。研修会の実施に際しては、複数の

医療関係団体が協力し、共同で実施することや、公益社団法人日本歯科医師会

や公益社団法人日本薬剤師会等の各医療関係団体及び、当該団体の都道府県

ボランティア等育成のための研修を実施することが必要である。また、健康

は、社会経済環境の影響を受けるため、個人の取組だけで解決するには限界が

ある。よって、地域において個人の健康を支え、守るための社会環境整備が求

められていることから、地域のつながりを強化し、家庭・自治組織・企業・学

校・ボランティア等が一体となった健康づくりを推進することが必要である。 

 

（５）保険者の役割 

保険者は、健診・保健指導事業の企画立案・実施・評価の業務を行う者に対

して、保険者自らが研修を行うことに加え、都道府県、医療関係団体等が実施

する研修を受けさせることが必要である。 

また、保険者の中央団体は、最新の科学的知見に基づいた効果的な健診・保

健指導が実施されるよう、医療関係団体、教育機関等の協力を得て、資質の向

上が継続的に図られるよう、団体所属の保険者に対し、保険者が研修を行う際

に使用することができる学習教材等を作成・提供することや、各保険者団体が

自ら人材育成研修を企画・立案・実施できるよう支援していくことが必要であ

る。更に、保険者は、委託先の保健指導機関も含めた人材育成を行っていくこ

とが求められる。 

 

（６）医療関係団体の役割 

公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本看護協会、公益社団法人日本栄

養士会等の医療関係団体及び当該団体の都道府県組織は、保健指導を実施す

る者の資質の向上を図るため、積極的に研修会を行うことが求められる。研修

会の実施に際しては、複数の医療関係団体が協力し、共同で実施することや、

公益社団法人日本歯科医師会や公益社団法人日本薬剤師会等の各医療関係団

体及び、当該団体の都道府県組織から講師を紹介してもらうこと等、複数の職
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組織から講師を紹介してもらうこと等、複数の職種で構成されるチームによ

る保健指導に繋がるような配慮も必要である。 

また、保健指導に従事する医師、保健師、管理栄養士等については、メタボ

リックシンドロームの概念を導入した保健指導に関する知識・技術を有する

ことが必須である。関係団体、学会等が保健指導に関連し、特に認定する既存

の資格（公益社団法人日本医師会認定健康スポーツ医等）の養成課程において

も、そのような観点からの研修内容が盛り込まれることが求められる。 

 

（７）健診実施機関・保健指導実施機関の役割 

健診実施機関及び保健指導実施機関は、国の動向や最新の知見を踏まえつ

つ、効果的・効率的な健診、保健指導の実施を目指した、人材育成事業を企画・

立案・実施し、健診、保健指導の質の担保に努める。さらに、保健指導実施機

関は、適切なアウトカム評価に向けて、保健指導実施者間での評価のバラつき

がないか確認し、可能な限り評価の標準化を図るために、研修等を充実させる

ことが求められる。 

また、医療関係団体、教育機関等の協力を得て、資質の向上が継続的に図ら

れるような研修や ICT を活用した保健指導に関する研修を定期的に実施した

り、より効果的な保健指導となるようデータ収集や分析を行うように努める。 

 

a ジョブローテーション：資質向上のため、人材育成計画に基づいて、職務の

異動を行うこと。 

 

第２章 最新の知見を反映した健診・保健指導内容の見直しのための体制整備 

（１）基本的考え方 

○どのような健診項目等を設定し保健指導を実施すれば、効果的・効率的に被

種で構成されるチームによる保健指導に繋がるような配慮も必要である。 

 

また、保健指導に従事する医師、保健師、管理栄養士等については、メタボ

リックシンドロームの概念を導入した保健指導に関する知識・技術を有する

ことが必須である。関係団体、学会等が保健指導に関連し、特に認定する既存

の資格（公益社団法人日本医師会認定健康スポーツ医等）の養成課程において

も、そのような観点からの研修内容が盛り込まれることが求められる。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a ジョブローテーション：資質向上のため、人材育成計画に基づいて、職務の

異動を行うこと。 

 

第２章 最新の知見を反映した健診・保健指導内容の見直しのための体制整備 

（１）基本的考え方 

○どのような健診項目等を設定し保健指導を実施すれば、効果的・効率的に被
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保険者・被扶養者の生活習慣病予防が図られるのかを評価するため、各保険者

は、健診・保健指導に関するデータを継続的に蓄積することが必要となる。 

○各保険者が蓄積したデータについては、個人情報の保護に十分留意しつつ、

国において分析・評価し、その結果を健診・保健指導プログラムに反映するこ

とが必要である。 

 

（２）国の役割 

国は、健診・保健指導データの評価を踏まえ、保健指導に用いる学習教材等

の作成を行う。このような学習教材の作成に際しては、厚生労働科学研究等の

活用や、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所における、研究成果や

調査結果の活用について協力を得ながら、国立保健医療科学院が中心となり、

学習教材を作成していくことが必要となる。さらに、国立保健医療科学院にお

いては、保健指導を行う際の支援材料、学習教材等をホームページで公開す

る。 

また、国は研究等により健診・保健指導に関する科学的根拠の蓄積に努める

こととし、国立保健医療科学院においては、健診・保健指導内容の科学的根拠

を継続的に収集し、評価するため、健診・保健指導データ等を分析する機能・

役割が必要となる。 

さらに、国は、最新の知見を反映した健診・保健指導を効果的・効率的に行

うために、医師、保健師、管理栄養士等の基礎教育において、必要な知識・技

術を習得させる必要があり、これらの養成カリキュラムの見直しの検討を行

うことも必要である。 

加えて、健診・保健指導のデータ活用について、学術研究者等への公開等を

含む積極的な利活用の促進に務める。 

 

保険者の生活習慣病予防が図られるのかを評価するため、各保険者は、健診・

保健指導に関するデータを継続的に蓄積することが必要となる。 

○各保険者が蓄積したデータについては、個人情報の保護に十分留意しつつ、

国において分析・評価し、その結果を健診・保健指導プログラムに反映するこ

とが必要である。 

 

（２）国の役割 

国は、健診・保健指導データの評価を踏まえ、保健指導に用いる学習教材等

の作成を行う。このような学習教材の作成に際しては、国立研究開発法人医薬

基盤・健康・栄養研究所における、研究成果や調査結果の活用について協力を

得ながら、国立保健医療科学院が中心となり、学習教材を作成していくことが

必要となる。更に、国立保健医療科学院においては、保健指導を行う際の支援

材料、学習教材等をホームページで公開する。 

 

また、国は研究等により健診・保健指導に関する科学的根拠の蓄積に努める

こととし、国立保健医療科学院においては、健診・保健指導内容の科学的根拠

を継続的に収集し、評価するため、健診・保健指導データ等を分析する機能・

役割が必要となる。 

更に、国は、最新の知見を反映した健診・保健指導を効果的に行うために、

医師、保健師、管理栄養士等の基礎教育において、必要な知識・技術を習得さ

せる必要があり、これらの養成カリキュラムの見直しの検討を行うことも必

要である。 
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（３）関係学会の役割 

関係学会は、学会における最新の知見等の議論を踏まえ、国が行う健診・保

健指導データの分析・評価について協力することが望まれる。また、最新の知

見を反映した健診・保健指導を効果的・効率的に行うために、医師、保健師、

管理栄養士等にむけて、必要な知識・技術の習得を促す研修等を実施すること

が望まれる。 

 

（４）都道府県の役割 

都道府県においては、保険者や地域の大学・研究機関等の協力を得て、健診・

保健指導データを統計的に処理・分析し、評価を行うことにより、都道府県に

おける健康づくり施策や都道府県が実施する研修内容へ反映させると共に、

保険者協議会や各地域の地域・職域連携推進協議会等に対し、健診・保健指導

の効果の評価、研修内容の相互評価、委託先の事業者のサービスの質の相互評

価を図る場を提供することが必要である。また、ポピュレーションアプロー

チ・ハイリスクアプローチを推進しやすくするための環境整備を進めること

も必要である。 

 

（５）市町村の役割 

市町村においては、保健事業を総合的に実施するため、健診データ、レセプ

トデータ、介護保険データ等を活用することにより地域ごとの課題を見出し、

課題の優先順位を考慮し、ポピュレーションアプローチ等も取り入れながら、

科学的根拠に基づいて健診・保健指導プログラムを効果的・効率的に実施して

いくことが必要である。また、効果的・効率的なプログラムを実施するために

は、事業評価を行い、常に事業を改善できる体制が求められる。 

 

（３）関係学会の役割 

関係学会は、国が行う健診・保健指導データの分析・評価について協力し、

学会における最新の知見等の議論を踏まえ、健診・保健指導プログラムの見直

しを行う必要性や、その内容について国に対し協力することが望まれる。 

 

 

 

（４）都道府県の役割 

都道府県においては、保険者や地域の大学・研究機関等の協力を得て、健診・

保健指導データを統計的に処理・分析し、評価を行うことにより、都道府県に

おける健康づくり施策や都道府県が実施する研修内容へ反映させると共に、

保険者協議会や各地域の地域・職域連携推進協議会等に対し、健診・保健指導

の効果の評価、研修内容の相互評価、委託先の事業者のサービスの質の相互評

価を図る場を提供することが必要である。 

 

 

 

（５）市町村の役割 

市町村においては、保健事業を総合的に実施するため、健診データ、レセプ

トデータ、介護保険データ等を活用することにより地域ごとの課題を見出し、

課題の優先順位を考慮し、ポピュレーションアプローチ等も取り入れながら、

健診・保健指導プログラムを効果的・効率的に実施していくことが必要であ

る。 
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（６）保険者の役割 

保険者においては、「データヘルス計画」の策定等において、健診データ、

レセプトデータ等を用いることにより保険者ごとの健康課題を見出し、課題

の優先順位を考慮し、ポピュレーションアプローチ等も取り入れながら、科学

的根拠に基づいて健診・保健指導プログラムを効果的・効率的に実施していく

ことが必要である。また、効果的・効率的なプログラムを実施するためには、

事業評価を行い、常に事業を改善できる体制が求められる。 

 

（７）保険者中央団体の役割 

保険者の中央団体及び支部組織は、団体所属あるいは構成する保険者の健

診・保健指導等のデータを蓄積・分析する体制を充実させ、大学・研究機関等

の協力を得つつ、各保険者がデータを活用しながら健診・保健指導プログラム

を効果的・効率的に実施していくための支援・研修を行うことが重要である。 

 

第３章 健診・保健指導の実施・評価のためのデータ分析とデータ管理 

３－１ 健診・保健指導の実施・評価のための指標・項目 

（１）基本的考え方 

○生活習慣病の有病者や予備群を減少させるためには、不健康な生活習慣の

蓄積から、生活習慣病の予備群、生活習慣病への進展、さらに重症化・合併症

へと悪化する者を減少させること、あるいは、生活習慣病から予備群、更には

健康な状態へ改善する者を増加させることが必要である（別紙１）。 

○保険者には、健診・保健指導データとレセプトが集まることになるため、電

子化された健診・保健指導データとレセプトを突合したデータの分析を行う。

この分析結果を基にして、前年度の保健指導による予防の効果を評価するこ

とや、健診結果が「受診勧奨」となった者の医療機関受診状況の確認をするこ

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

第３章 健診・保健指導の実施・評価のためのデータ分析とデータ管理 

３－１ 健診・保健指導の実施・評価のための指標・項目 

（１）基本的考え方 

○生活習慣病の有病者や予備群を減少させるためには、不健康な生活習慣の

蓄積から、生活習慣病の予備群、生活習慣病への進展、更に重症化・合併症へ

と悪化する者を減少させること、あるいは、生活習慣病から予備群、更には健

康な状態へ改善する者を増加させることが必要である（別紙１）。 

○保険者には、健診・保健指導データとレセプトが集まることになるため、電

子化された健診・保健指導データとレセプトを突合したデータの分析を行う。

この分析結果を基にして、前年度の保健指導による予防の効果を評価するこ

とや、健診結果が「受診勧奨」となった者の受診状況の確認をすることが可能
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とが可能となる。 

○突合データを用いて、個人や対象集団ごとに、健診・保健指導プログラムの

評価を客観的に行うためには、どのような健診・保健指導の指標・項目等を抽

出すれば良いか整理する必要がある。 

○保険者に所属する医師、保健師、管理栄養士等は健診・保健指導データとレ

セプトから、どの部分に焦点を絞って、疾病予防・重症化予防を行うのが効果

的かを検討することが必要である。 

○また、医療保険を所掌している部門に医師、保健師、管理栄養士等が所属し

ていない場合には、地域・職域の医師、保健師、管理栄養士等の協力を受けて

評価する必要がある。例えば、市町村国保においては衛生部門、健保等では職

域の産業医、保健師等の協力を得ることが想定される。さらに、小規模な健保

等については、保健所・衛生研究所等の協力を得ることも想定される。 

○健診・保健指導の実施・評価の際には、対象集団の母集団となる行政単位の

人口動態統計（死因統計）、患者調査、国民生活基礎調査、国民健康・栄養調

査（県民健康・栄養調査）、医療費データ、介護保険データ等から確認しうる

地域集団の健康課題の特徴を把握すると共に、対象集団の健診結果や生活習

慣の知識・態度・行動に影響を及ぼす要因を把握することが必要である。 

○都道府県が策定する医療計画、都道府県介護保険事業支援計画、都道府県健

康増進計画、都道府県医療費適正化計画等の基礎資料としても有益な指標・項

目であることが必要である。 

 

（２）健診・保健指導を評価するための具体的な指標・項目 

① 個人の評価のための指標・項目 

○保健指導実施以降の健診の指標・項目 

・医療機関への受診状況 

となる。 

○突合データを用いて、個人や対象集団ごとに、健診・保健指導プログラムの

評価を客観的に行うためには、どのような健診・保健指導の指標・項目等を抽

出すれば良いか整理する必要がある。 

○保険者に所属する医師、保健師、管理栄養士等は健診・保健指導データとレ

セプトから、どの部分に焦点を絞って、疾病予防・重症化予防を行うのが効果

的かを検討することが必要である。 

○また、医療保険を所掌している部門に医師、保健師、管理栄養士等が所属し

ていない場合には、地域・職域の医師、保健師、管理栄養士等の協力を受けて

評価する必要がある。たとえば、市町村国保においては衛生部門、健保等では

職域の産業医、保健師等の協力を得ることが想定される。更に、小規模な健保

等については、保健所・衛生研究所等の協力を得ることも想定される。 

○健診・保健指導の実施・評価の際には、対象集団の母集団となる行政単位の

人口動態統計（死因統計）、患者調査、国民生活基礎調査、国民健康・栄養調

査（県民健康・栄養調査）、医療費データ、介護保険データ等から確認しうる

地域集団の健康課題の特徴を把握すると共に、対象集団の健診結果や生活習

慣の知識・態度・行動に影響を及ぼす要因を把握することが必要である。 

○都道府県が策定する医療計画、都道府県介護保険事業支援計画、都道府県健

康増進計画、都道府県医療費適正化計画等の基礎資料としても有益な指標・項

目であることが必要である。 

 

（２）健診・保健指導を評価するための具体的な指標・項目 

① 個人の評価のための指標・項目 

○健診の指標・項目（当該年度） 

・医療機関への受診状況 
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・健診受診状況 

・各健診項目（測定値） 

・各健診項目判定結果 

○保健指導実施以降の保健指導の指標・項目 

・生活習慣改善状況 

・行動変容ステージ（準備状態）の変化 

・介護保険の利用状況 

○保健指導実施以降のレセプト 

・医療機関の受診状況の有無（健診の結果、「受診勧奨」となったにもかかわ

らず受診がなされていないのではないか、糖尿病等で受診中断がないのか等

の確認ができる。） 

② 集団の評価のための指標・項目 

○保健指導実施以降の健診の指標・項目 

・健診受診者数、内訳 

・各健診項目判定結果 

○保健指導実施以降の保健指導の指標・項目 

・保健指導階層化判定 

・生活習慣改善状況 

○保健指導実施以降のレセプト 

・医療機関の受診状況の有無 

・医療費 

③ 事業評価のための指標・項目 

※母集団（対象集団）の生活習慣（知識・態度・行動）に影響を及ぼす要因を

把握するための具体的な指標・項目 

○保健指導実施以降の健診の指標・項目 

・健診受診状況 

・各健診項目（測定値） 

・各健診項目判定結果 

○保健指導の指標・項目（当該年度） 

・生活習慣改善状況 

・行動変容ステージ（準備状態）の変化 

・介護保険の利用状況 

○レセプト 

・医療機関の受診状況の有無（健診の結果、「受診勧奨」となったにもかかわ

らず受診がなされていないのではないか、糖尿病で受診中断がないのか等の

確認ができる。） 

②集団の評価のための指標・項目 

○健診の指標・項目（当該年度） 

・健診受診者数、内訳 

・各健診項目判定結果 

○保健指導の指標・項目（当該年度） 

・保健指導階層化判定 

・生活習慣改善状況 

○レセプト 

・医療機関の受診状況の有無 

・医療費 

③事業評価のための指標・項目 

※母集団（対象集団）の生活習慣（知識・態度・行動）に影響を及ぼす要因 

を把握するための具体的な指標・項目 

○健診の指標・項目（当該年度） 
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○保健指導実施以降の保健指導の指標・項目 

○保健指導実施以降のレセプト 

○事業を評価するための関連情報 

 

３－２ 保険者における健診・保健指導の実施・評価 

（１）基本的考え方 

○保険者は、全ての４０歳から７４歳の被保険者に対し、健診の受診を促すと

共に、健診結果やレセプト等のデータを有効に活用し、必要な保健指導（動機

付け支援・積極的支援）対象者を確実に階層化し、被保険者の生活習慣改善の

取組を支援する。また、対象集団における健診・保健指導プログラムが有効で

あったかどうかについて、レセプトの活用等により評価を行う。 

 

○保険者は、レセプトを活用した分析を実施し、健診・保健指導の計画、評価

を行い、保健指導内容の改善、委託先の選定の参考とする等、健診・保健指導

事業の改善を行うことが可能である。 

○なるべく手作業を避け、効率よく分析することが重要である。市町村におい

てはＫＤＢシステムを活用して分析、対象者の抽出等が可能となっている。 

 

○分析スキルに長けた人材との連携も重要である。 

○分析を委託する場合には、委託先に保険者の問題意識や保健指導等で把握

した実態を伝えて分析させる等、委託先に分析全てを任せることがないよう

にする。分析結果をどのように保健事業に活用していくかの視点が重要であ

る。 

○特定健康診査等実施計画を策定する場合はデータヘルス計画との連動を図

る。 

○保健指導の指標・項目（当該年度） 

○レセプト 

○事業を評価するための関連情報 

 

３－２保険者における健診・保健指導の実施・評価 

（１）基本的考え方 

○保険者は、全ての 40 歳から 74 歳の被保険者に対し、健診の受診を促すと

共に、健診結果やレセプト等のデータを有効に活用し、必要な保健指導（動機

付け支援・積極的支援）対象者を確実に階層化し、被保険者の生活習慣改善の

取組を支援する。また、対象集団における健診・保健指導プログラムが有効で

あったかどうかについて、ＩＣＤ-10b に基づいて分類される疾病の受診状況

について、レセプトの活用等により評価を行う。 

○保険者は、レセプトを活用した分析を実施し、健診・保健指導の計画、評価

を行い、保健指導内容の改善、委託先の選定の参考とする等、健診・保健指導

事業の改善を行うことが可能である。 

○なるべく手作業を避け、効率よく分析することが重要である。市町村におい

ては国保データベース（ＫＤＢ）を活用して分析、対象者の抽出等が可能とな

っている。 

○分析スキルに長けた人材との連携も重要である。 

○分析を委託する場合には、委託先に保険者の問題意識や保健指導等で把握

した実態を伝えて分析させる等、委託先に分析全てを任せることがないよう

にする。分析結果をどのように保健事業に活用していくかの視点が重要であ

る。 

○データヘルス計画との連動をはかる。 
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○保険者は、委託先の事業者から健診データが円滑に移行されるよう、事業者

との連携を密に図る。 

 

○保険者は、健診・保健指導の実施状況や、レセプトデータの状況、保険者に

おける、評価・改善に関する知見の集積状況や習熟度等の動向を踏まえ、健

診・保健指導の評価に取組む必要がある。 

 

（２）具体的な健診・保健指導の実施・評価の手順（例） 

保険者は、健診・保健指導関連データとレセプトを突合したデータを用い

て、健診・保健指導の評価を行うために、生活習慣病は予防可能であることを

理解し、予防するために何が必要かを考えることが重要である。また、予防が

できなかったケースのデータから、なぜ予防できなかったのかについて分析

し、次の事業に反映させることも重要である。 

〔評価手順の一例 b〕 

① 利用するレセプトの抽出 

○利用するレセプトは、生活習慣病に関係する病名により抽出する。 

○レセプトの病名は主傷病と副傷病に分かれているが、両方とも拾う。さら

に、生活習慣病に関係する病名が主傷病か副傷病かを分類するため、主傷病が

分かるようにデータを抽出する。 

○病名コードは、ＩＣＤ分類に基づくものとする。 

② 集団の疾患特徴の把握 

※高額レセプト、長期レセプト、重複疾病の抽出による突合分析 

○高額なレセプト（例：１か月２００万円以上等）を分析することにより、ど

のような疾患が高額になっているかを調べ、どの疾患の予防を優先的な保健

指導の対象とするか考える（参考様式１－１、２）。 

○保険者は、委託先の事業者から健診データが円滑に移行されるよう、事業者

との連携を密に図り、効果的・効率的な健診・保健指導実施計画を策定し、事

業を実施すべきである。 

○保険者は、健診・保健指導の実施状況や、レセプトデータの状況、保険者に

おける、評価・改善に関する知見の集積状況や習熟度等の動向を踏まえ、健

診・保健指導の評価に取組む必要がある。 

 

（２）具体的な健診・保健指導の実施・評価の手順（例） 

保険者は、健診・保健指導関連データとレセプトを突合したデータを用い

て、健診・保健指導の評価を行うために、生活習慣病は予防可能であることを

理解し、予防するために何が必要かを考えることが重要である。また、予防が

できなかったケースのデータから、なぜ予防できなかったのかについて分析

し、次の事業に反映させることも重要である。 

〔評価手順の一例 c〕 

①利用するレセプトの抽出 

○利用するレセプトは、生活習慣病に関係する病名により抽出する。 

○レセプトの病名は主傷病と副傷病に分かれているが、両方とも拾う。更に、

生活習慣病に関係する病名が主傷病か副傷病かを分類するため、主傷病が分

かるようにデータを抽出する。 

○病名コードは、ＩＣＤ分類に基づくものとする。 

②集団の疾患特徴の把握 

※高額レセプト、長期レセプト、重複疾病の抽出による突合分析 

○高額なレセプト（例：１か月 200 万円以上等）を分析することにより、どの

ような疾患が高額になっているかを調べ、どの疾患の予防を優先的な保健指

導の対象とするか考える（様式１－1、２）。 
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○高額なレセプトだけでなく、長期に治療が継続することにより結果的に医

療費が高額になる疾患についても調べ、どの疾患の予防を優先的な保健指導

の対象とするかについても考える（参考様式２－１～３）。 

○対象集団の特徴や健康課題を把握するため、複数の生活習慣病の罹患状況

を調べ、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、虚血性心疾患、脳卒中、人工透析を

要する慢性腎不全等の疾病ごとに分析を行う（参考様式３－１～７）。 

○全国又は都道府県のデータと比較することにより、対象集団の疾患分布等

の特徴を把握するための資料を収集・作成する（参考様式４～５）。 

○健診・保健指導の効果を評価するため、レセプト分析により、保健指導によ

る重症化予防、合併症予防の成果を確認する（参考様式４－１～14）。 

③ 集団の健康状況の把握（健診・保健指導結果による経年的なアウトカム評

価） 

○対象集団全体の健康状況を把握するため、健診有所見者状況、メタボリック

シンドロームのリスクの重複状況、健診受診率、支援別保健指導実施率等の健

診・保健指導実施結果の特徴を、年代別、性別の経年的データについて分析す

る（参考様式５－１～６） 

④ 健診・保健指導の総合的評価に関するデータ 

○健診・保健指導の評価を行う上では、メタボリックシンドローム、糖尿病等

の生活習慣病の増減等を評価する必要がある（参考様式６）。 

○毎年の健診・保健指導事業の評価を行うためには生活習慣病の有病者や予

備群への移行者数の減少以外にも、補足的な評価項目が必要である。 

○補足的な評価項目としては、有病者又は予備群のままであったとしても、リ

スク数の減少等が想定される。 

○健診・保健指導の費用とレセプト分析による活医療費の削減効果が比較で

きる仕組みが必要である。 

○高額なレセプトだけでなく、長期に治療が継続することにより結果的に医

療費が高額になる疾患についても調べ、どの疾患の予防を優先的な保健指導

の対象とするかについても考える（様式２－１～３）。 

○対象集団の特徴や健康課題を把握するため、複数の生活習慣病の罹患状況

を調べ、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、虚血性心疾患、脳卒中、人工透析を

要する慢性腎不全等の疾病毎に分析を行う（様式３－１～７）。 

○全国又は都道府県のデータと比較することにより、対象集団の疾患分布等

の特徴を把握するための資料を収集・作成する（様式４～５）。 

○健診・保健指導の効果を評価するため、レセプト分析により、保健指導によ

る重症化予防、合併症予防の成果を確認する（様式４－１～14）。 

③集団の健康状況の把握（健診・保健指導結果による経年的なアウトカム評

価） 

○対象集団全体の健康状況を把握するため、健診有所見者状況、メタボリック

シンドロームのリスクの重複状況、健診受診率、支援別保健指導実施率等の健

診・保健指導実施結果の特徴を、年代別、性別の経年的データを用いて分析す

る（様式５―１～６） 

④健診・保健指導の総合的評価に関するデータ 

○健診・保健指導の評価を行う上では、メタボリックシンドローム、糖尿病等

の生活習慣病の増減等を評価する必要がある（様式６）。 

○毎年の健診・保健指導事業の評価を行うためには生活習慣病の有病者や予

備群への移行者数の減少以外にも、補足的な評価項目が必要である。 

○補足的な評価項目としては、有病者又は予備群のままであったとしても、リ

スク数の減少等が想定される。 

○健診・保健指導の費用と医療費の削減効果が比較できる仕組みが必要であ

る。 
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○保険者は、被保険者に対して健診・保健指導の総合的評価を情報提供するこ

とが必要である。 

⑤ 健診受診者個人の評価 

○健診受診者ごとの腹囲、体重、血圧等の改善も評価すべきである。 

○腹囲の増加、体重の増加等が認められないこと、追加リスクがないこと（現

状維持）も評価すべきである。また、追加リスクがある場合であっても腹囲等

が減少したことを評価すべきである。 

○動機付け支援、積極的支援の対象者については、体重・腹囲・血圧・翌年度

の健診結果（喫煙・食生活・身体活動の変化、行動変容ステージの変化、設定

目標の達成状況、翌年の保健指導レベルの変化）の達成状況についても評価す

べきである。 

○参考様式については、（http://URL を記載）にてダウンロードが可能となっ

ている。 

 

（削除） 

 

ｂ 詳細な手順等については、平成 17 年度厚生労働科学研究費補助金「地域

保健における健康診査の効率的なプロトコールに関する研究」（主任研究者：

水嶋 春朔）において「健診データ・レセプト分析から見る生活習慣病管理」

が取りまとめられている。 

 

３－３ 健診・保健指導計画作成及び評価のためのデータ管理 

（１）基本的考え方 

○健診・保健指導のデータは個人の医療・健康情報が入っているので、あらか

じめ保険者により定められた責任者をおいて、管理することが望ましい。 

○保険者は、被保険者に対して健診・保健指導の総合的評価を情報提供するこ

とが必要である。 

⑤ 健診受診者個人の評価 

○健診受診者ごとの腹囲、体重、血圧等の改善も評価すべきである。 

○腹囲の増加、体重の増加等が認められないこと、追加リスクがないこと（現

状維持）も評価すべきである。また、追加リスクがある場合であっても腹囲等

が減少したことを評価すべきである。 

○動機付け支援、積極的支援の対象者については、生活習慣（食生活、身体活

動、喫煙等）の変化、行動変容のステージ（準備状態）の変化、設定目標の達

成状況についても評価すべきである。 

 

 

 

 

b International Classification of Diseases：国際疾病分類。疾病の国際

比較を可能にするためＷＨＯ（世界保健機関）が作成。 

c 詳細な手順等については、平成 18 年度厚生労働科学研究費補助金「地域保

健における健康診査の効率的なプロトコールに関する研究」（主任研究者：水

嶋春朔）において「健診データ・レセプト分析から見る生活習慣病管理」が取

りまとめられている。 

 

３－３ 健診・保健指導計画作成及び評価のためのデータ管理 

（１）基本的考え方 

○健診・保健指導のデータは個人の医療・健康情報が入っているので、あらか

じめ保険者により定められた責任者をおいて、管理することが望ましい。 
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○また、健診・保健指導のデータ管理を外部委託する場合は、平成２５年厚生

労働省告示第９２号及び第９３号に定める基準を遵守する必要がある。 

○保険者は被保険者の健診・保健指導結果を適切に管理すると共に、その情報

を各個人が保存しやすい形 cで提供することが必要である。 

 

ｃ 健診結果の様式の考え方： 

・特定健診の基本的な健診項目全てについて、検査値及び結果とその判定につ

いて記載されていること。 

・できる限り、経年的な結果、データを視覚的に表現し、受診者が理解しやす

い体裁を有すること。 

 

３－４ 個人情報の保護とデータの利用に関する方針 

（１）基本的考え方 

保険者は、健診・保健指導で得られる医療・健康情報の取扱いについては、

「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号）別紙２及び「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」

（平成２９年４月１４日個人情報保護委員会 厚生労働省）等を踏まえた対応

を行う。その際には、受診者の利益を最大限に保証するため個人情報の保護に

十分に配慮しつつ、効果的・効率的な健診・保健指導を実施する立場から、収

集された個人情報を有効に利用することが必要である。 

 

 

（２）具体的な個人情報の保護とデータの利活用の方法 

○個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及びこれに基

づくガイドライン、「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのため

○また、健診・保健指導のデータ管理を外部委託する場合は、平成 25年厚生

労働省告示第 92 号及び第 93号に定める基準を遵守する必要がある。 

○保険者は被保険者の健診・保健指導結果を適切に管理すると共に、その情報

を各個人が保存しやすい形 dで提供することが必要である。 

 

d 健診結果の様式の考え方： 

・特定健診の基本的な健診項目全てについて、検査値及び結果とその判定につ

いて記載されていること。 

・できる限り、経年的な結果、データを視覚的に表現し、受診者が理解しやす

い体裁を有すること。 

 

３－４個人情報の保護とデータの利用に関する方針 

（１）基本的考え方 

保険者は、健診・保健指導で得られる医療・健康情報の取扱いについては、

「個人情報の保護に関する法律」（平成 15 年法律第 57 号）（別紙２）及び

同法第６条及び第８条の規定に基づく「医療・介護関係事業者における個人情

報の適切な取扱いのためのガイダンス」（平成 29 年４月 14 日個人情報保護

委員会厚生労働省）等を踏まえた対応を行う。その際には、受診者の利益を最

大限に保証するため個人情報の保護に十分に配慮しつつ、効果的・効率的な健

診・保健指導を実施する立場から、収集された個人情報を有効に利用すること

が必要である。 

 

（２）具体的な個人情報の保護とデータの利活用の方法 

○個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及びこれに基

づくガイドライン、「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのため



202 
 

のガイダンス」（個人情報保護委員会 厚生労働省）、「国民健康保険組合におけ

る個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」（個人情報保護委員会 厚生

労働省）等の最新版を遵守すること。 

○個人データを第三者に提供する場合には、原則として本人の同意を取得す

ることが義務付けられており、その同意を得る際には、第三者提供に関する具

体的な事例等について、利用者が理解できるように示すこと。 

○健診・保健指導データの電子媒体による保存等については、「医療情報シス

テムの安全管理に関するガイドライン」（厚生労働省）の最新版を遵守するこ

と。 

○保険者は、健診・保健指導データを都道府県や保険者協議会に提出する場合

には、健診・保健指導データのうち、氏名等の情報を削除し、何らかの整理番

号を付番する等により、匿名化されたデータを作成すること（第２編第６章）。 

○上記の個人情報の保護に係る一定のルールを満たした上で、収集・蓄積され

た健診・保健指導に係るデータについては、健診・保健指導の実施に係る者

が、国あるいは都道府県別レベルで利用することができるような、仕組みを整

備することが望ましい。 

○国により都道府県ごとに分類され、都道府県へ提供された健診・保健指導に

係るデータについては、保険者による医療費適正化のみならず、保険者協議会

や地域職域連携推進会議等の場において、生活習慣病対策の企画立案・評価の

ために利活用されることが望ましい。 

 

別紙１ 

 

別紙２ 

 

のガイダンス」（個人情報保護委員会厚生労働省）、「国民健康保険組合にお

ける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」（個人情報保護委員会厚生

労働省）等の最新版を遵守すること。 

○個人データを第三者に提供する場合には、原則として本人の同意を取得す

ることが義務付けられており、その同意を得る際には、第三者提供に関する具

体的な事例等について、利用者が理解できるように示すこと。 

○健診・保健指導データの電子媒体による保存等については、「医療情報シス

テムの安全管理に関するガイドライン」（厚生労働省）の最新版を遵守するこ

と。 

○保険者は、健診・保健指導データを都道府県や保険者協議会に提出する場合

には、健診・保健指導データのうち、氏名等の情報を削除し、何らかの整理番

号を付番する等により、匿名化されたデータを作成すること（第２編第６章）。 

○上記の個人情報の保護に係る一定のルールを満たした上で、収集・蓄積され

た健診・保健指導に係るデータについては、健診・保健指導の実施に係る者

が、国あるいは都道府県別レベルで利用することができるような、仕組みを整

備することが望ましい。 

○国により都道府県毎に分類され、都道府県へ提供された健診・保健指導に係

るデータについては、保険者による医療費適正化のみならず、保険者協議会や

地域職域連携推進会議等の場において、生活習慣病対策の企画立案・評価のた

めに利活用されることが望ましい。 

 

別紙１ 

 

別紙２ 
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参考様式１－１ 

 

参考様式１－２ 

 

参考様式２－１ 

 

参考様式２－２ 

 

参考様式２－３ 

 

参考様式３－１ 

 

参考様式３－２ 

 

参考様式３－３ 

 

参考様式３－４ 

 

参考様式３－５ 

 

参考様式３－６ 

 

参考様式３－７ 

 

参考様式４－１～４ 

様式１－１ 

 

様式１－２ 

 

様式２－１ 

 

様式２－２ 

 

様式２－３ 

 

様式３－１ 

 

様式３－２ 

 

様式３－３ 

 

様式３－４ 

 

様式３－５ 

 

様式３－６ 

 

様式３－７ 

 

様式４－１～４ 
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参考様式４－５～８ 

 

参考様式４－９～１２ 

 

参考様式４－１３、１４ 

 

参考様式５－１ 

 

参考様式５－２ 

 

参考様式５－３ 

 

参考様式５－４ 

 

参考様式５－５ 

 

参考様式５－６ 

 

参考様式６ 

 

都道府県における分析例１・２ 

 

（添付資料） 

○メタボリックシンドロームの定義と診断基準 

 

様式４－５～８ 

 

様式４－９～１２ 

 

様式４－１３、１４ 

 

様式５－１ 

 

様式５－２ 

 

様式５－３ 

 

様式５－４ 

 

様式５－５ 

 

様式５－６ 

 

様式６ 

 

都道府県における分析例１・２ 

 

（添付資料） 

○メタボリックシンドロームの定義と診断基準 
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○各学会のガイドライン等参照 URL 

 

○健診・保健指導の研修ガイドライン（令和６年度版） 

 

○各学会のガイドライン等参照 URL 

 

○健診・保健指導の研修ガイドライン（平成 30年４月版） 

 

 

 



標準的な健診・保健指導プログラム新旧対照表 図表・別添・別紙版 

◎ 標準的な健診・保健指導プログラム（令和６年度版）（案） 

 

改正後 改正前 

第１編１－１ 

表１ 健康日本２１（第二次）における特定健診・特定保健指導に関連した数

値目標 

 

 

第１編１－１ 

表１ 健康日本２１（第二次）における特定健診・特定保健指導に関連した数

値目標 

 

 



表２ 次期国民健康づくり運動プランにおける特定健診・特定保健指導に関

連した数値目標（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



図１ 

 

図１ 

 

  



第１編 

１－２ 

図２健診・保健指導と特定健診・特定保健指導の関係 

 

 

第１編 

１－２ 

図２健診・保健指導と特定健診・特定保健指導の関係 

 

 

 

  



１－４ 

図３保健事業（健診・保健指導）の PDCA サイクル 

 

１－４ 

図３保健事業（健診・保健指導）の PDCA サイクル 

 



第２章２－４ 

図４生活習慣病予防のための標準的な健診・保健指導計画の流れ（イメージ） 

 

第２章２－４ 

図４生活習慣病予防のための標準的な健診・保健指導計画の流れ（イメージ） 

 

  



第３編第２章 

図１保健事業（保健指導）計画作成の進め方 

 

第３編第２章 

図１保健事業（保健指導）計画作成の進め方 

 



第２章 

２－２ 

表１集団全体の分析項目（例） 

 

第２章 

２－４ 

表１集団全体の分析項目（例） 

 



第２章 

２－２ 

表２個人、保健事業の単位の分析項目（例） 

 

第２章 

２－４ 

表２個人、保健事業の単位の分析項目（例） 

 

  



第２章 

２－２ 

表３特定保健指導非対象者の目標設定（例） 

 

 

第２章 

２－４ 

表３特定保健指導非対象者の目標設定（例） 

 

  



第３編 

第３章 

様式１行動計画実施状況把握のためのチェックリストの具体的な例 

 

第３編 

第３章 

様式２行動計画実施状況把握のためのチェックリストの具体的な例 



第３編 

第３章 

様式２特定保健指導支援計画及び実施報告書の例 

 

 

 

第３編 

第３章 

様式１特定保健指導支援計画及び実施報告書の例 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

  



第３編 

第３章 

表７ 

危険因子と生活習慣改善の方法 

※優先度が高い順に◎→〇→△ 

 

第３編 

第３章 

表７ 

危険因子と生活習慣改善の方法 

※優先度が高い順に◎→〇→△ 

 

  



第３編 

第４章 

表８ 

 

第３編 

第４章 

表８ 

 



 

  



 

第１編 

第３章 

別紙１－１ 

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第１６条第１項の規定に

基づき厚生労働大臣が定める者 

 

別紙１－２ 

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第１７条の規定に基づき

厚生労働大臣が定める特定健康診査及び特定保健指導の実施に係る施設、運

営、記録の保存等に関する基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１編 

第３章 

別紙１－１ 

 

 

 

別紙１－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２編 

第６章 

別紙１ 

特定健診（高齢者医療確保法）の項目と労働安全衛生法・学校保健安全法との

比較 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 

第６章 

別紙１ 

特定健診（高齢者医療確保法）の項目と労働安全衛生法・学校保健安全法との

比較 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２ 

「詳細な健診」項目について 

以下の判定基準に該当する者のうち、医師が必要と認める者については、詳

細な健診を実施する（基準に該当した者全てに対して当該健診を実施するこ

とは適当ではなく、受診者の性別、年齢等を踏まえ、医師が個別に判断する必

要がある）。その際、健診機関の医師は、当該健診を必要と判断した理由を保

険者へ示すと共に、受診者に説明すること。 

なお、ほかの医療機関において実施された最近の検査結果が明らかで、再度

検査を行う必要がないと判断される者、現に糖尿病、高血圧症、脂質異常症、

虚血性心疾患、脳血管疾患等の疾患により医療機関において管理されている

者については、必ずしも詳細な健診を行う必要はなく、現在の症状等を踏ま

え、医師が個別に判断する必要がある。また、健康診査の結果から、直ちに医

療機関を受診する必要があると判断された者については、確実な受診勧奨を

行い、医療機関において、診療報酬により必要な検査を実施する。 

（１）12誘導心電図 

○当該年度の健診結果等において、収縮期血圧が１４０mmHg 以上若しくは拡

張期血圧が９０mmHg 以上の者又は問診等において不整脈が疑われる者 

（２）眼底検査 

○当該年度の健診結果等において、①血圧が以下の a、bのうちいずれかの基

準又は②血糖の値が a、b、cのうちいずれかの基準に該当した者  

① 血圧 a 収縮期血圧 １４０mmHg 以上 

 b 拡張期血圧 ９０mmHg 以上 

② 血糖 a 空腹時血糖 １２６mg/dl 以上 

 b HbA1c（NGSP） ６.５%以上 

 c 随時血糖 １２６mg/dl 以上 

（３）貧血検査 

別紙２ 

「詳細な健診」項目について 

以下の判定基準に該当する者のうち、医師が必要と認める者については、詳

細な健診を実施する（基準に該当した者すべてに対して当該健診を実施する

ことは適当ではなく、受診者の性別、年齢等を踏まえ、医師が個別に判断する

必要がある）。その際、健診機関の医師は、当該健診を必要と判断した理由を

医療保険者へ示すとともに、受診者に説明すること。 

なお、他の医療機関において実施された最近の検査結果が明らかで、再度検

査を行う必要がないと判断される者、現に糖尿病、高血圧症、脂質異常症、虚

血性心疾患、脳血管疾患等の疾患により医療機関において管理されている者

については、必ずしも詳細な健診を行う必要はなく、現在の症状等を踏まえ、

医師が個別に判断する必要がある。また、健康診査の結果から、直ちに医療機

関を受診する必要があると判断された者については、確実な受診勧奨を行い、

医療機関において、診療報酬により必要な検査を実施する。 

（１）12誘導心電図 

○当該年度の健診結果等において、収縮期血圧が１４０mmHg 以上若しくは拡

張期血圧が 90mmHg 以上の者又は問診等において不整脈が疑われる者 

（２）眼底検査 

○当該年度の健診結果等において、①血圧が以下の a、bのうちいずれかの基

準又は②脂血糖の値が a、b、cのうちいずれかの基準に該当したもの  

① 血圧 a 収縮期血圧 140mmHg 以上 

 b 拡張期血圧 90mmHg 以上 

② 血糖 a 空腹時血糖 126mg/dl 以上 

 b HbA1c（NGSP） 6.5%以上 

 c 随時血糖 126mg/dl 以上 

（３）貧血検査 



○貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者 

（４）血清クレアチニン検査 

○当該年度の健診結果等において、①血圧が以下の a、b のうちいずれかの基

準又は②血糖の値が a、b、cのうちいずれかの基準に該当した者 

① 血圧 a 収縮期血圧 １３０ｍｍＨｇ以上 

 b 拡張期血圧 ８５ｍｍＨｇ以上 

② 血糖 a 空腹時血糖 １００mg/dl 以上 

 b HbA1c（NGSP） ５.６%以上 

 c 随時血糖 １００mg/dl 以上 

＊眼底検査は、当該年度の特定健康診査の結果等のうち、（２）①のうち a、b 

のいずれの血圧の基準にも該当せず、かつ当該年度の血糖検査の結果を確認

することができない場合においては、前年度の特定健康診査の結果等におい

て、血糖検査の結果が（２）②のうち a、b、c のいずれかの基準に該当した

者も含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者 

（４）血清クレアチニン検査 

○ 当該年度の健診結果等において、①血圧が以下の a、b のうちいずれかの

基準又は②血糖の値が a、b、c のうちいずれかの基準に該当した者 

① 血圧 ａ 収縮期血圧 130ｍｍＨｇ以上 

 ｂ 拡張期血圧 85ｍｍＨｇ以上 

② 血糖 a 空腹時血糖 100mg/dl 以上 

 b HbA1c（HGSP） 5.6%以上 

 c 随時血糖 100mg/dl 以上 

＊眼底検査は、当該年度の特定健康診査の結果等のうち、（２）①のうち a、b 

のいずれの血圧の基準にも該当せず、かつ当該年度の血糖検査の結果を確認

することができない場合においては、前年度の特定健康診査の結果等におい

て、血糖検査の結果が（２）②のうち a、b、c のいずれかの基準に該当した

者も含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙３ 

標準的な質問票 

 

 

別紙３ 

標準的な質問票 

 

 

別紙４ 

健診の検査実施方法及び留意事項 

 

健診の検査実施方法について下記のとおりとすることが望ましい。 

 

第一 特定健康診査 

１ 特定健康診査を受診する者に対する事前の通知について 

特定健康診査の受診者に対し、特定健康診査を実施する前に、次の⑴及び⑵に

ついて通知しておくこと。 

⑴ 特定健康診査の意義 

特定健康診査は、自分自身の健康状態を認識できる機会であることや、日頃の

生活習慣が特定健康診査の結果に表れてくるものであるということ。 

 

⑵ 検査前の食事の摂取、運動について 

ア アルコールの摂取や激しい運動は、特定健康診査の前日は控えること。 

イ 午前中に特定健康診査を実施する場合は、空腹時血糖、空腹時中性脂肪等

の検査結果に影響を及ぼすため、特定健康診査前 10 時間以上は、水以外の飲

食物を摂取しないこと。 

ウ 午後に特定健康診査を実施する場合は、ヘモグロビン A1c 検査を実施す

る場合であっても、軽めの朝食とするとともに、他の検査結果への影響を軽減

するため、特定健康診査まで水以外の飲食物を摂取しないことが望ましいこ

と。 

別紙４ 

健診の検査実施方法および留意事項 

 

健診の検査実施方法について下記のとおりとすることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 検査前の食事の摂取、運動について 

ア アルコールの摂取や激しい運動は、健診の前日より控える。 

イ 午前中に健診を実施する場合は、空腹時血糖、中性脂肪等の検査結果に影

響を及ぼすため、健診前１０時間以上は、水以外の飲食物を摂取しない。 

 

ウ 午後に健診を実施する場合は、HbA1ｃ検査を実施する場合であっても、軽

めの朝食とすると共に、ほかの検査結果への影響を軽減するため、健診まで水

以外の飲食物を摂取しないことが望ましい。 

 



エ やむを得ず空腹時以外に採血を行う場合には、食後 3.5 時間以降に採血

を行うこと。 

 

２ 特定健康診査の実施方法及び判定基準について 

⑴ 既往歴の調査 

高血圧症、脂質異常症及び糖尿病の治療に係る薬剤の服用の有無及び喫煙習

慣について、確実に聴取すること。 

 

 

⑵ 腹囲の検査 

ア 立位、軽呼気時において、臍（へそ）の高さで測定すること。 

イ 脂肪の蓄積が著明で臍が下方に変位している場合は、肋骨下縁と上前腸

骨棘の中点の高さで測定すること。 

ウ より詳細については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所のホ

ームページ（※１）において示されているので、これらを参考とすること。 

※１ https://www.nibiohn.go.jp/eiken/info/kokucho.html 

 

⑶ 血圧の測定 

ア 測定回数は、原則２回とし、その２回の測定値の平均値を用いること。た

だし、実施状況に応じて、１回の測定についても可とする。 

イ その他、測定方法については、関係団体により手引書（「循環器病予防ハ

ンドブック第７版」（一般社団法人日本循環器病予防学会編。以下同じ。）等）

が示されているので、これを参考とすること。 

 

 

 

エ やむを得ず空腹時以外に採血を行い、HbA1ｃを測定しない場合には、食後

３時間半以降に採血を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 腹囲の検査 

ア 立位、軽呼気時において、臍の高さで測定する。 

イ 脂肪の蓄積が著明で臍が下方に変位している場合は、肋骨下縁と上前腸

骨棘の中点の高さで測定する。 

ウ より詳細については、国立研究開発法人医療基盤・健康・栄養研究所のホ

ームページ(http://www.nih.go.jp/eiken/info/kokucho.html)において示さ

れているので、参考とされたい。 

 

(3) 血圧の測定 

ア 測定回数は原則２回とし、その２回の測定値の平均値を用いる。ただし、

実施状況に応じて、１回の測定についても可とする。 

イ そのほか、測定方法については、関係団体により手引書（「循環器病予防

ハンドブック第７版」（一般社団法人日本循環器病予防学会編）等）が示され

ており、概要については一般社団法人日本循環器病予防学会のホームページ

(http://www.jacd.info/method/index.html)において示されているので、こ

れを参考とされたい。 

 



⑷ 血中脂質検査及び肝機能検査 

ア 原則として、分離剤入りプレイン採血管を用いること。 

イ 採血後、原則として早急に遠心分離し、24 時間以内に測定するのが望ま

しい。なお、これが困難な場合は、採血後に採血管は冷蔵又は室温で保存し、

12 時間以内に遠心分離すること。 

 

ウ 血清は、測定まで冷蔵で保存し、採血から 72時間以内に測定すること。 

エ 血中脂質検査の測定方法については、トレーサビリティ（検査測定値につ

いて、測定の基準となる標準物質に合わせられることをいう。以下同じ。）の

とれた可視吸光光度法、紫外吸光光度法等によること。なお、ＬＤＬコレステ

ロールの値は、中性脂肪の値が 400mg/dl 以上又は食後採血の場合を除き、フ

リードワルド式を用いて算出することができ、中性脂肪が 400mg/dl 以上又は

食後採血の場合は、Ｎｏｎ－ＨＤＬコレステロールの値を用いて評価するこ

とができる。ＬＤＬコレステロール（フリードワルド式）及びＮｏｎ－ＨＤＬ

コレステロールの値は、次式により算出する。 

① ＬＤＬコレステロール（フリードワルド式）（mg/dl）＝総コレステロール

（mg/dl）－ＨＤＬコレステロール（mg/dl）－空腹時中性脂肪（mg/dl）/５ 

② Ｎｏｎ－ＨＤＬコレステロール（mg/dl）＝総コレステロール（mg/dl）－

ＨＤＬコレステロール（mg/dl） 

 

 

 

 

オ 空腹時中性脂肪であることを明らかにすること。やむを得ず空腹時以外

に採血を行う場合は、食直後を除き随時中性脂肪により血中脂質検査を行う

ことができる。なお、空腹時とは、絶食 10 時間以上、食直後とは、食事開始

(4) 血中脂質検査、肝機能検査 

ア 原則として、分離剤入りプレイン採血管を用いる。 

イ 採血後、原則として早急に遠心分離し、24 時間以内に測定するのが望ま

しい。 

なお、これが困難な場合は、採血後に採血管は冷蔵又は室温で保存し、12 時

間以内に遠心分離する。 

ウ 血清は、測定まで冷蔵で保存し、採血から７２時間以内に測定する。 

エ 血中脂質検査の測定方法については、可視吸光光度法、紫外吸光光度法等

による。 

LDL コレステロールは、トリグリセライド 400mg/dl 以上や食後採血の場合を

除き、Friedewald 式で計算する。トリグリセライド 400mg/dl 以上や食後採血

の場合は、Non-ＨDL コレステロール値を用いて評価する。ただし、LDL コレス

テロールの直接測定法も可。 

LDL コレステロール（Friedewald 式）および Non-HDL は、次式により計算す

る： 

 

Friedewald 式による LDL コレステロール(mg/dl) 

= 総コレステロール(mg/dl) - HDL コレステロール(mg/dl) - 中性脂肪

(mg/dl)/5 

 

Non-ＨDL コレステロール値(mg/dl) 

= 総コレステロール値(mg/dl) - ＨDL コレステロール値(mg/dl) 

 

 

 

 



時から 3.5 時間未満とする。 

カ 肝機能検査の測定方法については、ＡＳＴ（ＧＯＴ）及びＡＬＴ（ＧＰＴ）

検査については、トレーサビリティのとれた紫外吸光光度法等によるととも

に、γ－ＧＴ（γ－ＧＴＰ）検査については、トレーサビリティのとれた可視

吸光光度法等によること。 

 

⑸ 血糖検査 

次のア又はイのいずれかの方法により行うこと。 

ア 血中グルコースの量の検査 

① 空腹時血糖であることを明らかにすること。なお、10 時間以上食事をし

ていない場合を空腹時血糖とすること。やむを得ず空腹時以外において採血

を行い、ヘモグロビン A1c を測定しない場合は、食直後を除き随時血糖によ

り血糖検査を行うことができる。なお、食直後とは、食事開始時から 3.5 時間

未満とする。 

② 原則として、フッ化ナトリウム入り採血管（血糖検査用採血管）を用いる

こと。 

③ 採血後、採血管内を５～６回静かに転倒・混和すること。 

④ 混和後、採血管は冷蔵で保管し、採血から６時間以内に遠心分離して測定

することが望ましいが、困難な場合には、採血から 12時間以内に遠心分離し

測定すること。 

⑤ 遠心分離で得られた血漿は、測定まで冷蔵で保存し、採血から 72 時間以

内に測定すること。 

⑥ 測定方法については、トレーサビリティのとれた電位差法、可視吸光光度

法、紫外吸光光度法等によること。 

イ ヘモグロビン A1c 検査 

① フッ化ナトリウム入り採血管（血糖検査用採血管）又はエチレンジアミン

 

オ 肝機能検査の測定方法については、ＡＳＴ（ＧＯＴ）及びＡＬＴ（ＧＰＴ）

検査については、紫外吸光光度法等によると共に、γ－GT（γ－ＧＴＰ）検査

については、可視吸光光度法等による。 

 

 

(5) 血糖検査 

次のア又はイのいずれかの方法により行う。 

ア 空腹時血糖検査（やむを得ない場合には随時血糖検査） 

① 空腹時血糖であることを明らかにする。なお、１０時間以上食事をしてい

ない場合を空腹時血糖とする。 

やむを得ず空腹時以外において採血を行い、HbA1c を測定しない場合は、食直

後を除き随時血糖により血糖検査を行うことを可とする。なお食直後とは、食

事開始時から 3.5 時間未満とする。 

② 原則として、フッ化ナトリウム入り採血管（血糖検査用採血管）を用い

る。 

③ 採血後、採血管を 5～6回静かに転倒・混和する。 

④ 混和後、採血管は冷蔵で保管し、採血から 6 時間以内に遠心分離して測

定することが望ましいが、困難な場合には、採血から 12 時間以内に遠心分離

し測定する。 

⑤ 遠心分離で得られた血漿は、測定まで冷蔵で保存し、採血から 72 時間以

内に測定する。 

⑥ 測定方法については、電位差法、可視吸光光度法、紫外吸光光度法等によ

る。 

イ HbA1ｃ検査 

① フッ化ナトリウム入り採血管（血糖検査用採血管）又はエチレンジアミン



四酢酸（ＥＤＴＡ）入り採血管を用いること。 

② 採血後、採血管を５～６回静かに転倒・混和すること。 

③ 混和後、採血管は、冷蔵で保管すること。 

④ 採血後、48 時間以内に測定すること。 

⑤ 測定方法については、トレーサビリティのとれた免疫学的方法、高速液体

クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）法、酵素法等によること。 

 

⑹ 尿中の糖及び蛋白の検査 

ア 原則として、中間尿を採尿すること。 

イ 採取後、４時間以内に試験紙法で測定することが望ましいが、困難な場合

には、尿検体を専用の容器に移して密栓し、室温で保存する場合は 24 時間以

内、冷蔵で保存する場合は 48時間以内に測定すること。 

ウ その他、測定方法及び判定方法については、関係団体により手引書（「循

環器病予防ハンドブック第７版」等）が示されているので、これを参考とする

こと。 

 

 

 

 

⑺ 貧血検査 

ア エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）入り採血管を用いること。 

イ 採血後、採血管内のエチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）を速やかに溶か

すこと。 

ウ 混和後、室温に保管し、12 時間以内に測定すること。 

 

 

四酢酸（ＥＤＴＡ）入り採血管を用いる。 

② 採血後、採血管を 5～6回静かに転倒・混和する。 

③ 混和後、採血管は、冷蔵で保管する。 

④ 採血後、48 時間以内に測定する。 

⑤ 測定方法については、免疫学的方法、高速液体クロマトグラフィー（ＨＰ

ＬＣ）法、酵素法等による。 

 

(6) 尿中の糖及び蛋白の検査 

ア 原則として、中間尿を採尿する。 

イ 採取後、４時間以内に試験紙法で測定することが望ましいが、困難な場合

には、尿検体を専用の容器に移して密栓し、室温で保存する場合は 24 時間以

内、冷蔵で保存する場合は 48時間以内に測定する。 

ウ そのほか、測定方法及び判定方法については、関係団体により手引書（「循

環器病予防ハンドブック第 7版」（一般社団法人日本循環器病予防学会編）等）

が示されており、概要については一般社団法人日本循環器病予防学会のホー

ムページ(http://www.jacd.info/method/index.html)において示されている

ので、これを参考とされたい。 

 

(7) 詳細な検査 

①貧血検査 

ア エチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）入り採血管を用いる。 

イ 採血後、採血管内のエチレンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）を速やかに溶か

す。 

ウ 混和後、室温に保管し、12 時間以内に測定する。 

 

②血清クレアチニン検査 



 

 

 

 

 

 

 

 

⑻ 心電図検査 

ア 安静時の標準 12 誘導心電図を記録すること。 

イ その他、検査方法及び判定基準については、関係団体により手引書（「循

環器病予防ハンドブック第７版」等）が示されているので、これを参考とする

こと。 

 

 

 

⑼ 眼底検査 

ア 手持式、額帯式、固定式等の電気検眼鏡又は眼底カメラ撮影により実施す

ること。 

イ 高血糖者に対しては、原則、両眼の眼底撮影を行う。その上で、所見の判

定がより重症な側の所見を記載すること。 

ウ その他、検査方法及び判定基準については、関係団体により手引書（「循

環器病予防ハンドブック第７版」等）が示されているので、これを参考とする

こと。 

 

 

腎機能検査の測定方法については、血清クレアチニンの検査は可視吸光光度

法（酵素法）による。 

ｅＧＦＲについては次式により計算する： 

男性：ｅＧＦＲ（ｍｌ/分/1.73m2） 

＝194×血清クレアチニン値-1.094×年齢-0.287 

女性：ｅＧＦＲ（ｍｌ/分/1.73m2） 

＝194×血清クレアチニン値-1.094×年齢-0.287×0.739 

 

③心電図検査 

ア 安静時の標準１２誘導心電図を記録する。 

イ そのほか、検査方法及び判定基準については、関係団体により手引書（「循

環器病予防ハンドブック第 7版」（一般社団法人日本循環器病予防学会編）等）

が示されており、概要については一般社団法人日本循環器病予防学会のホー

ムページ(http://www.jacd.info/method/index.html)において示されている

ので、これを参考とされたい。 

 

④眼底検査 

ア 手持式、額帯式、固定式等の電気検眼鏡又は眼底カメラ撮影により実施す

る。 

イ 高血糖者に対しては 原則、両眼の眼底撮影を行う。その上で、所見の判

定がより重症な側の所見を記載する。 

ウ そのほか、検査方法及び判定基準については、関係団体により手引書（「循

環器病予防ハンドブック第７版」（一般社団法人日本循環器病予防学会編）や

「手にとるようにわかる健診のための眼底検査」（大阪府立健康科学センター

編著）等）に示されており、概要については一般社団法人日本循環器病予防学

会のホームページ(http://www.jacd.info/method/index.html)及び財団法人



 

 

 

 

⑽ 血清クレアチニン検査 

ア 血清クレアチニン検査については、可視吸光光度法（酵素法）等によるこ

と。 

イ ｅＧＦＲにより腎機能を評価すること。 

ウ ｅＧＦＲは、次式により算出する。 

男性：ｅＧＦＲ（ml/分/1.73 ㎡）＝194×血清クレアチニン値-1.094×年齢-

0.287 

女性：ｅＧＦＲ（ml/分/1.73 ㎡）＝194×血清クレアチニン値-1.094×年齢-

0.287×0.739 

 

⑾ その他 

ア 現在の生活習慣、過去の健康診査の受診状況、家族歴等について、必要に

応じて質問票等により聴取すること。 

イ 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）その他の法令に基づき行われ

る健康診断において、特定健康診査に相当する項目を実施したことを保険者

が確認した場合は、第一の２の⑴から⑽までに掲げる実施方法と異なるもの

であっても、特定健康診査の全部又は一部を行ったものとすること。 

 

※詳細は通知「令和 年度以降における特定健康診査及び特定保健指導の実

施並びに健診実施機関等により作成された記録の取扱いについて（令和 年 

月 日）（健発 第 号）（保発 第 号）」参照のこと。 

大阪府保健医療財団大阪がん循環器病予防センターのホームページ

（http://www.osaka-ganjun.jp/effort/cvd/gantei/）においても示されてい

るのでこれを参考とされたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳細は通知「令和 年度以降における特定健康診査及び特定保健指導の実

施並びに健診実施機関等により作成された記録の取扱いについて（令和 年 

月 日）（健発 第 号）（保発 第 号）」参照のこと。 

  



別紙５ 

健診検査項目の保健指導判定値及び受診勧奨判定値 

 

別紙５ 

健診検査項目の保健指導判定値及び受診勧奨判定値 

 



 

（新設） 

  



別添資料 

健診結果とその他必要な情報の提供 

（フィードバック文例集） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（移動） 

 

  



別紙６ 

健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針 

(平成十六年厚生労働省告示第二百四十二号) 

 

 

 

 

 

 

 

第一 基本的な考え方 

健康診査は、疾病を早期に発見し、早期治療につなげること、健康診査の結

果を踏まえた栄養指導その他の保健指導(運動指導等生活習慣の改善のため

の指導を含む。以下同じ。)等を行うことにより、疾病の発症及び重症化の予

防並びに生涯にわたる健康の増進に向けた自主的な努力を促進する観点から

実施するものである。 

なお、健康診査は、大きく「健診」と「検診」に分けられる。健診は、必ず

しも特定の疾患自体を確認するものではないが、健康づくりの観点から経時

的に値を把握することが望ましい検査群であり、健診の結果、異常がないとし

ても行動変容につなげる狙いがある。検診は、主に特定の疾患自体を確認する

ための検査群であり、検診の結果、異常がなければ次の検診まで経過観察を行

うことが多いものである。 

現在、健康診査、その結果を踏まえた栄養指導その他の保健指導等は、健康

増進法第六条に掲げる各法律に基づいた制度において各健康増進事業実施者

により行われているが、次のような現状にある。 

１ 制度間で健康診査における検査項目、検査方法等が異なる場合があ

別紙６ 

健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針 

(平成十六年六月十四日)(厚生労働省告示第二百四十二号) 

 

健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項の規定に基づき、健康

増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針を次のように定めた

ので、同法第九条第三項の規定に基づき公表する。 

 

健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針 

 

第一 基本的な考え方 

健康診査は、疾病を早期に発見し、早期治療につなげること、健康診査の結

果を踏まえた栄養指導その他の保健指導(運動指導等生活習慣の改善のため

の指導を含む。以下同じ。)等を行うことにより、疾病の発症及び重症化の予

防並びに生涯にわたる健康の増進に向けた自主的な努力を促進する観点から

実施するものである。 

 

 

 

 

 

 

現在、健康診査、その結果を踏まえた栄養指導その他の保健指導等は、健康

増進法第六条に掲げる各法律に基づいた制度において各健康増進事業実施者

により行われているが、次のような現状にある。 

１ 制度間で健康診査における検査項目、検査方法等が異なる場合があ



る。 

２ 精度管理が適切に行われていないため、検査結果の比較が困難であ

る。 

３ 健康診査の結果が、受診者に対する栄養指導その他の保健指導、必要

な者に対する再検査、精密検査及び治療のための受診並びに健康の自

己管理に必ずしもつながっていない。 

４ 健康診査の結果を踏まえた集団に対する健康課題の明確化及びそれ

に基づく栄養指導その他の保健指導が十分でない。 

５ 健康診査の結果等(栄養指導その他の保健指導の内容を含む。以下同

じ。)が各健康増進事業実施者間で継続されず、有効に活用されていな

い。 

６ 健康診査の結果等に関する個人情報の保護について必ずしも十分で

ない。 

また、このような状況の中、平成十七年四月に、メタボリックシンドローム

の我が国における定義及び診断基準が日本動脈硬化学会、日本糖尿病学会、日

本高血圧学会、日本肥満学会、日本循環器学会、日本腎臓病学会、日本血栓止

血学会及び日本内科学会から構成されるメタボリックシンドローム診断基準

検討委員会において策定された。この定義及び診断基準においては、内臓脂肪

の蓄積に着目し、健康診査の結果を踏まえた効果的な栄養指導その他の保健

指導を行うことにより、過栄養により生じる複数の病態を効率良く予防し、心

血管疾患等の発症予防につなげることが大きな目標とされた。平成二十年四

月からは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)に

より、保険者に対して内臓脂肪の蓄積に起因した生活習慣病に関する特定健

康診査及び特定健康診査の結果による健康の保持に努める必要がある者に対

する保健指導の実施が義務付けられたところである。 

また、健康診査の項目や保健指導対象者の基準等については、科学的根拠を

る。 

２ 精度管理が適切に行われていないため、検査結果の比較が困難であ

る。 

３ 健康診査の結果が、受診者に対する栄養指導その他の保健指導、必要

な者に対する再検査、精密検査及び治療のための受診並びに健康の自

己管理に必ずしもつながっていない。 

４ 健康診査の結果を踏まえた集団に対する健康課題の明確化及びそれ

に基づく栄養指導その他の保健指導が十分でない。  

５ 健康診査の結果等(栄養指導その他の保健指導の内容を含む。以下同

じ。)が各健康増進事業実施者間で継続されず、有効に活用されていな

い。 

６ 健康診査の結果等に関する個人情報の保護について必ずしも十分で

ない。 

また、このような状況の中、平成十七年四月に、メタボリックシンドローム

の我が国における定義及び診断基準が日本動脈硬化学会、日本糖尿病学会、日

本高血圧学会、日本肥満学会、日本循環器学会、日本腎臓病学会、日本血栓止

血学会及び日本内科学会から構成されるメタボリックシンドローム診断基準

検討委員会において策定された。この定義及び診断基準においては、内臓脂肪

の蓄積に着目し、健康診査の結果を踏まえた効果的な栄養指導その他の保健

指導を行うことにより、過栄養により生じる複数の病態を効率良く予防し、心

血管疾患等の発症予防に繋げることが大きな目標とされた。 

 

 

 

 

 



踏まえて、定期的な見直しが必要である。 

その他、健康診査の結果等を含む医療情報に関しては、医療分野の研究開発

に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八

号。以下「次世代医療基盤法」という。)が平成三十年五月から施行されてい

る。 

以上を踏まえ、この指針においては、各健康増進事業実施者により適切な健

康増進事業が実施されるよう、健康診査の実施、健康診査の結果の通知、その

結果を踏まえた栄養指導その他の保健指導の実施等、健康手帳等による健康

診査の結果等に関する情報の継続の在り方及び個人情報の取扱いについて、

各制度に共通する基本的な事項を定めることとする。 

各健康増進事業実施者は、健康診査の実施等に当たり、個人情報の保護等につ

いて最大限に配慮するとともに、以下に定める事項を基本的な方向として、国

民の健康増進に向けた自主的な取組を進めるよう努めるものとする。 

なお、この指針は、必要に応じ、適宜見直すものとする。 

 

第二 健康診査の実施に関する事項 

一 健康診査の在り方 

１ 健康増進事業実施者は、健康診査の対象者に対して、その目的、意義及び

実施内容について十分な周知を図り、加齢による心身の特性の変化などライ

フステージや性差に応じた健康診査の実施等により対象者が自らの健康状態

を把握し、もって生涯にわたる健康の増進に資するように努め、未受診者に対

して受診を促すよう特に配慮すること。なお、健康診査については、次に掲げ

る要件を満たすべきものであることから、新たな健康診査の項目等の導入又

は見直しに当たっては、これを考慮すること。 

 

 

 

 

 

 

 

このため、この指針においては、各健康増進事業実施者により適切な健康増

進事業が実施されるよう、健康診査の実施、健康診査の結果の通知、その結果

を踏まえた栄養指導その他の保健指導の実施等、健康手帳等による健康診査

の結果等に関する情報の継続の在り方及び個人情報の取扱いについて、各制

度に共通する基本的な事項を定めることとする。  

各健康増進事業実施者は、健康診査の実施等に当たり、個人情報の保護等につ

いて最大限に配慮するとともに、以下に定める事項を基本的な方向として、国

民の健康増進に向けた自主的な取組を進めるよう努めるものとする。 

なお、この指針は、必要に応じ、適宜見直すものとする。 

 

第二 健康診査の実施に関する事項  

一 健康診査の在り方  

１ 健康増進事業実施者は、健康診査の対象者に対して、その目的、意義及

び実施内容について十分な周知を図り、加齢による心身の特性の変化などラ

イフステージや性差に応じた健康診査の実施等により対象者が自らの健康状

態を把握し、もって生涯にわたる健康の増進に資するように努め、未受診者に

対して受診を促すよう特に配慮すること。例えば、壮年期においては、内臓脂

肪の蓄積を共通の要因として、糖代謝異常、脂質代謝異常、高血圧の状態が重

複した場合に、心血管疾患等の発症可能性が高まることから、これらの発症及

び重症化の予防に資するものとすること。また、その際は、身長、体重及び腹

囲の検査、血圧の測定、高比重リポ蛋白コレステロール(HDL コレステロール)



 

 

(一) 対象とする健康に関連する事象(以下「健康事象」という。)が公衆衛生

上重要な課題であること。 

(二) 対象とする健康事象の機序及び経過が理解されており、当該健康事象

が発生する危険性が高い期間が存在し、検出可能な危険因子及びその指標が

存在すること。 

(三) 対象とする健康事象又は検出可能な危険因子に対して適切な検査及び

診断法が存在し、かつ、科学的知見に基づいた効果的な治療及び介入を早期に

実施することにより、より良好な予後をもたらすことを示す科学的根拠があ

ること。 

(四) 対象となる健康事象について原則として無症状であること。 

(五) 検査の目的と対象集団が明確であり、社会的に妥当な検査であること。 

(六) 検査が簡便かつ安全であり、精度及び有効性が明らかで、適切な基準値

が設定されていること。 

(七) 検査を実施可能な体制が整備されていること。 

(八) 事後措置(健康診査の結果等を踏まえた精密検査、保健指導等をいう。

以下同じ。)の対象者の選定及び当該措置の実施方法の設定が科学的根拠に基

づきなされていること。 

(九) 事後措置を実施可能な保健医療体制が整備されていること。 

(十) 健診及び検診に関するプログラム(以下「健診・検診プログラム」とい

う。)は、教育、検査診断及び事後措置を包括し、臨床的、社会的及び倫理的

に許容されるものであること。 

(十一) 健診・検診プログラムは、危険性を最小限にするための質の保証がな

されており、起こり得る身体的及び精神的不利益を上回る利益があること。 

(十二) 健診・検診プログラムの適切な運用(モニタリング、精度管理等を含

及び血清トリグリセライドの量の検査並びに血糖検査を健康診査における検

査項目に含むものとすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



む。)を実施する体制が整備されていること。 

(十三) 健診・検診プログラムの公平性及びアクセスが対象集団全員に対し

て保証されていること。 

(十四) 健診・検診プログラムを継続して実施可能な人材及び組織体制が確

保されていること。 

(十五) 健診・検診プログラムの対象者に対し、検査結果及び事後措置に関す

る科学的根拠に基づく情報が提供され、当該情報を得た上での自己選択及び

自律性への配慮がなされていること。 

(十六) 健診・検診プログラムを実施することによる死亡率又は有病率の減

少効果に関して質の高い科学的根拠があること。 

(十七) 健診・検診プログラムに要する費用が社会的に妥当であること。 

(十八) 健診・検診プログラムに関し、実施頻度、検査感度等に影響を与える

検査手法の変更をする場合には、科学的根拠に基づく決定を行うこと。 

２～５（略） 

 

二 健康診査の精度管理 

１～４（略） 

５ 健康増進事業実施者は、健康診査の実施の全部又は一部を委託する場合

は、委託先に対して前二号に規定する内部精度管理及び外部精度管理を適切

に実施するよう要請するとともに、当該内部精度管理及び外部精度管理を適

切に実施しているか並びに医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第九条の七に定める検査業務の精度の確保に係る基準に適合しているかにつ

いての報告を求める等健康診査の実施につき委託先に対して適切な管理を行

うこと。また、委託先が検体検査の業務を衛生検査所等に再委託する場合に

は、同令第九条の八に定める受託業務及び臨床検査技師等に関する法律施行

規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号)第十一条に定める衛生検査所の検査

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２～５（略） 

 

二 健康診査の精度管理  

１～４（略） 

５ 健康増進事業実施者は、健康診査の実施の全部又は一部を委託する場合

は、委託先に対して前二号に規定する内部精度管理及び外部精度管理を適切

に実施するよう要請するとともに、当該内部精度管理及び外部精度管理を適

切に実施しているかについての報告を求める等健康診査の実施につき委託先

に対して適切な管理を行うこと。 

 

 

 

 



業務の精度の確保に係る基準に適合する者に再委託しなければならないこと

を踏まえ、健康増進事業実施者が委託先に適切な措置を講じさせること。な

お、この場合に委託先は、再委託先の行為について責任を負うこと。 

６（略） 

 

第三 健康診査の結果の通知及び結果を踏まえた栄養指導その他の保健指導

に関する事項 

１～６（略） 

７ 地方公共団体、健康増進事業実施者、医療機関その他の関係者は、健康診

査の結果の通知等の実施に関し、健康づくり対策、介護予防及び産業保健等の

各分野における対策並びに医療保険の保険者が実施する対策を講じるため

に、相互の連携(以下「地域・職域の連携」という。)を図ること。 

地域・職域の連携の推進に当たり、健康診査の結果等に関する情報(以下「健

診結果等情報」という。)の継続、栄養指導その他の保健指導の実施の委託先

に関する情報の共有など健康診査の実施、栄養指導その他の保健指導の実施

等に係る資源の有効活用、自助努力では充実した健康増進事業の提供が困難

な健康増進事業実施者への支援等の観点から有益であるため、関係機関等か

ら構成される協議会等を設置すること。この場合、広域的な観点で地域・職域

の連携を推進するため都道府県単位で関係機関等から構成される協議会等を

設置するとともに、より地域の特性を生かす観点から、地域単位(保健所の所

管区域等)においても関係機関等から構成される協議会等を設置するよう努

めること。なお、関係機関等から構成される協議会等が既に設置されている場

合は、その活用を行うこと。 

協議会等の事業については、参考として次に掲げるものが考えられる。 

(一) 都道府県単位 

イ 情報の交換及び分析 

 

 

 

６（略） 

 

第三 健康診査の結果の通知及び結果を踏まえた栄養指導その他の保健指導

に関する事項 

１～６（略） 

７ 地方公共団体、健康増進事業実施者、医療機関その他の関係者は、健康診

査の結果の通知等の実施に関し、健康づくり対策、介護予防及び産業保健等の

各分野における対策並びに医療保険の保険者が実施する対策を講じるため

に、相互の連携(以下「地域・職域の連携」という。)を図ること。 

地域・職域の連携の推進に当たり、健康診査の結果等に関する情報(以下「健

診結果等情報」という。)の継続、栄養指導その他の保健指導の実施の委託先

に関する情報の共有など健康診査の実施、栄養指導その他の保健指導の実施

等に係る資源の有効活用、自助努力では充実した健康増進事業の提供が困難

な健康増進事業実施者への支援等の観点から有益であるため、関係機関等か

ら構成される協議会等を設置すること。この場合、広域的な観点で地域・職域

の連携を推進するため都道府県単位で関係機関等から構成される協議会等を

設置するとともに、より地域の特性を生かす観点から、地域単位(保健所の所

管区域等)においても関係機関等から構成される協議会等を設置するよう努

めること。なお、関係機関等から構成される協議会等が既に設置されている場

合は、その活用を行うこと。 

協議会等の事業については、参考として次に掲げるものが考えられる。 

(一) 都道府県単位  

イ 情報の交換及び分析  



ロ 都道府県における健康課題の明確化 

ハ 各種事業の共同実施及び連携 

ニ 研修会の共同実施 

ホ 各種施設等の相互活用 

ヘ その他保健事業の推進に必要な事項 

(二) 地域単位 

イ 情報の交換及び分析 

ロ 地域における健康課題の明確化 

ハ 保健事業の共同実施及び相互活用 

ニ 健康教育等への講師派遣 

ホ 個別の事例での連携 

ヘ その他保健事業の推進に必要な事項 

なお、協議会等の開催に当たっては、「地域・職域連携推進ガイドライン」

(令和元年九月これからの地域・職域連携推進の在り方に関する検討会取りま

とめ)を活用すること。 

８ 健康増進事業実施者は、事前及び事後措置も含めた健診・検診プログラム

全体としての評価を行うことが望ましい。また、評価を行う場合には、各々の

健診及び検診事業に応じ、ストラクチャー評価(実施するための仕組みや実施

体制の評価)、プロセス評価(目的の達成に向けた過程の評価)、アウトプット

評価(目的達成のために行われる事業の結果の評価)及びアウトカム評価(目

的の達成状況の評価)に分類の上、行うことが必要である。 

 

第四 健康診査の結果等に関する情報の継続の在り方に関する事項 

 

１ 健康増進事業実施者においては、健診結果等情報を継続させていくこと

が受診者の健康の自己管理に役立ち、疾病の発症及び重症化の予防の観点か

ロ 都道府県における健康課題の明確化  

ハ 各種事業の共同実施及び連携  

ニ 研修会の共同実施  

ホ 各種施設等の相互活用  

ヘ その他保健事業の推進に必要な事項  

(二) 地域単位  

イ 情報の交換及び分析  

ロ 地域における健康課題の明確化  

ハ 保健事業の共同実施及び相互活用  

ニ 健康教育等への講師派遣  

ホ 個別の事例での連携  

ヘ その他保健事業の推進に必要な事項  

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

第四 健康手帳等による健康診査の結果等に関する情報の継続の在り方に関

する事項  

１ 健康増進事業実施者においては、健診結果等情報を継続させていくこと

が受診者の健康の自己管理に役立ち、疾病の発症及び重症化の予防の観点か



ら重要であり、生涯にわたる健康の増進に重要な役割を果たすことを認識し、

健康増進事業の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年

法律第五十七号)、地方公共団体において個人情報の保護に関する法律第十二

条第一項の趣旨を踏まえて制定される条例等(以下「個人情報保護法令」とい

う。)を遵守しつつ、生涯を通じた継続的な自己の健康管理の観点から、健診

結果等情報を継続させるために必要な措置を講じることが望ましいこと。健

康診査等の結果の写しの提供が予定されている場合には、原則として、各健診

及び検診において、その結果等を、別途定める標準的な電磁的記録の形式によ

り提供するよう努めること、又は、健康診査の実施の全部又は一部を委託する

場合には、原則として、委託先に対して、当該形式による健康診査の結果等の

提出を要請するよう努めること。 

 

 

２ 生涯にわたり継続されていくことが望ましい健診結果等情報は、健康診

査の結果、栄養指導その他の保健指導の内容、既往歴(アレルギー歴を含む。)、

主要な服薬歴、予防接種の種類、接種時期等の記録、輸血歴等であること。な

お、生涯を通じた継続的な自己の健康管理の観点から、できる限り長期間、本

人等が健診結果等情報を参照できるようにすることが望ましいこと。 

３ 健診結果等情報の継続は、電磁的な健康手帳等を活用することにより、健

康の自己管理の観点から本人が主体となって行うことを原則とすること。こ

の場合、統一された生涯にわたる健康手帳の交付等により、健診結果等情報を

継続することが望まれる。一方、各制度の下で交付されている既存の健康手帳

等はその目的、記載項目等が異なり、また、健康手帳等に本人以外の個人情報

が含まれる場合等があるなど、既存の健康手帳等を統一し生涯にわたる健康

手帳等とする場合に留意しなければならない事項があることから、まずは健

康増進事業実施者が各制度の下において既に交付し又は今後交付する健康手

ら重要であり、生涯にわたる健康の増進に重要な役割を果たすことを認識し、

健康増進事業の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年

法律第五十七号)、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十

五年法律第五十八号)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法

律(平成十五年法律第五十九号)、地方公共団体において個人情報の保護に関

する法律第十一条第一項の趣旨を踏まえて制定される条例等(以下「個人情報

保護法令」という。)を遵守しつつ、健診結果等情報を継続させるために必要

な措置を講じることが望ましいこと。例えば、健康増進法第六条に掲げる各法

律に基づいた制度間において、法令上、健康診査の結果の写しの提供が予定さ

れている場合には、健康診査の結果を標準的な電磁的記録の形式により提供

するよう努めること、又は、健康診査の実施の全部又は一部を委託する場合に

は、委託先に対して標準的な電磁的記録の形式による健康診査の結果の提出

を要請するよう努めること。 

２ 生涯にわたり継続されていくことが望ましい健診結果等情報は、健康診

査の結果、栄養指導その他の保健指導の内容、既往歴(アレルギー歴を含む)、

主要な服薬歴、予防接種の種類、接種時期等の記録、輸血歴等であること。  

 

 

３ 健診結果等情報の継続は、健康手帳等を活用することにより、健康の自己

管理の観点から本人が主体となって行うことを原則とすること。この場合、将

来的には統一された生涯にわたる健康手帳の交付等により、健診結果等情報

を継続することが望まれること。一方、各制度の下で交付されている既存の健

康手帳等はその目的、記載項目等が異なり、また、健康手帳等に本人以外の個

人情報が含まれる場合等があるなど、既存の健康手帳等を統一し生涯にわた

る健康手帳等とする場合に留意しなければならない事項があることから、ま

ずは健康増進事業実施者が各制度の下において既に交付し又は今後交付する



帳等を活用することにより、健診結果等情報の継続を図っていくこととする

こと。 

４ 生涯にわたり健診結果等情報を継続させるための健康手帳等は、ライフ

ステージ及び性差に応じた健康課題に対して配慮しつつ、その内容として、健

康診査の結果の記録に係る項目、生活習慣に関する記録に係る項目、健康の増

進に向けた自主的な取組に係る項目、受診した医療機関等の記録に係る項目、

健康の増進に向けて必要な情報及び知識に係る項目等が含まれることが望ま

しいこと。また、その様式等としては、記載が容易であること、保管性及び携

帯性に優れていること等について工夫されたものであり、将来的には電磁的

な様式に統一されることが強く望まれること。 

５ 健康増進事業実施者は、健診結果等情報の継続のため、次に掲げる事項を

実施するよう努めること。 

(一)・(二)（略） 

(三) 健康診査の実施の全部又は一部を委託する場合においては、当該委託

契約の中で、委託先である健康診査の実施機関が健康診査の結果を有してい

る場合には、健康診査の受診者本人の請求に基づき、健康診査の実施機関から

直接開示を行うことが可能となることを明記する等必要な工夫を図ること。 

６ 健康増進事業実施者は、次世代医療基盤法に基づく次世代医療基盤法第

九条第一項に定める認定匿名加工医療情報作成事業者に対する健診結果等情

報の提供について、任意ではあるが、自らの医療情報の提供が、匿名加工医療

情報の利活用による医療分野の研究開発の促進を通じ、国民に提供される医

療の進歩に資することを踏まえ、協力を検討すること。 

 

第五 健康診査の結果等に関する個人情報の取扱いに関する事項 

１（略） 

（削除） 

健康手帳等を活用することにより、健診結果等情報の継続を図っていくこと

とすること。 

４ 生涯にわたり健診結果等情報を継続させるための健康手帳等は、ライフ

ステージ及び性差に応じた健康課題に対して配慮しつつ、その内容として、健

康診査の結果の記録に係る項目、生活習慣に関する記録に係る項目、健康の増

進に向けた自主的な取組に係る項目、受診した医療機関等の記録に係る項目、

健康の増進に向けて必要な情報及び知識に係る項目等が含まれることが望ま

しいこと。また、その様式等としては、記載が容易であること、保管性及び携

帯性に優れていること等について工夫されたものであることが望ましいこ

と。 

５ 健康増進事業実施者は、健診結果等情報の継続のため、次に掲げる事項を

実施するよう努めること。  

(一)・(二)（略） 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

第五 健康診査の結果等に関する個人情報の取扱いに関する事項 

１（略） 

２ 取り扱う個人情報の量等により個人情報保護法令の規制対象となってい



 

 

 

２ 健康増進事業実施者は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の

防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置として、守秘

義務規程の整備、個人情報の保護及び管理を行う責任者の設置、従業者への教

育研修の実施、苦情受付窓口の設置、不正な情報入手の防止等の措置を講じる

よう努めること。 

３ 健康増進事業実施者は、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場

合は、その取扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受

けた者に対する必要かつ適切な監督として、委託契約の内容に記載する等に

より、委託を受けた者に前号に規定する措置を講じさせること。 

４ 健康増進事業実施者は、前号までに掲げた内容を含む個人情報の取扱い

に係る方針を策定、公表及び実施し、必要に応じ見直し及び改善を行っていく

よう努めること。 

５ 健康増進事業実施者が、個人情報保護法令に従いその取扱う個人情報を

公衆衛生の向上を目的として行う疫学研究のために研究者等に提供する場

合、あらかじめ当該研究者等に対して、関係する指針を遵守する等適切な対応

をすることを確認すること。 

 

第六 施行期日 

この指針は、健康増進法第九条の施行の日から施行するものとする。 

 

ない健康増進事業実施者においても、健康診査の結果等に関する個人情報に

ついては特に厳格に取扱われるべき性質のものであることから、個人情報保

護法令の目的に沿うよう努めること。  

３ 健康増進事業実施者は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の

防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置として、守秘

義務規程の整備、個人情報の保護及び管理を行う責任者の設置、従業者への教

育研修の実施、苦情受付窓口の設置、不正な情報入手の防止等の措置を講じる

よう努めること。  

４ 健康増進事業実施者は、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場

合は、その取扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受

けた者に対する必要かつ適切な監督として、委託契約の内容に記載する等に

より、委託を受けた者に前号に規定する措置を講じさせること。 

５ 健康増進事業実施者は、前号までに掲げた内容を含む個人情報の取扱い

に係る方針を策定、公表及び実施し、必要に応じ見直し及び改善を行っていく

よう努めること。 

６ 健康増進事業実施者が、個人情報保護法令に従いその取扱う個人情報を

公衆衛生の向上を目的として行う疫学研究のために研究者等に提供する場

合、あらかじめ当該研究者等に対して、関係する指針を遵守する等適切な対応

をすることを確認すること。  

 

第六 施行期日  

この指針は、健康増進法第九条の施行の日から施行するものとする。 

 

(施行の日＝平成一六年八月一日)  

改正(平成一九年一〇月二九日厚生労働省告示第三四九号)  

平成二十年四月一日から適用する。 



別紙７－１ 
健診結果・質問票情報 
 
別紙７－２ 
保健指導情報 
 
 

別紙７－１ 

健診結果・質問票情報 

 

別紙７－２ 

保健指導情報 

別紙７－３ 
データ範囲のチェック 

 

別紙７－３ 

データ範囲のチェック 

 

（移動） 別添資料 

健診結果とその他必要な情報の提供 

（フィードバック文例集） 

 
  



表６ 特定保健指導において目標設定及び評価を行うための行動変容の例 

 

（新設） 



第４編第３章 
別紙１生活習慣病の発症予防・重症化予防の対策の分析・評価指標 

～メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防～ 

 

 

第４編第３章 

別紙１生活習慣病の発症予防・重症化予防の対策の分析・評価指標 

～メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防～ 

 



第４編第３章 

別紙２個人情報の保護に関する法律 

 

○ 個人情報の保護に関する法律（平成 15年日法律第 57 号） 

最終改正：令和３年法律第37号 

（定義） 

第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で

あって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若し

くは電磁的記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同

じ。）で作られる記録をいう。以下同じ。）に記載され、若しくは記録

され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項（個人

識別符号を除く。）をいう。以下同じ。）により特定の個人を識別する

ことができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより

特定の個人を識別することができることとなるものを含む。） 

二 個人識別符号が含まれるもの 

２ この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当す

る文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。 

一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換

した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別す

ることができるもの 

二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に

関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載さ

れ、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符

号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異な

第４編第３章 
別紙２個人情報の保護に関する法律 
 

○ 個人情報の保護に関する法律（平成 15年５月 30日法律第 57 号） 

最終改正：平成 28年５月 27日法律第 51 号 

（定義） 

第２条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であ

って、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人

を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それ

により特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をい

う。 

 

 

 

 

 

 

２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 



るものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録される

ことにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別す

ることができるもの 

３～11 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

（地方公共団体の機関等が保有する個人情報の保護） 

第十二条 地方公共団体は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが

確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

 

２ 地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その保有

する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものと

する。 

 

（定義） 

第十六条 （略） 

２ この章及び第六章から第八章までにおいて「個人情報取扱事業者」と

は、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、

次に掲げる者を除く。 

一 国の機関 

二 地方公共団体 

 

 

 

３ この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等

を事業の用に供 

している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 

一 国の機関 

二 地方公共団体 

三～五 （略） 

４～６ （略） 

 

（地方公共団体等が保有する個人情報の保護） 

第 11条 地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保

有する目的等を勘案し、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保され

るよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。 

２ 地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その性格及

び業務内容に応じ、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよ

う必要な措置を講ずることに努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 



三 独立行政法人等 

四 地方独立行政法人 

３～８ （略） 

 

（第三者提供の制限） 

第二十七条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじ

め本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 

一 法令に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本

人の同意を得ることが困難であるとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある

場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定め

る事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人

の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると

き。 

五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該

個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ない

とき（個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）。 

六 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該

個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき（当該個人データ

を提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利

益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）（当該個人情報取扱事

業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。）。 

七 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該

個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該個人データ

 

 

 

 

（第三者提供の制限） 

第 23条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本

人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 

一 法令に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人

の同意を得ることが困難であるとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある

場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定め

る事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人

の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると

き。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利

益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）。 

２ 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人

の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止

することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保

護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本

人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出た

ときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供するこ

とができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又

は第二十条第一項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報

取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの（その全部又は一

部を複製し、又は加工したものを含む。）である場合は、この限りでな

い。 

一 第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあっては、その代表者（法人でない団体で代表者又は管理人

の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。以下この条、第

三十条第一項第一号及び第三十二条第一項第一号において同じ。）の氏

名 

二 第三者への提供を利用目的とすること。 

三 第三者に提供される個人データの項目 

四 第三者に提供される個人データの取得の方法 

五 第三者への提供の方法 

六 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提

供を停止すること。 

七 本人の求めを受け付ける方法 

八 その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保

 

 

２ 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の

求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止す

ることとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本

人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規

定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 第三者への提供を利用目的とすること。 

二 第三者に提供される個人データの項目 

 

三 第三者への提供の手段又は方法 

四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提

供を停止すること。 

 

 



護委員会規則で定める事項 

３ 個人情報取扱事業者は、前項第一号に掲げる事項に変更があったとき又

は同項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同項第三

号から第五号まで、第七号又は第八号に掲げる事項を変更しようとすると

きはあらかじめ、その旨について、個人情報保護委員会規則で定めるとこ

ろにより、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くととも

に、個人情報保護委員会に届け出なければならない。 

４～６ （略） 

 

 

３ 個人情報取扱事業者は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する

場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容

易に知り得る状態に置かなければならない。 

 

 

 

４～５ （略） 

 

 



標準的な健診・保健指導プログラム新旧対照表 図表・別添・別紙版 

◎ 標準的な健診・保健指導プログラム（令和６年度版）（案） 

 

改正後 改正前 

第３編第３章 

３－７ 

表５－１「動機付け支援」、「積極的支援」に必要な詳細な質問項目 

 

本質問項目は、特定保健指導の対象者について、保健行動の特徴を把握する

ことを目的に、保健指導で使用することが望ましい質問項目を例示したもの

である。具体的には、初回の保健指導において、実施者と対象者とが回答内容

を共に確認しながら改善すべき課題を明確化し、目標設定や継続支援での変

化の確認に活用することを意図している。また、本質問項目に回答すること

で、対象者が自ら望ましい保健行動をイメージし、行動変容を意識することも

期待している。 

事業者健診結果を特定健診結果とみなす場合など、標準的な質問票の回答

内容を保健指導時に入手できない場合があるため、それらの項目のうち重要

なものは、本質問項目にも含めている。備考欄を設けており、1日の生活パタ

ーンや時間帯（起床、食事、仕事、身体活動、就寝等）の記入を求めるなど、

指導時に対象者と共に工夫できそうな生活習慣をみつけることに活用でき

る。 

第３編第３章 

３－１ 

表４ 

 

本質問項目は、特定保健指導の対象者について、保健行動の特徴を把握する

ことを目的に、保健指導で使用することが望ましい質問項目を例示したもの

である。具体的には、初回の保健指導において、保健指導実施者と対象者とが

回答内容を共に確認しながら改善すべき課題を明確化し、目標設定に活用す

ることを意図している。また、本質問項目に回答することで、対象者が自ら望

ましい保健行動をイメージし、行動変容を意識することも期待している。 

本質問項目では、望ましい保健行動の実施状況について問う投げかけ調の

文体に統一し、指導時に短時間で対象者の保健行動を把握できるよう、選択肢

は望ましい回答が同列になるように配慮した。労働安全衛生法に基づき事業

者が行う健康診断の結果を特定健診結果とみなす場合など、標準的な質問票

の回答内容を保健指導時に入手できない場合があるため、それらの項目のう

ち重要なものは、本質問項目にも含めている。備考欄を設けており、1日の生

活パターンや時間帯（起床、食事、仕事、身体活動、就寝等）の記入を求める

など、指導時に対象者と共に工夫できそうな生活習慣をみつけることに活用

できる。 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表５－２「動機付け支援」「積極的支援」に必要な詳細な質問項目 解説と追加

質問 

 

 

「動機付け支援」「積極的支援」に必要な詳細な質問項目 解説と追加質問 

 



 

 



  



  



  



  



  



  



  



  



 

 

 



 



 



表６ 特定保健指導において目標設定及び評価を行うための行動変容の例 

 

（新設） 
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標準的な健診・保健指導プログラム 別添資料 健診結果とその他必要な情報の提供（フィードバック文例集） 新旧対照表 
◎ 標準的な健診・保健指導プログラム（令和６年度版】）（案） 
 
改正後 改正前 

  

  

【利用上の留意事項】 

○健診受診者ご本人に対して健診結果を通知する際、情報提供いただきた

い内容を文例で示しました。医療機関への受診勧奨や生活習慣の改善支援

などに活用ください。 

○必要に応じて、適宜改変して使用してください。 

○フィードバックに当たっては、各検査項目の経年変化を確認し、悪化傾

向なのか、改善傾向なのかといったことを踏まえた対応をすることが大切

です。 

○この文例集では、血圧・脂質・血糖等のリスクをそれぞれ個別に説明し

ていますが、複数の項目に問題がある場合は、対象者に対する注意喚起が

いっそう重要になりますので、注意してください。個々の文例を組み合わ

せて重複を除いて、分かりやすく説明する等工夫してください。 

○文中で保健センター等でと記載されている部分は、各保険者や地域の実

態に合わせて適切な機関名（組織名）に変更してください。 

○あくまでも文例なので記載方法の変更は自由ですが、記載されている科

学的根拠から逸脱しないように注意してください。 

【利用上の留意事項】 

○健診受診者ご本人に対して健診結果を通知する際、情報提供いただきた

い内容を文例で示しました。医療機関への受診勧奨や生活習慣の改善

支援などに活用ください。 

○必要に応じて、適宜改変して使用してください。 

○フィードバックに当たっては、各検査項目の経年変化を確認し、悪化傾

向なのか、改善傾向なのかといったことを踏まえた対応をすることが

大切です。 

○この文例集では、血圧・脂質・血糖などのリスクをそれぞれ個別に説明

していますが、複数の項目に問題がある場合等は、対象者に対する注意

喚起がいっそう重要になりますので、注意してください。個々の文例を

組み合わせて重複を除いて、わかりやすく説明するなど工夫してくだ

さい。 

○文中で保健センター等でと記載されている部分は、各保険者や地域の実

態に合わせて適切な機関名（組織名）に変更してください。 

○あくまでも文例なので記載方法の変更は自由ですが、記載されている科

学的根拠から大きく逸脱しないように注意してください。 
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血圧高値に関するフィードバック文例集 

 

【健診判定と対応の分類】 

 

【対象者への説明文例】 

①の場合（肥満者・非肥満者） 

収縮期血圧≧160mmHg 又は拡張期血圧≧100mmHg 

今回、あなたの血圧はⅡ度以上の高血圧になっていました。この血圧レベル

の人は、望ましい血圧レベル（収縮期血圧１２０mmHg 未満かつ拡張期血圧

80mmHg 未満）の人と比べて、約５倍、脳卒中や心臓病にかかりやすいことが

わかっています。正確な血圧の診断の上で、治療が必要となる血圧レベルで

す。 

血圧高値に関するフィードバック文例集 

 

【健診判定と対応の分類】 

 

 

 

 

 

【対象者への説明文例】 

①の場合（肥満者・非肥満者） 

収縮期血圧≧160mmHg 又は拡張期血圧≧100mmHg 

今回、あなたの血圧はⅡ度以上の高血圧の範囲になっていました。この血圧

レベルの人は、望ましい血圧レベル（収縮期血圧 120 mmHg 未満かつ拡張期血

圧８０mmHg 未満）の人と比べて、約５倍、脳卒中や心臓病にかかりやすいこ

とがわかっています。 
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この健診結果を持って、至急かかりつけの医療機関を受診してください。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②の場合（肥満者・非肥満者） 

140mmHg≦収縮期血圧＜160mmHg 又は 90mmHg≦拡張期血圧＜100mmHg 

（脳心血管病（脳血管や心臓の病気）、心房細動、慢性腎臓病、糖尿病、危険

因子の集積※がない場合） 

今回、あなたの血圧はⅠ度高血圧になっていました。この血圧レベルの人

は、望ましい血圧レベル（収縮期血圧 120 mmHg 未満かつ拡張期血圧 80mmHg 未

満）の人と比べて、約 3倍、脳卒中や心臓病にかかりやすいことが分かってい

ます。正確な血圧の診断の上で、治療が必要となる血圧レベルです。 

血圧を下げるためには、減量（太っている人や以前より体重が増えた人）、

適度な運動、お酒を減らす、減塩、野菜を多くして果物も適度に食べるなど、

生活習慣の改善が必要です。ご自身で生活習慣の改善に取り組まれる方法、特

この健診結果を持って、至急かかりつけの医療機関を受診してください。 

 

（日本高血圧学会：高血圧治療ガイドライン 2014） 

 

②の場合（肥満者・非肥満者） 

140mmHg≦収縮期血圧＜160mmHg 又は 90mmHg≦拡張期血圧＜100mmHg 

（糖尿病、慢性腎臓病、心血管病（心臓や血管の病気）、危険因子の集積※が

ない場合） 

今回、あなたの血圧はⅠ度高血圧の範囲になっていました。この血圧レベル

の人は、望ましい血圧レベル（収縮期血圧120 mmHg未満かつ拡張期血圧80mmHg

未満）の人と比べて、約 3倍、脳卒中や心臓病にかかりやすいことが分かって

います。 

血圧を下げるためには、減量（太っている人や以前より体重が増えた人）、

適度な運動、お酒を減らす、減塩、野菜を多くして果物も適度に食べるなど、

生活習慣の改善が必要です。ご自身で生活習慣の改善に取り組まれる方法、特
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定保健指導を活用する方法、保健センター等で健康相談や保健指導を受ける

方法等があります。これらを実行した上で、おおむね１ヶ月後にかかりつけの

医療機関で再検査を受けてください。 

（脳心血管病（脳血管や心臓の病気）、心房細動、慢性腎臓病、糖尿病、危険

因子の集積※がある場合） 

今回、あなたの血圧はⅠ度高血圧になっていました。血圧以外の検査でも脳

卒中や心筋梗塞を起こしやすい状態になっている可能性があります。正確な

血圧の診断の上で、治療が必要となる血圧レベルです。至急かかりつけの医療

機関を受診してください。 

③の場合（肥満者） 

130mmHg≦収縮期血圧＜140mmHg 又は 85mmHg≦拡張期血圧＜90mmHg 

今回、あなたの血圧値はやや高め（高値血圧）でした。この血圧レベルの人

は、望ましい血圧レベル（収縮期血圧 120mmHg 未満かつ拡張期血圧 80mmHg 未

満）の人と比べて、約 1.5～2 倍、脳卒中や心臓病にかかりやすいことが分か

っています。 

血圧を下げるためには、減量、適度な運動、お酒を減らす、減塩、野菜を多

くして果物も適度に食べるなど、生活習慣の改善が必要となります。 

特定保健指導の対象となった方にはご案内を同封しておりますので、ぜひ

活用してください。 

また、脳心血管病（脳血管や心臓の病気）、心房細動、慢性腎臓病、糖尿病、

危険因子の集積※があれば薬物療法が必要になる場合がありますので、医療

機関で相談してください。 

引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診し

ましょう。 

④の場合（非肥満者） 

定保健指導を活用する方法、保健センター等で健康相談や保健指導を受ける

方法等があります。これらを実行した上で、１ヶ月から 3 ヶ月後にかかりつ

けの医療機関で再検査を受けてください。 

（糖尿病、慢性腎臓病、心血管病（心臓や血管の病気）、危険因子の集積※が

ある場合） 

今回、あなたの血圧はⅠ度高血圧の範囲になっていました。血圧以外の検査

でも脳卒中や心筋梗塞を起こしやすい状態になっている可能性があります。

至急かかりつけの医療機関を受診してください。 

 

③の場合（肥満者） 

130mmHg≦収縮期血圧＜140mmHg 又は 85mmHg≦拡張期血圧＜90mmHg 

今回、あなたの血圧値は正常ですがその中では高め（正常高値）の範囲でし

た。この血圧レベルの人は、望ましい血圧レベル（収縮期血圧 120mmHg 未満か

つ拡張期血圧 80mmHg 未満）の人と比べて、約 1.5～2 倍、脳卒中や心臓病に

かかりやすいことが分かっています。 

血圧を下げるためには、減量、適度な運動、お酒を減らす、減塩、野菜を多

くして果物も適度に食べるなど、生活習慣の改善が必要となります。 

特定保健指導の対象となった方にはご案内を同封しておりますので、ぜひ

活用してください。 

 

 

 

引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診し

ましょう。 

④の場合（非肥満者） 
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130mmHg≦収縮期血圧＜140mmHg 又は 85mmHg≦拡張期血圧＜90mmHg 

今回、あなたの血圧値はやや高め（高値血圧）でした。この血圧レベルの人

は、望ましい血圧レベル（収縮期血圧 120 mmHg 未満かつ拡張期血圧 80mmHg 未

満）の人と比べて、約 1.5～2 倍、脳卒中や心臓病にかかりやすいことが分か

っています。 

血圧を下げるためには、減量（以前より体重が増えた人）、適度な運動、お

酒を減らす、減塩、野菜を多くして果物も適度に食べるなど、生活習慣の改善

が必要です。 

また、脳心血管病（脳血管や心臓の病気）、心房細動、慢性腎臓病、糖尿病、

危険因子の集積※があれば薬物療法が必要になる場合がありますので、医療

機関で相談してください。 

引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診し

ましょう。 

⑤の場合（肥満者・非肥満者） 

収縮期血圧＜130mmHg かつ拡張期血圧＜85mmHg 

今回、あなたの血圧値は保健指導判定値未満でした。収縮期血圧 120 mmHg

未満かつ拡張期血圧 80mmHg 未満であれば望ましい血圧レベルです（正常血

圧）。 

ご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診しましょう。 

 

【保険者および健診担当医、保健指導従事者への補足説明】 

１）高血圧治療ガイドライン 2019 では、「危険因子の集積※」を、下記の危険

因子が３つ以上ある場合としている。健診結果の通知の際に参考にすること

が望ましい。 

130mmHg≦収縮期血圧＜140mmHg 又は 85mmHg≦拡張期血圧＜90mmHg 

今回、あなたの血圧値は正常域ですがその中では高め（正常高値）の範囲で

した。この血圧レベルの人は、望ましい血圧レベル（収縮期血圧 120 mmHg 未

満かつ拡張期血圧 80mmHg 未満）の人と比べて、約 1.5～2 倍、脳卒中や心臓

病にかかりやすいことが分かっています。 

血圧を下げるためには、減量（以前より体重が増えた人）、適度な運動、お

酒を減らす、減塩、野菜を多くして果物も適度に食べるなど、生活習慣の改善

が必要です。 

 

 

 

引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診し

ましょう。 

⑤の場合（肥満者・非肥満者） 

収縮期血圧＜130mmHg かつ拡張期血圧＜85mmHg 

今回、あなたの血圧値は正常域の範囲にありました。 

 

 

ご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診しましょう。 

 

【保険者および健診担当医への補足説明】 

高血圧治療ガイドライン 2014 では、②の場合の「危険因子の集積※」を、

下記の危険因子を３つ以上持っている場合としている。健診結果の通知の際

に参考にすることが望ましい。 
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２）高血圧治療ガイドライン 2019 では、診察室血圧の血圧値分類を表１の通

りとしている。特定健診における保健指導判定値（収縮期血圧 130mmHg 以上、

拡張期血圧 85mmHg 以上）と高値血圧の基準値（収縮期血圧 130-139mmHg、拡

張期血圧 80-89mmHg）が異なることに留意する。 

３）高血圧治療ガイドライン 2019 における、診察室血圧に基づいた脳心血管

病リスク層別化を表 2 に、初診時の血圧レベル別の高血圧管理計画を表 3 に

示す。高値血圧（収縮期血圧 130-139mmHg、拡張期血圧 80-89mmHg）の範囲で

あっても高リスクに分類される場合（脳心血管病、心房細動、慢性腎臓病、糖

尿病、危険因子の集積※がある場合）には薬物療法の適応になることがある。 

４）血圧値が高血圧の範囲になくても、高血圧の薬物治療中であれば、医療機

関で相談の上、治療を継続することを推奨する。 

５）高血圧治療ガイドライン 2019 では、健診や保健指導を行う場合には、測

定血圧値に加えて家庭血圧値も参考にして判断することを推奨している。受

診勧奨の際に「家庭用の血圧計をお持ちの方は、起床後と就寝前に 1 週間程

度測定し、その記録を合わせてご持参ください。」のようなコメントを追記し

ておくと、かかりつけの医師等での診療上有益である。 

６）「肥満者の場合」とは基本的に特定保健指導の対象となる腹囲基準等を満
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たした場合を示す。 

 

表１．成人における血圧値の分類 

 

（日本高血圧学会：高血圧治療ガイドライン 2019） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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表２．診察室血圧に基づいた脳心血管病リスク層別化 

 

（日本高血圧学会：高血圧治療ガイドライン 2019） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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表３．初診時の血圧レベル別の高血圧管理計画 

 

（日本高血圧学会：高血圧治療ガイドライン 2019） 
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脂質異常に関するフィードバック文例集 

【健診判定と対応の分類】 

 

【対象者への説明文例】 

①の場合（肥満者・非肥満者共通） 

LDL-C≧180mg/dL 

脂質検査の結果、悪玉コレステロールが非常に高いことが分かりました。こ

の値は、一般的に LDL-C 100mg/dL 未満の人と比べて、約 3～4 倍、心筋梗塞

や狭心症になりやすいとされています。この健診結果を持って、できるだけ早

めに医療機関を受診してください。 

脂質異常に関するフィードバック文例集 

【健診判定と対応の分類】 

 

 

 

 

【対象者への説明文例】 

①の場合（肥満者・非肥満者共通） 

LDL≧180mg/dL 

脂質検査の結果、悪玉コレステロールが非常に高いことがわかりました。こ

のくらいの値だと、一般的に LDL100 未満の人と比べて、約 3～4 倍、心筋梗

塞や狭心症になりやすいことがわかっています。この健診結果を持って、至急

かかりつけの医療機関を受診してください。 
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TG≧500mg/dL（空腹時採血、随時採血を問わない） 

血液中の脂肪が多く、この状態を放置しておくと急性膵炎になる可能性が

あります。急性膵炎は命に関わるリスクもある疾患です。できるだけ早めに医

療機関を受診してください。 

②の場合（肥満者・非肥満者共通） 

140mg/dL≦LDL-C＜180mg/dL 

脂質検査の結果、悪玉コレステロールが高いことがわかりました。この値

は、一般的に LDL-C100mg/dL 未満の人と比べて、約 1.5 倍～2倍、心筋梗塞や

狭心症になりやすいとされています。 

飽和脂肪酸が多い動物性の脂肪を控え、多価不飽和脂肪酸が多い植物系の

食品や魚をよく食べるように心がけてください。またコレステロールの多い

食品も控えたほうがいいでしょう。ご自身で生活習慣の改善に取り組まれる

方法、保健センター等で健康相談や保健指導を受ける方法等があります。3～

6ヶ月後にかかりつけの医療機関で再検査を受けるようにしてください。 

 

もしあなたが医師から糖尿病、慢性腎臓病、心血管病（心筋梗塞・狭心症、

脳梗塞、血管の病気）、高血圧等を指摘されている場合やすでに治療中、喫煙

者の場合は、動脈硬化が進行しやすく、さらに心筋梗塞や狭心症になりやすい

 

（LDL ではなく Non-HDL を測定した場合） 

Non-HDL≧210mg/dl 

脂質検査の結果、悪玉系のコレステロールが非常に高いことがわかりまし

た。このくらいの値だと、一般的に Non-HDL130 未満の人と比べて、約 3～4

倍、心筋梗塞や狭心症になりやすいことが分かっています。この健診結果を持

って、至急かかりつけの医療機関を受診してください。 

TG≧500mg/dL 

血液中の脂肪が多く、この状態を放置しておくと急性膵炎になる可能性が

あることが分かっています。至急かかりつけの医療機関を受診してください。 

 

②の場合 （肥満者・非肥満者） 

140mg/dL≦LDL＜180mg/dL 

脂質検査の結果、悪玉コレステロールが高いことがわかりました。このくら

いの値だと、一般的に LDL100mg/dL 未満の人と比べて、約 1.5 倍～2倍、心筋

梗塞や狭心症になりやすいことが分かっています。 

飽和脂肪酸が多い動物性の脂肪を控え、多価不飽和脂肪酸が多い植物系の

食品や魚をよく食べるように心がけてください。またコレステロールの多い

食品も控えたほうがいいでしょう。ご自身で生活習慣の改善に取り組まれる

方法、保健センター等で健康相談や保健指導を受ける方法等があります。でき

れば3～6ヶ月後にかかりつけの医療機関で再検査を受けるようにしてくださ

い。 

なお、もしあなたが医師から糖尿病、慢性腎臓病、心血管病（心臓や血管の

病気）、高血圧等を指摘されている場合や喫煙者の場合は、動脈硬化が進行し

やすく、心筋梗塞や狭心症になりやすい状態になっている可能性も考えられ
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状態にあると考えられます。できるだけ早めにかかりつけの医師に相談、又

は、医療機関で再検査を受けてください。 

引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診し

ましょう。 

 

300mg/dL≦TG＜500mg/dL（空腹時採血、随時採血を問わない） 

 

脂質検査の結果、中性脂肪が高いことが分かりました。この値は、一般的に

150mg/dL 未満の人と比べて、約 2 倍、心筋梗塞や狭心症になりやすいとされ

ています。 

総エネルギー摂取量を適正とし、身体活動量の増加や運動習慣を意識して、

アルコールの過剰摂取を控えてください。内臓脂肪型肥満が疑われ特定保健

指導の対象となった方にはご案内を同封しておりますので、ぜひ活用してく

ださい。またご自身で生活習慣の改善に取組まれる方法、保健センター等で健

康相談や保健指導を受ける方法もあります。3～6 ヶ月以内に医療機関で再検

査を受けることをお奨めします。 

 

 

 

 

引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診し

ましょう。 

 

 

 

ます。この場合は早めに医療機関で再検査を受けてください。 

 

引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診し

ましょう。 

 

（LDL ではなく Non-HDL を測定した場合） 

170mg/dL≦Non-HDL＜210mg/dL 

脂質検査の結果、悪玉系のコレステロールが高いことがわかりました。この

くらいの値だと、一般的に Non-HDL130 未満の人と比べて、約 1.5 倍～2 倍、

心筋梗塞や狭心症になりやすいことが分かっています。 

飽和脂肪酸が多い動物性の脂肪を控え、多価不飽和脂肪酸が多い植物系の

食品や魚をよく食べるように心がけてください。またコレステロールの多い

食品も控えたほうがいいでしょう。ご自身で生活習慣の改善に取り組まれる

方法、保健センター等で健康相談や保健指導を受ける方法などがあります。で

きれば3～6ヶ月後にかかりつけの医療機関で再検査を受けけるようにしてく

ださい。 

なお、もしあなたが医師から糖尿病、慢性腎臓病、心血管病（心臓や血管の

病気）、高血圧などを指摘されている場合や喫煙者の場合は、動脈硬化が進行

しやすく、心筋梗塞や狭心症になりやすい状態になっている可能性も考えら

れます。この場合は早めに医療機関で再検査を受けてください。 

引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診し

ましょう。 

 

300mg/dL≦TG＜500mg/dL 

脂質検査の結果、中性脂肪が高いことがわかりました。これくらいの値だ
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③の場合（肥満者） 

120mg/dL≦LDL-C＜140mg/dL 

脂質検査の結果、悪玉コレステロールがやや高く境界域（高い人と正常の人

の間）の範囲でした。 

LDL-C が高くならないようにするために、飽和脂肪酸が多い動物性の脂肪を

控え、多価不飽和脂肪酸が多い植物系の食品や魚をよく食べるように心がけ

てください。また食物繊維の多い野菜・未精製穀物・豆類等の摂取を増やし、

コレステロールの多い食品も控えた方がいいでしょう。身体活動量の増加や

運動習慣を意識して、減量も心がけてください。ご自身で生活習慣の改善に取

組まれる方法、保健センター等で健康相談や保健指導を受ける方法がありま

す。 

もしあなたが医師に糖尿病、慢性腎臓病、心血管病（心筋梗塞・狭心症、脳

梗塞、血管の病気）、高血圧等を指摘されている場合やすでに治療中、喫煙者

の場合は、動脈硬化が進行しやすく、さらに心筋梗塞や狭心症になりやすい状

と、一般的 150 未満の人と比べて、約 2 倍、心筋梗塞や狭心症になりやすい

ことが分かっています。 

糖分やアルコールを控え、肥満がある人は減量するように心がけてくださ

い。内臓肥満が疑われ特定保健指導の対象となった方にはご案内を同封して

おりますので、ぜひ活用してください。またご自身で生活習慣の改善に取り組

まれる方法、保健センター等で健康相談や保健指導を受ける方法もあります。

できれば3～6ヶ月後にかかりつけの医療機関で再検査を受けたほうが望まし

いです。 

引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診し

ましょう。 

 

③の場合（肥満者） 

120mg/dL≦LDL＜140mg/dL 

脂質検査の結果、悪玉コレステロールがやや高く境界域（高い人と正常の人

の間）の範囲でした。 

LDL が高くならないようにするために、飽和脂肪酸が多い動物性の脂肪を控

え、多価不飽和脂肪酸が多い植物系の食品や魚をよく食べるように心がけて

ください。またコレステロールの多い食品も控えた方がいいでしょう。減量も

心がけてください。ご自身で生活習慣の改善に取り組まれる方法、保健センタ

ー等で健康相談や保健指導を受ける方法があります。 

 

 

なお、もしあなたが医師に糖尿病や腎臓病を指摘されている場合は、動脈硬

化が進行している可能性が高く、心筋梗塞や狭心症になりやすい状態になっ

ている可能性も考えられますので、医療機関での再検査をお勧めします。 
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態にあると考えられます。できるだけ早めにかかりつけの医師に相談、又は、

医療機関での再検査をお勧めします。 

引き続きご自身の身体の状態を確認するためにこれからも健診を受診しま

しょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150mg/dL≦TG＜300mg/dL（空腹時採血） 

175mg/dL≦TG＜300mg/dL（随時採血） 

脂質検査の結果、中性脂肪が高いことが分かりました。 

総エネルギー摂取量を適正とし、身体活動量の増加や運動習慣を意識して、

アルコールの過剰摂取を控えてください。特定保健指導の対象となった方に

はご案内を同封しておりますので、ぜひ活用してください。またご自身で生活

 

 

引き続きご自身の身体の状態を確認するためにこれからも健診を受診しま

しょう。 

（LDL ではなく Non-HDL を測定した場合） 

150mg/dL≦Non-HDL＜170mg/dL 

脂質検査の結果、悪玉系のコレステロールがやや高く境界域（高い人と正常

の人の間）の範囲でした。 

Non-HDL が高くならないようにするために、飽和脂肪酸が多い動物性の脂肪

を控え、多価不飽和脂肪酸が多い植物系の食品や魚をよく食べるように心が

けてください。またコレステロールの多い食品も控えたほうがいいでしょう。

減量も心がけてください。ご自身で生活習慣の改善に取り組まれる方法、保健

センター等で健康相談や保健指導を受ける方法があります。 

なお、もしあなたが医師に糖尿病や腎臓病を指摘されている場合は、動脈硬

化が進行している可能性が高く、心筋梗塞や狭心症になりやすい状態になっ

ている可能性も考えられますので、医療機関での再検査をお勧めします。 

引き続きご自身の身体の状態を確認するためにこれからも健診を受診しま

しょう。 

 

150mg/dL≦TG＜300mg/dL 

 

脂質検査の結果、中性脂肪が高いことが分かりました。 

まず減量を心がけてください。糖分やアルコールを控え目にしたほうが望

ましいと考えられます。特定保健指導の対象となった方にはご案内を同封し

ておりますので、ぜひ活用してください。またご自身で生活習慣の改善に取り



16 
 

習慣の改善に取り組まれる方法、保健センター等で健康相談や保健指導を受

ける方法もあります。 

引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診し

ましょう。 

 

HDL-C＜40mg/dL 

善玉コレステロールが低くなっています。 

身体活動量の増加や運動習慣を意識して、減量を心がけてください。喫煙し

ている人は禁煙をしましょう。 

特定保健指導の対象となった方にはご案内を同封しておりますので、ぜひ

活用してください。またご自身で生活習慣の改善に取り組まれる方法、保健セ

ンター等で健康相談や保健指導を受ける方法もあります。 

引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診し

ましょう。 

 

④の場合（非肥満者） 

120mg/dL≦LDL-C＜140mg/dL 

脂質検査の結果、悪玉コレステロールがやや高く境界域（高い人と正常の人

の間）の範囲でした。 

LDL-C が高くならないようにするために、飽和脂肪酸が多い動物性の脂肪を

控え、多価不飽和脂肪酸が多い植物系の食品や魚をよく食べるように心がけ

てください。また食物繊維の多い野菜・未精製穀物・豆類等の摂取を増やし、

コレステロールの多い食品は控えた方がいいでしょう。ご自身で生活習慣の

改善に取り組まれる方法、保健センター等で健康相談や保健指導を受ける方

法があります。 

組まれる方法、保健センター等で健康相談や保健指導を受ける方法もありま

す。 

引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診し

ましょう。 

 

HDL＜40mg/dL 

善玉コレステロールが低くなっています。 

まず減量を心がけてください。運動不足にならないように体を動かすこと

をお勧めします。喫煙している人は禁煙をしましょう。 

特定保健指導の対象となった方にはご案内を同封しておりますので、ぜひ

活用してください。またご自身で生活習慣の改善に取り組まれる方法、保健セ

ンター等で健康相談や保健指導を受ける方法もあります。 

引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診し

ましょう。 

 

④の場合（非肥満者） 

120mg/dL≦LDL＜140mg/dL 

脂質検査の結果、悪玉コレステロールがやや高く境界域（高い人と正常の人

の間）の範囲でした。 

LDL が高くならないようにするために、飽和脂肪酸が多い動物性の脂肪を控

え、多価不飽和脂肪酸が多い植物系の食品や魚をよく食べるように心がけて

ください。またコレステロールの多い食品も控えたほうがいいでしょう。ご自

身で生活習慣の改善に取り組まれる方法、保健センター等で健康相談や保健

指導を受ける方法があります。 
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もしあなたが医師に糖尿病、慢性腎臓病、心血管病（心筋梗塞・狭心症、脳

梗塞、血管の病気）、高血圧等を指摘されている場合やすでに治療中、喫煙者

の場合は、動脈硬化が進行しやすく、さらに心筋梗塞や狭心症、脳梗塞になり

やすい状態にあると考えられます。できるだけ早めに主治医に相談、又は、医

療機関での再検査をお勧めします。 

引き続きご自身の身体の状態を確認するためにこれからも健診を受診しま

しょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150mg/dL≦TG＜300mg/dL（空腹時採血） 

175mg/dL≦TG＜300mg/dL（随時採血） 

なお、もしあなたが医師に糖尿病や腎臓病を指摘されている場合は、動脈硬

化が進行している可能性が高く、心筋梗塞や狭心症になりやすい状態になっ

ている可能性も考えられますので、医療機関での再検査をお勧めします。 

 

 

引き続きご自身の身体の状態を確認するためにこれからも健診を受診しま

しょう。 

 

（LDL ではなく Non-HDL を測定した場合） 

150mg/dL≦Non-HDL＜170mg/dL 

脂質検査の結果、悪玉系のコレステロールがやや高く境界域（高い人と正常

の人の間）の範囲でした。 

Non-HDL が高くならないようにするために、飽和脂肪酸が多い動物性の脂肪

を控え、多価不飽和脂肪酸が多い植物系の食品や魚をよく食べるように心が

けてください。またコレステロールの多い食品も控えたほうがいいでしょう。

ご自身で生活習慣の改善に取り組まれる方法、保健センター等で健康相談や

保健指導を受ける方法があります。 

なお、もしあなたが医師に糖尿病や腎臓病を指摘されている場合は、動脈硬

化が進行している可能性が高く、心筋梗塞や狭心症になりやすい状態になっ

ている可能性も考えられますので、医療機関での再検査をお勧めします。 

引き続きご自身の身体の状態を確認するためにこれからも健診を受診しま

しょう。 

 

150mg/dL≦TG＜300mg/dL 
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脂質検査の結果、中性脂肪が高いことが分かりました。 

総エネルギー摂取量を適正とし、身体活動量の増加や運動習慣を意識して、

アルコールの過剰摂取を控えてください。また、身体活動量の増加や運動習慣

を意識しましょう。ご自身で生活習慣の改善に取り組まれる方法、保健センタ

ー等で健康相談や保健指導を受ける方法があります。 

引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診し

ましょう。 

HDL-C＜40mg/dL 

善玉コレステロールが低くなっています。 

身体活動量の増加や運動習慣を意識しましょう。喫煙している人は禁煙を

しましょう。ご自身で生活習慣の改善に取組まれる方法、保健センター等で健

康相談や保健指導を受ける方法があります。 

引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診し

ましょう。 

 

⑤の場合（肥満者・非肥満者） 

今回の健診では、脂質検査値に異常はありませんでした。 

現在の生活習慣を継続するとともに、引き続きご自身の身体の状態を確認

するために、これからも健診を受診しましょう。 

 

【保険者および健診担当医、保健指導従事者への補足説明】 

１）「肥満者の場合」とは基本的に特定保健指導の対象となる腹囲基準等を満

たした場合を示す。 

 

２）HDL-C だけが低く、TG や LDL-C(Non-HDL-C、総コレステロール)の上昇を

脂質検査の結果、中性脂肪が高いことが分かりました。 

糖分やアルコールを控え目にしたほうが望ましいと考えられます。ご自身

で生活習慣の改善に取り組まれる方法、保健センター等で健康相談や保健指

導を受ける方法があります。 

 

引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診し

ましょう。 

HDL＜40mg/dL 

善玉コレステロールが低くなっています。 

運動不足にならないように体を動かすことをお勧めします。喫煙している

人は禁煙をしましょう。ご自身で生活習慣の改善に取り組まれる方法、保健セ

ンター等で健康相談や保健指導を受ける方法があります。 

引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診し

ましょう。 

 

⑤の場合（肥満者・非肥満者） 

今回の健診では、脂質検査値に異常はありませんでした。 

引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診し

ましょう。 

 

【保険者および健診担当医への補足説明】 

1）HDL を上昇させる有効な薬剤はあまりない。また HDL だけが低く TG や

LDL(Non-HDL、総コレステロール)の上昇を伴わない場合は心筋梗塞などのリ

スクは高くならない。 

2) Non-HDL が高い時は高 TG 血症を伴うことが多い。 
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伴わない場合は心筋梗塞等の動脈硬化性疾患のリスクは高くならないという

報告もある。また、HDL-C 上昇を主な目的とした薬物療法による動脈硬化性疾

患の予防効果は確認されていない。 

３）脂質異常症において最優先で管理すべき指標は LDL-C である。LDL-C の高

値は冠動脈疾患（心筋梗塞や狭心症）の発症リスクを上げる。なお脳梗塞は、

アテローム血栓性梗塞、ラクナ梗塞、心原性塞栓の 3 タイプに大別されるが

（わが国ではこの３つのタイプの脳梗塞はほぼ同数の発症数である）、LDL-C

によって発症リスクが上昇するのはアテローム血栓性梗塞である。ラクナ梗

塞は高血圧、心原性塞栓は心房細動の影響が大きい。 

４）何らかの理由で LDL ではなく Non－HDL を用いる場合は、LDL-C の値にプ

ラス 30 したものが基準値となる（例：LDL -C180 → Non－HDL-C 210、LDL-C 

140 → Non－HDL-C 170）。文例は LDL-C のものを準用し、LDL-C と記載がある

ところを Non－HDL-C と置き換えること。なお空腹時採血で総コレステロール

を測定し、計算式で LDL-C を求めた場合は、LDL-C と Non－HDL-C の両方の値

があることになるが、その場合はまず LDL-C への対応を優先する。LDL-C が正

常で Non－HDL-C が高い場合は、TGが高い場合や HDL-C が低い場合が多い。 

５）TG が高い場合、その背景に糖尿病があることも多いので、血糖値等も見

て総合的なリスクの判定を行うこと。 

略号 

LDL-C：LDL コレステロール（Low density lipoprotein コレステロール） 

Non-HDL-C：Non-HDL コレステロール 

（Non-high density lipoprotein コレステロール） 

総コレステロール – HDL コレステロールで計算され、悪玉系のコレステロー

ルの総量を示す。LDL、IDL（intermediate density lipoprotein）と VLDL（very 

low density lipoprotein）に含まれるコレステロールの合計。 

 

 

 

3) 脂質異常症において最優先で管理すべき指標は LDL である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略号 

LDL: LDL コレステロール（Low density lipoprotein コレステロール） 

Non-HDL: Non-HDL コレステロール（Non-high density lipoprotein コレステ

ロール） 

総コレステロール - HDL コレステロールで計算され、悪玉系のコレステロー

ルの総量を示す。LDL、IDL（intermediate density lipoprotein）と VLDL（very 

low density lipoprotein）に含まれるコレステロールの合計。 
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TG：トリグリセライド 

HDL-C：HDL コレステロール(High density lipoprotein コレステロール) 
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血糖高値に関するフィードバック文例集 

【健診判定と対応の分類】 

 

*「標準的な質問票」の「２ b. 血糖を下げる薬又はインスリン注射の使用の

血糖高値に関するフィードバック文例集 

【健診判定と対応の分類】 

 

1）随時血糖での判定の場合 

「今回は食後採血時の血糖値に基づく判定です。正確には 10 時間以上絶食の

のちに採血する「空腹時血糖」もしくは「HbA1c」に基づいて判定する必要が

あります。基準値を超えている場合には医療機関において正確な測定をして

いただくことを推奨します。」と付記する。 

2）「標準的な質問票」の「２ b. 血糖を下げる薬又はインスリン注射の使用

の有無」に対する回答による。 
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有無」に対する回答による。 

 

 

 

 

 

 

【対象者への説明文例】 

①の場合（肥満者・糖尿病治療中・HbA1c 等受診勧奨判定値以上） 

HbA1c は血糖の１～２か月の平均的な高さを示す指標ですが、この値が正常

域を超えて高いほど、網膜症や腎症、神経障害に加えて心筋梗塞や脳梗塞等の

糖尿病の合併症を発症・悪化させることが分かっています。 

糖尿病の合併症予防のためには、治療を継続することがとても重要です。 

一般的に肥満の方は体重を減量することによりインスリン（血糖を下げる

ホルモン）の働きが改善します。またウォーキング等の有酸素運動やスクワッ

トなどのレジスタンス運動によりインスリンの働き（効き目）が改善しますの

で、医師の指示のもと食事療法や運動療法に取り組むことが重要です。飲酒や

喫煙は血糖値への悪影響のほか、糖尿病の合併症を進行させることが報告さ

れています。 

ふるえ、動悸、イライラ感等の低血糖の症状はないでしょうか。もしあれば

かかりつけの医師と相談してください。 

最近一年間眼底検査を受けていない場合には、かかりつけの医師にご相談

の上、眼科にも受診してください。 

②の場合（糖尿病未治療者・受診勧奨判定値以上） 

空腹時血糖、HbA1c が、受診勧奨判定値（糖尿病の診断基準）を超えていま

いずれの場合も下記に留意する。 

○ 治療中・未治療に関わらず、肥満者は肥満の改善が必要である。 

○ 治療中・未治療に関わらず商事療法、運動療法は重要であり、継続して取

り組むことを勧める。 

○ 治療中の場合、低血糖症上の有無に注意する必要がある。 

○ 既に治療中の場合や治療を開始した後も、健診の受診を継続する。 

 

【対象者への説明文例】 

①の場合（肥満者・糖尿病治療中・HbA1c 等受診勧奨判定値以上） 

HbA1c は血糖の１～２か月の平均的な高さを示す指標ですが、この値が正常

域を超えて高いほど、網膜症や腎症等の糖尿病の合併症を発症したり悪化さ

せることが分かっています。 

糖尿病の合併症予防のためには、治療を継続することがとても重要です。 

一般的に肥満の方は体重を減量することによりインスリン（血糖を下げる

ホルモン）の働きが改善するので、食事療法が重要です。またウォーキング等

の運動によりインスリンの働き（効き目）が改善しますので、医師の指示のも

と運動療法に取り組むことが重要です。飲酒や喫煙は血糖値への悪影響のほ

か、糖尿病の合併症を進行させることが報告されています。 

 

 

 

最近一年間眼底検査を受けていない場合には、かかりつけの医師にご相談

の上、眼科にも受診してください。 

②の場合（糖尿病未治療者・受診勧奨判定値以上） 

空腹時血糖、HbA1c が、受診勧奨判定値（糖尿病の診断基準）を超えていま
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す。定期的に医療機関を受診していないのであればすぐに受診してください。 

HbA1c は血糖の 1～2 か月の平均的な高さを示す指標ですが、この値が正常

域を超えて高いほど、網膜症や腎症、神経障害に加えて心筋梗塞や脳梗塞等の

糖尿病の合併症を発症・悪化させることが分かっています。高血糖のほかに脂

質異常症や高血圧、喫煙等の要因が重なるほど、心筋梗塞や脳梗塞を起こしや

すくなることが知られています。 

また、網膜症の状態を確認するための眼底検査、腎臓の機能を判断するため

の血液検査・尿検査を行う必要があります。 

 

③の場合（非肥満者・糖尿病治療中・受診勧奨判定値以上） 

HbA1c は血糖の 1～2 か月の平均的な高さを示す指標ですが、この値が基準

値を超えて高いほど、網膜症や腎症、神経障害に加えて心筋梗塞や脳梗塞等の

糖尿病の合併症を発症・悪化させることが分かっています。 

糖尿病の合併症予防のためには、治療を継続することがとても重要です。 

一般的に、食事療法と運動療法、薬物療法を組み合わせ、最適な血糖マネジ

メントをすることにより、合併症の予防、進行防止につながることが報告され

ています。飲酒や喫煙は血糖値への悪影響のほか、糖尿病の合併症を進行させ

ることが報告されています。 

ふるえ、動悸、イライラ感等の低血糖の症状はないでしょうか。もしあれば

かかりつけの医師と相談してください。 

最近一年間眼底検査を受けていない場合には、かかりつけの医師にご相談

の上、眼科も受診してください。 

 

④の場合（肥満者・糖尿病治療中・正常域～保健指導判定値） 

糖尿病の治療を受け、血糖マネジメントが良好な状態にあると考えられま

す。定期的に医療機関を受診していないのであればすぐに受診してください。 

HbA1c は血糖の 1～2 か月の平均的な高さを示す指標ですが、この値が基準

値を超えて高いほど、網膜症や腎症等の糖尿病の合併症を発症したり悪化さ

せたりします。高血糖のほかに脂質異常症や高血圧、喫煙等の要因が重なるほ

ど、心筋梗塞や脳梗塞を起こしやすくなることが知られています。 

 

また、網膜症の状態を確認するための眼底検査、腎臓の機能を判断するため

の血液検査をおこなう必要があります。 

 

③の場合（非肥満者・糖尿病治療中・受診勧奨判定値以上） 

HbA1c は血糖の 1～2 か月の平均的な高さを示す指標ですが、この値が基準

値を超えて高いほど、網膜症や腎症等の糖尿病の合併症を発症したり悪化さ

せることが分かっています。 

糖尿病の合併症予防のためには、治療を継続することがとても重要です。 

一般的に、食事療法と運動療法、薬物療法を組み合わせ、最適な血糖管理を

することにより、合併症の予防、進行防止につながることが報告されていま

す。飲酒や喫煙は血糖値への悪影響のほか、糖尿病の合併症を進行させること

が報告されています。 

 

 

最近一年間眼底検査を受けていない場合には、かかりつけの医師にご相談

の上、眼科も受診してください。 

 

④の場合（肥満者・糖尿病治療中・正常域～保健指導判定値） 

糖尿病の治療を受け、血糖コントロールは良好な状態にあると考えられま
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す。今後も良好な状態を保つためには、定期的な受診を継続すると共に、医師

の指示のもと、食事療法・運動療法により体重を減量することが大切です。飲

酒や喫煙は血糖値への悪影響のほか、糖尿病の合併症を進行させることが報

告されています。 

ふるえ、動悸、イライラ感等の低血糖の症状はないでしょうか。もしあれば

かかりつけの医師と相談してください。 

最近一年間眼底検査を受けていない場合には、かかりつけの医師にご相談

の上、眼科にも受診してください。 

 

⑤の場合（肥満者・特定保健指導対象者） 

空腹時血糖やＨｂＡ１ｃが正常域を超えており（糖尿病境界型に相当）、糖

尿病の可能性も否定できません。医療機関でブドウ糖負荷試験等の精密検査

について相談することをお勧めします。 

体重の減量等、生活習慣の改善が重要です。特定保健指導のご案内を同封し

ております。食事・運動療法で糖尿病を予防するよい機会ですので、積極的に

ご活用ください。 

 

⑥の場合（非肥満者・糖尿病治療中・正常域～保健指導判定値） 

糖尿病の治療を受け、血糖マネジメントが良好な状態にあると考えられま

す。今後も良好な状態を保つためには、定期的な受診を継続すると共に、医師

の指示のもと、食事療法・運動療法を行うことが大切です。飲酒や喫煙は血糖

値への悪影響のほか、糖尿病の合併症を進行させることが報告されています。 

ふるえ、動悸、イライラ感等の低血糖の症状はないでしょうか。もしあれば

かかりつけの医師と相談してください。 

最近一年間眼底検査を受けていない場合には、かかりつけの医師にご相談

す。今後も良好な状態を保つためには、定期的な受診を継続すると共に、食事

療法・運動療法により体重を減量することが大切です。飲酒や喫煙は血糖値へ

の悪影響のほか、糖尿病の合併症を進行させることが報告されています。 

 

ふるえ、動悸、イライラ感等の低血糖の症状はないでしょうか。もしあれば

かかりつけ医と相談してください。 

最近一年間眼底検査を受けていない場合には、かかりつけの医師にご相談

の上、眼科にも受診してください。 

 

⑤の場合（肥満者・特定保健指導対象者） 

空腹時血糖や HbA1c が正常域を超えており（糖尿病境界型に相当）、糖尿病

の可能性も否定できません。医療機関等でブドウ糖負荷試験等の精密検査に

ついて相談することをお勧めします。 

体重の減量等、生活習慣の改善が重要です。特定保健指導のご案内を同封し

ております。食事・運動療法で糖尿病を予防するよい機会ですので、積極的に

ご活用ください。 

 

⑥の場合（非肥満者・糖尿病治療中・正常域～保健指導判定値） 

糖尿病の治療を受け、糖尿病の血糖コントロールは良好な状態にあると考

えられます。今後も良好な状態を保つためには、定期的な受診を継続すると共

に、食事療法・運動療法を行うことが大切です。飲酒や喫煙は血糖値への悪影

響のほか、糖尿病の合併症を進行させることが報告されています。 

ふるえ、動悸、イライラ感等の低血糖の症状はないでしょうか。もしあれば

かかりつけ医と相談してください。 

最近一年間眼底検査を受けていない場合には、かかりつけの医師にご相談
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の上、眼科にも受診してください。 

⑦の場合（非肥満者・未治療者・保健指導判定値） 

空腹時血糖やＨｂＡ１ｃが正常域を超えており（糖尿病境界型に相当）、糖

尿病の可能性も否定できません。医療機関等でブドウ糖負荷試験等の精密検

査について相談することをお勧めします。 

糖尿病にならないためにも、食事の改善や運動に取り組むことをお勧めし

ます。保健センター等でもご相談を受け付けています。来年度の健診で血糖値

の変化を確認することも大切です。 

⑧の場合（非肥満者・未治療者・正常高値） 

空腹時血糖や HbA1c が正常よりやや高い状態です。糖尿病にならないため

にも、食事の改善や運動に取り組むことが大切です。食事や運動療法について

不明の点があれば、保健センター等でもご相談を受け付けています。来年度の

健診で、血糖値の変化を確認することが大切です。 

もし、あなたが高血圧や脂質異常症等ほかのリスクを持っていたり、血縁者

に糖尿病の人がいる場合は、医療機関等でブドウ糖負荷試験等の精密検査に

ついて相談することをお勧めします。 

⑨の場合（肥満者・正常域内） 

今回の健診では、糖尿病の検査に異常はありませんでした。しかし、肥満の

状態が続くと糖尿病を引き起こす危険性が高まりますので、少しでも減量さ

れることをお勧めします。 

引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診し

ましょう。 

⑩の場合（非肥満者・正常域内） 

今回の健診では、糖尿病の検査に異常はありませんでした。 

引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診し

の上、眼科も受診してください。 

⑦の場合（非肥満者・未治療者・保健指導判定値） 

空腹時血糖や HbA1c が正常域を超えており（糖尿病境界型に相当）、糖尿病

の可能性も否定できません。医療機関等でブドウ糖負荷試験等の精密検査に

ついて相談することをお勧めします。 

本格的な糖尿病にならないためにも、食事の改善や運動に取り組むことを

お勧めします。保健センター等でもご相談を受け付けています。来年度の健診

で血糖値の変化を確認することも大切です。 

⑧の場合（非肥満者・未治療者・正常高値） 

空腹時血糖や HbA1c が正常よりやや高い状態です。本格的な糖尿病になら

ないためにも、食事の改善や運動に取り組むことが大切です。食事や運動療法

について不明の点があれば、保健センター等でもご相談を受け付けています。

来年度の健診で、血糖値の変化を確認することが大切です。 

もし、あなたが高血圧や脂質異常症等ほかのリスクを持っていたり、血縁者

に糖尿病の人がおられたりする場合は、今後の方針を立てていくために、ブド

ウ糖負荷試験という精密検査を一度受けることをお勧めします。 

⑨の場合（肥満者・正常域内） 

今回の健診では、糖尿病の検査に異常はありませんでした。しかし、肥満の

状態が続くと糖尿病を引き起こす危険性が高まりますので、少しでも減量さ

れることをお勧めします。 

引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診しま

しょう。 

⑩の場合（非肥満者・正常域内） 

今回の健診では、糖尿病の検査に異常はありませんでした。 

引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診し
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ましょう。 

 

【保険者および健診担当医、保健指導従事者への補足説明】 

１）「肥満者の場合」とは基本的に特定保健指導の対象となる腹囲基準等を満

たした場合を示す。 

2）随時血糖での判定の場合 

「今回は食後採血時の血糖値に基づく判定です。正確には 10 時間以上絶食の

のちに採血する「空腹時血糖」もしくは「HbA1c」に基づいて判定する必要が

あります。正常域を超えている場合には医療機関において正確な測定をして

いただくことを推奨します」と付記するべきである。 

３）治療中・未治療に関わらず、肥満者は肥満の改善、食事療法、運動療法は

重要であり、継続して取り組むことが勧められる。 

４）治療中の場合、低血糖症状の有無に注意する必要がある。 

５）既に治療中の場合や治療を開始した後も、健診の受診を継続させる。 

 

【参考：高齢者に対するフィードバックについて】 

○高齢者における糖尿病の血糖マネジメントにおいては、低血糖の危険性、合

併症や併存症、認知機能や ADL を考慮して、下表のように目標が示されてい

ることに留意する。健診の結果説明の際には、かかりつけの医師の治療方針を

確認しつつ、混乱を招かないように留意する必要がある。 

○低血糖は認知症や心血管イベントの発症リスクを高めるため、回避するこ

とが重要である。高齢者においては低血糖症状（ふるえなどの交感神経症状）

が乏しいことや、低栄養状態の合併、一人暮らしによる発見の遅れなどによ

り、低血糖が遷延する危険が高まる。低血糖が危惧される薬物治療の場合には

下限値を設定し、低くなりすぎないようなマネジメントを行うべき、とされて

ましょう。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

○ 高齢者における糖尿病の血糖コントロール目標（HbA1c 値）として下表が

日本糖尿病学会ガイドラインで示されていることに留意する。 
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いる。 

○高齢者においては、糖尿病によりサルコペニアのリスクが高くなるため、身

体活動量の維持やレジスタンス運動が重要である。 

○加齢にともない口腔機能の低下などの理由から、エネルギー摂取量が低下

していることがある。また、糖尿病のために節制していることが低栄養状態に

つながることもあるため、エネルギーや栄養素が不足しないよう、食生活の現

状を把握し、適切な助言を行うことが重要である。 

 

 

 

＊日本糖尿病学会「糖尿病診療ガイドライン 2019」、「糖尿病治療ガイド 2022-

2023」準拠。ただし、特定健診の保健指導判定値、受診勧奨判定値と整合性を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊日本糖尿病学会「糖尿病診療ガイドライン 2016」、「糖尿病治療ガイド 2016-
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とった。 

 

2017」準拠 

ただし、特定健診の保健指導判定値、受診勧奨判定値と整合性をとった。 
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喫煙に関するフィードバック文例集 

※下記の１．と２．と３．の情報提供を組み合わせて使用してください。 

 

１．禁煙の重要性を高めるための情報提供 

＊ここでの喫煙は、紙巻きたばこだけでなく加熱式たばこも含みます。 

① 血圧高値の場合 

喫煙と高血圧は日本人が命を落とす二大原因であることがわかっていま

す。喫煙と高血圧が重なると、いずれも該当しない人と比べて、約 4倍、脳卒

中や心臓病で命を落とす危険が高まります。また、高血圧があると、高血圧が

ない場合と比べて喫煙の影響が強く出やすく、脳卒中や脳梗塞になる確率が

より高くなります。この健診を機会に禁煙されることをお勧めします。 

 

② 脂質異常の場合 

喫煙すると、血液中の善玉（HDL）コレステロールが減少したり、中性脂肪

や悪玉（LDL）コレステロールが増加することがわかっています。また、喫煙

と脂質異常が重なると、動脈硬化が更に進んで、いずれも該当しない人と比べ

て、約 4 倍心筋梗塞で死亡する確率が高くなります。この健診を機会に禁煙

されることをお勧めします。 

 

③ 血糖高値の場合 

喫煙すると、血糖値が上昇したり、糖尿病に約 1.4 倍かかりやすくなりま

す。その理由は、喫煙によって交感神経の緊張が高まって血糖値があがること

と、膵臓から分泌されるインスリンというホルモンの効き具合が悪くなるた

めです。また、喫煙と糖尿病が重なると、喫煙しない場合と比べて、動脈硬化

がさらに進んで、約 1.5～3 倍、脳梗塞や心筋梗塞で命を落としやすくなりま

喫煙に関するフィードバック文例集 

※下記の１．と２．と３．の情報提供を組み合わせて使用してください。 
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喫煙すると、血糖値が上昇したり、糖尿病に約 1.4 倍かかりやすくなりま

す。その理由は、喫煙によって交感神経の緊張が高まって血糖値があがること

と、膵臓から分泌されるインスリンというホルモンの効き具合が悪くなるた
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す。さらに、腎臓の機能もより低下しやすいことが報告されています。この健

診を機会に禁煙されることをお勧めします。 

 

④ メタボリックシンドロームの場合 

喫煙すると、血液中の善玉（HDL）コレステロールが減少したり、中性脂肪

や血糖値が増加するため、メタボリックシンドロームになりやすいことがわ

かっています。また、喫煙とメタボリックシンドロームが重なると動脈硬化が

更に進んで、いずれも該当しない人と比べて、約 4～5倍、脳梗塞や心筋梗塞

にかかりやすくなります。この健診を機会に禁煙されることをお勧めします。 

 

⑤ 上記いずれもない場合 

喫煙を続けていると、肺がん等のがん、脳梗塞や心筋梗塞、糖尿病、COPD（慢

性閉塞性肺疾患）等種々の病気にかかりやすくなるため、現在の良い状態を維

持できなくなってしまう可能性があります。この健診を機会に禁煙されるこ

とをお勧めします。 

 

２．禁煙のための効果的な解決策の提案 

禁煙は自力でも可能ですが、禁煙外来や禁煙補助薬を利用すると、ニコチン

切れの症状を抑えることができるので比較的楽に、しかも自力に比べて 3～4

倍禁煙に成功しやすくなることが分かっています。健康保険の適用基準を満

たしている場合、1日 20本のたばこ代に比べて 1/3～1/2 の安い費用で医療機

関での禁煙治療を受けることができます。 

＊健康保険による禁煙治療を受けるための条件 

① 35 歳以上の者については、1日喫煙本数 × 喫煙年数 が 200 以上であ

ること 
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倍禁煙に成功しやすくなることが分かっています。健康保険の適用基準を満
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② いますぐに禁煙したいと考えており、禁煙治療を受けることを文書により

同意していること 

③ ニコチン依存症のスクリーニングテスト（TDS, Tobacco Dependence 

Screener）でニコチン依存症と診断された者であること 

 

３．受動喫煙に関する情報提供 

○非喫煙者・禁煙者用への情報提供 

わが国では、受動喫煙により、脳卒中、虚血性心疾患、肺がん等で年間約 1

万 5 千人が死亡していると推計されています。受動喫煙は他人の健康に影響

を与えることが明らかとなっています。受動喫煙を防止するため、社会として

屋内を禁煙とする対策が進んできていますが、他人のたばこの煙を吸わない

ように注意することも大切です。 

もし、あなたが家庭または職場で受動喫煙を受けている場合は、それを改善

するため、家庭や職場で相談してみましょう。 

○喫煙者への情報提供 

わが国では、受動喫煙により、脳卒中、虚血性心疾患、肺がん等で年間約 1

万 5 千人が死亡していると推計されています。受動喫煙は他人の健康に影響

を与えることが明らかとなっています。受動喫煙を防止するため、社会として

屋内を禁煙とする対策が進んできています。あなたの家族をはじめ、周囲の人

にたばこの煙を吸わせないように注意してください。 

 

【保険者および健診担当医への補足説明】 

加熱式たばこは、たばこ葉やたばこ葉を加工したものを電気的に加熱し、エ

アロゾル（霧状）化したニコチンと加熱によって発生した化学物質を吸入する

タイプのたばこ製品です。加熱式たばこの化学成分を分析した結果からは、加
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（新設） 
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熱式たばこの主流煙には、多くの種類の有害化学物質が含まれることが知ら

れています。紙巻きたばこを加熱式たばこに替えて健康被害が減ったという

明らかな根拠はこれまでのところ見当たりません。たばこ煙にさらされるこ

とについては安全なレベルというものがなく、喫煙者と受動喫煙者の健康に

悪影響を及ぼす可能性が否定できないと考えられています。 

加熱式たばこは、紙巻きたばこと同様に、健康増進法で禁煙場所での使用が

禁じられています。また、加熱式たばこ使用者も健康保険による禁煙治療の対

象として認められています。 
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研究事業「たばこ規制枠組み条約を踏まえたたばこ対策に係る総合的研究」平

成 27年度総括・分担研究報告書（研究代表者 中村正和）. 2016. 
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肝機能検査に関するフィードバック文例集 

【健診判定と対応の分類】 

 

ここでは特定健診の肝機能検査を活用して、メタボリックシンドロームに

着目した特定健診や特定保健指導において有用な情報提供や保健指導を行う

ための文例を紹介する。生活習慣に関連して肝機能検査値が上昇する状態に

は、アルコール性肝障害や非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD/NASH）がある。

生活習慣に起因するもの以外で肝機能異常を呈するものには、ウィルス性肝

炎や薬剤性肝障害、自己免疫性肝炎などがあげられる。これらの肝臓疾患の予

防や治療の詳細については日本消化器病学会、日本肝臓学会等のガイドライ

ン等を参照されたい。 

 

【対象者への説明文例】 

① の場合（AST, ALT, γ-GT のいずれかが受診勧奨判定値以上） 

検査の結果、肝機能検査の数値が高いことがわかりました。この健診結果を

（新設） 
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持参して、医療機関を受診してください。 

② の場合 

検査の結果、肝機能検査の数値が基準範囲よりも高いことがわかりました。 

γ-GT 高値かつ飲酒習慣がある場合（AST, ALT 軽度上昇を伴うこともある） 

アルコール性肝障害の疑いがあります。1日あたりの飲酒量（アルコール摂

取量）が多いほど高血圧や脳出血、がん等にかかりやすくなり、アルコール摂

取量が男性４0g/日以上、女性 20g/日以上を超えると脳梗塞や心筋梗塞にかか

る確率が高くなります。この機会に減酒されることをお勧めします。 

ALT 高値（ALT＞AST）かつ飲酒量が一定未満*の場合（γ-GT 軽度上昇を伴うこ

ともある） 

非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）の疑いがあります。NAFLD の多くは、

肥満が原因となり糖尿病や高血圧、脂質異常症を伴っています。一方、これら

の合併を伴わない場合でも、NAFLD があると、将来、糖尿病や高血圧になる確

率が高くなります。食事は過剰な糖分や脂質（特に飽和脂肪酸、コレステロー

ル）の摂取を控え、適度な運動を心がけましょう。 

*NAFLDは、一日当たりの飲酒量がエタノール換算で男性30g/日未満、女性20g/

日未満と定義されています。 

③ の場合（AST, ALT, γ-GT のいずれも基準範囲内） 

今回の健診の結果、肝機能検査に異常を認めませんでした。引き続きご自身の

身体の状態を確認するために、これからも健診を受診しましょう。 

 

【保険者および健診担当医への補足説明】 

厚生労働科学研究（健康診査・保健指導における健診項目等の必要性、妥当

性の検証、及び地域における健診実施体制の検討のための研究：研究代表者 

岡村智教（19FA0801））で肝機能検査と糖尿病、脳・心血管疾患などの生活習
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慣病との関連についての文献レビューをおこなった。γ-GT 上昇は、将来の脳・

心血管疾患や糖尿病発症との関連が複数の前向き研究で確認され、飲酒習慣

の有無にかかわらずこれらの関連が認められた。ALT 上昇と糖尿病発症との関

連も複数の研究で報告されている。 

NAFLD はインスリン抵抗性を基盤として糖尿病や高血圧発症と関連するこ

とや、NAFLD を有する集団では脳・心血管疾患発症のリスクが高くなることが

わかっている。Fatty liver index（FLI）は、特定健診項目（γ-GT、トリグ

リセライド、BMI、腹囲）の基本項目のみを用いて算出できる脂肪肝の指標で

あり、特定健診受診者において FLI の値が高いほど将来の糖尿病や高血圧の

発症リスクが高まることが報告されている。FLI はエクセル等で計算可能であ

る。 

 

FLI は下記の式で算出される 

= . ∗ トリグリセライド . ∗ . ∗ . ∗腹囲 .
1 + . ∗ トリグリセライド . ∗ . ∗ . ∗腹囲 .

∗ 100 
略号 

AST：aspartate aminotransferase 

ALT：alanine aminotransferase 

γ-GT：γ-glutamyl transferase 

NAFLD：nonalcoholic fatty liver disease 

NASH：nonalcoholic steatohepatitis 

 

【参考文献】 

1. 日本消化器病学会・日本肝臓学会 NAFLD/NASH 診療ガイドライン 2020 
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2. 日本肝臓学会 アルコール性肝障害(アルコール関連肝疾患)診療ガイド

2022 

3. 令和元年度厚生労働省科学研究費補助金 循環器疾患・糖尿病等生活習慣

病対策総合研究事業総括研究報告書「健康診査・保健指導における健診項目等

の必要性、妥当性の検証、及び地域における健診実施体制の検討のための研

究」 

4. Targher G, Byrne CD, Lonardo A, Zoppini G, Barbui C. Non-alcoholic 

fatty liver disease and risk of incident cardiovascular disease: A 

meta-analysis. J Hepatol. 2016 Sep;65(3):589-600.  

5.Bedogni G, Bellentani S, Miglioli L, Masutti F, Passalacqua M, 

Castiglione A, Tiribelli C. The Fatty Liver Index: a simple and 

accurate predictor of hepatic steatosis in the general population. BMC 

Gastroenterol. 2006 Nov 2;6:33. doi: 10.1186/1471-230X-6-33. 
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D, Okamura T. Fatty liver index predicts the development of 
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incident diabetes in a Japanese general population with and without 
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尿蛋白に関するフィードバック文例集 

※血清クレアチニンを測定していない場合に使用してください。 

 

【健診判定と対応の分類】 

 

 

 

 

尿蛋白に関するフィードバック文例集 

※血清クレアチニンを測定していない場合に使用してください。 

 

【健診判定と対応の分類】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健診判定 対応 

異常 

 

 

正常 

尿蛋白 陽性 

（1＋/２＋/３＋） 
① 医療機関の受診を 

尿蛋白 弱陽性（±） ② 生活習慣の改善を 

尿蛋白 陰性（－） ③ 今後も継続して健診受診を 
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【対象者への説明文例】 

① 尿蛋白（1+/2+/3+）：陽性の場合 

今回の健診の結果、尿蛋白が陽性であることがわかりました。尿の異常（尿

蛋白陽性）は慢性腎臓病の存在を示す重要なサインです。あなたは、慢性腎臓

病であると疑われるため医療機関を受診して下さい。 

腎臓が障害されると、通常尿中に出ない蛋白が尿中に出てきます。尿中の蛋

白の量が多い状態が続いている場合は、慢性腎臓病です。また蛋白尿は多いほ

ど、慢性腎臓病が悪化する可能性が高くなります。 

一般に腎臓の病気は自覚症状が乏しいため、病気に気付くことが困難です。

しかし健診を受けることにより、早い段階で病気を発見することができます。 

 

慢性腎臓病の人では、そうでない人に比べて、透析治療が必要な状況に 10

倍以上なりやすく、脳卒中や心臓病の発症やそれによる死亡の危険が２倍以

上になることが分かっています。しかし、これらの危険は、適切な治療により

軽減することが可能です。忙しいからと慢性腎臓病を放置することなく、医療

機関を受診して、早い段階で治療を始めることが重要です。 

 

 

② 尿蛋白（±）：弱陽性の場合 

今回の健診の結果、尿蛋白が弱陽性であることがわかりました。尿蛋白弱陽

性は、確定的ではありませんが、慢性腎臓病の存在を示唆するサインです。あ

なたは慢性腎臓病の可能性がありますが、尿蛋白は少ないため、医療機関を受

診する必要はありません。尿蛋白が陽性になる原因には悪い生活習慣が関わ

っている可能性があります。まずは生活習慣の改善に取り組んでください。 

 

【対象者への説明文例】 

①尿蛋白（1＋/2+/3+）：陽性の場合 

今回の健診の結果、尿蛋白が陽性であることがわかりました。尿の異常（尿

蛋白陽性）は慢性腎臓病の存在を示す重要なサインです。医療機関を受診して

下さい。 

腎臓が障害されると、通常尿中に出ない蛋白が尿中に出てきます。蛋白の量

が多かったり、陽性の検査結果が続いている場合は、慢性腎臓病が進行する可

能性が高くなります。 

腎臓の病気は自覚症状が現れにくいので放置してしまいがちですが、はや

い段階で病気を発見するためにも、医療機関で精密検査をすることが必要で

す。 

慢性腎臓病の人では、そうでない人に比べて、末期腎不全により透析治療が

必要な状況に 10 倍以上なりやすく、脳卒中･狭心症･心筋梗塞といった心血管

疾患の発症やそれによる死亡の危険が２倍以上になることが分かっていま

す。しかし、これらの危険は、適切な治療により軽減することが可能ですの

で、忙しいからと放置することなく、早い段階で治療を始めることが重要で

す。 

 

② 尿蛋白（±）：弱陽性の場合 

今回の健診の結果、尿蛋白が弱陽性であることがわかりました。尿蛋白弱陽

性は、確定的ではありませんが、慢性腎臓病の存在を示唆するサインです。生

活習慣の改善が必要です。 
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高血圧や糖尿病、脂質異常症等生活習慣病の存在は慢性腎臓病の危険因子

です。このため生活習慣病の合併がある場合には、尿蛋白が±であっても医療

機関を受診して詳しい検査を受けてください。慢性腎臓病を発症したり、これ

以上悪化させないために、生活習慣病（高血圧、糖尿病、脂質異常症等）があ

る場合には、しっかりと治療することが大切です。 

慢性腎臓病の発症や悪化に関係する生活習慣としては、食塩の過剰摂取、喫

煙、不規則な生活などがあります。尿蛋白が±ですから、医療機関を受診しな

い場合でも、生活習慣の改善に取り組んでください。喫煙者ではぜひ禁煙しま

しょう。またメタボリックシンドロームやその予備群、肥満がある場合は、そ

の改善が必要です。適正体重を維持する、又は目指すためにも、総エネルギー

摂取量を適正にし、運動して下さい。 

慢性腎臓病の人では、そうでない人に比べて、透析治療が必要な状況に 10

倍以上なりやすく、脳卒中や心臓病の発症やそれによる死亡の危険が２倍以

上になることが分かっています。しかし、これらの危険は、適切な治療により

軽減することが可能です。 

そして慢性腎臓病を早期発見するためにも来年も健診を受けましょう。 

③ 尿蛋白（－）：陰性の場合 

今回の健診の結果、尿蛋白は陰性であることがわかりました。今回の結果で

は、慢性腎臓病を疑う尿の異常（尿蛋白）はありませんでした。引き続きご自

身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診しましょう。 

ただし、下記（※）の慢性腎臓病の危険因子を有する場合は、一般的に、慢

性腎臓病の発症予防が必要であると考えられます。 

（※）慢性腎臓病の危険因子： 

肥満、メタボリックシンドローム、喫煙、高血圧、糖尿病、脂質異常症、治

療中あるいは治療が必要な高尿酸血症、慢性腎臓病の家族歴、過去の健診での

高血圧や糖尿病、脂質異常症等生活習慣病の存在は慢性腎臓病の危険因子

です。生活習慣病の合併があり、尿蛋白±が続く場合は、より慢性腎臓病の可

能性が高いので、医療機関で詳しい検査について相談してください。慢性腎臓

病を発症したり、これ以上悪化させないために、生活習慣病（高血圧、糖尿病、

脂質異常症等）の適正な管理が重要です。 

また、慢性腎臓病の進行に関係する生活習慣である、食塩の過剰摂取、過度

の飲酒の改善、禁煙への取組みが大切です。メタボリックシンドロームやその

予備群、肥満がある場合は、その改善が必要です。日常生活の改善につとめて

下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 尿蛋白（－）：陰性の場合 

今回の健診の結果、尿蛋白は陰性であることがわかりました。今回の結果で

は、慢性腎臓病を疑う尿の異常（尿蛋白）はありませんでした。引き続きご自

身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診しましょう。 

ただし、下記（※）の慢性腎臓病の危険因子を有する場合は、一般的に、慢

性腎臓病の発症予防が必要であると考えられます。 

（※）慢性腎臓病の危険因子： 

肥満、メタボリックシンドローム、喫煙、高血圧、糖尿病、脂質異常症、治

療中あるいは治療が必要な高尿酸血症、慢性腎臓病の家族歴、過去の健診での
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尿異常（尿蛋白陽性）、高齢（65 歳以上） 

これらの危険因子は、血管に負担をかけ、動脈硬化を進行させるため、多く

の血管が集まっている腎臓も障害されます。 

生活習慣病（高血圧、糖尿病、脂質異常症等）は慢性腎臓病の危険因子です

から、しっかり治療して、慢性腎臓病の発症を予防することが重要です。 

また、慢性腎臓病を発症する危険因子を軽減するために、食生活の改善に取

組み、肥満があれば解消することが必要です。減塩や適度なエネルギー摂取な

どの食生活の改善に取り組み、禁煙することはとても大切です。メタボリック

シンドロームやその予備群である場合は、運動するなどして、その改善に取り

組んでください。 

そして慢性腎臓病を早期発見するためにも来年も健診を受けましょう。 

 

尿異常（尿蛋白陽性）、高齢（65 歳以上） 

これらの危険因子は、血管に負担をかけ、動脈硬化を進行させるため、毛細

血管が集まっている腎臓も障害されます。 

そのため、生活習慣病（高血圧、糖尿病、脂質異常症等）をしっかり治療す

ることは慢性腎臓病の発症予防に重要です。 

また、慢性腎臓病を発症する危険因子を軽減するために、食生活の改善に取

り組み、肥満があれば解消することが必要です。高血圧があれば、減塩に努め

ましょう。禁煙も大切です。メタボリックシンドロームやその予備群、肥満が

ある場合は、その改善が必要です。 
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尿蛋白及び血清クレアチニンに関するフィードバック文例集 

※血清クレアチニンを測定している場合に使用してください。 

【健診判定と対応の分類】 

 

 

 

尿蛋白及び血清クレアチニンに関するフィードバック文例集 

※血清クレアチニンを測定している場合に使用してください。 

【健診判定と対応の分類】 
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＊eGFR（mL/分/1.73 ㎡）＝194×Cr-1.094×年齢（歳）-0.287（女性は×0.739） 

 

【対象者への説明文例】 

① eGFR が 45 未満、又は、尿蛋白（1+）以上の場合 

今回の健診の結果、腎臓の働きが低下している、又は尿蛋白が陽性であるこ

とがわかりました。腎機能低下と尿蛋白陽性は慢性腎臓病の存在を示す重要

なサインです。あなたは、慢性腎臓病であると疑われるため医療機関を受診し

て下さい。 

慢性腎臓病は、一般に自覚症状が乏しいため、気づいたときには病気が進行

している場合が多くみられます。しかし慢性腎臓病は健診で早期に発見でき

ます。そして慢性腎臓病を早期から治療することで、重症化を防ぐことができ

ます。 

慢性腎臓病の人では、そうでない人に比べて、透析治療が必要な状況に 10

倍以上なりやすく、脳卒中や心臓病の発症やそれによる死亡の危険が２倍以

上になることが分かっています。しかし、これらの危険は、適切な治療により

軽減することが可能です。忙しいからと慢性腎臓病を放置することなく、医療

機関を受診して、早い段階で治療を始めることが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象者への説明文例】 

① eGFR が 45 未満、又は、尿蛋白（1+）以上の場合 

今回の健診の結果、腎臓の働きが低下している、又は尿蛋白が陽性であるこ

とがわかりました。腎機能低下と尿蛋白陽性は慢性腎臓病の存在を示す重要

なサインです。すぐに医療機関を受診して下さい。 

 

慢性腎臓病は、初期の段階では自覚症状が現れず、気づいたときには病気が

進行している場合が多くみられることから、早期に発見し、治療することが重

要になります。 

 

慢性腎臓病の人では、そうでない人に比べて、末期腎不全により透析治療が

必要な状況に 10 倍以上なりやすく、脳卒中･狭心症･心筋梗塞といった心血管

疾患の発症やそれによる死亡の危険が２倍以上になることが分かっていま

す。しかし、これらの危険は、適切な治療により軽減することが可能ですの

で、忙しいからと放置することなく、早い段階で治療を始めることが重要で

す。 

 

腎臓の働き（推算糸球体濾過量、eGFR）はどのように評価するのでしょうか？： 

血清クレアチニンと年齢及び性別から推算糸球体濾過量（eGFR）を計算します。 

eGFR が低くなるほど腎臓の働きが低下しています。eGFR は健康な場合はおよそ

100 mL/分/1.73m2 ですから、eGFR の数値は健康な人に比べた腎臓の働きの百

分率（％）と考えると分かり易いでしょう。 
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② eGFR が 45 以上、かつ、尿蛋白弱陽性（±）の場合 

今回の健診の結果、尿蛋白が弱陽性であることがわかりました。eGFR が 60

以上、かつ尿蛋白弱陽性は、確定的ではありませんが、慢性腎臓病の存在を示

唆するサインです。また、eGFR が 45 以上 60 未満の場合は、腎機能の軽度の

低下があり、それだけで軽症の慢性腎臓病の存在を示すサインです。あなたは

慢性腎臓病の可能性がありますが、まだ医療機関を受診する必要はありませ

ん。腎機能や尿蛋白の推移に注意することが大切ですから来年も健診を受け

ましょう。 

腎機能の軽度の低下や尿蛋白が弱陽性になる原因には、悪い生活習慣が関

わっている可能性があります。まずは、生活習慣の改善に取り組んでくださ

い。 

高血圧や糖尿病、脂質異常症の存在は慢性腎臓病の危険因子です。慢性腎臓

病を発症したり、これ以上悪化させないために、生活習慣病（高血圧、糖尿病、

脂質異常症等）がある場合には、しっかりと治療することが大切です。そして

高血圧や糖尿病、脂質異常症等の危険因子がある場合には、eGFR が 45 以上で

あったり、尿蛋白が±であっても、医療機関を受診して詳しい検査受けてくだ

さい。 

慢性腎臓病の発症や悪化に関係する生活習慣としては、食塩の過剰摂取、喫

煙、不規則な生活などがあります。尿蛋白が±ですから、医療機関を受診しな

い場合でも、生活習慣の改善に取り組んでください。喫煙者ではぜひ禁煙しま

しょう。またメタボリックシンドロームやその予備群、肥満がある場合は、そ

の改善が必要です。適正体重を維持する、又は目指すためにも、総エネルギー

摂取量を適正にし、運動して下さい。 

慢性腎臓病の人では、そうでない人に比べて、透析治療が必要な状況に 10

倍以上なりやすく、脳卒中や心臓病の発症やそれによる死亡の危険が２倍以

② eGFR が 45 以上、かつ、尿蛋白弱陽性（±）の場合 

今回の健診の結果、尿蛋白が弱陽性であることがわかりました。eGFR が 60

以上、かつ尿蛋白弱陽性は、確定的ではありませんが、慢性腎臓病の存在を示

唆するサインです。また、eGFR が 45 以上 60 未満の場合は、腎機能の軽度の

低下があり、それだけで軽症の慢性腎臓病の存在を示すサインです。これらの

場合、生活習慣の改善が必要です。 

 

 

 

 

 

高血圧や糖尿病、脂質異常症の存在は慢性腎臓病の危険因子です。慢性腎臓

病を発症したり、これ以上悪化させないために、生活習慣病（高血圧、糖尿病、

脂質異常症）の適正な管理が重要です。高血圧や糖尿病、脂質異常症等の危険

因子があり、尿蛋白±が続く場合は、医療機関で詳しい検査について相談して

ください。 

 

また、慢性腎臓病の進行に関係する生活習慣である、食塩の過剰摂取、過度

の飲酒の改善、禁煙への取組みが大切です。メタボリックシンドロームやその

予備群、肥満がある場合は、その改善が必要です。日常生活の改善につとめて

下さい。 

 

 

なお、慢性腎臓病の人では、そうでない人に比べて、末期腎不全により透析

治療が必要な状況に 10倍以上なりやすく、脳卒中･狭心症･心筋梗塞といった
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上になることが分かっています。しかし、これらの危険は、適切な治療により

軽減することが可能です。 

そして慢性腎臓病を早期発見するためにも来年も健診を受けましょう。 

 

③ eGFR が 45 以上 60 未満、かつ、尿蛋白（－）の場合 

今回の健診の結果、腎機能の軽度の低下があり、尿蛋白が陰性であることが

わかりました。eGFR が 45 以上 60 未満の場合は、それだけで軽症の慢性腎臓

病の存在を示すサインです。あなたは慢性腎臓病の可能性がありますが、まだ

医療機関を受診する必要はありません。腎機能や尿蛋白の推移に注意するこ

とが大切ですから来年も健診を受けましょう。 

高血圧や糖尿病、脂質異常症等の存在は慢性腎臓病の危険因子です。慢性腎

臓病を発症したり、これ以上悪化させないために、生活習慣病（高血圧、糖尿

病、脂質異常症等）がある場合には、しっかりと治療することが大切です。高

血圧や糖尿病、脂質異常症等の危険因子がある場合には、腎機能が軽度の低下

であっても、医療機関を受診して詳しい検査を受けてください。 

腎機能が軽度に低下する原因には、悪い生活習慣が関わっている可能性が

あります。まずは生活習慣の改善に取り組んでください。 

慢性腎臓病の発症や悪化に関係する生活習慣としては、食塩の過剰摂取、喫

煙、不規則な生活などがあります。腎機能が軽度に低下している可能性があり

ますから、医療機関を受診しない場合でも、生活習慣の改善に取り組んでくだ

さい。喫煙者ではぜひ禁煙しましょう。メタボリックシンドロームやその予備

群、肥満がある場合は、その改善が必要です。適正体重を維持する、又は目指

すためにも、総エネルギー摂取量を適正にし、運動して下さい。 

注）もしあなたが 40 歳未満なら、同年齢の人に比べて腎臓の機能が低下して

いる可能性がありますので、医療機関を受診してください。 

心血管疾患の発症やそれによる死亡の危険が２倍以上になることが分かって

います。しかし、これらの危険は、適切な治療により軽減することが可能です

ので、早期発見・早期治療が重要です。 

 

③ eGFR が 45 以上 60 未満、かつ、尿蛋白（－）の場合 

今回の健診の結果、腎機能の軽度の低下があり、尿蛋白が陰性であることが

わかりました。eGFR が 45 以上 60 未満の場合は、それだけで軽症の慢性腎臓

病の存在を示すサインです。腎機能や尿蛋白の推移に注意することが大切で

す。また、生活習慣の改善が必要です。 

 

また、生活習慣病（高血圧、糖尿病、脂質異常症）の適正な管理が重要です。

生活習慣病の合併がある場合は、医療機関で詳しい検査について相談してく

ださい。 

 

 

 

 

また、慢性腎臓病の進行に関係する生活習慣である、食塩の過剰摂取、過度

の飲酒の改善、禁煙への取組みが大切です。メタボリックシンドロームやその

予備群、肥満がある場合は、その改善が必要です。日常生活の改善につとめて

下さい。 

 

 

注）もしあなたが 40 歳未満なら、同年齢の人に比べて腎臓の機能が低下して

いる可能性がありますので、医療機関を受診してください。慢性の腎臓の病気
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④ eGFR が 60 以上、かつ、尿蛋白（－）の場合 

今回の健診の結果、腎臓の働きの低下はなく、尿蛋白が陰性であることがわ

かりました。引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診

を受診しましょう。 

ただし、下記（※）の慢性腎臓病の危険因子を有する場合は、慢性腎臓病の

発症予防が必要であると考えられます。 

（※）慢性腎臓病の危険因子： 

肥満、メタボリックシンドローム、喫煙、高血圧、糖尿病、脂質異常症、治

療中あるいは治療が必要な高尿酸血症、慢性腎臓病の家族歴、過去の健診での

尿異常（尿蛋白陽性）、高齢（65 歳以上） 

これらの危険因子は、血管に負担をかけ、動脈硬化を進行させるため、多く

の血管が集まっている腎臓も障害されます。 

生活習慣病（高血圧、糖尿病、脂質異常症等）は慢性腎臓病の危険因子です

から、しっかり治療して、慢性腎臓病の発症を予防することが重要です。 

また、慢性腎臓病を発症する危険因子を軽減するために、食生活の改善に取

り組み、肥満があれば解消することが必要です。減塩や適度なエネルギー摂取

などの食生活の改善に取り組み、禁煙することはとても大切です。メタボリッ

クシンドロームやその予備群である場合は、運動するなどして、その改善に取

り組んでください。 

そして慢性腎臓病を早期発見するためにも来年も健診を受けましょう。 
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心電図検査に関するフィードバック文例集 

 

【健診判定と対応の分類】 

 

 

【対象者への説明文例】 

① 心房細動が疑われる場合 

今回の心電図検査の結果、心房細動という不整脈が疑われました。更に詳し

い検査や治療が必要と思われますので、すぐに医療機関を受診してください。

この不整脈があると心臓の中に血のかたまりができやすくなり、それがはが

れて脳の血管につまると脳梗塞の原因になります。一般的にこの不整脈があ

る人は、ない人と比べて、脳梗塞になる危険性が約５倍、心臓からとんだ血の

かたまりが詰まるタイプの脳梗塞だと10倍以上になることが報告されていま

す。 

 

② そのほかの不整脈等が疑われる場合 

今回の心電図検査の結果、不整脈が疑われました。医療機関の受診をお勧め

します。自覚症状がある場合は早めの受診をお勧めします。 
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【健診判定と対応の分類】 
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い検査や治療が必要と思われますので、すぐに医療機関を受診してください。

この不整脈があると心臓の中に血のかたまりができやすくなり、それがはが

れて脳の血管につまると脳梗塞の原因になります。一般的にこの不整脈があ

る人は、ない人と比べて、脳梗塞になる危険性が約５倍、心臓からとんだ血の

かたまりが詰まるタイプの脳梗塞だと10倍以上になることが報告されていま

す。 

 

② そのほかの不整脈等が疑われる場合 

今回の心電図検査の結果、不整脈が疑われました。医療機関の受診をお勧め

します。自覚症状がある場合は早めの受診をお勧めします。 
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③ 高血圧があり、心電図で左室肥大が疑われる場合 

今回の心電図検査の結果、左室肥大が疑われました。一般的に左室肥大の原

因は高血圧と考えられており、左室肥大を伴う高血圧のほうが、伴わない場合

よりも循環器疾患（脳卒中や心筋梗塞）を発症しやすいと考えられています。

ただし実際に左室肥大があるかどうかを健診の心電図だけで判定するのは困

難です。医療機関を受診して血圧や左室肥大について相談してください。 

 

④ 上記以外の場合 

今回の心電図検査の結果では医療機関の受診をお勧めするような異常は見

つかりませんでした。引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これか

らも健診を受診しましょう。 

 

【保険者および健診担当医への補足説明】 

１）健診の判定について 

① 心房細動が疑われる場合 

心房細動：心電図上、持続的又は間欠的な心房細動（鑑別がつきにくい場合

もあるため心房粗動を含める）を認める者（ミネソタコードでは、8-3-1 から

8-3-4 でコードされるもの）。又は期外収縮で心房細動と鑑別がつきにくい者

等（ミネソタコードでは、8-1-1 から 8-1-5 とコードされるものの一部）。又

は問診や聴診から心房細動が強く疑われるものの健診時の心電図検査ではは

っきりとした所見が得られなかった者。 

② そのほかの不整脈等が疑われる場合 

心房細動（心房粗動）以外で、医師が、再検査が必要と判断した不整脈があ

る場合。症状を伴う期外収縮（ミネソタコードでは、8-1-1 から 8-1-5 または

8-9-1-1、8-9-1-2 とコードされるものの一部）や上室性調律（8-4-1、8-4-2）、

③ 高血圧があり、心電図で左室肥大が疑われる場合 

今回の心電図検査の結果、左室肥大が疑われました。一般的に左室肥大の原

因は高血圧と考えられており、左室肥大を伴う高血圧のほうが、伴わない場合

よりも循環器疾患（脳卒中や心筋梗塞）を発症しやすいと考えられています。

ただし実際に左室肥大があるかどうかを健診の心電図だけで判定するのは困

難です。医療機関を受診して血圧や左室肥大について相談してください。 

 

④ 上記以外の場合 

今回の心電図検査の結果では医療機関の受診をお勧めするような異常は見

つかりませんでした。引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これか

らも健診を受診しましょう。 

 

【保険者および健診担当医への補足説明】 

１）健診の判定について 

①心房細動が疑われる場合 

心房細動：心電図上、持続的または間欠的な心房細動（鑑別がつきにくい場

合もあるため心房粗動を含める）を認める者（ミネソタコードでは、8-3-1 か

ら 8-3-4 でコードされるもの）。又は期外収縮で心房細動と鑑別がつきにくい

者等（ミネソタコードでは、8-1-1 から 8-1-5 とコードされるものの一部）。

又は問診や聴診から心房細動が強く疑われるものの健診時の心電図検査では

はっきりとした所見が得られなかった者。 

②そのほかの不整脈などが疑われる場合 

心房細動（心房粗動）以外で、医師が、再検査が必要と判断した不整脈があ

る場合。症状を伴う期外収縮（ミネソタコードでは、8-1-1 から 8-1-5 または

8-9-1-1、8-9-1-2 とコードされるものの一部）や上室性調律（8-4-1、8-4-2）、
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原因不明の洞性頻脈（8-7 の一部）等。また不整脈以外でも偶然、再検査等が

必要な所見が心電図で見つかった場合もここに分類する。 

 

③ 左室肥大が疑われる場合 

ミネソタコードでは、3-1 又は 3-3 を示す者。Sokolow-Lyon 基準で、１）

RV5+SV1＞35mm 又は 2) RV6＋SV1 ＞35mm を示す者等。これらに ST-T 変化（ミ

ネソタコードで 4-1 から 4-3、5-1 から 5-3 等）が加わった場合は単独の場合

よりも脳・心血管疾患の死亡リスクが高くなるという報告がある。 

ミネソタコードは、「日循協心電図コード 2005（1982 版ミネソタコード準

拠）」に基づいている。なお上記の基準はあくまで参考であり、最終的な判断

は健診の担当医が決定する。 

２）健診対象者の選定について 

特定健診では、血圧が受診勧奨判定値以上の者又は問診等で不整脈が疑わ

れる者のうち、医師が必要と認める者が詳細な健診項目としての心電図検査

の対象となる。既に高血圧や不整脈で治療中の場合は医療機関で検査するの

が原則であるが、現在の症状等を踏まえ、医師が個別に判断する必要がある。 

（詳細な健診項目としての心電図検査の対象者：以下の（i）（ii）のいずれか） 

（ⅰ） 収縮期血圧 140ｍｍＨｇ以上 かつ／又は 拡張期血圧 90ｍｍＨｇ以上 

（ⅱ） 健診時に医師の診察（聴診）や問診で不整脈（特に心房細動）の既往

や現病が疑われる者 

 

不整脈の既往や現病が疑われる者を選び出す際の医師の判断の補助としての

問診例 

不整脈に関する問診票(例) 

１. 今までに心房細動を指摘されたことがありますか。 

原因不明の洞性頻脈（8-7 の一部）等。また不整脈以外でも偶然、再検査等が

必要な所見が心電図で見つかった場合もここに分類する。 

 

③左室肥大が疑われる場合 

ミネソタコードでは、3-1 または 3-3 を示す者。Sokolow-Lyon 基準で、１）

RV5+SV1＞35mm 又は 2) RV6＋SV1 ＞35mm を示す者等。これらに ST-T 変化（ミ

ネソタコードで 4-1 から 4-3、5-1 から 5-3 など）が加わった場合は単独の場

合よりも脳・心血管疾患の死亡リスクが高くなるという報告がある。 

ミネソタコードは、「日循協心電図コード 2005（1982 版ミネソタコード準

拠）」に基づいている。なお上記の基準はあくまで参考であり、最終的な判断

は健診の担当医が決定する。 

２）健診対象者の選定について 

特定健診では、血圧が受診勧奨判定値以上の者又は問診等で不整脈が疑わ

れる者のうち、医師が必要と認める者が詳細な健診項目としての心電図検査

の対象となる。既に高血圧や不整脈で治療中の場合は医療機関で検査するの

が原則であるが、現在の症状等を踏まえ、医師が個別に判断する必要がある。 

（詳細な健診項目としての心電図検査の対象者：以下の（i）（ii）のいずれか） 

（i）収縮期血圧 140 mmHg 以上 かつ／又は拡張期血圧 90 mmHg 以上 

（ii）健診時に医師の診察（聴診）や問診で不整脈（特に心房細動）の既往や

現病が疑われる者 

 

不整脈の既往や現病が疑われる者を選び出す際の医師の判断の補助としての

問診例 

不整脈に関する問診票(例) 

１. 今までに心房細動を指摘されたことがありますか。 
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（１. はい ２. いいえ ３.わからない） 

何歳ごろ指摘されましたか （    歳ごろ） 

 

２. その他の不整脈を指摘されたことがありますか。 

（１. はい ２. いいえ ３.わからない） 

何歳ごろ指摘されましたか （    歳ごろ） 

 

３. 以下の自覚症状があれば☑をつけてください。 

□動悸（普段は自覚しない心臓の鼓動を不快なものとして感じる） 

□息切れ □脈のリズムの乱れ □胸部の不快感 □失神 □めまい 

これ以外の問診票でも診察時の口頭確認でも構わないが、心電図検査の可

否についての最終判断は健診担当医が決定する。 

 

【参考文献】 
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（１. はい ２. いいえ ３.わからない） 

→はいに○をされた方に質問します。 

何歳ごろ指摘されましたか （    歳ごろ） 

２. その他の不整脈を指摘されたことがありますか。  

（１. はい ２. いいえ ３.わからない） 

→はいに○をされた方に質問します。 

何歳ごろ指摘されましたか （    歳ごろ） 

３. 以下の自覚症状があれば☑をつけてください。  

□動悸（普段は自覚しない心臓の鼓動を不快なものとして感じる） 

□息切れ □脈のリズムの乱れ □胸部の不快感 □失神 □めまい 

これ以外の問診票でも診察時の口頭確認でも構わないが、心電図検査の可

否についての最終判断は健診担当医が決定する。 
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7.豊嶋英明、宇佐見隆廣、樗木晶子、堀部 博．「日循協心電図コード 2005（1982
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眼底検査（高血圧性変化）に関するフィードバック文例集 

【健診判定と対応の分類】 

 

【対象者への説明文例】 

① H3 以上、KW IIb 以上、WM中等度以上の場合 

今回の眼底検査の結果、網膜に高血圧の影響と考えられる強い変化（眼底出

血など）がありました。早急に高血圧の治療が受けられる医療機関（内科）を

受診した上で、担当医に眼科受診についても相談してください。 

この眼底変化がある人は、ない人に比べて、脳卒中を含む循環器病になる危

険が２倍以上高くなることが報告されています。高血圧はもちろん、脂質異常

眼底検査（高血圧性変化）に関するフィードバック文例集 

【健診判定と対応の分類】 

 

 

 

【対象者への説明文例】 

① H3 以上、KW IIb 以上、WM中等度以上の場合 

 今回の眼底検査の結果、網膜に高血圧の影響と考えられる強い変化（眼底出

血など）がありました。早急に高血圧の治療が受けられる医療機関（内科）を

受診した上で、担当医に眼科受診についても相談してください。 

 この眼底変化がある人は、ない人に比べて、脳卒中を含む循環器病になる危

険が２倍以上高くなることが報告されています。高血圧はもちろん、脂質異常
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症や糖尿病などの循環器病危険因子をしっかりと予防又は管理することが重

要です。また、喫煙習慣がある人はできるだけ早く禁煙することが必要です。 

② H1-2, S1-4, KW Ⅰ-Ⅱa、WM 軽度の場合 

今回の眼底検査の結果、網膜に高血圧又は動脈硬化の影響と考えられる変

化がありました。 

この眼底変化がある人は、ない人に比べて、脳卒中を含む循環器病になる危険

が最大２倍程度まで高くなることが報告されています。高血圧のほか、脂質異

常症や糖尿病等の循環器病危険因子をしっかりと予防または管理することが

重要ですので、医療機関（内科）にてご相談下さい。また、喫煙習慣がある人

はできるだけ早く禁煙することが必要です。 

③ H0, S0, KW 0、WM 所見なしの場合 

今回の眼底検査の結果、あなたの網膜の血管の状態は異常ありませんでし

た。 

引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診し

ましょう。又、高血圧、脂質異常症、糖尿病等の循環器病危険因子をしっかり

と予防又は管理することが重要です。また、喫煙習慣がある人はできるだけ早

く禁煙することが必要です。 

 

【参考文献】 

1. 川崎良. 眼底検査（所見判定分類）. 循環器病予防ハンドブック第 7版. 
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2. 日本人間ドック学会 画像健診判定マニュアル・眼底健診判定マニュアル 

（平成 27年 4月改訂版） 

3. 大阪府立健康科学センター： 眼底写真の撮影法. 手にとるようにわかる

健診のための眼底検査 改訂版, ベクトル・コア，東京，2009. 

症や糖尿病などの循環器病危険因子をしっかりと予防又は管理することが重

要です。また、喫煙習慣がある人はできるだけ早く禁煙することが必要です。 

② H1-2, S1-4, KW I-IIa、WM 軽度の場合 

今回の眼底検査の結果、網膜に高血圧または動脈硬化の影響と考えられる

変化がありました。 

この眼底変化がある人は、ない人に比べて、脳卒中を含む循環器病になる危

険が最大２倍程度まで高くなることが報告されています。高血圧のほか、脂質

異常症や糖尿病等の循環器病危険因子をしっかりと予防または管理すること

が重要ですので、医療機関（内科）にてご相談下さい。また、喫煙習慣がある

人はできるだけ早く禁煙することが必要です。 

③ H0, S0, KW 0、WM 所見なしの場合 

今回の眼底検査の結果、あなたの網膜の血管の状態は異常ありませんでし

た。 

引き続きご自身の身体の状態を確認するために、これからも健診を受診し

ましょう。又、高血圧、脂質異常症、糖尿病等の循環器病危険因子をしっかり

と予防または管理することが重要です。また、喫煙習慣がある人はできるだけ

早く禁煙することが必要です。 
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眼底検査（糖尿病網膜症）に関するフィードバック文例集 

【健診判定と対応の分類】 

 

眼底検査（糖尿病網膜症）に関するフィードバック文例集 

【健診判定と対応の分類】 
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【対象者への説明文例】 

① の場合 （増殖網膜症） 

糖尿病網膜症が非常に進行しており、このままでは失明の危険性が高い状

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象者への説明文例】 

①の場合 （増殖網膜症） 

糖尿病網膜症が非常に進行しており、このままでは失明の危険性が高い状
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態と考えられます。すぐに眼科で治療を受けることで失明を防ぐことができ

る可能性が高まります。同時にかかりつけの医療機関等で糖尿病の管理もし

っかり行ってください。 

② の場合 （増殖前網膜症・重症非増殖網膜症） 

糖尿病網膜症が進行し、大出血、網膜剥離など視力障害がおこる一歩手前の

可能性があります。眼科で適切な治療を受けることで視力を維持し、失明を防

ぐ可能性が高まります。合わせて糖尿病の管理もかかりつけの医療機関等で

しっかり行ってください。 

③ の場合 （単純網膜症・軽症〜中等症非増殖網膜症） 

糖尿病網膜症が始まっている可能性があります。このまま放置すると、眼底

出血などにより視力を低下させる危険性が高まります。血糖や血圧の管理に

より血管障害を進ませないこと、年一回の眼科で精密な眼底検査を受けて進

行状態を詳しく把握することが必要です。同時にかかりつけの医療機関等で

糖尿病の管理もしっかり行ってください。 

 

 

④ の場合 （異常なし） 

今回の検査では明らかな糖尿病網膜症の病変は認めませんでしたが、高血

糖に伴い血管の密度や神経機能の異常が出ることもあります。より詳しい診

断のために、年に一度は眼科で眼底をよく診てもらう必要があります。かかり

つけの医療機関等を受診し、血糖値の改善に努めること、血圧を正常に保つこ

とにより、網膜症の発症や悪化を予防できることが分かっています。 

【参考文献】 

1.日本糖尿病学会「科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン 2013」 

2.日本糖尿病学会「糖尿病診療ガイドライン 2019」 

態と考えられます。すぐに治療を受けることで失明を防ぐことができる可能

性が高まります。直ちに内科と眼科を受診してください。 

 

②の場合 （増殖前網膜症） 

糖尿病網膜症が進行し、大出血、網膜剥離など視力障害がおこる一歩手前の

可能性があります。適切な治療を受けることで視力を維持し、失明を防ぐ可能

性が高まります。すぐに内科と眼科を受診してください。 

 

③の場合 （単純網膜症） 

糖尿病網膜症が始まっている可能性があります。このまま放置すると、眼底

出血などにより視力を低下させる危険性が高まります。血糖や血圧の管理に

より血管障害を進ませないこと、年一回の精密な眼底検査で進行状態を詳し

く把握することが必要です。 

 

内科（糖尿病）と眼科を受診し、糖尿病の管理をしっかりと行うことが、網

膜症進行の予防につながります。 

④の場合 （異常なし） 

今回の検査では明らかな糖尿病網膜症の病変はありませんでしたが、より

詳しい診断のために、年に一度は眼科医に眼底をよく診てもらう必要があり

ます。内科を受診し、血糖値の改善に努めること、血圧を正常に保つことによ

り、網膜症の発症や悪化を予防できることが分かっています。 

 

【参考文献】 

1.日本糖尿病学会「科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン 2013」 

2.日本糖尿病学会「糖尿病診療ガイドライン 2016」 
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3.循環器予防ハンドブック 第 7 版 眼底検査 

4.日本人間ドック学会 眼底健診判定マニュアル 

5.健診・人間ドックハンドブック（中外医学社） 

6.日本糖尿病眼学会・日本眼科学会「糖尿病網膜症診療ガイドライン」 

 

3.循環器予防ハンドブック 第 7版 眼底検査 

4.日本人間ドック学会 眼底健診判定マニュアル 

5.健診・人間ドックハンドブック（中外医学社） 
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【利用上の留意事項】 

○健診受診者ご本人に対して健診結果を通知する際に同封できる用紙を作成

しました。こちらの用紙は 1 項目だけを知らせる簡便な例です。実際に使用

する場合は、イラストを入れたり、受診者が該当する表中の箇所に丸をつける

等、より理解が進むように適宜工夫して使用してください。 

○健診受診者ご本人及び医療関係者が、受診目的等を共有することが可能と

なるとともに、医療関係者への周知・啓発につながることが期待されます。 

○あくまでも文例なので記載方法の変更は自由ですが、記載されている科学

的根拠から逸脱しないように注意してください。 

 

（新設） 
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特定健康診査で血圧高値のため医療機関の受診を勧められています。 

※医療機関受診時に、この用紙をご持参ください。 

収縮期血圧（    ）mmHg 

拡張期血圧（    ）mmHg 

厚生労働省健康局の策定した「標準的な健診・保健指導プログラム（令和６年

度版）」P.○○ 

フィードバック文例集では、以下のように医療機関での対応をお勧めしてい

ます。 

 

（新設） 
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特定健康診査で血糖高値のため医療機関の受診を勧められています。 

※医療機関受診時に、この用紙をご持参ください。 

空腹時血糖（    ）mg/dl 

随時血糖（    ）mg/dl 

HbA1c （    ）％（NGSP） 

※やむを得ず空腹時以外において採血を行い、HbA1c を測定しない場合は、食

直後を除き随時血糖により血糖検査を行うことを可とする。なお、空腹時とは

絶食 10 時間以上、食直後とは食事開始時から 3.5 時間未満とする。（特定健

診・保健指導プログラム（令和６年度版）） 

 

厚生労働省健康局の策定した「標準的な健診・保健指導プログラム（令和６年

度版）」P.○○フィードバック文例集では、以下のように医療機関での対応を

お勧めしています。 

（新設） 
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特定健康診査で脂質異常のため医療機関の受診を勧められています。 

※医療機関受診時に、この用紙をご持参ください。 

LDL コレステロール（      ）mg/dl 

空腹時中性脂肪（TG） （      ）mg/dl 

随時中性脂肪（TG） （      ）mg/dl 

※特定健康診査においては、空腹時中性脂肪は絶食１０時間以上、随時中性脂

肪は食事開始から 3.5時間以上絶食 10時間未満に採血が実施されたものとす

る。（特定健診・保健指導プログラム（令和６年度版）） 

 

厚生労働省健康局の策定した「標準的な健診・保健指導プログラム（令和６年

度版）」P.○○フィードバック文例集では、以下のように医療機関での対応を

お勧めしています。 

 

（新設） 
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標準的な健診・保健指導プログラム 研修ガイドライン 新旧対照表  
◎ 標準的な健診・保健指導プログラム（令和６年度版）（案） 

 
改正後 改正前 

はじめに 

平成 20 年度に開始された特定健康診査・特定保健指導（以下「特定健診・

特定保健指導」という。）制度では、その効果的な制度運用を図るために、特

定健診・特定保健指導に従事する者を対象とした「研修ガイドライン」を定

め、国立保健医療科学院、都道府県、保険者協議会、学会、そのほか各団体等

による研修が実施されてきた。その結果、特定健診受診者数や特定保健指導実

施人数は年々増加し、令和２年度には、全国で 2,890 万人が特定健診を受診

し、うち 120 万人に対し特定保健指導を提供するに至った。特定健診・特定保

健指導の効果分析においても非常に多くの研究報告がなされると共に、ナシ

ョナル・データ・ベースを用いた分析により、特定保健指導を受けた者の方が

検査値、医療費共に未実施群よりも良好であったことが示された。 

一方では令和２年度の特定健診実施率は 53.4%、特定保健指導実施率がいま

だ 23.0％にとどまることや、実施率・メタボ改善率において保険者間の格差

や保健指導機関の格差、特定健診・特定保健指導に従事する者の指導力の差が

指摘されている。制度開始後 15 年が経過し、保健指導の成果を重視し、対象

者の状態の改善や行動変容を評価することがより一層求められており、研修

ニーズが多様化している。 

本研修ガイドラインでは、受講者のニーズにあった具体的な研修の在り方

を示すために、下記のポイントを重視して作成しているが、下記の内容に限定

して研修を実施するのではなく、特定健診・特定保健指導全体のことを学習す

ることができるよう配慮する必要がある。 

○各研修機関の行う研修の目的・受講者層を明確にすること 

はじめに 

平成 20 年度に開始された特定健康診査・特定保健指導（以下「特定健診・

特定保健指導」）制度では、その効果的な制度運用を図るために、特定健診・

特定保健指導に従事する者を対象とした「研修ガイドライン」を定め 、国立

保健医療科学院、都道府県、保険者協議会、学会、そのほか各団体等による研

修が実施されてきた。その結果、特定健診受診者数や特定保健指導実施人数は

年々増加し、平成 27年度には、全国で 2,706 万人が特定健診を受診し、うち

79.3 万人に対し保健指導を提供するに至った。特定健診・特定保健指導の効

果分析においても数百本以上の研究報告がなされると共に、ナショナル・デー

タ・ベースを用いた分析により、特定保健指導を受けた者の方が検査値、医療

費共に未実施群よりも良好であったことが示された。 

一方では平成 27 年度の特定健診受診率は 50.1%、特定保健指導実施率がい

まだ 17.5％にとどまることや、実施率・メタボ改善率において保険者間の格

差や保健指導機関の格差、特定健診・特定保健指導に従事する者の指導力の差

が指摘されている。制度開始後 10年が経過し、研修ニーズの多様化が課題と

なっている。 

 

本研修ガイドラインでは、受講者のニーズにあった具体的な研修の在り方

を示すために、下記のポイントを重視して作成しているが、下記の内容に限定

して研修を実施するのではなく、特定健診・特定保健指導全体のことを学習す

ることができるよう配慮する必要がある。 

〇各研修機関の行う研修の目的・受講者層を明確にすること 
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○特定健診・特定保健指導に従事する者等が各職務で必要とするスキル、業務

遂行能力を明確にすること 

○受講者が主体的に学習する仕組みをつくること 

○自己学習、On-the-Job Training（OJT）と外部研修を組み合わせること 

○スキル評価票等を活用することにより、研修ニーズの把握や研修の評価を

行い、研修プログラムに反映させること 

○研修企画者が具体的に取り組むべきことを提示すること 

○研修で学習すべき具体的内容の例として、学習教材を示すこと 

○特定健診・特定保健指導研修に限らず、ほかの研修での応用可能性を考慮す

ること 

なお、本研修ガイドラインは「国立研究開発法人日本医療研究開発機構委託

研究開発費 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 標準的な健

診・保健指導プログラム（改訂版）及び健康づくりのための身体活動基準2013 

に基づく保健事業の研修手法と評価に関する研究 研究代表者 津下一代」に

基づき作成した「健診・保健指導の研修ガイドライン（平成30年４月版）」を

改訂したものである。文中に記載のある学習教材については、当研究班のホー

ムページ（https://ktsushita.com/index.php/healthguidance/#training 

materials）を参照されたい。 

本研修ガイドラインを特定健診・特定保健指導に関する研修の企画・運営に

活用されたい。 

 

 

〇特定健診・特定保健指導に従事する者等が各職務で必要とするスキル、業務

遂行能力を明確にすること 

〇受講者が主体的に学習する仕組みをつくること 

〇自己学習、On-the-Job Training（OJT）と外部研修を組み合わせること 

〇スキル評価票等を活用することにより、研修ニーズの把握や研修の評価を

行い、研修プログラムに反映させること 

〇研修企画者が具体的に取り組むべきことを提示すること 

〇研修で学習すべき具体的内容の例として、学習教材を示すこと 

〇特定健診・特定保健指導研修に限らず、ほかの研修での応用可能性を考慮 

すること 

なお、本研修ガイドラインは「国立研究開発法人日本医療研究開発機構委託

研究開発費 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 標準的な健

診・保健指導プログラム（改訂版）及び健康づくりのための身体活動基準 2013 

に基づく保健事業の研修手法と評価に関する研究 研究代表者 津下一代」に

基づき作成した。文中に記載のある学習教材については、当研究班のホームペ

ージ（http://tokutei-kensyu.tsushitahan.jp/）を参照されたい。 

 

 

本研修ガイドラインを特定健診・特定保健指導に関する研修の企画・運営に

活用されたい。 
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Ⅰ．研修を体系化する 

１）「特定保健指導実施者のための研修」に求められるもの 

保健指導実施者は決められた時間の面接、電話や電子メール等により、対象

者の健康に関する関心を高め、健康行動を引き出す役割が期待されている。そ

のため保健指導実施者は病態や食生活・身体活動・喫煙・アルコール等の生活

習慣改善のための知識と技術を動員し、対象者の思いや生活背景を考慮しつ

つ、行動変容を促していく（図１）。保健指導実施者には知識・技術・応用力

等多彩な能力が求められる（図２）。 

図１．保健指導のプロセス 

（標準的な健診・保健指導プログラム（改訂版）及び健康づくりのための身体

活動基準 2013 に基づく保健事業の研修手法と評価に関する研究（研究代表者 

津下 一代）資料より） 

Ⅰ．研修を体系化する 

１）「特定保健指導実施者のための研修」に求められるもの 

保健指導実施者は決められた時間の面接、電話や電子メール等により、対象

者の健康に関する関心を高め、健康行動を引き出す役割が期待されている。そ

のため保健指導実施者は病態や食生活・身体活動・喫煙・アルコール等の生活

習慣改善のための知識と技術を動員し、対象者の思いや生活背景を考慮しつ

つ、行動変容を促していく（図１）。保健指導実施者には知識・技術・応用力

等多彩な能力が求められる（図２）。 

 

 

図１．保健指導のプロセス 

（標準的な健診・保健指導プログラム（改訂版）及び健康づくりのための身体

活動基準 2013 に基づく保健事業の研修手法と評価に関する研究（研究代表 

津下 一代）資料より） 
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図２．保健指導実施者に必要とされるスキル（概念図） 

（標準的な健診・保健指導プログラム（改訂版）及び健康づくりのための身体

活動基準 2013 に基づく保健事業の研修手法と評価に関する研究（研究代表者 

津下 一代）資料より） 

 

特定保健指導実施者は医師・保健師・管理栄養士等、多彩なバックグラウン

ドを持ち、経験年数も様々である。そのような中でよりよい効果を引き出すた

めには、保健指導実施者自身の学習や職場における教育も重要であるが、外部

の研修等に参加して、最新の医学的知識や体系立てた保健指導に関する知識

を学ぶこと、事例検討を通して課題分析能力や面接技法を学ぶこと、ほかの保

健指導実践事例から学ぶこと等の力量向上プロセスが重要である。 

一方、特定保健指導の流れ（保険者と保健指導実施者の連携、対象者の選定、

連絡、スケジュール管理等）に問題があると、対象者のモチベーションの向上

につながらず、結果的に十分な保健指導効果を得られないことになる。効果的

図２．保健指導実施者に必要とされるスキル（概念図） 

（標準的な健診・保健指導プログラム（改訂版）及び健康づくりのための身体

活動基準 2013 に基づく保健事業の研修手法と評価に関する研究（研究代表 

津下 一代）資料より） 

 

特定保健指導の実施者は医師・保健師・管理栄養士等、多彩なバックグラウ

ンドを持ち、経験年数も様々である。そのような中でよりよい効果を引き出す

ためには、保健指導実施者自身の学習や職場における教育も重要であるが、外

部の研修等に参加して、最新の医学的知識や体系立てた保健指導に関する知

識を学ぶこと、事例検討を通して課題分析能力や面接技法を学ぶこと、ほかの

保健指導実践事例から学ぶこと等の力量向上プロセスが重要である。 

一方、特定保健指導の流れ（保険者と保健指導実施者の連携、対象者の選定、

連絡、スケジュール管理等）に問題があると、対象者のモチベーションの向上

につながらず、結果的に十分な保健指導効果を得られないことになる。効果的
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な保健指導のためには、保健指導技術のみならず、特定保健指導制度の仕組み

をよく理解して、保健指導チームとして成果を上げていく姿勢や、スムーズに

運営できる業務遂行能力も重要である。この点では保健指導実施者だけでな

く、運営にかかわる事務職等も本制度の意義と運営方法を十分理解している

ことが求められる。さらに、近年、ICT が様々な生活活動に浸透していること

から、保健指導にもビデオ通話システムやアプリケーションソフトウェア（ス

マートフォンや Web ベースのものも含む。以下「アプリケーション等」とい

う。）等の ICT を活用し、対象者が保健指導を受けやすい指導体制や環境整備

を行えるように、ICT の推進に関する研修内容も盛り込む必要がある。 

特定保健指導に関する研修会等の企画に当たっては、受講者の知識・スキル

の現状とニーズ、社会からの要請を考慮し、保健指導の実践場面で役立つ内容

とすることが求められる。全国の多数の保健指導実施者に質の高い研修の機

会を提供するため、更には研修会運営のための費用や受講者の交通費・時間等

の効率化の面を考慮すると、都道府県ごとに実施する等、保健指導実施者に身

近な場での研修の充実が求められる。また、知識伝達型など研修の内容によっ

ては、ビデオ通話システムを用いたオンライン研修による効率化も考えられ

る。 

外部の研修の機会だけでは知識・技術を共に育成することは困難なため、自

己学習の意欲を高めたり、職場内教育（ＯＪＴ）につながる研修を意識して企

画することが必要である（図３）。 
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研修を企画（Plan）するに当たっては、その目的を十分に考慮して主要なテ

ーマを定めること、受講者が研修会参加によって獲得しうる具体的な目標を

考えることが重要である。受講者のスキルのレベルやニーズに合わせて学習

課題を明確にし、それを達成できるような内容を考えていく。受講者同士がコ

ミュニケーションをとれる機会、相談や助言をできる時間を設けることも重

要である。 

研修実施（Do）時には受講者が主体的な姿勢で取り組めるよう、段取りやフ

ァシリテーション等に留意する。研修内容は、実際に参加した受講者に合わせ

た微調整を行う。研修終了時には、目標をどの程度達成できたかを確認する。

とくに保健指導実践の上でこれまで困難であったことを解決する能力が高ま

ったかを確認することが必要である（評価・Check）。 

受講者を対象にアンケート調査を行うと共に、ヒアリング等のフォローア

ップ調査を行うことで、研修の課題を明確にし、次の研修の企画に活かしてい

く（見直し・Act）。このような PDCA サイクルを回した研修を行うことで、よ
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り実践に役立つ内容に改善していくことが可能となる。 

 

図４.研修における PDCA サイクル 

（国立保健医療科学院資料より、一部改変） 
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図４．研修におけるＰＤＣＡサイクル 

（国立保健医療科学院資料より、一部改変） 

 

 

２）受講者ニーズに合わせた研修の必要性 

～スキル評価票、職務別業務遂行能力チェックリストの活用 

これまでの研究等で、保健指導実施者においては初任者と経験者での違い

や専門職種別に強みと弱みがあり、異なる研修ニーズがあることが分かった。

また、保健指導チームのリーダー的立場にある専門職は自己の保健指導スキ

ルの向上だけでなく、チームとして結果を出していくための方策やプログラ

ム評価等について関心が高いこと、特定保健指導業務の運営責任者が保健指

２）受講者ニーズにあわせた研修の必要性 

～スキル評価票、職務別業務遂行能力チェックリストの活用 

これまでの研究等で、保健指導実施者においては初任者と経験者での違い

や専門職種別に強みと弱みがあり、異なる研修ニーズがあることが分かった。

また、保健指導チームのリーダー的立場にある専門職は自己の保健指導スキ

ルの向上だけでなく、チームとして結果を出していくための方策やプログラ

ム評価などについて関心が高いこと、特定保健指導業務の運営責任者が保健
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導実施者の力量向上に関心を持っているのか、スムーズな運営を意識してい

るのかの差が、保健指導実施者のモチベーションや保健指導効果にも反映し

ていることが分かっており、適切な情報提供の機会が必要なことが明らかに

なった。さらに、研修会を企画・運営する役割を担う者においては、企画・立

案の方法、研修評価の方法について学習する機会が限られており、業務内容や

立場によって学びたい内容（研修ニーズ）の違いがみられている。 

そこで、本研修ガイドラインでは、保健指導実施者の業務内容や立場によっ

て、保健指導実施者（初任者、経験者）、保健指導チームのリーダー的立場に

ある専門職、特定保健指導事業の運営責任者（事務職等）、更には人材育成・

研修会の運営担当者に層別化し、各層において必要とされる能力を業務遂行

能力チェックリストとして整理した。 

ただし、層別化した受講者に対する研修内容を全て一度に実施しなければ

ならないわけではなく、たとえば、以下の活用をイメージしている。 

○自己学習、OJT で実施すべきことと、外部研修で実施することの整理をした

上で、外部研修での優先順位を考慮してテーマを設定する 

○研修実施機関（都道府県・保険者・学会・民間企業等）別に、重点化すべき

受講者層を意識した研修を企画する。受講者募集の際にこれらの点を明らか

にし、目的にあった受講者の参加を求める 

○数年度にわたる研修計画の中で、制度や保健事業の実態、受講者のニーズに

あったテーマを取り上げる 

○各受講者層に共通の研修テーマを設定し、広く受講者を募集し情報提供を

行う研修を企画する 

○受講者に対し、必要に応じてほかの研修等を紹介する 

指導実施者の力量向上に関心を持っているのか、スムーズな運営を意識して

いるのかの差が、保健指導実施者のモチベーションや保健指導効果にも反映

していることが分かっており、適切な情報提供の機会が必要なことが明らか

になった。更に、研修会を企画・運営する役割を担う者においては、企画・立

案の方法、研修評価の方法について学習する機会がなく、業務内容や立場によ

って学びたい内容（研修ニーズ）の違いがみられている。 

そこで、本研修ガイドラインでは、保健指導実施者の業務内容や立場によっ

て、保健指導実施者（初任者、経験者）、保健指導チームのリーダー的立場に

ある専門職、特定保健指導事業の運営責任者（事務職等）、更には人材育成・

研修会の運営担当者に層別化し、各層において必要とされる能力を業務遂行

能力チェックリストとして整理した。 

ただし、層別化した受講者に対する研修内容を全て一度に実施しなければ

ならないわけではなく、たとえば、以下の活用をイメージしている。 

〇自己学習、OJT で実施すべきことと、外部研修で実施することの整理をした

上で、外部研修での優先順位を考慮してテーマを設定する 

〇研修実施機関（都道府県・保険者・学会・民間企業等）別に、重点化すべき

受講者層を意識した研修を企画する。受講者募集の際にこれらの点を明らか

にし、目的にあった受講者の参加を求める 

〇数年度にわたる研修計画のなかで、制度や保健事業の実態、受講者のニーズ

にあったテーマを取り上げる 

〇各受講者層に共通の研修テーマを設定し、広く受講者を募集し情報提供を

行う研修を企画する 

〇受講者に対し、必要に応じて他の研修等を紹介する 

３）様々な研修方法の組み合わせ 

保健指導のためのスキル やコンピテンシーを高めるには、自己学習や OJT、

３）様々な研修方法の組み合わせ 

保健指導のためのスキルやコンピテンシーを高めるには、自己学習や OJT、
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外部研修、外部への発表等様々な方法があり、これらを組み合わせて考えるこ

とが重要である。 

 

 

 

 

①自己学習 

専門職に必要とされる知識を得るのに有用である。漫然と解説書を読むだ

けでなく、まとめる、自分なりの教材を作成してみる、保健指導の時にうまく

対応（説明）できなかったことを振り返って学習する、外部研修の復習をす

る、等を行う。保健指導の専門書を読むだけでなく、社会で問題になっている

話題や保健指導対象年代層が関心を持っているような事柄の情報を得ておく

ことも個人のコンピテンシーを高めるのに役立つ。 

保健指導対象者が関心を持つような話題の知識を持つことが、対象者との

コミュニケーションを円滑にすることも多い。 

 

② OJT 

保健指導の実践場面を活用した職場内トレーニングのことであり、コンピテ

ンシー形成には重要な役割を持つ。保健指導実施者が抱える不全感あるいは

達成感等を、保健指導実践直後の感覚が新鮮なうちに、短時間でもいいので数

人で共有し、改善策を検討することの積み重ねは不可欠である。これにより自

分が経験していない場面を疑似体験できるため、現状以上の思考や対応の広

がりを持つことができる。 

また、定期的にミーティングを持ち、テーマを決めて学習する、困難事例に

ついて検討する、保健指導の効果を分析する、外部研修で学んだことを内部で

外部研修、外部への発表等様々な方法があり、これらを組み合わせて考えるこ

とが重要である。 

＊スキル（skill）：訓練や経験などによって身につけた技能・技術 

＊コンピテンシー（competency）：高業績者の行動特性、複雑な需要に対応す

る総合的な能力を具体的な行動現象形態であらわしたもの 
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ンを円滑にすることも多い。 
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対応の広がりを持つことができる。 

 

また、定期的にミーティングを持ち、テーマを決めて学習する、困難事例に
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紹介する、等の方法がある。ロールプレイ場面のビデオ撮影をし、振り返るこ

とで保健指導の癖・弱点を可視化できる。保健指導効果とスキルの関連を検討

することにより、強化すべきポイントも明確にできる。また、職場内研修に

時々外部専門家の参加を求めることで、質を高めることが可能となる。 

学会・研究会・研修会において積極的に発表することにより、仕事をまとめ

る能力も高まり、外部の意見に接することにより更に向上心が高まることが

期待される。経験年数を考慮し、計画的に発表の機会を持つことが望ましい。 

 

③ 外部研修 

研修実施機関に与えられた目的に合わせ、受講者層を意識したテーマ設定が

必要である。最新知識や制度に関する講義・事例紹介等の座学、事例検討やロ

ールプレイ、保健指導プログラムの作成演習、課題解決に向けたグループワー

ク等の演習を組み合わせる。 

a.研修会の前に実施すべきこと 

○申込書に、①保健指導の実施において課題に思っていること、②研修会で特

に聞きたいと思っていること、③講師への質問事項、等の記載欄を設ける。こ

れを研修企画者は講師と情報共有し、受講者のニーズに合った研修企画を行

う。 

○申込時に事前課題を提供することにより受講者自身が課題意識を持って研

修会に参加できるようにする。 

b. 講義時に実施すべきこと（受講者の主体的な姿勢につなげるために） 

○研修当日の研修開始前に、受講者に保健指導スキルを自己評価してもらう。

そのことにより、受講者は問題意識を持って研修に参加することができる。ま

た、研修前後で実施することにより、今後の自己学習の課題を把握できる。研

修企画者にとっても前後比較により習得度の変化を把握できる。 

紹介する、等の方法がある。ロールプレイ場面のビデオ撮影をし、振り返るこ
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③ 外部研修：研修実施機関に与えられた目的に合わせ、受講者層を意識した

テーマ設定が必要である。最新知識や制度に関する講義・事例紹介等の座学、
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○申込書に、①保健指導の実施において課題に思っていること、②研修会で特

に聞きたいと思っていること、③講師への質問事項、等の記載欄を設ける。こ

れを研修企画者は講師と情報共有し、受講者のニーズに合った研修企画を行

う。 

○申込時に事前課題を提供することにより受講者自身が課題意識を持って研

修会に参加できるようにする。 

b.講義時に実施すべきこと（受講者の主体的な姿勢につなげるために） 

〇研修当日の研修開始前に、受講者に保健指導スキルを自己評価してもらう。

そのことにより、受講者は問題意識を持って研修に参加することができる。ま

た、研修前後で実施することにより、今後の自己学習の課題を把握できる。研

修企画者にとっても前後比較により習得度の変化を把握できる。 
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保健指導のスキルの自己評価の参考例として、「保健指導スキル評価表」を

表１に示す。 

 

表 1.保健指導スキル評価表（自己評価、研修ニーズ把握、研修の効果検証に

活用してください。） 

 

保健指導のスキルの自己評価の参考例として、「保健指導スキル評価表」を

表１に示す。 

 

表１．保健指導スキル評価表 （自己評価、研修ニーズ把握、研修の効果検証

に活用してください。） 
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○受講者が主体的に参加できるようにするため、講義方法を工夫する。 

・講義の中で受講者同士が短時間でグループディスカッションを行い、講義内

容を整理し理解を深める時間をとる 

・受講者の実践活動場面に即した内容（計算、シミュレーション等）を準備す

る 

・質問の時間をとる（質問カードを配り、まとめて返答する等） 

・講義とグループワークを連動させる等 

○外部講師には保健指導プログラムの流れや研修のねらい、受講者層とその

ニーズについて事前に情報提供することが重要である。研修会全体の中での

担当講義の位置付け・役割が明らかになると、講師の資料等の準備にも役立

つ。 

○外部研修の意義として、単に知識の提供だけでなく、保健指導実施者のモチ

ベーションを高める点も忘れてはならない。エビデンスに触れること、講師の

熱意や経験談等から受講者が学ぶことは多い。逆に持論を展開するだけで研

修ニーズに合わない講義、準備不足の講義、ネガティブな発言等には受講者が

落胆する。研修会企画者は受講者の立場に立って講師の選定を行うことが大

切である。 

c．演習時に実施すべきこと（実践にすぐに役立つ演習企画のために） 

○演習においては、ほかの受講者の様々な意見を聞いて保健指導を多角的に

考えられること、その後の全体のまとめを通じて知識・経験を整理できること

が望ましい。知識としては知っているはずのことであっても、実際の保健指導

の場において活用できていないことに気付き、「知識を活用できる状態にする

こと」の重要性を体験することができる。 

○個人ワーク、グループワーク、全体討議のステップで進め、全員が主体的に

参加できるよう配慮する。個人の考えをまとめる時間がないまま、いきなりグ

〇受講者が主体的に参加できるようにするため、講義方法を工夫する。 

・講義の中で受講者同士が短時間でグループディスカッションを行い、講義内

容を整理し理解を深める時間をとる 

・受講者の実践活動場面に即した内容（計算、シミュレーション等）を準備す

る 

・質問の時間をとる（質問カードを配り、まとめて返答する等） 

・講義とグループワークを連動させる、等 

〇外部講師には保健指導プログラムの流れや研修のねらい、受講者層とその

ニーズについて事前に情報提供することが必要である。研修会全体の中での

担当講義の位置づけ・役割が明らかになると、講師の資料等の準備にも役立

つ。 

〇外部研修の意義として、単に知識の提供だけでなく、保健指導実施者のモチ

ベーションを高める点も忘れてはならない。エビデンスに触れること、講師の

熱意や経験談等から受講者が学ぶことは多い。逆に持論を展開するだけで研

修ニーズに合わない講義、準備不足の講義、ネガティブな発言等には受講者が

落胆する。研修会企画者は受講者の立場に立って講師の選定を行うことが大

切である。 

c．演習時に実施すべきこと（実践にすぐに役立つ演習企画のために） 

〇演習においては、ほかの受講者の様々な意見を聞いて保健指導を多角的に

考えられること、その後の全体のまとめを通じて知識・経験を整理できること

が望ましい。知識としては知っているはずのことであっても、実際の保健指導

の場において活用できていないことに気付き、「知識を活用できる状態にする

こと」の重要性を体験することができる。 

〇個人ワーク、グループワーク、全体討議のステップで進め、全員が主体的に

参加できるよう配慮する。個人の考えをまとめる時間がないまま、いきなりグ
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ループでの話し合いに入ると、発言者に偏りが出て議論が深まらないことが

多い。研修企画者はファシリテーターを配し、進行や適切な時間配分に配慮す

る。（演習に割り当てる時間に応じ、テーマ設定と段取りを考えること） 

 

○演習で学習したことを定着させるために、研修終了後 OJT として、演習の

内容を復習することを受講者に促す。 

 

【参考：特定保健指導の演習例】 

・個別事例検討：事例から検査データの解釈、生活習慣・背景の整理、対象者

に質問したい内容、保健指導のポイントを話し合う。事例については、困難事

例を取り上げる傾向も見られるが、まずは「よくある事例」を取り上げて丁寧

に（事例）検討を行うことが重要である。 

・ロールプレイ：保健指導の場面を 3～4人のチームで実施。保健指導実施者

役、対象者役、観察者役を立て、どのような流れであったのか、対象者の気持

ちが動いた働きかけは何か、改善した方がよいポイントは何か等について検

討する。 

・ビデオ演習：面接場面を撮影したビデオを活用し、良いポイント、修正した

方がよいところ等を話し合う。各段階で知識を確認しながら進められる。 

・保健指導プログラム作成演習：対象者の条件に合わせ、積極的支援プログラ

ムを作成する。たとえば、被用者保険被保険者本人・男性、被扶養者・女性、

国民健康保険・高齢者等の対象者の条件を設定、個別面接かグループ支援かど

ちらの方が適しているか、継続支援では電話、面接、電子メールのどの方法が

アクセスしやすいのか、ICT リテラシーや ICT 環境が適切か等を具体的に検討

していく。対象者の立場に立って、ソーシャル・マーケティングの 4P（Product、

Price、Place、Promotion）の視点も入れて、対象者が受け入れやすいプログ

ループでの話し合いに入ると、発言者に偏りが出て議論が深まらないことが

多い。研修企画者はファシリテーターを配し、進行や適切な時間配分に配慮す

る。 

（演習に割り当てる時間に応じ、テーマ設定と段取りを考えること） 

〇演習で学習したことを定着させるために、研修終了後 OJT として、演習の

内容を復習することを受講者に促す。 

 

【参考：特定保健指導の演習例】 

・個別事例検討：事例から検査データの解釈、生活習慣・背景の整理、対象者

に質問したい内容、保健指導のポイントを話し合う。事例については、困難事

例を取り上げる傾向も見られるが、まずは「よくある事例」を取り上げて丁寧

に（事例）検討を行うことが重要である。 

・ロールプレイ：保健指導の場面を 3～4人のチームで実施。保健指導実施者

役、対象者役、観察者役を立て、どのような流れであったのか、対象者の気持

ちが動いた働きかけは何か、改善した方がよいポイントは何か等について検

討する。 

・ビデオ演習：面接場面を撮影したビデオを活用し、良いポイント、修正した

方がよいところ等を話し合う。各段階で知識を確認しながら進められる。 

・保健指導プログラム作成演習：対象者の条件に合わせ、積極的支援プログラ

ムを作成する。たとえば、被用者保険被保険者本人・男性、被扶養者・女性、

国民健康保険・高齢者等の対象者の条件を設定、個別面接かグループ支援かど

ちらの方が適しているか、継続支援では電話、面接、電子メールのどの方法が

アクセスしやすいのか等を具体的に検討していく。対象者の立場に立って、ソ

ーシャル・マーケティングの 4P（Product、Price、Place、Promotion）の視

点も入れて、対象者が受け入れやすいプログラムを検討することで企画力を
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ラムを検討することで企画力を醸成する。 

・課題検討：実施率を高めるには何をするべきか、繰り返し保健指導の対象と

なる者にはどのような保健指導の工夫が考えられるか等具体的なテーマにつ

いて課題を整理し、解決法を議論する。個人の能力向上だけでなく組織的な対

応の必要性を発見する等、具体的かつ前向きな解決法を考えられるよう、ファ

シリテートすることが大切である。 

・評価演習：データを用いて保健指導の効果を分析し、課題を抽出する手法を

学習する。 

以上のように、保健指導の流れに沿って実施すると臨場感のある演習が可

能となる。 

研修実施者は、演習のまとめを作成し、受講者に後日フィードバックするこ

とが望ましい。 

④ e-ラーニングや SNS（Social Networking Service）など ICT の活用等:最

近は e-ラーニングやホームページを使った学習形態も普及し、個人のペース

で効率的な学習が可能になってきた。研修企画者は、学習内容や効果を十分吟

味した上で、受講者の特性に応じてこれらの学習方法を準備することも、保健

指導の効率化の一つの方法である。 

醸成する。 

・課題検討：実施率を高めるには何をするべきか、繰り返し保健指導の対象と

なる者にはどのような保健指導の工夫が考えられるか等具体的なテーマにつ

いて課題を整理し、解決法を議論する。個人の能力向上だけでなく組織的な対

応の必要性を発見する等、具体的かつ前向きな解決法を考えられるよう、ファ

シリテートすることが大切である。 

・評価演習：データを用いて保健指導の効果を分析する手法を学習する。 

 

以上のように、保健指導の流れに沿って実施すると臨場感のある演習が可

能となる。 

研修実施者は、演習のまとめを作成し、受講者に後日フィードバックするこ

とが望ましい。 

④ e-ラーニングや SNS（Social Networking Service）の活用等:最近は e-ラ

ーニングやホームページを使った学習形態も普及し、個人のペースで効率的

な学習が可能になってきた。研修企画者は、学習内容や効果を十分吟味した上

で、受講者の特性に応じてこれらの学習方法を準備することも、保健指導の効

率化の一つの方法である。 

４）研修実施機関別の主たる受講者 

特定保健指導に関する研修実施機関としては、国（国立保健医療科学院）、

全国レベルの組織（保険者中央組織（国民健康保険中央会、健康保険組合連合

会、全国健康保険協会等）、職能団体中央組織、学会等）、都道府県レベルの組

織（都道府県、保険者協議会、国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会や

職域団体等の支部等）、民間団体等がある。 

研修内容としては、制度の根拠や規則等の改正点等のほか、保健指導スキル

やコンピテンシーを高める内容、保健事業のマネジメント、先駆的事業の紹介

４）研修実施機関別の主たる受講者 

特定保健指導に関する研修実施機関としては、国（国立保健医療科学院）、

全国レベルの組織（保険者中央組織（国民健康保険中央会、健康保険組合連合

会、全国健康保険協会等）、職能団体中央組織、学会等）、都道府県レベルの組

織（都道府県、保険者協議会、国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会や

職域団体等の支部等）、民間団体等がある。研修内容としては、制度の根拠や

規則等の改正点等のほか、保健指導スキルやコンピテンシーを高める内容、保

健事業のマネジメント、先駆的事業の紹介等の内容が含まれる。対象として
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等の内容が含まれる。対象としては、保健指導実施者向け、組織の管理職など

向け（制度についての理解）、運営担当者向けがある。 

現時点の特定保健指導に係る研修体系を整理すると図５の通りとなる。また、

研修実施機関と主な受講者を整理すると、表２のようにまとめられる。 

研修実施機関によって受講者と研修目的が異なるが、いずれの研修において

も、一定以上の質が保たれていることや、受講者が学びたいという意欲を引き

出す研修が求められる。 

図５. 研修の体系図 

標準的な健診・保健指導プログラム(改訂版)及び健康づくりのための身体活

動基準2013に基づく保健事業の研修手法と評価に関する研究(研究代表者 津

下 一代)資料より 

 

*1 専門的知識に関する講習は全国レベルの研修を受講しなくてもよいが、制

度、事業評価等に関する研修企画者は上位の研修に参加することが望ましい。 

*2 都道府県における研修には、市町村のほか当該地区の医療機関・保健指導

機関等で保健指導を実施する者が参加できるように配慮すること。 

*3 国保連合会は保険者中央組織の会員としての位置づけもある。 

は、保健指導実施者向け、組織の長向け（制度についての理解）、運営担当者

向けがある。 

現時点の特定保健指導に係る研修体系を整理すると図５の通りとなる。また、

研修実施機関と主な受講者を整理すると、表２のようにまとめられる。 

研修実施機関によって受講者と研修目的が異なるが、いずれの研修において

も、一定以上の質が保たれていることや、受講者が学びたいという意欲を引き

出す研修が求められる。 

図５. 研修の体系図 

標準的な健診・保健指導プログラム(改訂版)及び健康づくりのための身体活

動基準2013に基づく保健事業の研修手法と評価に関する研究(研究代表者 津

下 一代)資料より 

 

*1 専門的知識に関する講習は全国レベルの研修を受講しなくてもよいが、制

度、事業評価等に関する研修企画者は上位の研修に参加することが望ましい。 

*2 都道府県における研修には、市町村のほか当該地区の医療機関・保健指導

機関等で保健指導を実施する者が参加できるように配慮すること。 
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表２．研修実施機関別の研修目的と主たる受講者 

 

◎主たる受講者（積極的な参加）、〇参加可能な受講者 

＊１：国民健康保険中央会、健康保険組合連合会、全国健康保険協会、共済組

合連合会 

表２．研修実施機関別の研修目的と主たる受講者 

 

 

◎主たる受講者（積極的な参加）、〇参加可能な受講者 

＊１：国民健康保険中央会、健康保険組合連合会、全国健康保険協会、共済組

合連合会 

 

レベル 
主たる 

研修目的 

参加 

機関 

都道 

府県 

・中

央 

組織 

等*３ 

支部 

組織 

保険者、特定保健指導保健指導機関 

職能団体・学会等 
研修会 

主催者 

受講者 研修企画者 

保健指導実施者 運営 
 

初任者 経験者 
リー 

ダー 
担当者 

国・保健 

医療科学院 

（Ａ） 

国 

研修企画・

運営・評価 

  

◎ 〇         

保険者中央

組織＊１ 

（Ｂ） 

全国 

知識・技術   ◎ ◎ ◎ ◎   

事業運営   ◎   〇 ◎ ◎ 

研修企画   ◎     〇 〇 

職能団体＊2 
知識・技術     ◎ ◎ ◎   

研修企画   ◎     〇   

学会 知識・技術     ◎ ◎ ◎   

都道府県・

保険者協議

会・国保連 
（Ｃ） 

都道府県 

知識・技術     ◎ ◎ 〇 〇 

事業運営       〇 ◎ ◎ 

職能支部 知識・技術     ◎ ◎ 〇   

民間研修 
（Ｄ） 

各々 

知識・技術     ◎ ◎     

機関 事業運営       〇 ◎ ◎ 

保健指導 

機関 職場 
知識・技術     ◎ ◎ ◎   

（OJT） 事業運営       〇 ◎ ◎ 
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＊２：医師、保健師、管理栄養士等の専門職種の団体 

＊３：国保連合会、保険者協議会を含む。 

＊２：医師、保健師、管理栄養士等の専門職種の団体 

 

① 国（国立保健医療科学院）が行う研修 

○国は国立保健医療科学院において、都道府県、保健所設置市及び特別区、保

険者中央組織及び都道府県支部、保険者協議会、職能団体（全国レベル）、学

会等の研修企画者を対象に、政策目標に合致し、受講者ニーズに合わせた、研

修を企画・運営・評価できるようにするための研修を実施する。 

 

○国の研修（図５、A レベル）受講者は、都道府県等における実務者研修（図

５、B・Cレベルの研修）を主催、もしくは積極的に関わることが求められる。 

 

○上記受講者のほか、都道府県、保険者協議会及び国保連合会が大学等の学

術・研究機関と協働で研修を企画・運営している場合、必要に応じてこれら機

関の専門家等が国の研修を聴講できるよう配慮する。 

 

○本研修の企画にあたり、受講者（研修企画者）が直面している問題の解決に

役立つような研修を企画することが求められる。 

 

○研修の内容としては、生活習慣病対策に関する国の動向や学会等の最新情

報のほか、現場のニーズ等を踏まえ、研修内容(講義や演習等のテーマ)を毎年

評価し、必要に応じて見直しを行う。 

 

○研修の効果を高めるためには、事前課題を提示し、能動的な学習を促す工夫

も必要となる。たとえば、制度等に関する知識については事前に資料を読み込

んだりビデオ教材で学習してきてもらい、これまでとの相違の理解や疑問点

① 国（国立保健医療科学院）が行う研修 

〇国は国立保健医療科学院において、都道府県、保健所設置市及び特別区、保

険者中央組織及び都道府県支部、保険者協議会、職能団体（全国レベル）、学

会等の研修企画者を対象に、政策目標に合致し、受講者ニーズに合わせて、研

修を企画・運営・評価できるようにするための研修を実施する。 

 

〇国の研修（図５、Aレベル）受講者は、都道府県等における実務者研修（図

５、B・Cレベルの研修）を主催、もしくは積極的に関わることが求められる。 

 

〇上記受講者のほか、都道府県、保険者協議会及び国保連合会が大学等の学

術・研究機関と協働で研修を企画・運営している場合、必要に応じてこれら機

関の専門家等が国の研修を聴講できるよう配慮する。 

 

〇本研修の企画にあたり、受講者（研修企画者）が直面している問題の解決に

役立つような研修を企画することが求められる。 

 

〇研修の内容としては、生活習慣病対策に関する国の動向や学会等の最新情

報のほか、現場のニーズ等を踏まえ、研修内容(講義や演習等のテーマ)を毎年

評価し、必要に応じて見直しを行う。 

 

〇研修の効果を高めるためには、事前課題を提示し、能動的な学習を促す工夫

も必要となる。たとえば、制度等に関する知識については事前に資料を読み込

んできてもらい、これまでとの相違の理解や疑問点を確認できる場を設定し
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を確認できる場を設定したり、自機関が実施してきた研修会のアンケート調

査結果を振り返り、研修企画に関する課題を事前に整理することを促したり

する等の方法がある。こうした事前課題を、研修中に実施するグループワーク

と連動させ、受講者の課題解決能力の強化につなげるよう工夫することが望

ましい。 

○国が行う研修に参加することの利点の一つに、異なる地域・職域・組織の経

験を受講者間で共有できることがある。この利点を活かせるよう、研修の企画

に当たっては、経験を共有するための場や機会を工夫することが必要である。 

 

② 全国レベルの研修 

○保険者中央組織、職能団体中央組織等（図５、B レベル）が、全国から受講

者を募集して特定保健指導に関する研修会を開催する場合、研修企画者は国

が実施する特定保健指導に関する研修を受講することが望ましい。一方、学会

等が開催する、生活習慣病に関する病態や行動変容スキルについての講習等

専門職の技術力向上を主たる内容とする研修会では、開催にあたり前述の研

修の受講は求めないが、公開されている国の研修の情報や資料を収集する等

して、その内容を踏まえた研修を実施することが望ましい。 

 

○研修の内容としては、特定保健指導についての内容のほか、データヘルス計

画、医療費適正化等に関連した情報、健康医療制度の見直し等に関する動き

等、国の動向についての情報や保健指導に役立つ新しい知見についての情報

提供を行う。また、支部組織や保健指導機関においてリーダー的な役割を果た

す人材の育成も重要であり、専門的な知識や技術に関する講義や事業運営に

関わる演習等の工夫も必要である。 

 

たり、自機関が実施してきた研修会のアンケート調査結果を振り返り、研修企

画に関する課題を事前に整理することを促したりする等の方法がある。こう

した事前課題を、研修中に実施するグループワークと連動させ、受講者の課題

解決能力の強化につなげるよう工夫することが望ましい。 

 

〇国が行う研修に参加することの利点の一つに、異なる地域・職域・組織の経

験を受講者間で共有できることがある。この利点を活かせるよう、研修の企画

に当たっては、経験を共有するための場や機会を工夫することが必要である。 

 

② 全国レベルの研修 

〇保険者中央組織、職能団体中央組織等（図５、Bレベル）が、全国から受講

者を募集して特定保健指導に関する研修会を開催する場合、研修企画者は国

が実施する特定保健指導に関する研修を受講することが望ましい。一方、学会

等が開催する、生活習慣病に関する病態や行動変容スキルについての講習等

専門職の技術力向上を主たる内容とする研修会では、開催にあたり前述の研

修の受講は求めないが、公開されている国の研修の情報や資料を収集する等

して、その内容を踏まえた研修を実施することが望ましい。 

 

〇研修の内容としては、特定保健指導についての内容のほか、データヘルス計

画、医療費適正化等に関連した情報、健康医療制度の見直し等に関する動き

等、国の動向についての情報や保健指導に役立つ新しい知見についての情報

提供を行う。また、支部組織や保健指導機関においてリーダー的な役割を果た

す人材の育成も重要であり、専門的な知識や技術に関する講義や事業運営に

関わる演習等の工夫も必要である。 
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○国民健康保険中央会、全国健康保険協会、健康保険組合連合会、職能団体

（全国レベル）(図５、B レベル)は、支部組織（図５、C レベル）を対象とし

た研修会を企画している場合には、研修企画力向上のための研修を行うだけ

でなく、必要に応じて、支部組織が研修を企画する際の支援を行い、都道府県

や保険者協議会と連携するよう助言する。 

 

○健康保険組合連合会、全国健康保険協会では、産業保健分野との連携、ほか

の被用者保険との共同実施等を視野に入れた研修を企画することも必要であ

る。 

 

○学会は当該分野の専門家で構成されているので、その専門とする領域を中

心に研修を組み立てることができる。受講者ニーズとしては詳細な専門知識

だけでなく、その知識等を活用して保健指導をどのように効果的に行うかが

重要であることに留意する。たとえば、保健指導教材の科学的根拠の解説や、

保健指導と医療との関連等について情報提供を行う等が考えられる。学会外

部から受講者を募集する場合には、①研修の目的と達成目標、②研修内容、③

研修受講者の範囲、を明らかにし、受講者がより選択しやすくなるような情報

提供が求められる。 

 

③ 都道府県レベルの研修 

地域における保健指導を担う人材育成の場として、初任者や保健指導実施

者に対する実践的な研修、事業運営に関する具体的な手順・評価に関する研修

が求められている。 

○都道府県等において研修企画を行う者は、国が実施する特定保健指導に関

する研修を受講することが望ましい。 

〇国民健康保険中央会、全国健康保険協会、健康保険組合連合会、職能団体

（全国レベル）(図５、Bレベル)は、支部組織（図５、Cレベル）を対象とし

た研修会を企画している場合には、研修企画力向上のための研修を行うだけ

でなく、必要に応じて、支部組織が研修を企画する際の支援を行い、都道府県

と連携するよう助言する。 

 

〇健康保険組合連合会、全国健康保険協会では、産業保健分野との連携、ほか

の被用者保険との共同実施等を視野に入れた研修を企画することも必要であ

る。 

 

〇学会は当該分野の専門家で構成されているので、その専門とする領域を中

心に研修を組み立てることができる。受講者ニーズとしては詳細な専門知識

だけでなく、その知識等を活用して保健指導をどのように効果的に行うかが

重要であることに留意する。たとえば、保健指導教材の科学的根拠の解説や、

保健指導と医療との関連等について情報提供を行う等が考えられる。学会外

部から受講者を募集する場合には、①研修の目的と達成目標、②研修内容、③

研修受講者の範囲、を明らかにし、受講者がより選択しやすくなるような情報

提供が求められる。 

 

③ 都道府県レベルの研修 

地域における保健指導を担う人材育成の場として、初任者や保健指導実施

者に対する実践的な研修、事業運営に関する具体的な手順・評価に関する研修

が求められている。 

〇都道府県等において研修企画を行う者は、国が実施する特定保健指導に関

する研修を受講することが望ましい。 
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○都道府県における研修の企画に当たっては、市町村の国保担当部門や衛生

部門だけでなく、被用者保険と研修を共同実施することを視野に入れて、研修

の内容や時期等について健康保険組合、全国健康保険協会等の保険者や保健

指導機関等の意見を取り入れることも重要である。受講者が、地域における研

修の機会を有効活用できるように、研修企画者は、ほかの研修内容を確認し、

必要な事項を重複なく実施できるよう調整することが必要である。 

 

○都道府県は健康増進計画の推進等と併せ、個人に対する生活習慣改善につ

いての働きかけの重要性と共に、健康な環境づくり、保健サービスへのアクセ

スの改善等に視点を置いた研修を行うことが大切である。市町村における生

活習慣病対策の推進においては、健康づくり担当部門と特定保健指導担当部

門の連携がとれていることが重要であり、研修の機会を通して共通の目標を

意識することや共通に活用できる社会資源・関係者についての情報共有を行

う。 

・保健指導初任者に対する基礎研修は都道府県の役割として重要であり、都道

府県には基礎知識を提供する場を作ることが求められている。都道府県は少

なくとも年１回は特定保健指導に関する研修を行うことが望ましい。 

・研修を実施するためには、様々な関係機関との調整が重要である。国保連合

会等との連携だけでなく、地域の大学や研究所等、研修企画に対する専門的な

立場からの助言や、研修の講師派遣、研修後の市町村等の支援に協力してくれ

る可能性がある機関と日ごろから情報交換を行い、関係づくりを行う必要が

ある。既存の関連する協議会等を活用し、研修の実施及び評価に関する課題を

整理したり、関係者間の役割分担について整理することで、広域的な研修の実

施及び評価体制を構築することが必要である。受講者募集に当たっては、これ

らの機関と協力して実施することが望ましい。 

〇都道府県における研修の企画に当たっては、市町村の国保担当部門や衛生

部門だけでなく、被用者保険と研修を共同実施することを視野に入れて、研修

の内容や時期等について健康保険組合、全国健康保険協会等の保険者や保健

指導機関等の意見を取り入れることも重要である。受講者が、地域における研

修の機会を有効活用できるように、研修企画者は、ほかの研修内容を確認し、

必要な事項を重複なく実施できるよう調整することが必要である。 

 

〇都道府県は健康増進計画の推進等と併せ、個人に対する生活習慣改善につ

いての働きかけの重要性と共に、健康な環境づくり、保健サービスへのアクセ

スの改善等に視点を置いた研修を行うことが大切である。市町村における生

活習慣病対策の推進においては、健康づくり担当部門と特定保健指導担当部

門の連携がとれていることが重要であり、研修の機会を通して共通の目標を

意識することや共通に活用できる社会資源・関係者についての情報共有を行

う。 

・保健指導初任者に対する基礎研修は都道府県の役割として重要であり、都道

府県には基礎知識を提供する場を作ることが求められている。都道府県は少

なくとも年１回は特定保健指導に関する研修を行うことが望ましい。 

・研修を実施するためには、様々な関係機関との調整が重要である。国保連合

会等との連携だけでなく、地域の大学や研究所等、研修企画に対する専門的な

立場からの助言や、研修の講師派遣、研修後の市町村等の支援に協力してくれ

る可能性がある機関と日ごろから情報交換を行い、関係づくりを行う必要が

ある。既存の関連する協議会等を活用し、研修の実施及び評価に関する課題を

整理したり、関係者間の役割分担について整理することで、広域的な研修の実

施及び評価体制を構築することが必要である。受講者募集に当たっては、これ

らの機関と協力して実施することが望ましい。 
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・コアスライド（研究班教材 https://ktsushita.com/index.php/ 

healthguidance/#trainingmaterials）や演習ビデオを活用することにより、

研修の標準化を図ることができる。また、地元大学等と連携して実施すること

で、費用低減を図ることができる。 

・研修企画者が受講者ニーズに合わせたきめ細かな対応ができるよう、国の研

修会に参加し研修企画について学ぶことが重要である。また、前述の協議会の

活用や有識者の助言を受けられるようにすること等が考えられる。次年度の

予算化の時期には、過去の研修評価を反映した企画を提案し、絶えず受講者ニ

ーズや制度を取り巻く状況等を捉えた研修企画につなげていく必要がある。 

 

○職能団体（医師会、看護協会、栄養士会等）は専門的な知識・技術の研鑽の

場として研修を企画することが多い。研修内容が、一部の専門分野に偏らない

よう、研修内容の工夫が必要である。 

○特定保健指導の円滑な実施に当たっては、契約等の事務手続きの円滑化、外

部委託機関との協力体制、個人情報の取扱い、事業評価、人材確保についての

知識が不可欠である。 

○保険者の事業運営担当者では、健診・レセプト等各種データの活用や保険者

機能、データヘルス計画等との関連も重要である。 

 

④ そのほかの実施主体 

○民間研修機関は、研修の委託を受けて実施する場合、委託元との綿密な打ち

合わせにより現状、課題、ニーズ把握を行い、受講者のニーズにマッチした研

修になるよう留意すべきである。 

○保健指導機関においては、計画的な OJT を職場内の責務として計画的に実

施する必要がある。業務を遂行するうえで必要な手順の確認、所属保健指導機

・コアスライド（研究班教材 http://tokutei-kensyu.tsushitahan.jp/参照）

や演習ビデオを活用することにより、研修の標準化を図ることができる。ま

た、地元大学等と連携して実施することで、費用低減を図ることができる。 

 

・研修企画者が受講者ニーズに合わせたきめ細かな対応ができるよう、国の研

修会に参加し研修企画について学ぶことが重要である。また、前述の協議会の

活用や有識者の助言を受けられるようにすること等が考えられる。次年度の

予算化の時期には、過去の研修評価を反映した企画を提案し、絶えず受講者ニ

ーズや制度を取り巻く状況等を捉えた研修企画につなげていく必要がある。 

 

〇職能団体（医師会、看護協会、栄養士会等）は専門的な知識・技術の研鑽の

場として研修を企画することが多い。研修内容が、一部の専門分野に偏らない

よう、研修内容の工夫が必要である。 

〇特定保健指導の円滑な実施にあたっては、契約等の事務手続きの円滑化、外

部委託機関との協力体制、個人情報の取り扱い、事業評価、人材確保について

の知識が不可欠である。また、保険者の事業運営担当者では、健診・レセプト

等各種データの活用や保険者機能、データヘルス計画等との関連も重要であ

る。 

 

④ そのほかの実施主体 

〇民間研修機関は、研修の委託を受けて実施する場合、委託元との綿密な打ち

合わせにより現状、課題、ニーズ把握を行い、受講者のニーズにマッチした研

修になるよう留意すべきである。 

〇保健指導機関においては、計画的な OJT を職場内の責務として計画的に実

施する必要がある。業務を遂行するうえで必要な手順の確認、所属保健指導機
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関で用いる指導教材への習熟、保健指導内容の振り返り、保健指導スキル評

価、保健指導の効果の評価、困難事例の研究・カンファレンスは日常管理にお

いて必須である。よりよい保健指導プログラムへの改善のためには、勉強会の

実施や学会・研究会における発表、外部研修受講者が職場内に持ち帰り情報共

有を行う場の設定等を、指導的立場の保健指導実施者を育成する上で実施す

ることが望ましい。また、自己学習を積極的に勧める。 

 

○学会等が認定する生活習慣病予防に関する資格の習得や、保健指導の効果

を高めるスキルアップ研修への参加を通じて、生活習慣病予防の役割を担う

専門職として、キャリアアップを図ることができる。外部研修への参加では、

多機関からの受講者や講師等との交流を通じて、よりよい保健指導へのモチ

ベーションを高めることも重要である。 

関で用いる指導教材への習熟、保健指導内容の振り返り、保健指導スキル評

価、困難事例の研究・カンファレンスは日常管理において必須である。よりよ

い保健指導プログラムへの改善のためには、勉強会の実施や学会・研究会にお

ける発表、外部研修受講者が職場内に持ち帰り情報共有を行う場の設定等を、

指導的立場の保健指導者を育成する上で実施することが望ましい。また、自己

学習を積極的に勧める。 

 

○学会等が認定する生活習慣病予防に関する資格の習得や、保健指導の効果

を高めるスキルアップ研修への参加を通じて、生活習慣病予防の役割を担う

専門職として、キャリアアップを図ることができる。外部研修への参加では、

多機関からの受講者や講師等との交流を通じて、よりよい保健指導へのモチ

ベーションを高めることも重要である。 

５）研修の評価（共通的な事項） 

特定保健指導に関する継続的な研修会を企画する上で、講師や受講者への

フィードバックや、次の研修に課題や改善点を活かすためにも評価が重要で

ある。 

本研修ガイドラインでは、研修の評価項目について、全ての研修に共通する

内容と各分野で該当する項目に分類して示す。 

 

（全ての研修に共通する評価項目） 

ア．研修実施体制（ストラクチャー評価） 

・研修実施機関の中で、主たる担当者を中心としてチーム形成ができたか 

・組織外の関係者と連携・調整し、当該研修の果たすべき役割を明確化できた

か 

・目的達成のために必要な予算、機材等を得られたか 

５）研修の評価（共通的な事項）  

特定保健指導に関する継続的な研修会を企画する上で、講師や受講者への

フィードバックや、次の研修に課題や改善点を活かすためにも評価が重要で

ある。 

本研修ガイドラインでは、研修の評価項目について、全ての研修に共通する

内容と各分野で該当する項目に分類して示す。 

 

（全ての研修に共通する評価項目） 

ア．研修実施体制（ストラクチャー評価） 

・研修実施機関の中で、主たる担当者を中心としてチーム形成ができたか 

・組織外の関係者と連携・調整し、当該研修の果たすべき役割を明確化できた

か 

・目的達成のために必要な予算、機材等を得られたか 
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イ．準備過程の評価（プロセス評価） 

・ 社会情勢や受講者層のニーズを把握できたか 

・ ニーズにあった企画ができたか 

・ スキルや業務遂行能力を高めるために、自己学習、OJT と外部研修等

の方法を組み合わせて考えることができたか 

・ 研修の目的を明確にし、受講者数等の目標を適正にたてられたか 

・ 目的にあったプログラム構成となったか 

・ 講師との調整はうまくいったか。講師からの積極的な提案を得るこ

とができたか 

・ 演習は、受講者の実践ニーズに対応していたか 

・ 演習の流れ・時間配分について、受講者に分かりやすい手順を示して

いるか 

・ 演習のシミュレーションを実施したか 

・ 研修効果を把握するためのアンケート等の評価項目は適切だったか 

・ 予算、収支を考慮した企画であったか 

 

ウ．研修会参加状況の評価（アウトプット評価） 

・ 地域、職種、経験年数別の参加状況等、詳細な分析により、目的とし

た受講者層が参加したか 

・ 受講者は積極的に受講したか 

・ 受講者は積極的に演習に参加したか 

・ 受講者からの技術的な質問に対し、適切に対応できたか 

・ 研修会の運営はスムーズであったか 

 

エ．研修会後評価 

イ．準備過程の評価（プロセス評価） 

・社会情勢や受講者層のニーズを把握できたか 

・ニーズにあった企画ができたか 

・スキルや業務遂行能力を高めるために、自己学習、OJT と外部研修等の方法

を組み合わせて考えることができたか 

・研修の目的を明確にし、受講者数等の目標を適正にたてられたか 

・目的にあったプログラム構成となったか 

・講師との調整はうまくいったか。講師からの積極的な提案を得ることができ

たか 

・演習は、受講者の実践ニーズに対応していたか 

・演習の流れ・時間配分について、受講者に分かりやすい手順を示しているか 

・演習のシミュレーションを実施したか 

・研修効果を把握するためのアンケート等の評価項目は適切だったか 

・予算、収支を考慮した企画であったか 

 

 

ウ．研修会参加状況の評価（アウトプット評価） 

・地域、職種、経験年数別の参加状況等、詳細な分析により、目的とした受講

者層が参加したか 

・受講者は積極的に受講したか 

・受講者は積極的に演習に参加したか 

・受講者からの技術的な質問に対し、適切に対応できたか 

・研修会の運営はスムーズであったか 

 

エ．研修会後評価 
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・ 受講者のニーズに応える研修であったか 

・ 目的に合った研修の内容であったか（講師選定、教材等） 

・ 受講者からの苦情や研修に対する意見への対応を行えたか 

・ 受講者の意欲・知識・技術の変化がみられたか 

・ 受講者の意欲・知識・技術の変化が定着しているか（フォローアップ

調査） 

・ 研修の課題を明確にし、次回の研修会に活かせるか 

 

オ．アウトカム評価 

・ 受講者の保健指導スキル、業務遂行能力等、必要とされる能力が高ま

ったか 

・ 研修会の満足度が高く、人材育成、研修会の必要性が認識され、次回

以降 

の受講者が増えたか 

・ 研修会の企画・運営を通じ、地域の生活習慣病予防における連携体制

が強化されたか 

・受講者のニーズに応える研修であったか 

・目的に合った研修の内容であったか（講師選定、教材等） 

・受講者からの苦情や研修に対する意見への対応を行えたか 

・受講者の意欲・知識・技術の変化がみられたか 

・受講者の意欲・知識・技術の変化が定着しているか（フォローアップ調査） 

・研修の課題を明確にし、次回の研修会に活かせるか 

 

 

オ．アウトカム評価 

・受講者の保健指導スキル、業務遂行能力等、必要とされる能力が高まったか 

・研修会の満足度が高く、人材育成、研修会の必要性が認識され、次回以降の

受講者が増えたか 

・研修会の企画・運営を通じ、地域の生活習慣病予防における連携体制が強化

されたか 

Ⅱ．職務・経験別の受講者ニーズに対応した研修を実施する 

１） 保健指導実施者 

① 求められる能力 

保健指導の実践現場で必要とされることは、以下の内容が考えられる。 

○特定保健指導の制度と仕組みを理解し、対象者に説明できること 

○健診データや問診から病態を整理し、健康課題を明確にできること 

○上記について、対象者に対して分かりやすく説明できること 

○対象者の生活背景やすでに実施している健康行動を把握した上で、何がで

きるかを一緒に考え、目標設定を促すこと 

Ⅱ．職務・経験別の受講者ニーズに対応した研修を実施する 

１）保健指導実施者 

①求められる能力 

保健指導の実践現場で必要とされることは、以下の内容が考えられる。 

〇特定保健指導の制度と仕組みを理解し、対象者に説明できること 

〇健診データや問診から病態を整理し、健康課題を明確にできること 

〇上記について、対象者に対して分かりやすく説明できること 

〇対象者の生活背景やすでに実施している健康行動を把握した上で、何がで

きるかを一緒に考え、目標設定を促すこと 
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○アウトカム評価を意識した主要達成目標・行動目標の実現に向けて継続的

な支援ができること 

○上記のために、対象者の検査データの改善度、行動目標の達成度、生活習慣

の改善状況等を評価して、より効果的な保健指導の方法・内容に改善できるこ

と 

○保健指導の経過を振り返り、よりよい保健指導のために研鑚を積むこと 

○社会人としてのコミュニケーションがとれること 

 

【経験に応じて求められる能力】 

研修を企画するに当たっては、受講者の経験年数により、内容と研修形式を配

慮する必要があるため、本研修ガイドラインでは初任者、経験者に分けて記載

する。 

 

a．初任者（保健指導経験年数 1～２年目） 

初任者であっても、保健指導実施者として対象者に指導を行う以上、一定以

上の知識と対応力が必要である。保健指導実施者は医師、保健師、管理栄養士

等の異なった職種であるため、学んできた専門知識や実践経験は大いに異な

る。研修の目標はメタボリックシンドローム改善のために行う保健指導に必

要な知識と技術の習得であるので、研修会ではその差異をできるだけ縮める

内容とし、受講者もその努力が必要である。基本的には、基礎的な内容につい

ては職種を問わず同一にするが、職種により強化すべき内容を別プログラム

で実施する等の方法が考えられる。 

この段階での学習では、OJT と自己学習が中心となる。先輩等の保健指導の

観察により保健指導の流れを理解することや事例カンファレンスで主体的に

考えていくこと、知識を整理していくこと等が求められる。職場では、ロール

〇行動目標の実現に向けて継続的な支援ができること 

 

 

 

 

〇保健指導の経過を振り返り、よりよい保健指導のために研鑚を積むこと 

〇社会人としてのコミュニケーションがとれること 

 

【経験に応じて求められる能力】 

研修を企画するに当たっては、受講者の経験年数により、内容と研修形式を配

慮する必要があるため、本研修ガイドラインでは初任者、経験者に分けて記載

する。 

 

a．初任者（保健指導経験年数 1～2年目） 

初任者であっても、保健指導実施者として対象者に指導を行う以上、一定以

上の知識と対応力が必要である。保健指導実施者は医師、保健師、管理栄養士

等の異なった職種であるため、学んできた専門知識や実践経験は大いに異な

る。研修の目標はメタボリックシンドローム改善のために行う保健指導に必

要な知識と技術の習得であるので、研修会ではその差異をできるだけ縮める

内容とし、受講者もその努力が必要である。基本的には、基礎的な内容につい

ては職種を問わず同一にするが、職種により強化すべき内容を別プログラム

で実施する等の方法が考えられる。 

この段階での学習では、OJT と自己学習が中心となる。先輩等の保健指導の

観察により保健指導の流れを理解することや事例カンファレンスで主体的に

考えていくこと、知識を整理していくこと等が求められる。職場では、ロール
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プレイ等を実施し、保健指導実施者が必要なスキルを習得していることを確

認の上、実務を担当させることが適切である。保健指導実施者が、必要なスキ

ルを習得しているかを確認する一つの方法として、業務遂行能力チェックリ

スト【初任者（保健指導経験年数 1～２年目）対象】を表３に示す。自己評価、

上司等による客観評価を受け、一定水準以上と判断された場合に保健指導の

実施が許可されるべきである。 

保健指導実施者は専門分野以外の内容については十分に自信を持つことが

できない傾向があるため，意識的に補強する必要がある。各職能団体における

研修では、弱点克服に向けた内容を取り入れることが望ましい。 

OJT が十分できない職場では、積極的に外部研修に参加させるようにする。 

 

表３.業務遂行能力チェックリスト【初任者（保健指導経験年数１～２年目）

対象】 

プレイ等を実施し、保健指導実施者が必要なスキルを習得していることを確

認の上、実務を担当させることが適切である。保健指導実施者が、必要なスキ

ルを習得しているかを確認する一つの方法として、業務遂行能力チェックリ

スト【初任者（保健指導経験年数 1～2年目）対象】を表３に示す。自己評価、

上司等による客観評価を受け、一定水準以上と判断された場合に保健指導の

実施が許可されるべきである。 

保健指導実施者は専門分野以外の内容については十分に自信を持つことが

できない傾向があるため、意識的に補強する必要がある。各職能団体における

研修では、弱点克服に向けた内容を取り入れることが望ましい。 

OJT が十分できない職場では、積極的に外部研修に参加させるようにする。 

 

表３．業務遂行能力チェックリスト【初任者（保健指導経験年数 1～2年目）

対象】 
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ｂ．経験者（保健指導経験年数 3年以上） 

初任者の時には、パターン化した説明を行うのに精一杯であるが、経験者の

時期には説明の科学的根拠や背景を詳しく知ること、保健指導の効果を知る

ことにより、保健指導スキルを格段に高めることができる。 

この時期に適切な教育や意欲を高めるきっかけがないと、保健指導にも慣

れてきてマンネリ化やパターン化しやすい。いつも通りこなしている、という

感覚で保健指導を行っていると、効果も上がりにくくなる場合がある。また、

保健指導に対する自信から、自己研鑽がおろそかになる場合がある。対象者の

将来の生活を思い、よりよい保健指導を行いたいという意欲を高めることや

偏りがちな指導法を振り返り、困難事例にも対処できる力をつけることが大

切である。 

初任者と同様に、経験者においても保健指導に関する業務遂行能力を確認

し、資質の向上を図ることが求められる。業務遂行能力を確認する一つの方法

として、業務遂行能力チェックリスト【経験者（保健指導経験年数３年以上）

対象】を表４に示す。また、個人の保健指導スキルだけでなく、保健指導機関

が組織として成果を出せるような意識を持つことや、よりよい保健指導の方

法についての提案力を持つこと、評価の構造を理解し、保健指導を改善できる

力も身につけ、更には社会資源にも配慮し、保健指導終了後もよい生活習慣が

継続できるような支援を行えるようになることが望ましい。また、初任者を育

成することも求められ、初任者を評価する場合、できていることに注目して強

化していくことや、課題についてもこれからの成長を促すようなフィードバ

ックができることが求められる。 

 

【個々の生活習慣に関する専門知識を持ち活用できる能力】 

科学的根拠に基づき、対象者にとって改善しやすい生活習慣の具体的内容

ｂ．経験者（保健指導経験年数 3年以上） 

初任者の時には、パターン化した説明を行うのに精一杯であるが、経験者の

時期には説明の科学的根拠や背景を詳しく知ること、保健指導の効果を知る

ことにより、保健指導スキルを格段に高めることができる。 

この時期に適切な教育や意欲を高めるきっかけがないと、保健指導にも慣

れてきてマンネリ化やパターン化しやすい。いつも通りこなしている、という

感覚で保健指導を行っていると、効果も上がりにくくなる場合がある。また、

保健指導に対する自信から、自己研鑽がおろそかになる場合がある。対象者の

将来の生活を思い、よりよい保健指導を行いたいという意欲を高めることや

偏りがちな指導法を振り返り、困難事例にも対処できる力をつけることが大

切である。 

初任者と同様に、経験者においても保健指導に関する業務遂行能力を確認

し、資質の向上を図ることが求められる。業務遂行能力を確認する一つの方法

として、業務遂行能力チェックリスト【経験者（保健指導経験年数 3年以上）

対象】を表４に示す。また、個人の保健指導スキルだけでなく、保健指導機関

が組織として成果を出せるような意識を持つことや、よりよい保健指導の方

法についての提案力を持つこと、評価の構造を理解し、保健指導を改善できる

力も身につけ、更には社会資源にも配慮し、保健指導終了後もよい生活習慣が

継続できるような支援を行えるようになることが望ましい。また、初任者を育

成することも求められ、初任者を評価する場合、できていることに注目して強

化していくことや、課題についてもこれからの成長を促すようなフィードバ

ックができることが求められる。 

 

【個々の生活習慣に関する専門知識を持ち活用できる能力】 

科学的根拠に基づき、対象者にとって改善しやすい生活習慣の具体的内容



29 
 

とその目標を提案できる能力が必要である。個々の生活習慣は互いに関連し

ているため、対象者が置かれた状況を総合的に判断し、生活習慣の改善に向け

た支援をバランスよく行うことが求められる。また、対象者の意欲・行動変容

ステージ、生活習慣、検査値の変化を評価して、保健指導方法を改善していく

ことも必要である。 

 

ⅰ）食生活についての専門知識 

対象者の栄養状態や習慣的な食物摂取状況をアセスメントし、健診結果と

代謝、食事内容との関係を栄養学等の科学的根拠に基づき、対象者に分かりや

すく説明できる能力が必要である。その上で、「日本人の食事摂取基準」、「食

生活指針」、「食事バランスガイド」や食事療法の各種学会ガイドライン等の科

学的根拠を踏まえ、エネルギーバランス（食事によるエネルギー摂取量と身体

活動による消費量）も考慮し、対象者にとって改善しやすい食行動の具体的内

容を提案できる能力が必要である。その際には、対象者の食物の入手のしやす

さや食に関する情報の入手のしやすさ、周囲の人々からのサポートの得られ

やすさ等、対象者の置かれた食環境の状況を踏まえた支援の提案や、国の健康

日本 21（第三次）や自治体の健康増進計画に基づく栄養・食生活に関する目

標について情報提供できる能力が必要である。また、ⅱ）の身体活動について

の専門知識と合わせて、対象者によりよい支援を提案できる能力が必要であ

る。 

ⅱ）身体活動についての専門知識 

運動生理学、スポーツ医科学、体力測定・評価に関する基礎知識を踏まえ、

身体活動や運動習慣と生活習慣病発症との関連において科学的根拠を活用

し、対象者に分かりやすく説明できる能力、更に正しい身体活動・運動フォー

ムや実施方法を実演する能力が必要である。 

とその目標を提案できる能力が必要である。個々の生活習慣は互いに関連し

ているため、対象者が置かれた状況を総合的に判断し、生活習慣の改善に向け

た支援をバランスよく行うことが求められる。 

 

 

 

ⅰ）食生活についての専門知識 

対象者の栄養状態や習慣的な食物摂取状況をアセスメントし、健診結果と

代謝、食事内容との関係を栄養学等の科学的根拠に基づき、対象者に分かりや

すく説明できる能力が必要である。その上で、「日本人の食事摂取基準」「食生

活指針」「食事バランスガイド」や食事療法の各種学会ガイドライン等の科学

的根拠を踏まえ、エネルギーバランス（食事によるエネルギー摂取量と身体活

動による消費量）も考慮し、対象者にとって改善しやすい食行動の具体的内容

を提案できる能力が必要である。その際には、対象者の食物の入手のしやすさ

や食に関する情報の入手のしやすさ、周囲の人々からのサポートの得られや

すさなど、対象者の置かれた食環境の状況を踏まえた支援の提案や、国の健康

日本 21（第二次）や自治体の健康増進計画に基づく栄養・食生活に関する目

標について情報提供できる能力が必要である。また、ⅱの身体活動についての

専門知識と合わせて、対象者により良い支援を提案できる能力が必要である。 

 

ⅱ）身体活動についての専門知識 

運動生理学、スポーツ医科学、体力測定・評価に関する基礎知識を踏まえ、

身体活動や運動習慣と生活習慣病発症との関連において科学的根拠を活用

し、対象者に分かりやすく説明できる能力、更に正しい身体活動・運動フォー

ムや実施方法を実演する能力が必要である。 
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特に、身体活動の量、強度（メッツ）、種類に関する知識や、誤った身体活

動の実施に伴う障害に関する知識が求められるほか、対象者に応じた身体活

動の習慣を獲得するための工夫を提案できる能力が求められる。 

さらに、対象者の身体活動の量やそれに伴うエネルギー消費量の増加を適

切に把握し、体力の水準を簡便に評価する方法を身につけ、健康づくりのため

の身体活動基準 2013・アクティブガイドに基づく、個々人に応じた支援の提

供や、国の健康日本 21（第三次）や自治体の健康増進計画に基づく身体活動

に関する目標について情報提供できる能力も必要である。また、ⅰ）の食生活

についての専門知識と合わせて、対象者によりよい支援を提案できる能力が

必要である。 

 

ⅲ）喫煙についての専門知識 

対象者の喫煙状況や禁煙の意思をアセスメントし、喫煙が健康に及ぼす影

響、禁煙が健康にもたらす効果、禁煙方法等について、「喫煙と健康喫煙の健

康影響に関する検討会報告書（平成２８年８月 喫煙の健康影響に関する検討

会編）」、禁煙ガイドライン（２０１０年改訂版）（９学会：日本口腔衛生学会、

日本口腔外科学会、日本公衆衛生学会、日本呼吸器学会、日本産婦人科学会、

日本循環器学会、日本小児学会、日本心臓病学会、日本肺癌学会）、禁煙支援

マニュアル第二版（２０１７年増補改訂版）（厚生労働省健康局健康課）等の

科学的根拠に基づき、対象者の特性に合わせて分かりやすく説明し、禁煙を支

援できる能力が必要である。喫煙が健康に及ぼす影響については、喫煙が独立

した循環器疾患や糖尿病のリスク因子であると共に、メタボリックシンドロ

ームやそのほかの生活習慣病に喫煙が重なると虚血性心疾患や脳血管疾患の

リスクが著しく高まることを説明する必要がある。また、標準的な健診・保健

指導プログラム第３編第３章３－７（７）や保健指導のための禁煙支援簡易マ

特に、身体活動の量、強度（メッツ）、種類に関する知識や、誤った身体活

動の実施に伴う傷害に関する知識が求められるほか、対象者に応じた身体活

動の習慣を獲得するための工夫を提案できる能力が求められる。 

更に、対象者の身体活動の量やそれに伴うエネルギー消費量の増加を適切

に把握し、体力の水準を簡便に評価する方法を身につけ、健康づくりのための

身体活動基準 2013・アクティブガイドに基づく、個々人に応じた支援の提供

や、国の健康日本 21（第二次）や自治体の健康増進計画に基づく身体活動に

関する目標について情報提供できる能力も必要である。また、ⅰの食生活につ

いての専門知識と合わせて、対象者により良い支援を提案できる能力が必要

である。 

 

ⅲ）喫煙についての専門知識 

対象者の喫煙状況や禁煙の意志をアセスメントし、喫煙が健康に及ぼす影

響、禁煙が健康にもたらす効果、禁煙方法等について、「喫煙と健康喫煙の健

康影響に関する検討会報告書（平成２８年８月 喫煙の健康影響に関する検討

会編）」、禁煙ガイドライン（２０１０年改訂版）（９学会：日本口腔衛生学会、

日本口腔外科学会、日本公衆衛生学会、日本呼吸器学会、日本産婦人科学会、

日本循環器学会、日本小児学会、日本心臓病学会、日本肺癌学会）、禁煙支援

マニュアル第二版（２０１７年増補改訂版）（厚生労働省健康局健康課）等の

科学的根拠に基づき、対象者の特性に合わせて分かりやすく説明し、禁煙を支

援できる能力が必要である。喫煙が健康に及ぼす影響については、喫煙が独立

した循環器疾患や糖尿病のリスク因子であると共に、メタボリックシンドロ

ームやそのほかの生活習慣病に喫煙が重なると虚血性心疾患や脳血管疾患の

リスクが著しく高まることを説明する必要がある。また、標準的な健診・保健

指導プログラム第３編第３章３－４（４）や第３編別添資料も参照されたい。 
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ニュアル（URL）も参照されたい。 

 

ⅳ）アルコールについての専門知識 

アルコールと生活習慣病との関連や、アルコールによる精神的及び社会的

な影響に関する知識を持ち、対象者が抱える困難に共感する姿勢が求められ

る。また、問題点を分かりやすく説明し、目安となる飲酒量（適正飲酒量）の

理解を図り、行動変容へと結びつける能力が求められる。また、標準的な健

診・保健指導プログラム第３編第３章３－７（７）や「保健指導におけるアル

コール使用障害スクリーニング（ＡＵＤＩＴ）とその評価結果に基づく減酒支

援（ブリーフインターベンション）の手引き」（URL）も参照されたい。 

 

②研修方法 

基礎的なメタボリックシンドロームに関する病態や基本的な生活習慣改善

に関する知識の提供にとどまらず、web 学習や e-ラーニング、ビデオ教材に

よる動画の活用、具体的な事例を用いた演習等を通じて、保健指導スキルの向

上に資するように努める。経験年数に応じた段階的な研修の実施が望ましい。 

 

【具体的な研修内容】 

講義形式： 

ⅰ）保健指導全体 

・特定保健指導の理念、制度・仕組み（階層化、支援方法）とその評価 

・メタボリックシンドロームに関する知識、健診データや生活習慣との関連 

・生活習慣病予防に関連した最新の知見 

・行動変容に関する基本的知識・技術、信頼関係の構築 

・行動変容ステージを把握した上での適切な支援 

 

 

ⅳ）アルコールについての専門知識 

アルコールと生活習慣病との関連や、アルコールによる精神的及び社会的

な影響に関する知識を持ち、対象者が抱える困難に共感する姿勢が求められ

る。また、問題点を分かりやすく説明し、目安となる飲酒量（適正飲酒量）の

理解を図り、行動変容へと結びつける能力が求められる。また、標準的な健

診・保健指導プログラム第３編第３章３－４（４）や第３編別添資料も参照さ

れたい。 

 

 

②研修方法 

基礎的なメタボリックシンドロームに関する病態や基本的な生活習慣改善

に関する知識の提供にとどまらず、web 学習や e-ラーニング、ビデオ教材に

よる動画の活用、具体的な事例を用いた演習等を通じて、保健指導スキルの向

上に資するように努める。経験年数に応じた段階的な研修の実施が望ましい。 

 

【具体的な研修内容】 

講義形式： 

ⅰ）保健指導全体 

・特定保健指導の理念、制度・仕組み（階層化、支援方法）とその評価 

・メタボリックシンドロームに関する知識、健診データや生活習慣との関連 

・生活習慣病予防に関連した最新の知見 

・行動変容に関する基本的知識・技術、信頼関係の構築 

・行動変容ステージを把握した上での適切な支援 
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・対象者の生活環境や働く環境に基づいた支援やアドバイス 

・アセスメントの種類と具体的な方法 

・実現可能な目標設定 

・意欲・行動変容ステージ、生活習慣、検査値の変化の評価 

・個人情報保護とデータの取扱い 

 

ⅱ）食生活 

・食生活と生活習慣病の関連（疫学調査、介入研究） 

・実際の食行動や食事量と目標とする食行動や食事量との違いについて気付

きを促す 

・食事の量と内容を改善するための具体的な指導（対象者特性に合わせる） 

・食事摂取基準や関連学会ガイドラインの食事療法についての理解 

 

ⅲ）身体活動 

・身体活動の強度（メッツ）の考え方、身体活動のエビデンス 

・健康づくりのための身体活動基準 2013・アクティブガイドの理解 

・対象者に応じたリスクマネジメント（運動実施上の注意事項、医療との連

携） 

 

 

ⅳ）喫煙 

・喫煙と生活習慣病の関連 

・禁煙支援の具体的な方法（短時間支援、標準的支援） 

 

ⅴ）アルコール 

・対象者の生活環境や働く環境に基づいた支援やアドバイス 

・アセスメントの種類と具体的な方法 

・実現可能な目標設定 

 

・個人情報保護とデータの取扱い 

 

ⅱ）食生活 

・食生活と生活習慣病の関連（疫学調査、介入研究） 

・実際の食行動や食事量と目標とする食行動や食事量との違いについて気付

きを促す 

・食事の量と内容を改善するための具体的な指導（対象者特性に合わせる） 

・食事摂取基準や関連学会ガイドラインの食事療法についての理解 

 

 

ⅲ）身体活動 

・身体活動の強度（メッツ）の考え方、身体活動のエビデンス 

・健康づくりのための身体活動基準 2013・アクティブガイドの理解 

・対象者に応じたリスクマネジメント（運動実施上の注意事項、医療との連

携） 

 

ⅳ）喫煙 

・喫煙と生活習慣病の関連 

・禁煙支援の具体的な方法（短時間支援、標準的支援） 

 

ⅴ）アルコール 
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・アルコールと生活習慣病の関連（循環器疾患だけでなく、がん等との関連

も） 

・目安となる飲酒量（適正飲酒量）の理解を図る 

・問題飲酒者の把握と減酒支援の具体的な方法 

 

演習形式： 

ロールプレイ、グループワーク、デモンストレーション、ピアレビュー等の

方法の中で、受講者の経験年数や講義のレベルに合わせた演習を企画する。ま

た、演習の運営やファシリテーター等の状況に応じて、無理なく実施できる方

法を検討することが大切である。下記にその例を示す。 

 

○初回面接の場面設定をしたロールプレイ 

・対象者への接し方、健診結果等の分かりやすい説明の仕方 

・対象者の行動変容ステージやライフスタイル等の把握 

・対象者と共に行動目標を作る 等 

 

○事例検討 

・健診結果と問診による病態の理解 

・更に質問したい事項 

・本人に提供すべき情報（具体的な生活習慣改善方法の提案、対象者が身近に

活用できる社会資源の提案等）等 

○継続的支援の電子メールや手紙の書き方、電話での対応法、ビデオ通話シス

テムやアプリケーション等の ICT の活用法 

○保健指導記録の書き方 

○ビデオ映像を用いた初回支援の保健指導方法の検討 

・アルコールと生活習慣病の関連（循環器疾患だけでなく、がん等との関連

も） 

・目安となる飲酒量（適正飲酒量）の理解を図る 

・問題飲酒者の把握と減酒支援の具体的な方法 

 

演習形式： 

ロールプレイ、グループワーク、デモンストレーション、ピアレビュー等の

方法の中で、受講者の経験年数や講義のレベルに合わせた演習を企画する。ま

た、演習の運営やファシリテーター等の状況に応じて、無理なく実施できる方

法を検討することが大切である。下記にその例を示す。 

 

〇初回面接の場面設定をしたロールプレイ 

・対象者への接し方、健診結果等の分かりやすい説明の仕方 

・対象者の行動変容ステージやライフスタイル等の把握 

・対象者と共に行動目標を作る 等 

 

〇事例検討 

・健診結果と問診による病態の理解 

・更に質問したい事項 

・本人に提供すべき情報（具体的な生活習慣改善方法の提案、対象者が身近に

活用できる社会資源の提案等） 等 

〇継続的支援の電子メールや手紙の書き方、電話での対応法 

 

〇保健指導記録の書き方 

〇ビデオ映像を用いた初回支援の保健指導法の検討 
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○アルコール、禁煙支援等カウンセリング動画の視聴と検討 

○問題解決カウンセリング演習 

○食生活アセスメント演習 

○身体活動プログラムの指導体験等 

 

③研修の評価 

ⅰ）研修プログラム自体の評価 

ア．評価の視点 

・研修内容と研修形式は受講者の経験年数（初任者、経験者）に応じた適切な

ものであったか 

・職種別の得意・不得意項目を把握した上での研修であったか 

・受講者の不安の軽減（弱点克服）や自信を向上させる研修であったか 

・受講者が何から取組むべきかの具体的な提案ができたか 

・他機関や他職種との人間関係構築につなげられたか 

・保健指導スキルの向上のため、web 学習や e-ラーニング、ビデオ教材によ

る動画の活用、具体的な事例を用いた演習等を活用できたか 

 

イ．評価の時期 

・研修実施中から実施後に行う 

 

ウ．評価方法の例 

a.受講者による評価 

・研修前後のアンケート等により、研修内容の適切さ、自覚的理解度、実践へ

の活用度、講師、教材の質及び運営等を評価 

b.主催者による評価 

〇アルコール、禁煙支援等カウンセリング動画の視聴と検討 

〇問題解決カウセリング演習 

〇食生活アセスメント演習 

〇身体活動プログラムの指導体験 等 

 

③研修の評価 

ⅰ）研修プログラム自体の評価 

ア．評価の視点 

・研修内容と研修形式は受講者の経験年数（初任者、経験者）に応じた適切な

ものであったか 

・職種別の得意・不得意項目を把握した上での研修であったか 

・受講者の不安の軽減（弱点克服）や自信を向上させる研修であったか 

・受講者が何から取り組むべきかの具体的な提案ができたか 

・他機関や他職種との人間関係構築につなげられたか 

・保健指導スキルの向上のため、web 学習や e-ラーニング、ビデオ教材による

動画の活用、具体的な事例を用いた演習などを活用できたか 

 

イ．評価の時期 

・研修実施中から実施後に行う 

 

ウ．評価方法の例 

a.受講者による評価 

・研修前後のアンケート等により、研修内容の適切さ、自覚的理解度、実践へ

の活用度、講師、教材の質及び運営等を評価 

b.主催者による評価 
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・研修項目ごとに研修内容の適切さ、受講者の反応、講師からの意見及び教材

の質等 

c.全体的な運営等の評価 

 

ⅱ）受講者の能力評価（到達度・実践指導実績評価） 

ア．評価の視点 

・受講者の実践能力が向上したか（研修主催者が設定した獲得目標に対する到

達度等） 

・研修で学んだ内容を実践に役立てているか 

・受講者の所属機関にとって研修に参加させて有益であったか 

・受講者が職場でほかの職員に研修内容の伝達及び OJT を行っているか 

 

イ．評価の時期 

・研修実施前、研修実施直後及び研修実施後一定期間を経た後に行う 

 

ウ．評価方法の例 

・受講者の知識・技術の向上：同じ評価票等を用いて経時的に評価する（研修

受講前、研修受講直後、3か月後、等） 

・実績評価：当該受講者が行った保健指導対象者の行動変容や腹囲・体重等の

主要達成目標の状況等について評価 

・受講者及び所属機関に対して、研修実施後にアンケートを実施。研修が実践

に与えた影響や効果、研修内容の職場内の普及度及び研修内容を活用した OJT 

を実施したかを評価する（6か月又は 1年後） 

 

 

・研修項目ごとに研修内容の適切さ、受講者の反応、講師からの意見及び教材

の質等 

c.全体的な運営等の評価 

 

ⅱ）受講者の能力評価（到達度・実践指導実績評価） 

ア．評価の視点 

・受講者の実践能力が向上したか（研修主催者が設定した獲得目標に対する到

達度等） 

・研修で学んだ内容を実践に役立てているか 

・受講者の所属機関にとって研修に参加させて有益であったか 

・受講者が職場でほかの職員に研修内容の伝達及び OJT を行っているか 

 

イ．評価の時期 

・研修実施前、研修実施直後及び研修実施後一定期間を経た後に行う 

 

ウ．評価方法の例 

・受講者の知識・技術の向上：同じ評価票等を用いて経時的に評価する 

（研修受講前、研修受講直後、3か月後、等） 

・実績評価：当該受講者が行った保健指導対象者の行動変容の状況等について

評価 

・受講者及び所属機関に対して、研修実施後にアンケートを実施。研修が実践

に与えた影響や効果、研修内容の職場内の普及度及び研修内容を活用した OJT

を実施したかを評価する（6か月または 1年後） 
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表４．業務遂行能力チェックリスト【中級以上（保健指導経験年数 3年以上）

対象）】 

 

表４．業務遂行能力チェックリスト【経験者（保健指導経験年数 3年以上）対

象）】 

 

  獲得目標 習得が求められる知識や指導技術 

事
前
準
備
お
よ
び
実
施
に
関
す
る
内
容 

保健指導全般に 

関わる能力 

 よりよい保健指導を行うために必要な知識や最新情報の習得 

1 これまでの指導経験やエビデンスをもとに、積極的支援、動機づけ支援の効果を説明できる 

2 糖尿病等生活習慣病の予防・治療に関連した知識・最新情報を収集している 

3 データヘルス計画についての最新情報を収集している 

4 
特定健診のすべての検査項目・オプション検査（貧血・眼底検査・心電図）についてわかりやすく説

明できる 

 対象者の病態をより深く理解し、支援できる能力 

5 対象者の病態、安全性に配慮した保健指導ができる 

6 高度な検査値異常や重複リスク保有者などのハイリスク者を治療につなげることができる 

7 治療中の者に対しては継続受診の必要性を説明できる 

 前向きな自己決定、継続にむけた取り組みを促すための支援 

8 グループ支援において、参加者の主体性を引き出す支援ができる 

9 認知行動療法の手法、コーチング手法等を取り入れた支援ができる 

10 対象者が健康情報に関心を持てるよう、また、正しい情報を見極められるような支援ができる 

11 
対象者が生活習慣改善を実践するための社会資源（イベント・教室・自主グループ、運動施設・環

境、禁煙外来等）を紹介できる 

 応用・困難事例に対する対応能力 

12 
行動変容ステージが無関心期の人に対して適切な対応ができる（*本人の思いを整理したり、本人ので

きることに目を向けることができる） 

13 
対象者を取り巻く環境（家庭・職場など）のために生活習慣改善が困難である人に対しても、「でき

ること」に着目した支援ができる 

14 行動目標を継続して実施しているが、結果につながらない対象者への対応ができる 

15 2 年連続して特定保健指導の対象になった者に対して、指導方法や内容を見直して支援できる 

16 高齢の対象者に対し、年齢に配慮した保健指導ができる（ロコモティブシンドローム・フレイル等） 

 チームとして結果を出すための能力 

17 経験年数が少ない指導者の知識・経験が不足している部分をフォローできる 

18 
保健指導に役立つツール（ビデオ通話システムやアプリケーション等の活用等、ICT を含む）の選

択・活用ができる 

19 
自己学習教材（Web 学習、e-learning 等）や、参考となる文献や事例を必要に応じてチームに提供

できる 

20 科学的根拠に基づいた適切な保健指導教材の開発・改善について提案ができる 

 保健指導の運営に関する能力 

21 
組織的な対応が必要となった場合には、指導的立場（運営責任者やチーフの職責にある者）へつなげ

ることができる 

22 特定保健指導の脱落率を把握し、その理由・傾向について探索している 

23 脱落を防ぎ、継続させる有効な支援を実施するための技術や工夫ができる 

24 
保健指導レベル毎（情報提供、動機づけ支援、積極的支援）のチーム・集団としての目標設定ができ

る 

25 保健指導時のトラブルや苦情に対応できる 

個々の生活習慣に

関して 

指導できる能力 

 食生活に関する指導技術 

26 
栄養学の知識をもとに、食事摂取基準および関連学会ガイドラインの食事療法の策定根拠を理解し、

対象者に応じて活用できる 

27 職場や自治体において、食環境改善についての提案ができる 

 身体活動・運動に関する指導技術 

28 運動生理学、体力測定・評価等に関する基礎知識を理解している 

29 
健康づくりのための身体活動基準 2013 を理解し、アクティブガイドを活用した身体活動・運動に関

する支援ができる 

30 職場や自治体において、身体活動を増やす取り組み・環境づくりについて提案できる 

 たばこに関する指導技術 

31 準備期の喫煙者を対象に、禁煙治療のための医療機関等を紹介できる 

32 一定の時間をかけて継続的に禁煙に向けた支援ができる  

33 禁煙治療の適応を理解している 

 アルコールに関する指導技術 

34 問題飲酒のある対象者に対して､飲酒日記を活用するなど継続的な減酒支援ができる 

35 
問題飲酒のある対象者に対して、必要に応じて（支援を開始しても酒量が減らないか、むしろ増えた

場合など）、専門医療機関での治療につなぐことが出来る 

評
価 

評価に関する能力 
36 

対象集団について、アウトプット評価（参加率・終了率）、アウトカム評価（満足度、行動変容ステ

ージ、生活習慣、検査値等の変化）ができる 

37 評価結果に基づき、チームで改善策を検討、マニュアル・教材等の改善、研修等の対策を提案できる 
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２）保健指導チームのリーダー的立場にある専門職 

① 求められる能力 

保健指導において一定の経験年数を有し、保健指導実施者を統括する立場

として位置づけられる。健康日本 21（第三次）やデータヘルス計画等生活習

慣病対策の全体像を理解しつつ、よりよい保健指導を実施すべくチームをま

とめていく能力が期待される。また運営担当の事務職等と密に連携し、保健事

業をマネジメントする力が必要である。 

保健指導チームのリーダー的立場にある者は、個人の資質向上の努力に加

え、チームとして結果を出すことを重視して、以下の点を強化すべきである。 

・幅広い健康政策の知識、保健事業の位置付けの理解 

・プログラム実施に係る業務マネジメント 

・チームビルディングのための能力（OJT の企画運営） 

・外部機関との連携：保険者と保健指導実施機関、保険者と医療機関、地域・

職域連携、外部委託機関等 

・事業評価と改善の能力 

・プレゼンテーション能力 

・学会・研究会参加による専門家とのネットワーク形成、地域の研修会等への

貢献 

 

② 研修方法 

受講者による事例発表、情報交換等、知識の整理ができる内容が望ましい。 

 

講義形式： 

ⅰ）事業計画立案 

・PDCA サイクルで保健指導プログラムの企画立案・評価・改善を行う基礎的

２）保健指導チームのリーダー的立場にある専門職 

①求められる能力 

保健指導において一定の経験年数を有し、保健指導実施者を統括する立場

として位置づけられる。健康日本 21 やデータヘルス計画等生活習慣病対策の

全体像を理解しつつ、よりよい保健指導を実施すべくチームをまとめていく

能力が期待される。また運営担当の事務職等と密に連携し、保健事業をマネジ

メントする力が必要である。 

保健指導チームのリーダー的立場にある者は、個人の資質向上の努力に加

え、チームとして結果を出すことを重視して、以下の点を強化すべきである。 

・幅広い健康政策の知識、保健事業の位置付けの理解 

・プログラム実施に係る業務マネジメント 

・チームビルディングのための能力（OJT の企画運営） 

・外部機関との連携：保険者－保健指導・医療機関、地域・職域連携、外部委

託機関等 

・事業評価の能力 

・プレゼンテーション能力 

・学会・研究会参加による専門家とのネットワーク形成、地域の研修会等への

貢献 

 

②研修方法 

受講者による事例発表、情報交換等、知識の整理ができる内容が望ましい。 

 

講義形式： 

ⅰ）事業計画立案 

・PDCA サイクルで保健指導プログラムの企画立案・評価を行う基礎的な知識・
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な知識・方法 

・保健指導の質の向上に関する仕組み 

（OJT 体制、指導内容の評価、アウトソーシングのモニタリング等） 

・有効な ICT ツール（ビデオ通話システムやアプリケーション等）の選定 

（対象の利用意向、ICT リテラシー、生活スタイル、関心等に基づいた選定） 

・学習教材の選定、開発 

（科学的根拠に基づいた学習教材の選定、対象者に合わせた工夫） 

・円滑な指導体制が構築できるようなビデオ通話システムやアプリケーショ

ン等の ICT 環境の整備 

・社会資源との調整や、民間事業者との契約及び連携方策 等 

 

ⅱ）事業評価と活用 

・個別事例、集団、事業についての具体的な評価方法 

・目的に合わせた評価方法（事業改善、上司・委託先への報告、学会発表等） 

・データ分析方法と解釈、事業改善 

・個人情報保護の取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方法 

・保健指導の質の向上に関する仕組み 

（OJT 体制、指導内容の評価、アウトソーシングのモニタリング等） 

 

 

・学習教材の選定、開発 

（科学的根拠に基づいた学習教材の選定、対象者に合わせた工夫） 

 

 

・社会資源との調整や、民間事業者との契約及び連携方策 等 

 

ⅱ）事業評価と活用 

・個別事例、集団、事業についての具体的な評価方法 

・目的に合わせた評価方法（事業改善、上司・委託先への報告、学会発表等） 

・データ分析方法と解釈、事業改善 

・個人情報保護の取扱い 
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表５．業務遂行能力チェックリスト【保健指導チームのリーダー的立場にある

専門職】 

 

表５．業務遂行能力チェックリスト【保健指導チームのリーダー的立場にある

専門職対象】 
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演習形式： 

ⅰ）課題解決型演習：事業評価の標準的な手法（ストラクチャー、プロセス、

アウトプット、アウトカム等）に基づき、保健事業の課題をリストアップ、そ

の原因を考え、実行可能な対策を検討する（保健指導実施率の向上、脱落率の

低下、困難事例への対処、等） 

 

ⅱ）企画型研修：条件設定（対象者、活用できるツール、社会資源等）の上、

効果と対象者の利便性を考慮して、積極的支援プログラムを具体的に考える 

 

ⅲ）先進事例から学ぶ：発表を聞いて、自機関に取り入れられることを検討す

る 

 

ⅳ）データ分析手法の演習：健診データ、レセプトデータ等から健康課題を検

討する 

 

ⅴ）プレゼンテーション演習：効果的なプレゼンテーション手法を学ぶ 等 

 

③研修の評価 

ⅰ）研修プログラム自体の評価 

ア．評価の視点：研修プログラムの内容に対応して評価する 

・受講者は最新の情報を習得できたか 

・受講者は所属機関の特徴（長所や短所）に気付くことができたか 

・保健事業のマネジメントに対する受講者の意欲が向上したか 

・職場に持ち帰って OJT に活用可能な内容や教材を盛り込んだか 

・受講者は講師やほかの受講者とコミュニケーションが取れたか 

演習形式： 

ⅰ）課題解決型演習：保健事業の課題をリストアップ、その原因を考え、実行

可能な対策を検討する（保健指導実施率の向上、脱落率の低下、困難事例への

対処、等） 

 

 

ⅱ）企画型研修：条件設定（対象者、活用できるツール、社会資源等）の上、

効果と対象者の利便性を考慮して、積極的支援プログラムを具体的に考える 

 

ⅲ）先進事例から学ぶ：発表を聞いて、自機関に取り入れられることを検討す

る 

 

ⅳ）データ分析手法の演習：健診データ、レセプトデータから健康課題を検討

する 

 

ⅴ）プレゼンテーション演習：効果的なプレゼンテーション手法を学ぶ 等 

 

③研修の評価 

ⅰ）研修プログラム自体の評価 

ア．評価の視点：研修プログラムの内容に対応して評価する 

・受講者は最新の情報を習得できたか 

・受講者は所属機関の特徴（長所や短所）に気付くことができたか 

・保健事業のマネジメントに対する受講者の意欲が向上したか 

・職場に持ち帰って OJT に活用可能な内容や教材を盛り込んだか 

・受講者は講師やほかの受講者とコミュニケーションが取れたか 
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・受講者は演習に主体的に参加できたか 

・演習では目的通りの成果が得られたか 

 

イ．評価の時期とプログラムの改善 

・研修実施中から実施後に行う 

・評価結果に基づいて、次回の研修プログラムの改善を行う 

 

ウ．評価方法の例 

a.受講者による評価：研修前後のアンケートにより、研修内容の適切さ、自覚 

的理解度、実践への活用度、講師、教材の質及び運営等を評価 

b.主催者による評価：研修項目ごとに、研修内容の適切さ、受講者の反応、講 

師からの意見及び教材の質 

c.全体的な運営等の評価 等 

d.上記に基づき、必要に応じて次回の研修内容、講師、教材等を見直す 

ⅱ）受講者の能力評価（到達度・実践指導実績評価） 

ア．評価の視点 

・研修で学んだ内容を実践に役立てているか 

・受講者の所属機関にとって研修に参加させて有益であったか 

・受講者が職場でほかの職員に研修内容の伝達及び OJT を行っているか 

 

イ．評価の時期 

・研修実施前、研修実施直後及び研修実施後一定期間を経た後に行う 

 

ウ．評価方法の例 

・受講者及び所属機関に対して、研修実施後にアンケート、ヒアリングを実施

・受講者は演習に主体的に参加できたか 

・演習では目的通りの成果が得られたか 

 

イ．評価の時期 

・研修実施中から実施後に行う 

 

 

ウ．評価方法の例 

a.受講者による評価：研修前後のアンケートにより、研修内容の適切さ、自覚

的理解度、実践への活用度、講師、教材の質及び運営等を評価 

b.主催者による評価：研修項目ごとに、研修内容の適切さ、受講者の反応、講

師からの意見及び教材の質 

c.全体的な運営等の評価 等 

 

ⅱ）受講者の能力評価（到達度・実践指導実績評価） 

ア．評価の視点 

・研修で学んだ内容を実践に役立てているか 

・受講者の所属機関にとって研修に参加させて有益であったか 

・受講者が職場でほかの職員に研修内容の伝達及び OJT を行っているか 

 

イ．評価の時期 

・研修実施前、研修実施直後及び研修実施後一定期間を経た後に行う 

 

ウ．評価方法の例 

・受講者及び所属機関に対して、研修実施後にアンケート、ヒアリングを実施
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する。研修が実践に与えた影響や効果、研修内容の職場内の普及度及び OJT の

実施の有無、内容を評価する（6か月又は 1年後） 

する。研修が実践に与えた影響や効果、研修内容の職場内の普及度及び OJT の

実施の有無、内容を評価する（6か月または 1年後） 

３）特定保健指導事業の運営責任者（事務担当者等） 

① 求められる能力 

これまで事務担当者に対する特定保健指導についての研修の機会は少なか

ったが、制度を適切に運営するための知識や技術の向上は重要である。特に、

運営責任者は、プログラム管理者からのプログラムに関する報告・連絡・相談

を受け、保健事業全体の進捗管理、契約等の事務処理、保健事業全体の評価、

事業の報告を行うことが求められる。保健指導のねらいや事業の流れを理解

し、制度の求める事務手続きを適正に行い、特定保健指導事業を円滑に進める

ことが必要である。保健指導実施者に対して適切な研修の機会を確保したり、

必要な教材やツールのための予算を獲得し、効率よく仕事を進められる体制

を作ることが重要である。 

特定保健指導の運営責任者は、保健指導の理念、目的を十分に理解した上

で、保健事業運営能力や事務処理能力、情報管理能力、PDCA サイクルを回し

た事業展開能力等を育成・強化するための研修を積極的に受講することが求

められる。保険者側と保健指導機関側は、保健指導の委託元と委託先であり、

立場が異なるため、求められる能力の項目も一部異なるが、双方が共通の目的

を意識して、よりよい保健指導につなげていく必要がある。 

 

② 研修方法 

講義形式： 

・保健事業の目的、制度、仕組み、データヘルス計画と保健事業 

・全体の進捗管理の方法、PDCA サイクルを回した企画立案・評価・改善を行

う方法 

３）特定保健指導事業の運営責任者（事務担当者等） 

①求められる能力 

これまで事務担当者に対する特定保健指導についての研修の機会は少なか

ったが、制度を適切に運営するための知識や技術の向上は重要である。特に、

運営責任者は、プログラム管理者からのプログラムに関する報告・連絡・相談

を受け、保健事業全体の進捗管理、契約等の事務処理、保健事業全体の評価、

事業の報告を行うことが求められる。保健指導のねらいや事業の流れを理解

し、制度の求める事務手続きを適正に行い、特定保健指導事業を円滑に進める

ことが必要である。保健指導実施者に対して適切な研修の機会を確保したり、

必要な教材やツールのための予算を獲得し、効率よく仕事を進められる体制

を作ることが重要である。 

特定保健指導の運営責任者は、保健指導の理念、目的を十分に理解した上

で、保健事業運営能力や事務処理能力、情報管理能力、PDCA サイクルを回し

た事業展開能力等を育成・強化するための研修を積極的に受講することが求

められる。保険者側と保健指導機関側は、保健指導の委託元と委託先であり立

場が異なるため、求められる能力の項目も一部異なるが、双方が共通の目的を

意識して、よりよい保健指導につなげていく必要がある。 

 

② 研修方法 

講義形式： 

・保健事業の目的、制度、仕組み、データヘルス計画と保健事業 

・全体の進捗管理の方法、PDCA サイクルで企画立案・評価を行う方法 
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・社会資源との調整や、保険者―事業者間契約及び連携方策 

・保健指導の質の向上に関する仕組み：人材確保、OJT、ツール、モニタリン

グ、通信機器・環境等 

・個人情報の取扱い 等 

 

演習形式： 

・データヘルス計画等の目的に沿った事業か、保健指導実施目標数を達成しう

る内容であるかを検討するグループワーク 

・改善すべき課題に対するグループワーク 等 

 

③ 研修の評価 

ⅰ）研修プログラム自体の評価 

ア．評価の視点 

・受講者は保健事業に関する事務や情報管理を適正に行う方法を理解できた

か 

・受講者は保健指導実施者と協力し、PDCA サイクルを回した事業展開の必要

性を理解できたか 

・効果的に活用できる運営マニュアルの作成につなげられたか 

・受講者はアウトソーシングに関する知識を習得し、適正に契約する方法を学

べたか 

・受講者は所属機関の特徴（長所や短所）や改善すべき課題を明確にできたか 

 

イ．評価の時期とプログラムの改善 

・研修実施中から実施後に行う 

・評価結果に基づいて、次回の研修プログラムの改善を行う 

・社会資源との調整や、保険者―事業者間契約及び連携方策 

・保健指導の質の向上に関する仕組み：人材確保、OJT、ツール、モニタリン

グ等 

・個人情報の取扱い 等 

 

演習形式： 

・データヘルス計画の目的に沿った事業か、目標数を達成しうる内容であるか

を検討するグループワーク 

・改善すべき課題に対するグループワーク 等 

 

③ 研修の評価 

ⅰ）研修プログラム自体の評価 

ア．評価の視点 

・受講者は保健事業に関する事務や情報管理を適正に行う方法を理解できた

か 

・受講者は保健指導実施者と協力し、PDCA サイクルを回した事業展開の必要

性を理解できたか 

・効果的に活用できる運営マニュアルの作成につなげられたか 

・受講者はアウトソーシングに関する知識を習得し、適正に契約する方法を学

べたか 

・受講者は所属機関の特徴（長所や短所）や改善すべき課題を明確にできたか 

 

イ．評価の時期 

・研修実施中から実施後に行う 
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ウ．評価方法の例 

a.受講者による評価 

研修前後のアンケート等により、研修内容の適切さ、自覚的理解度、実践へ

の活用度、講師、教材の質及び運営等を評価 

b.主催者による評価 

研修項目ごとに、研修内容の適切さ、受講者の反応、講師からの意見及び教

材の質等を評価 

c.全体的な運営等の評価 

d.上記に基づき、必要に応じて次回の研修内容、講師、教材等を見直す 

 

表６．業務遂行能力チェックリスト【特定保健指導事業の運営責任者（事務職

等）】 

 

ウ．評価方法の例 

a.受講者による評価 

研修前後のアンケート等により、研修内容の適切さ、自覚的理解度、実践へ

の活用度、講師、教材の質及び運営等を評価 

b.主催者による評価 

研修項目ごとに、研修内容の適切さ、受講者の反応、講師からの意見及び教

材の質等を評価 

c.全体的な運営等の評価 

 

 

表６．業務遂行能力チェックリスト【特定保健指導事業の運営責任者（事務担

当者等）対象】 
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  獲得目標 習得が求められる知識や指導技術 

事
前
準
備
お
よ
び
実
施
に
関
す
る
内
容 

特定健診・

特定保健指

導制度の理

解 

1 特定健診・保健指導の理念・目的を理解している 

2 保健指導対象者の選定基準を説明できる 

3 保健指導プログラムの具体的な内容についてわかりやすく説明できる 

4 他保険者・機関等の実施報告等の情報を収集している （ベンチマーク） 

5 保険者のデータヘルス計画を理解し、必要な保健事業を提案できる 

6 専門用語の理解に努め、専門職種とのコミュニケーションが取れる 

保健事業運

営能力 

 保健指導プログラム実施に関すること 

7 
プログラムに関する報告・連絡・相談の対応等、プログラムを統括している立場の者と相談する機

会を設けている 

8 
事業の実施状況を上層部・幹部に報告できる 

（自治体であれば、首長や議員、国保運営委員会等に適切なプレゼンテーションができる） 

9 必要な予算を確保できる、もしくは予算の範囲でできることを明確にできる 

10 必要な保健指導者を確保できる（スキル、人員、職種の割合等） 

11 
保健指導を効率化するようなツール（ビデオ通話システムやアプリケーション等の ICT の活用を

含む）についての情報を収集している 

12 安全性を確保した運営ができる（リスクマネジメント） 

13 
苦情等に対する対応マニュアルを作成し、適切に対応できる 

（保健指導者に個人的な負担がかからない体制づくり） 

14 
保健指導プログラムもしくは指導者の研修にあたり、医師・専門家の指導を受けられる体制をつく

っている 

 他機関との連携に関すること 

15 

医療保険者との調整ができる （実施可能人数・事務手続きの方法・保険加入・契約・データ取得

に関する 

合意形成・個人情報の取扱規程・データ管理の指定） 

16 保健指導の推進にあたって外部事業者等と連携できる 

17 医療機関との連携ができる（医師会、専門医等） 

 保健指導アウトソーシングに関する知識 

 【保険者側】 

18 全面委託・部分委託のメリット・デメリットを理解している 

19 委託する業務を明確化し、部分委託の範囲を決定できる（責任範囲の明確化） 

20 委託基準の作成および委託方法の透明化ができる 

21 委託先の保健指導の質を評価している（現地調査、ヒアリング、書面調査等） 

 【保健指導機関側】 

22 保険者のニーズにあった、魅力的な保健指導の提案ができる 

23 適正な価格設定ができる 

24 
効率的な運営ができる（ビデオ通話システムやアプリケーション等の ICT の活用を含む指導方

法、時間の決定） 

事務処理理

能力 

25 事業にかかる予算執行・概算要求立案ができる 

26 契約等の事務手続きを適正に実施できる 

27 保健指導全体のスケジュール管理ができる 

28 保健指導の結果（効果）を委託元に報告書として提出できる 

29 脱落しそうな事例については委託元へ報告し、その後の支援方法について検討できる 

情報管理能

力 

30 個人情報を適切に管理できる 

31 情報開示要求への対応ができる 

評
価 

PDCA を回

した 

事業展開能

力 

32 
事業評価構造（ストラクチャー、プロセス、アウトプット、アウトカム）と具体的な方法を理解し

ている 

33 保健事業報告書、事業結果の取りまとめを作成できる 

34 事業評価から、運営体制の在り方や予算の見直し等、体制面への改善につなげることができる 

35 評価を基に、健診・保健指導の事業全体を改善する仕組みづくりを提案できる 
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４）人材育成・研修会の企画・運営担当者 

① 求められる能力 

特定健診・特定保健指導に関する研修の企画者は、受講者に求められる知識

や演習の機会を提供し、受講者のモチベーションを高める役割を担う。 

都道府県や保険者、学会、民間団体等で保健指導に関する研修を企画する立

場では、生活習慣病対策に関する国の動向や学会の最新状況及び現場のニー

ズを踏まえ、研修会に含めるべき内容について根拠を持って提案できること、

研修の目的や目標を踏まえ研修方法（講義と演習のバランス等）を決定できる

こと、外部講師を依頼する場合も、全てを講師に委ねるのではなく、企画者が

講師に対して研修全体のねらい等を適切に説明し、講師の果たすべき役割を

理解してもらうよう調整すること等が必要である。 

これまでは経験則で行われていたことであっても、研修運営の具体的な手

順を確認しておくことが重要である。研修会当日の突発事項に対しては冷静

かつ適切に対応できるよう準備を整えておくことや、当日の研修担当チーム

での協力体制と役割分担も重要である。 

研修の評価・改善能力を高めるために、企画段階から研修のねらいに合わせ

た評価項目を設定すると共に、評価結果について報告書にまとめ、次回（次年

度）に活かすことができなければならない。 

そのほかの研修企画者に求められる能力は、表７のチェックリストの通り

であるが、以下の点に留意する必要がある。 

 

○国（国立保健医療科学院）の都道府県等向けの研修について 

・国が実施する都道府県及び国保連合会等に対する研修では、その受講者は各

保険者が行う事業の実績及び保健指導実施者等のニーズを把握した上で、研

修の立案・運営・評価プロセスに沿って、学習を進める 

４）人材育成・研修会の企画・運営担当者 

①求められる能力 

特定健診・特定保健指導に関する研修の企画者は、受講者に求められる知識

や演習の機会を提供し、受講者のモチベーションを高める役割を担う。 

都道府県や保険者、学会、民間団体等で保健指導に関する研修を企画する立

場では、生活習慣病対策に関する国の動向や学会の最新状況及び現場のニー

ズを踏まえ、研修会に含めるべき内容について根拠を持って提案できること、

研修の目的や目標を踏まえ研修方法（講義と演習のバランス等）を決定できる

こと、外部講師を依頼する場合も、全てを講師に委ねるのではなく、企画者が

講師に対して研修全体のねらい等を適切に説明し、講師の果たすべき役割を

理解してもらうよう調整すること等が望まれる。 

これまでは経験則で行われていたことであっても、研修運営の具体的な手

順を確認しておくことが重要である。研修会当日の突発事項に対しては冷静

かつ適切に対応できるよう準備を整えておくことや、当日の研修担当チーム

での協力体制と役割分担も重要である。 

研修の評価・改善能力を高めるために、企画段階から研修のねらいに合わせ

た評価項目を設定すると共に、評価結果について報告書にまとめ、次回（次年

度）に活かすことができなければならない。 

そのほかの研修企画者に求められる能力は、表７のチェックリストの通り

であるが、以下の点に留意する必要がある。 

 

〇国（国立保健医療科学院）の都道府県向けの研修について 

・国が実施する都道府県及び国保連合会等に対する研修では、都道府県等の受

講者は各保険者が行う事業の実績及び保健指導実施者等のニーズを把握した

上で、研修の立案・運営・評価プロセスに沿って、学習を進める 
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○保健指導に関する知識・技術の向上を目的とした研修企画者に対する研修 

・保健指導実施者の実態把握や、関係者からの聞き取り等により、研修のニー

ズに関する情報収集を積極的に行う 

・実践で必要とされる能力（受講者の業務遂行能力）を特定し、それを高める

研修内容を企画できる 

・研修を実施する立場、受講者の果たすべき役割、職種特性等に合わせ、受講

者の意欲を高めるような研修を企画できる 

 

○特定健診・特定保健指導の事業運営に関する研修企画者に対する研修 

・事務職や専門職のリーダーに対して、それぞれの立場で必要とされる知識や

ニーズを踏まえた研修を企画できる 

・保健指導等の事業の実際の段取りを明確にし、各段階で必要とされる業務遂

行能力を高められるよう、演習を含めた研修を企画できる 

・保健事業の課題について情報交換の場をつくると共に、前向きに行動してい

く姿勢を醸成できる 

・事業評価の標準的な手法（ストラクチャー、プロセス、アウトプット、アウ

トカム等）の方法を理解し、活用できるような講義や演習を組み立てられる 

 

② 研修方法 

講義形式： 

（共通） 

・生活習慣病対策等の国や学会等の最新情報 

・生活習慣病対策及び健診・保健指導事業の評価の考え方と進め方 

・学習のプロセス、研修会企画の基礎 

・研修会の具体的な運営方法、評価の方法と事例 

〇保健指導に関する知識・技術の向上を目的とした研修企画者に対する研修 

・保健指導実施者の実態把握や、関係者からの聞き取り等により、研修のニー

ズに関する情報収集を積極的に行う 

・実践で必要とされる能力（受講者の業務遂行能力）を特定し、それを高める

研修内容を企画できる 

・研修を実施する立場、受講者の果たすべき役割、職種特性等に合わせ、受講

者の意欲を高めるような研修を企画できる 

 

〇特定健診・特定保健指導の事業運営に関する研修企画者に対する研修 

・事務職や専門職のリーダーに対して、それぞれの立場で必要とされる知識や

ニーズをふまえた研修を企画できる 

・保健指導等の事業の実際の段取りを明確にし、各段階で必要とされる業務遂

行力を高められるよう、演習を含めた研修を企画できる 

・保健事業の課題について情報交換の場をつくると共に、前向きに行動してい

く姿勢を醸成できる 

・事業評価の標準的な手法（ストラクチャー、プロセス、アウトプット、アウ

トカム等）の方法を理解し、活用できるような講義や演習を組み立てられる 

 

②研修方法 

講義形式： 

（共通） 

・生活習慣病対策等の国や学会等の最新情報 

・生活習慣病対策及び健診・保健指導事業の評価の考え方と進め方 

・学習のプロセス、研修会企画の基礎 

・研修会の具体的な運営方法、評価の方法と事例 
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・個人情報保護とデータ利活用の方法 等 

（保健指導実施者向けの研修企画者対象） 

・保健指導実施者に必要とされる業務遂行能力 

・特定保健指導の質の管理と評価 等 

（特定保健指導のリーダー及び運営責任者向けの研修企画者対象） 

・保健事業評価の基本的な考え方と具体的な方法 

・特定保健指導の質の管理と評価、人材確保と教育（OJT） 

・特定健診・特定保健指導事業の委託先の質の担保 等 

 

演習形式： 

（共通） 

・受講者別の目標設定と具体的なカリキュラム作成 

・アンケート作成、評価指標の検討 

・研修企画者間の情報交換、課題や工夫の情報共有 

（都道府県等による市町村保健指導実施者向けの研修） 

・生活習慣病対策及び健診・保健指導事業の評価のためのデータ分析 

・生活習慣病対策及び健診・保健指導事業の評価の支援の実際 

・特定健診・特定保健指導の事業評価の支援計画の立案 

 

③ 研修の評価 

ⅰ）ストラクチャー 

・講師及びそのほか運営に携わる職員間の役割分担、数等に過不足はなかった

か等 

ⅱ）プロセス 

・研修のニーズ、受講者の要件、研修内容、評価方法に一貫性はあったか 

・個人情報保護とデータ利活用の方法 等 

（保健指導実施者向けの研修企画者対象） 

・保健指導実施者に必要とされる業務遂行能力 

・特定保健指導の質の管理と評価 等 

（特定保健指導のリーダー及び運営責任者向けの研修企画者対象） 

・保健事業評価の基本的な考え方と具体的な方法 

・特定保健指導の質の管理と評価、人材確保と教育（OJT） 

・特定健診・特定保健指導事業の委託先の質の担保 等 

 

演習形式： 

（共通） 

・受講者別の目標設定と具体的なカリキュラム作成 

・アンケート作成、評価指標の検討 

・研修企画者間の情報交換、課題や工夫の情報共有 

（都道府県等市町村支援者向けの研修） 

・生活習慣病対策及び健診・保健指導事業の評価のためのデータ分析 

・生活習慣病対策及び健診・保健指導事業の評価の支援の実際 

・特定健診・特定保健指導の事業評価の支援計画の立案 

 

③研修の評価 

ⅰ）ストラクチャー 

・講師及びそのほか運営に携わる職員間の役割分担、数等に過不足はなかった

か等 

ⅱ）プロセス 

・研修のニーズ、受講者の要件、研修内容、評価方法に一貫性はあったか 
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・演習は主体的に参加できる内容であったか 

・研修の評価を的確に行えたか。その結果は次年度に活用できるか 等 

ⅲ）アウトプット 

・定員に対し、十分な応募があったか 

（定員数を満たしたか、新たな団体や自治体からの応募があったか） 

・資格要件を満たした受講者が参加していたか 

（意欲がある、次年度の研修を計画している等） 等 

ⅳ）アウトカム： 

・受講者の研修立案・運営・評価能力が高まったか 

・都道府県・ブロック等において、研修が広く実施されたか 

・受講者が企画した研修は地域・対象者等のニーズに応え、目的を達成したか 

・受講者が研修会を実施する過程において、地域の関係者とのネットワークを

構築できたか。その結果、市町村等支援の役割を効果的に果たせるようになっ

たか 

・受講者は意欲的に参加できたか 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・演習は主体的に参加できる内容であったか 

・研修の評価を的確に行えたか。その結果は次年度に活用できるか 等 

ⅲ）アウトプット 

・定員に対し、十分な応募があったか 

(定員数を満たしたか、新たな団体や自治体からの応募があったか) 

・資格要件を満たした受講者が参加していたか 

（意欲がある、次年度の研修を計画している等） 等 

ⅳ）アウトカム：  

・受講者の研修立案・運営・評価能力が高まったか 

・都道府県・ブロック等において、研修が広く実施されたか 

・受講者が企画した研修は地域・対象者等のニーズに応え、目的を達成したか 

・受講者が研修会を実施する過程において、地域の関係者とのネットワークを

構築できたか。その結果、市町村等支援の役割を効果的に果たせるようになっ

たか 

・受講者は意欲的に参加できたか 等 
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表７．業務遂行能力チェックリスト【人材育成・研修会の企画・運営担当者】 

 

 

表７．業務遂行能力チェックリスト【人材育成・研修会の企画・運営担当者対

象】 

 

  獲得目標 習得が求められる知識や指導技術 

企
画
・
立
案
に
関
す
る
こ
と 

国の動向、 

他地域等の 

状況の把握、 

研修に求められて 

いることの整理 

1 研修企画者自身が、健診・保健指導事業の理念・目的・内容について説明できる 

2 研修企画者自身が、保健指導対象者の選定と階層化の手法を説明できる 

3 研修企画者自身が、保健指導の仕組み、具体的な指導プログラムの内容について説明できる 

4 生活習慣病対策に関する国の動向を説明できる 

5 他県・地域・保険者等の効果的な保健事業の状況、研修の状況の情報収集をしている 

研修参加者の 

ニーズ把握・ 

状況把握 

6 保健指導者の指導能力の実態を把握できる（調査、観察、チェックリストの活用、等） 

7 保健指導の関係者から研修ニーズを聞き取ることができる （ヒアリング等の実施） 

8 
参加者の能力の現状（職種、業務経験など）を踏まえて、基礎・専門・制度のバランスを意識し研修計画を立

案できる 

9 これまでの研修の評価結果（改善すべきポイント）を踏まえた研修計画を立案できる 

研修計画の立案 

10 研修実施機関の使命・役割、研修参加者の特性を考慮し 優先して習得すべき内容を整理できる 

11 
他の研修実施機関の情報収集、情報交換し、当該機関が実施すべき対象者、内容について調整できる 

 （重複を避ける、効率化できる） 

12 
研修を実施するうえで必要な実施体制を構築するために、組織外関係機関と調整することができる 

（県、保健所、連合会、保険者協議会など） 

13 
研修に必要な予算を獲得できる 

（不十分な場合は、既存の事業の調整、あるいは研修の必要性・妥当性を上層部に説明し事業化する、等）

14 年間の研修計画を立案できる 

カリキュラムの決

定 

15 年間計画をもとに、当該研修会の目的と主な研修対象者のセグメントについて検討できる 

16 
受講者のニーズに基づき研修の目的、目標を設定し、適切に表現できる（○○が、△できるようにするための

研修、等） 

17 主要テーマを達成するために必要な、具体的な内容をリストアップできる 

18 上記の内容の中から、OJT や自己学習ではなく、外部の研修会としての価値の高い内容を選択できる。 

19 研修目的・目標を達成が可能で 予算の範囲内で実施できる適切な研修方法（講義、演習など）を選定できる

20 研修目的・目標を達成するうえで適切な講師を選定できる（講師選定の条件を列挙できる）。 

研修会準備に 

関すること 

21 研修を実施するうえで必要な組織内部の実施体制を構築できる（担当者の選定・役割分担の決定等） 

22 研修の規模やカリキュラムに考慮した会場・機材・教材等を確保できる 

23 講師等に対し研修の目的、対象者の準備性や能力の現状を説明し、内容の調整ができる 

24 演習の目的を明確にし、実施方法を検討できる（テーマの設定、進行方法、事例の準備、等） 

25 演習のねらい、組み立て、進行について、ファシリテーターと共有し、方向性を統一しておくことができる

26 質問時間の確保やグループワークの取入れなど、研修参加者が主体的に参加できる工夫ができる 

27 必要に応じて事前学習を準備できる 

28 評価方法に必要な手段（アンケート、事後フォロー、等）を準備できる 

29 研修の目的に合わせ、参加者募集を適切に行うことができる（関係機関との連携を含め） 

30 参加者の状況を講師、運営チームと情報共有し、当日に向けた微調整を行う 

事
業
実
施 

研修会の運営能力 

31 研修当日の運営メンバーの役割分担やスケジュールを調整することができる 

32 研修当日の運営にあたり、時間配分を適切に管理（調整）できる 

33 トラブル対応（天候、遅刻、突然の講師変更等に対する対応）ができる 

34 外部講師等への対応がスムーズにできる 

35 研修企画者も自ら、外部講師から最新の知見を入手するように努めている 

36 演習を効果的にファシリテートできる（グループダイナミックスを促進できる、主体性を引き出せるなど）

37 研修参加者の苦情・意見等に対応できる体制を整備している 

評
価 

研修の評価・ 

改善能力 

38 
研修の評価をストラクチャー、プロセス、アウトプット、アウトカムの総合的な観点から評価し、まとめるこ

とができる 

39 評価結果を、次回（次年度）の研修の改善に活用するための具体策を報告書等にとりまとめることができる

40 研修会評価を講師へフィードバックできる 

41 評価結果から、新たな研修ニーズを発掘できる 
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Ⅲ 職務・経験別の具体的なプログラム例 

１）保健指導実施者 

a. 初任者（保健指導経験年数 1～2年目） 

 

演習：初回面接は必須。「※」は選択事項として、初回面接と組み合わせて実

施する。 

例）「継続率を高める支援方法」…初回面接＋継続支援メールの書き方 

Ⅲ．職務・経験別の具体的なプログラム例 

１）保健指導実施者 

a. 初任者（保健指導経験年数 1～2年目） 

 

演習：初回面接は必須。「※」は選択事項として、初回面接と組み合わせて実

施する。 

例）「継続率を高める支援方法」…初回面接＋継続支援メールの書き方 

研修 
習得能力 学習内容 

時間 

方法 （分） 

講義 

保健指導全般に 特定健診・特定保健指導の理念・制度・仕組み 

90 
関する能力 特定保健指導の流れ 

 
生活習慣病やメタボリックシンドロームに関する

知識 

個々の エネルギー収支を改善するための保健指導 
90 

生活習慣に関して  （食生活、身体活動に関する保健指導の実際） 

指導できる能力 喫煙・飲酒習慣者への保健指導 
30 

  （喫煙、アルコールに関する保健指導の実際） 

演習  
よりよい保健指導を 

行うための能力 

○初回面接 

120 

※継続支援の電子メール、手紙の書き方 

※保健指導記録の書き方 

※栄養アセスメント演習 

※身体活動プログラムの体験 

※遠隔面接等の ICT を活用した支援の方法 

 （遠隔面接の方法と留意点、アプリケーション

等を活用する場合の支援方法と留意点） 

まとめ 
質疑応答 全体のまとめ（質疑・応答） 

30 
情報提供 自己学習に向けたヒント（情報提供） 

 合計時間 360 
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b. 経験者（保健指導経験年数 3年以上） 

 

 

b. 経験者（保健指導経験年数 3年以上） 

 

○は必須項目、※は選択項目を表す。 

演習：単一実施もしくは、組み合わせて実施 

例）「過量飲酒者への対応」保健指導場面の検討（アルコール指導動画）＋難

事例の検討 

研修 
習得能力 学習内容 

時間

（分） 方法 

講義 

保健指導全般に関

する能力 

〇特定健診・特定保健指導、生活習慣病予防に

関する最新情報 90 

〇行動変容に関する理論と実践 

個々の 

生活習慣に関して

指導できる能力 

(選択） 

※検査値の見方、食生活、身体活動、喫煙、ア

ルコールの強化プログラム（科学的根拠や最新

知見） 60 

※環境、地域資源を踏まえた保健指導（ポピュ

レーションアプローチとの連動） 等 

演習 

よりよい保健指導

を行うための能力

(選択） 

※グループ支援の方法～展開とファシリテーシ

ョン 

120 

※＊保健指導方法の研究 

 （ビデオ映像を用いた保健指導法の検討、

等） 

※ICT（ビデオ通話システムやアプリケーショ

ン等）を活用した保健指導方法の検討 

 （対面支援と ICT を活用した支援を組み合

わせた保健指導の立案・評価） 

※困難事例の検討 

 （ハイリスク者、無関心期、繰り返し特定保

健指導の対象となる者、高齢者、トラブル対

応） 

〇評価 

60  （保健指導の効果分析、保健指導方法の見直

しと改善） 

質疑 
  全体のまとめ（質疑・応答） 30 

応答 

 合計時間 360 
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○は必須項目、※は選択項目を表す。 

演習：単一実施もしくは、組み合わせて実施 

例）「過量飲酒者への対応」保健指導場面の検討（アルコール指導動画）＋難

事例の検討 

２）保健指導チームのリーダー的立場にある専門職 

 

○は必須項目、※は選択項目を表す。 

２）保健指導チームのリーダー的立場にある専門職 

 

○は必須項目、※は選択項目を表す。 

 

研修 
習得能力 学習内容 

時間

（分） 方法 

講義 

事業計画 

立案 

※PDCA サイクルを活用した保健指導プログラムの

企画立案 

90 

※保健指導の質の向上に関する仕組み  

  （OJT 体制、学習教材の選定、開発指導内容の

評価等） 

※社会資源との調整や、民間事業者との契約及び連携

方策 

事業評価と ※個別事例、集団、事業についての具体的な評価方法 
90 

改善方法 ※データ分析方法と解釈、事業改善 

演習 

チームをま

とめ、保健

指導事業を

マネジメン

トする能力  

※課題解決型演習 

150 

 （保健指導実施率の向上、脱落率の低下、困難事例

への対処） 

※保健指導事業企画研修 

※先進事例の報告 

※データ分析手法の演習 

 （健診データ、レセプトデータ等からみえる健康課

題） 

〇プレゼンテーション 

質疑 
  全体のまとめ（質疑・応答） 30 

応答 

合計時間 360 

 



54 
 

（削除） 

 

３）特定保健指導事業の運営責任者（事務担当者等） 

 

３）人材育成・研修会の企画・運営担当者 

 

４）人材育成・研修会の企画・運営担当者 

 

 

 

 

研修 
習得能力 学習内容 

時間

（分） 方法 

講義 

①研修会の企画・立

案能力 

②研修会の運営能

力 

健診・保健指導等に関する制度、国の動

向、研修企画者に求められること 
60 

保健指導に必要とされる能力と研修ニー

ズ 
60 

研修会の実施体制、運営方法 60 

研修の評価と改善（PDCA サイクルを回

した研修のために） 
60 

演習 

①研修会の企画・立

案能力 

②研修会の評価能

力 

GW:研修会についての課題の整理とそれ

に対する対策 
60 

GW:研修計画の立案：研修受講者別の目

標設定、具体的なカリキュラム作成、社

会資源等に応じた研修計画及び評価計画

の作成（評価指標の検討、評価用アンケ

ート作成） 

150 

質疑 
 全体のまとめ（質疑・応答） 30 

応答 

合計時間  480 

 


